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第
三
章
絶
対
的
権
限
論
と
在
留
外
国
人
の
法
的
地
位

第

一

節

の

E
E
B
判
決
以
前
の
連
邦
最
高
裁
の
判
例
|
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
立
法

第
二
節
の
吋
島
田
自
〈
・
担
各
国
同
島
田
S
1
8
ω
d・
ω・
ω白
日
ハ
H
C
4
己
及
び
そ
れ
以
後
の
ご
惑
の
判
決

-
う
た
が
わ
し
い
差
別
理
論
の
特
異
性
|

連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
と
司
法
審
査

本
章
の
ま
と
め

料資

第
三
節

第
四
節

お
わ
り
に

序

外
国
人
の
人
権
保
障
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
申
甲
山
法
及
び
国
際

法
の
重
要
課
題
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
り
、
現
代
の
国
際
化
社
会
に
お
け
る
主
要
な
テ
l
マ
の
ひ
と
つ
と
目
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
テ

1
7
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
法
理

論
の
研
究
の
た
め
の
、
い
わ
ば
ご
く
序
説
的
な
検
討
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を

ア
メ
リ
カ
法
を
通
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
意
義
は
主
に
次
の
よ
う
な
二

つ
の
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

① 

周
知
の
如
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
か
つ
連
邦
国
家

で
あ
る
た
め
、
移
民
問
題
な
い
し
は
外
国
人
問
題
を
め
ぐ
る
判
例
が
多
数
に

の
ぼ
る
こ
と
。

② 

他
方
合
衆
国
で
は
移
民
問
題
に
関
す
る
基
本
的
な
法
制
度
が
、
日
本
の
そ

れ
よ
り
も
格
段
と
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
出
入
国
な
い
し
在

留
管
理
に
関
す
る
法
制
度
|
不
鮮
明
な
基
本
的
部
分
が
多
数
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
|
の
解
明
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

以
上
の
如
き
問
題
関
心
か
ら
す
る
な
ら
ば
本
稿
の
守
備
範
囲
は
極
め
て
限
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
の
主
た
る
目
的
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連

邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
上
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
、
外
国
人

差
別
問
題
に
関
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
問
題
の
前
提
と
な
る
、
連
邦
議
会
の
移
民
規
制

権
限
自
体
に
関
す
る
判
例
理
論
の
展
開
と
成
熟
過
程
を
追
い
、
そ
の
移
民
規
制

権
限
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
権
限
を
も
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
連
邦
議
会
が
移
民
問
題
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アメりカ合衆国における連邦議会の移民規制j権限と司法審査

に
つ
い
て
完
全
に
し
て
審
査
さ
れ
な
い
権
限
を
も
っ
、
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
こ

の
領
域
に
お
け
る
司
法
審
査
機
能
は
い
ち
じ
る
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
連
邦
議
会
の
絶
対
的
権
限
論
公

z
z
g白
ミ
宮
司

m
z
z
a
$
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
が
い
か
に
し
て
確
立
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
よ

う
な
権
限
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
き
た
か
、
及
び
そ
の
適
用
範
囲
は
ど

の
程
度
の
も
の
か
、
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

現
在
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
は
、
外
国
人
差
別
立
法
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
司
法
審
査
の
手
法
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
に

よ
り
、
外
国
人
差
別
問
題
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
理
論
の
枠
組
、

及
び
そ
の
特
殊
ア
メ
リ
カ
的
な
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
移
民
規
制
権
限
の
実
体
的
側
面
の
み
を
追
っ
て
お
り
、

き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
か
つ
複
雑
な
、
手
続
的
制
約
を
扱
う
こ
と
は
行
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
本
稿
の
当
初
の
主
目
的
が
外
国
人
差
別
問
題

に
関
す
る
判
例
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
ア

メ
リ
カ
移
民
法
の
構
造
が
複
雑
で
あ
り
、
そ
れ
を
中
心
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
手
続
的
制
約
の
分
析
の
た
め
に
は
本
稿
と
は
異
な
る
分
析
視

点
よ
り
別
稿
に
て
十
分
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
手
続
的
制
約
の
重
要
性
を
軽
視
し
て
で
は
な
い
。

以
下
で
は
、

と
、
移
民
規
制
権
限
の
絶
対
的
性
格
を
認
め
て
ゆ
く
判
例
理
論
の
展
開
を
追

第
一
章
で
連
邦
議
会
が
有
す
る
移
民
規
制
権
限
の
拡
大
過
程

ぃ
、
第
二
章
で
は
絶
対
的
権
限
論
を
確
立
し
た
判
例
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
第

一
二
章
で
は
外
国
人
差
別
立
法
に
関
す
る
判
例
理
論
と
連
邦
政
府
(
議
会
)
の
移

民
規
制
権
限
論
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。

(
1
)
こ
の
点
の
研
究
は
従
来
行
政
笑
務
家
が
主
と
し
て
行
っ
て
き
た
と
い
わ

れ
て
お
り
(
大
沼
保
昭
「
「
外
国
人
の
人
権
」
論
再
構
成
の
試
み
」
(
『
法

学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
第
二
巻
』
(
有
斐
閣
一
九
八
三
)
一
ニ
六
三

頁
)
)
、
憲
法
よ
り
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
(
例
外
的
に

ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
、
萩
野
芳
夫
『
基
本
的
人
権
の
研
究
』
(
法
律

文
化
社
一
九
八

O
)
が
あ
る
)
。
そ
の
理
由
は
、
い
く
つ
か
あ
ろ
う
が
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
は
、
出
入
国
な
い
し
在
留
関
係
の
管
理
に
関
す

る
法
律
・
命
令
に
つ
い
て
不
鮮
明
な
部
分
が
多
い
こ
と
、
つ
ま
り
研
究
対

象
自
体
の
認
識
の
困
難
さ
、
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
外
国
人
の
人
権
の
研
究
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
各

地
の
出
入
国
管
理
局
の
実
務
を
調
査
す
る
こ
主
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
2
)
た
だ
、
合
衆
国
移
民
国
籍
法
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
り
理
解
困
難
で
は

あ
る
。
め
h
p
u
k
F
4
同
印
・
〉
U
Z
D白岡田
J
2
N〉
4
2
1切
戸

〉

d

『
、
同
恒
一
円
、
♂
凶
吋
岱

o
a・A
H
h
F
N
!
A
H
ω
(
H
U叶
N
)

・

(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
萩
野
芳
夫
教
授
が
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
』

(
劾
草
書
房
一
九
八
二
)
に
お
い
て
き
わ
め
て
詳
細
な
研
究
を
発
表
さ

れ
て
い
る
。

(
4
)
こ
の
一
言
葉
は
ご
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
め
悶
♂
同
-
h
・
吋
宮
田
♂

〉
冨
何
回
同
わ

kpz
ゎ。

z∞4
3
c、『
5
Z〉
F
F
K
F
F
N
g
Q
由∞
ω〉
一

Z
O丹
市
・
同
)
向
・
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料

hv
ミ
H
Q
H
芯
諸
島
詰
丸
岡
h
E
h
詰
包
。
詰
-
-
A
R
U
6
富
岡
宮
R
h苫
h
h
v
E
向。
h刊誌、
-
X
H
E
R
E

円U
C
F
町『同倒的

b
s
m
片
岡
骨
向
。
S
2
4
M
-
吋
H
J
『〉
F
関
戸
・
し
『
・
吋
町
0
・叶∞
A
F
(
H申
A
W
N
V

の
印
邑
ロ
伺
♂
匂
怠
m
w
h
u
w
d
n
h
a
s
輔
、
勺
問
、
ミ
H
R
H
3
3
h
h
n
『弘之
s
h
a閃
H
白選比
a

shHH九
q
s
q
K
1
H
F
向
、
な
さ
Hミ

hubNt
向『

h判定出

H
F
旬
、
訟
法
hHhHさ
S
H
H
色町

、昌弘、
E
w
g
b
q
ミ
ミ
諸
問
、
∞
国
〉
印
4
2
0
印
わ
。
z

s
，・
p
・
c・ω
由
吋
(
冨
∞
H
)
U

Z
o
g
-
M
Z
P
向
。
q
s
a
た
ミ
叫
色
豊
柏
町
勾
弘
h-FH
柄
。
」
「
同
町
H
a
宮
内
出
血
札
与
な
S
H
h町
川

、
さ
』
守
口
崎
町
札

h

S
悼
む
ミ
芯
芯
M
S
H
H
F
向
h
a
h
同
時
』
刊
誌
凡
な
勺
間
同
時
喝
な
弘
己
注
ロ
・
¥
H
F
h

n
R
N
V
S
H
h
叫司
¥shawmwhw
・
J『{)の問。・

F
・
同
-
H
ω
o
p
H
ω
C
吋
ハ
H
由∞
N
)
U
M
1
b
同

句
Hhb
之
さ
向
。
ロ
ミ
、
F

同唱匂

i~
可同『
S-
由
由
民
kr
同〈・円、・

H

洲町
4
・
自
M
・

5印

(岡田∞
N
)
U
H
V
S
唱
な
も
書
室
岡
崎

S

H

F
同
h
s
-
l
hさ
善
命
、
白
色
g
h
u
b
N
片
岡

S
H
h
H
H
F
向
同
比
h
p
H
M
q
¥
品目弘司、
Hhrmw
自
国
〉
同
〈

-
v・剛山町ぐ・
]FN
∞
タ
ロ
H
N

(
H
双山

ω)
・

(
5
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ご
く
概
略
的
な
記
述
を
以
下
の
よ
う
な
本
文
及
び

注
に
お
い
て
行
っ
て
お
い
た
。
参
照
第
一
章
第
二
節
第
二
款
、
同
章
第

三
節
第
二
款
判
、
同
章
第
五
節
、
及
び
第
二
章
第
二
節
、
同
章
注

(
H
H
)

な
ど
。
こ
の
点
の
く
わ
し
い
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

資

第
一
軍

一
九
五
二
年
以
前
の
判
例
と
立
法

本
意
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
の

「
絶
対
的
」
性
格
を
認
め
て
ゆ
く
判
例
理
論
の
展
開
を
中
心
に
検
討
し
、
合
わ

せ
て
立
法
史
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
立
法
史
を
簡
単
に
で
あ
れ
紹
介
す

る
理
由
は
、
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
具
体
的
内
容
の
概
略
及
び
そ
の
歴

史
的
生
成
過
程
が
い
く
分
か
で
も
明
確
に
で
き
る
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節

開
放
政
策
時
代

建
国
以
来
約
一

0
0年
問
、
合
衆
国
は
完
全
な
解
放
政
策
を
と
り
続
け
、

八
七
五
年
ま
で
は
、
外
国
人
の
入
国
許
可
な
い
し
追
放
に
関
す
る
立
法
は
存
在

し
な
か
お
}
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
八
七
五
年
三
月
三
日
の
此
創
で
連

邦
議
会
は
は
じ
め
て
移
民
規
制
の
包
括
的
規
定
を
定
め
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
連
邦
議
会
は
一
八
七
五
年
法
ま
で
、
本
格
的
に
移
民
規
制
権
限
を
発

し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
合
衆
国
自
体
が
完
全
に
外
国
人
に
対
し
て
解
放
政
策

を
と
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
間
、
移
民
に
関
す
る
権
限
は
、
実
務
上
、
大
港
を
有
す
る
州

i
例
え
ば
マ
サ
チ
ュ

i
セ
ヅ
ツ
州
、
ニ
ュ
l
ヨ

i
p
州
、
ベ
ン
ジ
ル
パ
ニ
ア
州
、

メ
リ

l
ラ
ン
ド
州
ー
に
よ
り
行
使
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
州
は
、
移
民

を
規
制
す
る
社
会
的
・
財
政
的
コ
ス
ト
を
軽
減
す
べ
く
、
州
法
を
制
定
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、

移
民
に
対
す
る
監
察
を
行

ぃ
、
船
長
に
対
し
て
乗
客
の
職
業
・
年
令
・
健
康
状
態
の
報
告
を
義
務
づ
け
、

人
民
税
を
課
し
て
い
た
の
で
会
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ

1
ヨ
l
F
州
法
の
規
定

中
、
船
長
の
報
告
義
務
及
び
そ
の
違
反
に
対
す
る
罰
金
の
徴
収
が
争
わ
れ
た
の

c
q
o同
Z
Z
J問
。
円
宵
〈
・
富
一
民
で
あ
る
。
こ
の
事

tJ~ 

一
八
三
七
年
の

件
で
船
長
側
は
、
当
該
州
法
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
と
外
国
諸
港
と
の
問
の
通
商

北法34(5・92)836



を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
違
憲
で
あ
る

て
い
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
当
該
州
法
を

n
O
B
B
2
2
(通
商
)
の
規
制

で
は
な
く
宮

-wm
の
規
制
で
あ
り
、
つ
ま
り

H
V
C
Z
B
宮
当
日
の
行
使
だ
、

と
し
た
う
え
で
、
そ
の
権
限
行
使
と
し
て
合
法
か
否
か
を
目
的
・
手
段
の
点
か

ら
み
て

i
町
民
と
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
判
決
と
移
民
規
制
権
限
と
の
関
係
に
つ

い
て
評
価
を
下
す
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
の
判
決
か
ら
し
て
、
こ
の

(
〉
ユ
・
同
・
明
∞

-n-・
3
、
と
主
張
し

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

判
決
の
も
つ
意
義
は
、
結
局
州
は
船
長
に
対
し
て
報
告
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
し
か
な
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
件
で
争
わ
れ
た
州
法
の
規
定
は
移
民
規
制
の
た
め
の
州
法
の

一
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
連
邦
最
高
裁
判
決
が
州
政
府
の
移
民
規

制
権
限
自
体
を
認
め
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

さ
て
、
口
々
。
同

Z
g司
J

問
。
岳
〈
・
冨
ロ
ロ
判
決
以
降
、
連
邦
最
高
裁
は
、

2
3
m
R
P
ι
叫
ん
を
経
て
、
国
間

5
5ロ
4
・

5
3
0
2
2
5月

2
1
h
g
m
4・
-
S
L
U
と
い
う
一
八
七
五
年
の
二
判
決
に
よ
り
、
移
民

規
制
権
限
の
所
属
に
つ
い
て
決
定
的
と
も
い
え
る
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
間
、
ま
ず
司
自
由

g
m
R
m
u
g
g
で
は
、
船
長
に
対
し
て
人
頭
税
を

課
す
る
州
法
が
争
払
川
、
五
対
四
で
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
が
、
違
憲
判
断
を

し
た
う
ち
、
こ
の
よ
う
な
課
税
が
外
国
と
の
通
商
に
当
た
り
、
連
邦
議
会
が
他

国
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
権
限
が
連
邦
議
会

に
排
他
的
に
帰
属
す
る
旨
を
判
示
し
た
も
の
は
凶
名
で
あ
り
、
連
邦
最
高
裁
判

所
の
判
断
と
し
て
は
、
移
民
規
制
権
限
の
所
属
に
つ
い
て
確
固
た
る
結
論
を
下

し
た
も
の
と
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
確
立
し
た
も
の
が
前
述
の
一
八
七
五
年
の
二
判

決
で
あ
る
が
、
な
か
ん
ず
く
国

g仏
R
gロ
4
・
富
田
可
O
円。同

Z
2司
J

問
。
吋
宵
が

注
目
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
で
争
わ
れ
た
州
法
は
前
述
し
た

C
与

え

Z
2『

J
『

R
W
〈
・
沼
-Z
で
有
効
と
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
が
、
同

M
2・

田町ロぬ

2
m
u
L仰
で
違
憲
・
無
効
と
さ
れ
た
部
分
を
改
正
し
て
い
た
。
そ
の
内

容
は
、
上
陸
に
先
立
っ
て
船
長
は
原
則
と
し
て
、
保
一
証
金
と
し
て
三

0
0ド
ル

支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
代
え
て
乗
客
上
陸
後

二
四
時
間
以
内
に
上
陸
乗
客
一
人
に
つ
き
一
ド
ル
五

0
セ
ン
ト
支
払
っ
て
も
よ

い
、
と
い
う
、
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
対
し
て
連

邦
最
高
裁
(
玄

E
R
判
事
の
法
廷
意
見
)
は
、
①
ト
ロ
ミ
ミ

z
g司
J

問。円宵
4
・

冨
ロ
ロ
事
件
は
、
船
長
の
報
告
義
務
が
宮
ロ
ロ
間
宮
場
開
吋
の
範
囲
内
で
あ
る
こ

と
を
判
示
し
た
に
と
ど
ま
る
、
②
司
自
由

gmm円。
g
g
の
結
果
、
乗
船
客
に

対
し
て
人
頭
税
を
課
す
こ
と
は
州
に
よ
る
の
O
B
B
2
8
ハ
通
商
〉
の
規
制
で

あ
り
違
憲
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
件
の
場
合
実
質
的
に
は
人
頭
税
に
該

ハ
幻
)

当
す
る
も
の
を
課
し
て
い
る
、
司
曲
目
的

gmm円
。
8
2
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
わ

ogE

B
2
2
の
規
制
で
あ
訳
、
③
こ
の
わ
0
5
5
2
2
規
制
権
限
を
、
連
邦
議
会

に
排
他
的
に
属
す
丸
、
も
の
と
す
れ
ば
、
州
は
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
崎
、
と

北法34(5・93)837

判
示
し
て
、
当
該
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
を
違
憲
無
効
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の



料

よ
う
な
判
断
の
実
質
的
な
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
事
項
が
国
際
的

資

に
も
重
要
で
あ
り
そ
れ
放
す
べ
て
の
合
衆
閣
の
港
で
適
用
で
き
る
統
一
的
ル
ー

ル
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
最
良
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
判
決
を
ひ
と
つ
の
契
機
と
し
て
一
八
八
二
年
八
月
三
日
の
法

律
で
、
連
邦
政
府
に
よ
る
一
律
課
税
及
び
そ
れ
を
基
金
と
す
る
移
民
保
護
政
策

(
叩
)

に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
移
民
規
制
権
限
の
所
属
に
関
す
る
事
件
は
そ
の
後
も
連
邦
最
高

裁
で
同
一
の
判
断
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
如
き
素
描

か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限

の
形
成
の
た
め
、
一
定
の
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

次
節
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
移
民

規
制
権
限
を
、
連
邦
議
会
は
い
か
に
し
て
行
使
し
た
か
、
そ
れ
に
対
し
て
判
例

は
い
か
な
る
態
度
を
採
っ
た
か
、
を
検
討
す
る
。

第
二
節

入
国
拒
否

第
一
款

立
法

前
節
で
も
述
べ
た
通
り
、
連
邦
議
会
が
は
じ
め
て
移
民
規
制
の
た
め
の
包
括

的
規
定
を
定
め
た
の
は
一
人
七
五
年
三
月
三
日
の
法
律
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い

浦
町
し
か
し
こ
の
法
律
で
は
、
入
国
後
の
追
放
の
定
め
は
存
在
七
刊
、
入
国
拒

否
す
べ
き
対
象
と
し
て
売
春
婦
と
犯
罪
者
を
定
め
て
い
る
他
、
入
国
拒
否
後
の

退
去
強
制
の
定
め
を
置
く
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
入
国
後

の
追
放
の
定
め
は
な
か
っ
叫
が
、
一
八
九
一
年
三
月
三
日
の
法
制
で
、
入
国
後

(
犯
)

の
退
去
強
制
(
巾
す
丘
町
O
D
)

の
規
定
が
置
か
れ
た
。

入
国
拒
否
事
的
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
八
七
五
年
法
以
降
、
例
え
ば
公
の
負

担
〈
宮

E
n
n
F
R
m昂
)
に
な
り
そ
う
な
者
、
契
約
労
働
者
〈

S
E
E
R
S
-

t
o
s
u剖
な
ど
が
こ
れ
に
加
え
丸
山
中
さ
ら
に
一
九

O
三
年
三
月
三
日
の
恥
倒
的

で
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
加
え
ら
れ
た
後
、
一
九
一
七
年
二
月
五
日
の
移
民
法
で
入

国
拒
否
事
由
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
何
度
か
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
関

す
る
規
定
を
中
心
に
詳
細
化
さ
川
、
現
行
法
た
る
移
民
国
籍
法
の
第
三
一
一
条

(
仰
に
至
る
が
、
入
国
拒
否
事
由
の
基
本
的
性
格
は
一
九

O
三
年
法
以
降
変
化
が

な
い
と
思
わ
九
日
。

北法34(5・94)838

以
上
の
よ
う
な
一
般
的
な
入
国
拒
否
に
関
す
る
立
法
に
対
し
て
、
一
八
八
二

年
以
降
い
わ
ゆ
る
中
国
人
排
斥
諸
法
〈
岳
町
。
】

H
Z
g巾
同
同
町
】
ロ

a
S
K
M
2
4

が
制
定
さ
れ
続
仇
問
。
こ
の
一
連
の
立
法
は
、
中
国
人
労
働
者
の
、
合
衆
国
へ

の
渡
来
や
居
住
を
規
制
・
制
限
・
停
止
す
る
も
d
で
あ
り
、
労
働
者
と
し
て
合

衆
国
へ
渡
来
し
て
く
る
者
以
外
の
中
国
人
に
は
こ
れ
ら
諸
法
に
よ
る
制
約
は
課

(mv 

せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
立
法
の
最
初
の
も
の
、
つ
ま
り
一

八
八
二
年
五
月
六
日
の
丸
間
の
第
一
条
は
、
中
国
人
労
働
者
が
入
国
し
て
在
留

す
る
こ
と
を
一

0
年
間
停
止
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

一
八
八
八



A

臼
V

年
九
月
一
三
日
の
法
律
の
第
三
条
で
、
入
国
し
う
る
者
を
特
定
化
し
、
中
国
人

公
務
員
(
。
自
己
白
日
目
〉
、
教
師
、
学
生
、
商
人
及
び
一
時
的
な
旅
行
者
に
限
定
す

〈
閃
)

る
な
ど
の
改
正
を
し
、
さ
ら
に
一
八
九
二
年
五
月
五
日
の
法
律
で
前
記
停
止
期

(
U
A
V
 

聞
を
さ
ら
に
一

0
年
間
延
ば
す
な
ど
し
、
そ
の
後
も
停
止
期
間
は
次
々
と
延
ば

さ
れ
て
い
っ
切
が
、
つ
い
に
一
九

O
四
年
四
月
二
七
日
の
法
鰐
で
無
期
限
と
さ

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

れ
た
。
結
局
入
国
拒
否
に
つ
い
て
中
国
人
排
斥
政
策
が
消
滅
す
る
の
は
、

{

日

〉

(

四

品

)

四
三
年
一
二
月
一
七
日
の
法
律
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
款

判
例

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
移
民
規
制
権
限
が
連
邦
議
会
に
排
他
的
に
属
す

る
、
と
い
う
こ
と
は
一
八
七
五
年
の
二
判
決
に
よ
り
確
立
し
た
が
、
こ
の
権
限

行
使
が
何
ら
か
の
具
体
的
形
態
を
と
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
司
法
部
と
の
関
係
で

は
い
か
な
る
性
格
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、
は
一
応
別
の
判
断
が
必
要
と
な
る
。

そ
し
て
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
権
限
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
最
初
の
判
例
は
中

国
人
排
斥
法
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
斗
宮
の
宮
山
口
何
回
巾
何
回
-

n-55
。
ト
別
で
あ
る
。
一
八
八
二
年
五
月
六
日
の
中
国
人
排
応
凱
は
、
中

国
人
労
働
者
の
入
国
拒
否
及
び
帰
化
禁
止
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
制
定

当
時
合
衆
国
内
に
居
た
人
に
は
適
用
が
な
く
、
そ
の
よ
う
な
中
国
人
の
再
入
国

を
促
進
す
る
た
め
に
、
再
入
国
許
可
証
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
発
行
し
て
い
た

が
、
一
八
八
八
年
一

O
月
一
日
の
法
律
で
こ
の
再
入
国
許
可
証
を
持
つ
者
に
対

し
て
も
再
入
国
を
拒
む
こ
と
と
な
っ
た
。
原
告
は
中
国
人
労
働
者
で
、
一
八
七

五
年
か
ら
一
八
八
七
年
六
月
ま
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
居
住
し
て
い
た
。
一

九

八
八
七
年
六
月
に
再
入
国
許
可
証
を
得
て
中
国
へ
渡
り
、
翌
年
九
月
に
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
州
へ
帰
っ
て
き
た
。
し
か
し
一
八
八
八
年
法
で
再
入
国
許
可
証
が
無

効
と
さ
れ
、
彼
の
上
陸
権
は
失
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
。

そ
の
た
め
人
身
保
護
令
状
を
求
め
て
争
っ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

(
例
)

争
点
は
当
該
立
法
が
条
約
に
反
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
判
旨
は
条
約
違
反

を
認
め
な
が
ら
も
当
該
立
法
が
無
効
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
連
邦
政
府
が
他

国
と
の
条
約
を
無
視
す
る
の
が
正
当
か
否
か
は
裁
判
所
の
決
定
す
べ
き
問
題
で

は
な
い
、
と
し
た
。
ま
た
原
告
の
再
入
国
の
権
利
の
主
張
に
判
旨
は
、
再
入
国

と
新
規
入
国
と
の
聞
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
な
く
対
応
し
、
「
合
衆
国
政
府
が

立
法
部
を
通
し
て
、
自
国
の
領
土
か
ら
外
国
人
を
入
国
拒
否
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
は
、
議
論
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
自
国
の
領
土
の
管
轄
権

は
、
す
べ
て
の
独
立
国
家
の
付
随
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
立
の
一
部
で
あ
る
。

も
し
あ
る
国
家
が
外
国
人
の
入
国
を
拒
否
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
家
は
、
そ

(
郎
)

の
限
度
で
外
国
の
権
限
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
」
と

述
べ
た
。
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こ
れ
に
続
け
て
判
決
は
、
第
一
条
第
八
節
の
規
定
、
特
に
戦
争
・
条
約
・
対
外

通
商
及
び
帰
化
権
限
を
あ
げ
て
い
る
。
国

2
8
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

本
判
決
は
、
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
権
限
が
、
連
邦
憲
法
に
よ
り
付
託
さ
れ
た



料

権
限
以
外
の
何
の
理
由
に
も
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、

〈印
V

と
い
う
。
さ
ら
に
判
決
は
、
「
連
邦
憲
法
に
よ
り
付
託
さ
れ
た
、
主
権
上
の
権

限
の
一
部
で
あ
る
(
中
略
)
外
国
人
の
入
国
拒
否
権
限
」
と
い
っ
て
お
り
、
入

国
拒
否
権
限
の
根
拠
た
る
権
限
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
憲
法
に
よ
り
付
託

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
権
と
い
う
事
実
か
ら
憲
法
外
的
に
生
ず
る
も
の
で
は

な
い
、
と
判
決
は
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
判
例
の
態
度
は
呂
田
区
ヨ
ロ
吋
印
刷
窓
口
4
・口三宮内回

ω
S前
ド
に
も
受
け

継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
主
権
国
家
は
、
主
権
に
固
有
で
、

自
己
保
存
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
自
国
の
領
土
へ
の
外
国
人
の
入
国
を
禁

止
す
る
権
限
、
な
い
し
自
国
が
適
切
と
考
え
た
場
合
及
び
条
件
で
の
み
入
国
を

許
可
す
る
権
限
を
有
す
る
。
ハ
中
略
)
合
衆
国
で
は
こ
の
権
限
は
連
邦
政
府
に

資

与
え
ら
れ
て
お
り
、
憲
法
は
連
邦
政
府
に
外
交
関
係
全
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

委
ね
て
い
る
。
ハ
中
略
)
外
国
と
の
通
商
を
規
制
す
る
権
限
及
び
帰
化
の
統
一

的
規
則
を
制
定
す
る
権
限
、
及
び
戦
争
を
宣
言
す
る
権
限
を
、
連
邦
議
会
に
与

え
て
い
る
。
」

こ
の
よ
う
な
判
例
の
態
度
を
要
約
し
て
い
え
ば
、
外
国
人
の
入
国
拒
否
権
限

が
連
邦
議
会
に
排
他
的
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
分
野
で
司
法
部
の
介
入
が

認
め
ら
れ
な
い
理
由
は
、
司
法
部
に
対
し
て
、
法
律
、
条
約
、
究
極
的
に
は
憲

法
に
よ
り
、
介
入
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

た

η

ノ。

た
だ
し
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
と
手
続
的
デ
ュ

i

北法34(5・96)840

プ
ロ
セ
ス
の
要
請
と
の
関
係
に
対
す
る
こ
の
時
期
の
判
例
の
態
度
で
あ
る
。
本

文
中
で
検
討
し
た
こ
判
例
は
、
以
上
の
如
き
考
え
方
に
よ
り
、
結
局
、
入
国
手

続
に
お
い
て
手
続
的
デ
ュ

i
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
さ
え
働
か
な
い
、
と
し
た
の
で

(
市
)

あ
る
が
、
そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
判
例
で
は
入
国
拒
否
と
い
う
局
面
で
も
手
続

的
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
を
保
障
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い

M
W
 第

三
節

追
放

第
一
款

立
法

本
款
で
は
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
「
追
放
」
制
度
、
つ
ま
り

as片
山
富
(
退

去
強
制
と
訳
す
)
と
冨
巳
各
自

g同
(
追
放
と
訳
す
)
が
法
制
度
と
し
て
成
立

し
て
ゆ
く
過
程
を
簡
単
に
追
う
。

本
章
の
第
二
節
第
一
款
で
触
れ
た
よ
う
に
、
最
初
の
「
追
放
」
立
法
は
一
八

九
一
年
三
月
三
日
の
法
律
で
あ
る
。
そ
の
第
一
一
条
は
、
「
法
律
に
違
反
し
て

合
衆
国
に
入
国
し
た
外
国
人
は
本
法
の
規
定
に
よ
り
入
国
後
一
年
以
内
に
帰
国

さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
入
国
条
件
違
反
者
の
入
国

者
の
「
追
放
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
国

2
8
の
分
類
か
ら
い
え
ば
丘
四
円
E

t
oロ
ハ
退
去
強
制
)
の
規
定
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る
。
同
様
の
規
定
は
一
九



ベ
位
)

O
三
年
三
月
三
日
の
法
問
や
一
九

O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律
に
も
受
け
継
が

れ
る
が
、
一
九

O
七
年
法
の
第
三
条
で
は
、
入
国
後
の
行
為
の
み
を
、
あ
や

(円。ロロ戸ロ曲目
4
目

白

〈

ナ

5「ま
ロっ
2 て
)な

とい
すし
る不
、法

とに
い入
う国
変し
化た
カミ こ
みと
らの
れ口終
る〉結
》的

証
拠

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

一
九

O
七
年
法
を
改
正
し
た
一
九
一

O
年
三
月
二
六
日
の
法
制

は
、
一
九

O
七
年
法
ま
で
付
け
ら
れ
て
い
た
退
去
強
制
の
適
用
期
間
制
限
を
、

売
春
に
関
す
る
行
為
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
削
除
仏
間
。
つ
ま
り
、
売
春
行
為

を
理
由
と
す
る
「
追
放
」
の
性
格
は
事
実
上
、
退
去
強
制
か
ら
追
放
へ
変
化
し

た
、
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
規
定
の
方
法
と
し
て
は
依
然
と
し
て
入
国
拒
否

事
由
を
定
め
る
の
み
で
あ
児
、
ま
た
売
春
行
為
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
行
っ
た

と
こ
ろ
が
、

者
が
不
法
に
入
国
し
た
こ
と
を
推
定
さ
れ
そ
の
推
定
期
聞
が
削
除
さ
れ
た
に
す

ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
法
の
文
面
上
か
ら
は
未

だ

Z
E田

g
g昨
(
追
凶
日
規
定
と
は
い
い
難
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

以
上
と
は
性
質
の
異
な
る
規
定
が
法
律
上
は
じ
め
て
現
わ
れ
た
の
が
、

(
印
〉

一
七
年
二
月
五
日
の
法
律
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
第
一
条
は
入
国
拒
否
事
由
を

定
め
、
第
一
九
条
前
段
で
こ
れ
ら
に
反
し
て
入
国
し
た
者
の
五
年
以
内
の
退
去

強
制
を
定
め
、
同
条
後
段
で
は
「
収
監
さ
れ
追
放
さ
れ
る
」

(
S
E口
百
件
。

2目
g弘
司

自

色

am吉
三
包
〉
事
由
を
個
別
的
に
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
入

国
後
い
か
な
る
時
で
あ
れ
」
こ
れ
ら
事
由
を
行
っ
た
者
は
追
放
さ
れ
る
、
と
定

門卯
V

め
ら
れ
て
お
り
、
適
用
期
間
制
限
の
定
め
を
お
か
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ

で
は
、
入
国
し
た
外
国
人
の
入
国
前
の
特
性
と
入
国
後
の
行
為
と
の
因
果
関
係

が
法
の
文
面
上
も
要
求
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
一
九
条
前
段
に
定
め
ら
れ
て
い
る

退
去
強
制
と
の
問
に
基
本
的
な
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
出

2
3
の
分
類
か
ら
い
え
ば
追
放

(
E田
町

F
B
m
E〉
で
あ
っ
て
、

こ
の
制
度
は
以
後
、
追
放
事
由
を
拡
張
し
つ
つ
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ

ち
、
一
九
一
七
年
法
に
お
い
て
は
追
放
事
由
は
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
背
徳
的
犯

罪
に
つ
き
一
年
以
上
の
有
罪
判
決
(
入
国
後
五
年
以
内
)
な
い
し
そ
の
よ
う
な

有
罪
判
決
を
二
度
以
上
う
け
た
こ
と
(
適
用
期
間
制
限
な
し
〉
、
売
春
行
為
に
係

る
も
の
、
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四

O
年
六
月
二
八
日
の
法
律
で
は
さ
ら
に
、
他

九

の
外
国
人
の
不
法
入
国
の
常
助
(
入
国
後
五
年
以
内
)
、
寧
の
忠
誠
や
道
徳
・
紀

律
を
そ
こ
な
う
行
為
を
し
、
一
度
有
罪
判
決
を
う
け
た
者
(
入
国
後
五
年
以
内
)

な
い
し
こ
の
こ
と
に
つ
き
二
度
以
上
有
罪
判
決
を
う
け
た
者
、
が
加
え

i
M、

最
終
的
に
は
一
九
五
二
年
の
移
民
国
籍
法
の
第
二
四
一
叫
ん
に
よ
り
、
現
行
の
制

度
が
確
立
し
た
。

現
行
制
度
は
き
わ
め
て
詳
細
に
追
放
事
由
を
定
め
て
い
る
が
、
大
別
す
れ

(

鵠

)

(

鈎

)

(

叩

)

ば、

ω公
の
負
担
(
吉
E
n
n
y
R
m
m〉
と
な
る
こ
と
、

ω背
徳
的
行
為
、

ω
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政
治
上
な
い
し
国
家
安
全
上
の
事
項
に
て
ら
し
て
望
ま
し
く
な
い
政
治
活
動
に

(

川

)

{

山

山

)

参
加
す
る
こ
と
、
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
法
律
上
詳
細
に
分
け
ら
れ
た
カ

テ
ゴ
リ
l
に
属
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
当
該
外
国
人
を
必
ず
追
放
し
な
く
て
は(問
)

な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
法
務
長
官
は
、
移
民
国
籍
法
の
第
二
四
四
条
第
糾
項



米}

に
も
と
づ
き
、
自
由
裁
量
に
よ
り
、
追
放
を
停
止
で
き
る
。
も
っ
と
も
自
由
裁

(
削
)

量
と
は
い
与
え
、
裁
量
権
行
使
の
上
で
の
考
慮
す
べ
き
要
件
を
定
め
て
お
り
、
ま

た
裁
量
権
の
行
使
に
あ
や
ま
り
が
あ
れ
ば
違
法
で
あ
る
、
と
す
る
下
級
審
判
決

(
防
)

も
あ
る
c

資

第
二
款

判
例

本
款
で
は
、
一
九
五
二
年
以
前
の
「
追
放
」
に
関
す
る
判
例
を
フ
ォ
ロ
ー
す

る
。
判
例
は
き
わ
め
て
多
数
で
あ
る
た
め
、
主
な
判
例
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、

退
去
強
制
の
事
例
よ
り
三
件
、
追
放
の
事
例
よ
り
二
件
紹
介
す
る
。

付
退
去
強
制
に
関
す
る
事
案

(
明
)

こ
こ
で
は
司
O
ロ
m
J門
戸
開
、
ロ
ロ
出
向
〈
・

d
E広島
ω
g同
2
・回、
0
4
司
君
国
}
戸

ωロ冊以『

(

町

)

(

川

)

4
・
∞

R
r
g
及
び
切
ロ

m
a
g
-什
N

J
『
・
〉
仏
国
自
由
の
三
件
を
取
り
あ
げ
る
。
そ

の
理
由
は
、
司
。
ロ

m
J
E叩
寸
吉
岡
事
件
及
び
切
己
何
回
』
刊
当
伊
丹
N

事
件
の
両
判
決

(
間
)

は
、
後
述
す
る
一
九
五
二
年
か
ら
五
四
年
の
三
件
の
追
放
に
関
す
る
判
決
が
こ

(
川
)

の
二
判
決
に
依
拠
し
つ
つ
絶
対
的
権
限
論
を
確
立
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
、

F
O
者
割
岳

ωロ
ミ
事
件
の
判
決
は
、
退
去
強
制
を
行
う

権
限
と
入
国
拒
否
権
限
と
の
つ
な
が
り
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

(
川
)

で
あ
る
。

山
門
司
。
口
問
ペ
ロ
巾
吋
仲
口
問
〈

-
C
E
g
a
沼
田
仲

2
・

E
u
d・
ω
-
m
S
O
S
3・

本
判
決
は
、
そ
の
他
二
件
ハ
巧

S
m
o
g
E
4・
d
・
ω--FZ
同

o
m
4・
d
-

ω・
)
を
含
む
三
件
に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
事
案
の
概
要
は

司
O
ロ
m
ペ
ロ
四
斗
E
m
4・
c・
m-
に
関
し
て
の
み
述
べ
る
。
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回り
0
ロ
m
J『
己
申
吋
吉

m
(原
告
・
上
訴
人
)
は
、
中
国
人
で
、
お
そ
く
と
も
一

八
七
九
年
に
合
衆
国
に
永
住
の
意
図
で
入
国
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
一
年
以
上

(
川
)

居
住
し
て
い
た
。
一
八
九
二
年
五
月
五
日
の
法
律
の
通
過
後
、
そ
の
第
六
条
に

よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
、
当
該
地
域
の
徴
税
官

(gロ
叩
円
昨
日

O
片
山
口
Z
円
ロ
巳

5
4
2
5
)
か
ら
の
在
留
許
可
証

Q
2
2
s
s
z
o内
話
回
広

g
g〉
を
受

け
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
連
邦
保
安
官
(
自
民
島
田
戸
〉
は
、
合
法
に
入
国

し
た
か
否
か
を
裁
判
所
で
立
-
証
さ
せ
る
た
め
に
彼
を
逮
捕
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ

の
立
証
の
た
め
に
は
同
法
同
条
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
信
用
で
き

る
白
人
の
証
人
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
満
た
せ
ず
、
不
法
に
入
国

し
た
も
の
と
し
て
追
放
命
令
を
う
け
た
た
め
、
同
法
第
六
条
を
デ
ュ
l
プ
ロ
セ

(
川
)

ス
違
反
と
し
て
争
っ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
(
川
)

判
旨
は
ま
ず
、
明
日
向

E
4・
C
E
Z。
盟
国
同

2
や
、
H
，

Z
わ
窓
口

g
m
F
a
c
E

(
川
)

包
O
ロ

mug目
を
引
用
し
つ
つ
、
合
衆
国
が
主
権
国
家
と
し
て
入
国
許
可
・
拒

否
・
退
去
強
制
権
限
を
も
つ
こ
と
を
、
一
般
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
合
衆
国
は
、
主
権
を
有
す
る
独
立
の
国

家
で
あ
り
、
国
際
関
係
の
完
全
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
及
び
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

維
持
し
そ
れ
を
実
効
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
権
限
を
、
憲
法
に
よ

(
川
)

り
与
え
ら
れ
て
い
る
o
」
つ
ま
り
、
法
廷
意
見
は
、
連
邦
議
会
の
こ
れ
ら
の
権



限
の
絶
対
的
な

Q
Z
D
R己
性
格
を
認
め
つ
つ
、

な
お
こ
れ
ら
権
限
が
、
憲

法
上
委
任
さ
れ
た
権
限
の
行
使
の
適
切
な
範
囲
内
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

(
市
)

を
認
め
て
い
る
、
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
外
国
人
が
合
衆
国
内
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
許
さ
れ
る
か
否
か
、
ま
た
い
か
な
る
条
件
で
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う

問
題
は
、
政
府
の
政
治
部
門
(
宮

-ES-
耳
g
n
F
2
0内
向

0
2
3
8
2
3

に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
司
法
部
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
憲

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

法
に
よ
り
連
邦
議
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
権
限
を
行
使
し
て
制
定
さ
れ
た
手
段

(
川
)

の
正
し
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
意
見
を
表
明
す
る
の
は
適
切
で
な
い
、
と
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
は
退
去
強
制
権
限
等
の
行
使
の
た
め
の
実

体
的
要
件
に
対
す
る
司
法
審
査
の
余
地
を
ほ
と
ん
ど
否
定
し
て
い
る
、
と
い
え

る。
制

Hbd『
4
『田宮

ω
g
u『
4
・
切
回
円
宵

5
・
MN日
d
・
ω・品
8
0
2
N〉・

(
川
)

本
件
は
、
一
九

O
七
年
二
月
二

O
日
の
法
律
の
第
三
条
及
び
そ
の
改
正
法
た

(
閣
)

る
一
九
一

O
年
三
月
二
六
日
の
法
律
の
第
三
条
、
第
二

O
条
、
第
二
一
条
の
、

売
春
婦
の
退
去
強
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
合
衆
国
市
民

(
F
o
d司

巧
田
町

ωcmMG
及
び
そ
の
中
国
人
た
る
妻
(
巴
〉
辺
自
)
で
あ
る
。
原
告

(
上
訴
人
)
の
妻
は
、
一
九
一

O
年
四
月
一
五
日
、
サ
ン
フ
ラ
γ
シ
ス
コ
に
上

陸
し
、
合
衆
国
に
入
国
し
た
が
、
そ
の
後
売
春
宿
の
寄
寓
者
と
認
め
ら
れ
た
た

め
、
一
九

O
七
年
法
及
び
一
九
一

O
年
法
に
も
と
づ
き
、
退
去
強
制
令
状
を
発

せ
ら
れ
た
。
な
お
、
原
告
の
妻
は
合
衆
国
市
民
の
妻
で
は
あ
っ
た
が
、

!¥. 
j¥、

(
山
)

二
年
五
月
六
日
の
法
律
の
第
一
二
条
に
よ
り
、
帰
化
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

原
告
は
、
当
該
法
が
、
監
査
官
。
ロ
呂
町
ロ
件
。
る
な
い
し
移
民
官
公

Enos-

B
-師
団

F
B
R
a
仲
間
戸

B
釘

E
江
。
ロ
〉
の
面
前
で
の
最
初
の
検
証
ハ
四
阿
国
民
H

吉田・

巴
O
ロ
)
の
と
き
に
弁
護
士
を
つ
け
る
こ
と
を
認
め
て
お
ら
ず
、
憲
法
上
の
手
続

的
適
正
に
欠
け
て
い
る
、
と
し
て
争
っ
た
が
、
三
人
構
成
と
な
っ
た
原
審
た
る

連
邦
地
方
裁
判
所
公
Z
d
E
Z
S
ω
S
H
g
E
m丹
江
え
れ

2
3
r
z
z
z
a
-

S
Rロ
巴
丘
ユ
2
0同

C
O
Z
B
E同
〉
で
敗
訴
し
、
本
件
上
訴
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
判
旨
は
、
そ
の
後
の
手
続
段
階
で
、
聴
聞
が
終
了
す
る
前

に
、
弁
護
士
の
援
助
を
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
手
続
的
適
正
に
反
し
な

(
問
)

ぃ
、
と
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
法
の
退
去
強
制
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
「
連
邦

議
会
の
目
的
が
、
入
国
を
禁
止
さ
る
べ
き
女
性
を
合
衆
国
に
入
国
さ
せ
、
在
留

さ
せ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
当
該
法
の
目
的

は
、
外
国
人
の
売
春
婦
の
入
国
を
拒
否
し
、
ま
た
、
も
し
彼
女
ら
が
、
入
国
後

規
定
さ
れ
て
い
る
期
間
内
に
法
律
を
犯
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
彼
女

(
問
)

ら
が
や
っ
て
き
た
国
へ
送
還
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
退
去
強
制
権
限
が

入
国
拒
否
権
限
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
。

…
山
回

z
m
a
g
i昨
N

J
、・〉
a
E
5・
NM
∞
d
・
ω・日
g
Q
2
3・

(
間
)

事
実
は
間
の
事
件
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
原
告
・
上
訴
人
側
の
主
張
は
、
当

1

(

凶
)

該
法
に
よ
る
退
去
強
制
が
比
例
原
則
に
反
す
る
、
と
い
う
こ
と
、
及
び
当
該
法

(

凶

)

(

凶

)

が
事
後
法
の
禁
止
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
人
構
成

北法34(5・99)843



料

た
る
連
邦
地
方
裁
判
所
(
原
審

u
S開
口
ロ

R
E
g丘
町
田
盟
国
門
広
三
門
U
C
C
吋件

沙
門
吾
叩

U
Z可
山
口
同
え
の
O
H
Z
B
U
E
)

で
敗
訴
し
、
本
件
上
訴
に
至
っ
て
い

資

る。
法
廷
意
見
は
ホ
ー
ム
ズ
判
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

一
九
一

O
年
法

が
一
九

O
七
年
法
の
、
入
国
後
三
年
以
内
と
い
う
退
去
強
制
の
適
用
期
間
制
限

を
、
売
春
行
為
関
係
に
つ
き
削
除
し
た
こ
と
は

一
九

O
七
年
法
の
実
体
を
変

え
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
合
憲
性
は
問
題
と
さ
れ
る
余
地
が

(
四
)

な
い
、
と
い
っ
た
。
ま
た
、
事
後
法
の
禁
止
に
触
れ
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
は
、

(
凶
)

彼
女
に
関
し
て
は
、
法
の
遡
及
的
効
果
は
問
題
で
な
い
、
と
し
て
、
上
訴
人
側

の
主
張
を
し
り
ぞ
け
た
。
結
局
の
所
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
一
九
一

O
年
法
が
退

去
強
制
の
適
用
期
間
制
限
を
売
春
行
為
に
つ
い
て
削
除
し
た
こ
と
に
よ
り
、
退

(
伽
)

去
強
制
の
性
格
が
変
わ
っ
た
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
、
と
い
え
る
。

追
放
に
関
す
る
判
例

(

川

)

(

印

)

こ
こ
で
は
回
口
企

2
〈
・
当
日
oロ
及
び

M
O
E
S
〈・

0
刊
の
冊
。
話
刊
の
一
一

(
問
)

件
を
紹
介
す
る
。
前
者
の
事
件
は
、
上
訴
人
の
入
国
が
幼
児
の
時
で
あ
り
、
殊

(b) 
に
連
邦
議
会
の
追
放
権
限
の
実
体
的
側
面
を
争
い
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、

他
の
多
く
の
事
例
と
同
じ
く
法
の
解
釈
の
み
を
争
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
、

本
章
の
対
象
と
し
て
い
る
時
期
に
お
け
る
争
い
方
の
典
型
的
な
も
の
と
思
わ

れ
、
か
つ
数
少
い
、
追
放
を
う
け
る
外
国
人
側
の
勝
訴
事
件
で
あ
り
、
ま
た
後

者
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
判
旨
が
一
応
ば
く
ぜ
ん
性
の
ゆ
え
に
無
効
の
ル

l
ル

の
適
用
を
認
め
て
い
る
、
と
い
う
特
色
が
あ
る
。

仰
切
ユ
仏

m
g
d、・
4
司

w
o
p
ω
民

d-ω
・
H
a
Q
宏
3
・

上
訴
人
〈
出
回
叫
号
切
巳
弘
同
州
開
凹
)
は
一
九
二

O
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
か
ら
合
衆

国
に
入
国
し
た
。
彼
は
、
以
前
共
産
主
義
的
組
織
と
目
さ
れ
て
い
た
組
織
の
リ

(
削
)

l
ダ
ー
で
あ
っ
た
た
め
、
一
九
四

O
年
七
月
二
八
日
の
法
律
の
第
二
三
条
に
よ

り
追
放
命
令
を
う
け
た
。
こ
れ
に
対
し
上
訴
人
は
人
身
保
護
令
状
を
求
め
て
自

訴
し
た
が
、
連
邦
地
方
裁
判
所
公

z
d
E
g
a
g忠
g
E
aユ
ロ
同
わ
。
E
3

沙
門
同
町
叩

Z
2同町開門ロ

E
2ユ
ロ
件
。
向
。
同
日
以

O
B
E
)
及
び
原
容
(
昨
日
5
d巳
Z
仏

ω
g
g団
巳
円
n
z
x
わ
O
C
吋
件
。
同
〉

HMHvgzr吋
S
m
Z
E
H
F
C司
2
伊
丹
〉
で
は

敗
訴
し
、
本
件
上
訴
に
至
っ
て
い
る
。
上
訴
人
側
は
、
本
条
項
に
い
う
、
共
産

党
と
関
係
を
結
ぶ
(
白
岳
民
主
邑
〉
と
は
、
組
織
と
の
関
係
で
は
メ
ン
バ
ー
た
る

こ
と
と
同
じ
で
は
あ
り
な
が
ら
、
技
術
上
の
理
由
か
ら
メ
ン
バ
ー
を
構
成
で
き

な
い
、
と
い
う
状
況
を
い
う
、
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
法
廷
意
見
(
ダ
グ
ラ
ス
判
事
)
は
、
当
該
法
律
に
お
い
て
、

力
な
い
し
暴
力
に
よ
る
政
府
転
覆
を
提
唱
す
る
組
織
と
「
関
係
を
結
ぶ
こ
と
」

Q
Eロ
由
民
oろ
と
は
、
思
想
の
一
部
で
政
府
の
転
覆
を
提
唱
す
る
グ
ル
ー
プ

と
一
致
し
な
が
ら
究
極
目
的
が
は
る
か
に
離
れ
て
い
る
思
想
を
有
す
る
人
々
ま

(
前
)

で
含
む
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
、
回
ユ
品
開
一

2
が
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
組
織

(

内

閣

)

は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
、
と
し
た
。

いす吋仏国ロ

4
・
ロ
刊
の
巾
O
門間
P
ω
S
l
d
・
ω
-
N
N
M
(
H
m
w
印】)・
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被
上
訴
人
(
口
問
。
問
。
門
間
巾
)
は
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
り
、
一
九
一
一
一
年
以
降
合

衆
国
に
在
留
し
て
い
た
。
彼
は
一
九
三
七
年
と
三
九
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
蒸

留
酒
の
脱
税
を
仲
間
と
共
謀
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
う
け

{
日
)

た
。
そ
の
た
め
一
九
一
七
年
の
移
民
法
の
第
一
九
条
例

l
背
徳
的
犯
罪
に
つ
い

て
有
罪
判
決
を
二
度
以
上
う
け
た
者
に
対
す
る
追
放
規
定
ー
に
も
と
づ
き
、
追

放
命
令
を
う
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
り
由
。

g円
閃
巾
は
、
当
該
犯
罪
が
背
徳

的
犯
罪
で
は
な
く
、
ま
た
当
該
法
律
は
ば
く
ぜ
ん
性
の
ゆ
え
に
無
効
だ
、
と
主

張
し
て
争
い
、
出
訴
し
た
。
地
裁
ハ
仲
町
戸
巾

C
E宮
内
田
宮
田
同
町
田

U
U可
百
三
U
O
ロ
ユ

同
。
円
同
町
巾

Z
o丘
町
四
円
ロ

U
-伯
仲
吋
山
口
件
。
片
言
問
ロ
。
目
印
〉
で
は
敗
訴
し
た
も
の
の
、

原
審
(
昨
日
戸
市

C
ロ
x
a
g田
仲
巾
由
。
。
ロ
ユ
え
〉

3
2
Z
F円
円
宮
町

ω∞g
D
5

C
R
S
F
C
は
り
刊
の
ゆ
C
吋
問
。
の
主
張
を
容
れ
、
勝
訴
し
た
。
そ
の
た
め
移
民

帰
化
地
方
長
官
た
る

H
O
E
S
側
が
上
訴
し
た
。

判
旨
は
、
追
放
が
刑
罰
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
応
「
ば
く
ぜ
ん
性
の

(
前
)

ゆ
え
に
無
効
」
の
ル

l
ル
の
適
用
を
検
討
し
、
一
定
の
こ
と
ば
の
意
味
に
含
ま

れ
る
か
否
か
を
決
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
当
該
法
規
を

ば
く
ぜ
ん
性
の
ゆ
え
に
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
。
つ
ま
り
、
通

常
の
理
解
及
び
実
務
か
ら
し
て
、
当
該
法
律
の
こ
と
ば
が
あ
る
一
定
の
行
為
に

つ
い
て
明
確
な
警
告
を
十
分
伝
え
る
か
否
か
、
が
テ
ス
ト
さ
れ
る
、
と
い
う
の

(
明
)

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ス
ト
の
結
果
、
当
該
法
律
は
ば
く
ぜ
ん
性
の
ゆ
え
に

無
効
と
な
ら
ず
、
結
局
、
蒸
留
酒
の
脱
税
を
共
謀
し
た
こ
と
は
、

一
九
一
七
年

(
削
)

法
の
第
一
九
条
に
い
う
、
「
背
徳
的
犯
罪
」
に
あ
た
る
、
と
連
邦
最
高
裁
判
所

は
判
断
し
た
。

的
判
例
の
ま
と
め

一
九
五
二
年
以
前
の
追
放
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
特
色
の
ひ
と
つ
は
、
判
例

が
、
一
方
で
連
邦
議
会
の
追
放
権
限
の
全
能
性
を
前
提
に
し
て
い
る
と
さ
れ
つ

(
間
)
っ
、
他
方
で
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
こ
の
連
邦
議
会
の
権
限
が
生
じ
て

い
る
の
か
、
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、

(
川
町
)

お
そ
ら
く
、
追
放
の
実
体
的
側
面
が
争
わ
れ
ず
、
そ
の
手
続
的
側
面
な
い
し
法

解
釈
が
争
わ
れ
た
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、
以
上
の
如
き
追
放
権
限
の
実
体
的
側
面
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の

判
例
の
態
度
と
は
別
の
、
重
要
な
特
色
が
、
き
わ
め
て
早
い
時
期
か
ら
確
立
し

(
川
町
)

て
い
た
。
つ
ま
り
手
続
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
追
放
権
限
に
は
働
く
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
五

O
年

の

肴
O
口問
J
『

g
m
ω
ロ
ロ
ぬ
〈
・

(
山
間
)

冨
n
の

E
P
に
よ
っ
て
、
聴
聞
に
関
す
る
手
続
的
適
正
の
要
請
は
一
段
と
拡
張

(
間
)

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
四
節

北法34(5・101)845

帰
化

連
邦
最
高
裁
は
、
伝
統
的
に
、
外
国
人
の
出
入
国
、
在
留
及
び
帰
化
を
規
制

す
る
連
邦
議
会
権
限
を
、
主
権
の
本
来
的
属
性
と
考
え
、
さ
ら
に
連
邦
議
会
に



料

(
附
)

対
し
て
広
範
な
裁
量
権
限
を
与
え
て
き
た
、
と
い
わ
れ
る
。
第
二
節
・
第
三
節

で
検
討
し
た
入
国
拒
否
な
い
し
「
追
放
」
と
い
っ
た
領
域
で
の
権
限
と
、
本
節

(
附
)

で
扱
う
帰
化
に
関
す
る
権
限
と
で
は
、
若
干
の
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
連
邦
最

高
裁
に
よ
る
基
本
的
な
性
格
づ
け
に
は
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
、

(
削
)

そ
の
立
法
及
び
判
例
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

ま
ず
帰
化
立
法
史
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
特
色
づ
け
る
大
き
な
二
つ
の
流
れ

(
削
)

が
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
種
的
差
別
主
義
と
政
治
的
急
進
者
の

(
問
)

排
除
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
の
流
れ
は
一
九
五
二
年
一
二
月
二
四
日
の
マ
ッ
カ

(
問
)

ラ
ン
法
で
終
止
符
を
打
た
れ
た
が
、
後
者
は
現
行
法
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て

資

続
い
て
い
る
。

ま
ず
人
種
的
差
別
主
義
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
帰
化
資
格
は
、
合
衆
国
成
立

(
m
M
)
 

後
は
じ
め
て
の
帰
化
立
法
で
あ
る
一
七
九

O
年
三
月
一
一
六
日
の
法
律
な
ど
、
当

初
か
ら
「
自
由
な
白
人
」
(
回
玲
巾
目
当

E
g
旬
開
吋
由
。
ロ
〉
に
の
み
与
え
ら
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
七
九

O
年
法
で
は
、
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
の
外
国
人
及

び
ア
フ
リ
カ
人
の
子
孫
(
す
な
わ
ち
黒
人
)
、
及
び
中
国
人
・
日
本
人
等
の
黄

色
人
種
に
は
帰
化
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
ま
ず
黒
人
に

帰
化
資
格
を
与
え
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
の
成
立
に
伴
い
一
八
七

(
問
)

O
年
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
黄
色
人
種
の
帰
化
資
格
の

排
除
は
、
前
述
の
一
九
五
二
年
一
二
月
二
四
日
の
法
律
ま
で
続
い
て
い
た
。
例

(
問
)

え
ば
一
九
四

O
年
一

O
月
一
四
日
の
法
律
の
第
三

O
三
条
で
は
、
帰
化
の
権
利

は
、
白
人
・
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
の
人
な
い
し
ア
フ
リ
カ
人
の
子
孫
及
び
西
半
球

(
筒
)

土
着
の
人
種
の
子
孫
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

他
方
政
治
的
急
進
者
の
帰
化
か
ら
の
排
除
政
策
で
あ
る
が
、
制
定
法
上
、
一

(
前
)

九

O
三
年
三
月
三
日
の
法
律
で
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
そ
の
第
三
九
条
で
は
、
政
府

(oa一恒三
N
E
m
O〈巾円ロ
B
3
3
す
べ
て

に
反
対
す
る
者
、
官
吏
の
殺
害
等
の
必
要
性
な
ど
を
提
唱
す
る
者
な
ど
の
い
わ

(
町
)

ゆ
る
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
帰
化
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
一
九
四

O
年
の

(
日
)

国
籍
法
の
第
三

O
五
条
に
よ
り
大
は
ば
に
詳
細
化
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
暴
力
に

よ
る
政
府
転
覆
を
唱
導
す
る
ピ
ラ
を
プ
リ
ン
ト
・
配
布
す
る
こ
と
付
や
、
当
該

行
為
を
す
る
組
織
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
叫
な
ど
を
、
帰
化
資
格
喪
失
事
由

と
し
て
い
る
。
現
行
の
移
民
国
籍
法
は
さ
ら
に
こ
れ
を
詳
細
化
し
、
第
三
一
一
二

条
で
は
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
共
産
主
義
者
そ
の
他
全
体
主
義
者
等
に
つ
い
て
帰

(
悶
)

化
す
る
資
格
を
認
め
て
い
な
い
。

そ
の
他
、
合
衆
国
の
帰
化
諸
法
は
、
当
初
か
ら
一
貫
し
て
、
「
合
衆
国
内
及

び
合
衆
国
管
轄
下
で
」
一
定
期
間
居
住
す
る
こ
と
、
善
良
な
性
格
及
び
憲
法
を

(
間
)

支
持
す
る
宣
誓
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
な
帰
化
の
要
件
に
つ
い
て
は
連
邦
最
高
裁
の
判
例
は
連
邦
議
会

の
完
全
な
裁
量
権
に
服
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る

(
削
)

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ご
く
初
期
の
判
決
か
ら
、
連
邦
議
会
が
帰
化
の
統

一
的
規
則
を
定
め
る
に
つ
い
て
至
高
の

Q
R回
目
。
口
三
〉
権
限
を
有
す
る
旨
が
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(
四
)

判
が
さ
れ
て
き
て
い
る
o

そ
の
た
め
に
帰
化
事
件
の
判
決
の
ほ
と
ん
ど
は
法
律

解
釈
に
関
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ

(
問
)

る
こ
と
が
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば

d
E
Z仏

ω
g仲
間
由
〈
・
当
。
口
問

(
似
)

E
B
〉
号
は
、
帰
化
に
よ
る
市
民
権
獲
得
は
連
邦
議
会
の
法
律
の
要
件
に
合

(
間
)

致
し
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
口
巳
宮
内
回

ω
g昨
日
目

(
附
)

〈

-wv豆
B
B
R
は
、
は
っ
き
り
帰
化
が
自
然
権
で
は
な
く
「
連
邦
議
会
に

(
叩
)

よ
り
定
め
ら
れ
た
全
国
統
一
の
規
則
に
従
つ
」
て
の
み
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
明

(
明
)

一
言
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
移
民
規
制
法
体
制
全
体
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
判
例
の
承
認
を
得
つ
つ
、
連
邦
議
会
は
前
述
し
た
よ
う
な
人
種
的
差
別

主
義
及
び
政
治
的
急
進
者
の
排
除
と
い
う
大
き
な
二
つ
の
流
れ
に
乗
り
、
立
法

を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
節

本
章
の
ま
と
め

け
一
般
的
に
い
っ
て
、
判
例
が
連
邦
議
会
立
法
を
追
認
し
つ
つ
、
連
邦
議

会
権
限
の
性
格
及
び
範
囲
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
形
成
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う

流
れ
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
判
例
の
追
認
を
得
つ
つ
連
邦
議
会
は
移
民

規
制
領
域
と
い
わ
れ
る
も
の
を
拡
大
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
領
域
に
お
け
る
、
司

法
部
と
の
関
係
で
の
大
巾
な
排
他
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
中
で
行
わ
れ
た
移
民
規
制
政
策
の
二
本
の
柱
は
、
人
種
的
差
別
主

義
及
び
政
治
的
急
進
者
排
除
主
義
で
あ
っ
た
。

司
た
だ
し
判
例
上
は
な
お
、
個
別
の
領
域
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
規
制
権

限
を
、
何
ら
か
の
憲
法
上
の
根
拠
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
帰
化
の
規
制
権
限
に
関
し
て
は
、
連
邦
憲
法
第
一
条
第
八
節
第

四
項
、
入
国
拒
否
権
限
に
関
し
て
は
、
同
じ
く
連
邦
憲
法
第
一
条
第
八
節
各
項

(
戦
争
・
条
約
・
対
外
通
商
)
の
規
定
、
と
り
わ
け
対
外
通
商
(
第
三
項
)
の

規
定
、
退
去
強
制
の
権
限
に
関
し
て
は
、
入
国
拒
否
権
限
に
入
る
も
の
で
あ
る

と
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
や
は
り
対
外
通
商
の
規
定
、
に
根
拠
を
求

め
て
い
る
。

岨
こ
れ
に
対
し
て
追
放
に
関
し
て
は
、
い
か
な
る
根
拠
か
ら
連
邦
議
会
権

限
が
生
じ
る
か
、
を
示
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
帰
化
・
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
の
権
限
に
用
い
ら
れ
た
、
連
邦
憲

法
へ
の
根
拠
づ
け
を
、
そ
の
ま
ま
の
型
で
追
放
に
も
用
い
る
こ
と
を
、
後
の
判

例
は
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
連
邦
憲
法
中
に
根
拠
を
見
出
す
こ
と
さ
え

し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
次
一
章
で
は
検
討
す
る
。

仰
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
こ
の
時
期
で
未
解
決
の
ま
ま
残
っ
た
問
題
と
し
て

は
、
司
法
部
と
の
関
係
で
の
排
他
性
の
程
度
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
入
国
拒
否

権
限
の
行
使
の
場
合
の
実
体
的
側
面
で
の
排
他
性

(
H
逆
に
い
え
ば
、
外
国
人

に
は
入
国
と
い
う
局
面
で
実
体
的
権
利
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
可
及
び
「
追
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料

放
」
権
限
の
行
使
の
場
合
の
手
続
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
、
と
い
う
こ
と

は
確
立
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
な
お
、
入
国
拒
否
権
限
行
使
と
手
続
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
、
追
放
権
限
行
使
と
実
体
的
制
約
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

未
だ
肯
定
的
判
断
が
な
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

資

(
1
)
参
照
萩
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
』
(
効
草
書
房

ニ
〕
一
九
七
頁
。

(
2
)
つ
ま
り
、
一
七
九
八
年
六
月
二
五
日
の
法
律

(
H
ω
Z
?
勾
一
(
)
)
は
、
大

統
領
の
判
断
に
よ
り
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
に
危
険
で
あ
る
外
国
人
の

「
迫
欣
」
(
第
一
条
及
び
第
二
条
)
を
認
め
た
最
初
の
立
法
(
〉
日
目
白
ロ
叩

〉
円
件
)
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
法
律
は
実
際
に
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
〈
田

中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
訟
の
歴
史
上
』
(
東
大
出
版
会
-
九
六
八
)
二

一
三
頁
注
灯
)
、
二
年
後
に
廃
止
さ
れ
た
。

(
3
)
開
・
じ
『
・
国
〉
国
司
何
回
咽
H
V
両
足
呂
一
回
〉
吋
5
Z
F
P
者
団
。
司
叶
回
開

C
Z
H
H，開口

ω
↓
〉
叶
何
回
切

ωヨ凶町内同・
A
F
(
]
{

由叶印〉・

(
4〉
H

∞

ω仲間同
-

A

F

吋吋・

(
5
)
出巾
mw凶

P
叫

4
p
h
n
D
3
臼
丘
町
忠
之
SHAHN

匂
同
臨
時
宮
崎
。
H
H
p
h
h
白
H
h
L
P』町、

k
A
h

同
き
た
同
町
民
、
ミ
ミ
ぬ
志
向
ミ
均
h
h
R
S
H
h
尽
き
~
』

U2lhuh-
。
2
3

A

山∞
J

円〉
F
肘

V
.
い『・
H
印、叫∞"同町一
F

U

(

]

F

甲
山
由
)

(
6
)
出
〉
悶
〈
〉
河
口
開

znd円。
F
O
E
w
u
z
'
。
司
〉
冨
開
自
の
〉

Z
H
W叶出
Z
E

。
問
。

2Mm山
の
同

g
s
-
m
E匂
巴
。
ロ
の
項
の
四
人
入
頁
(
国
白
同
〈
副
司
門
同

d
-
H
M
・

冨
∞
C
)
0

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
州
政
府
が
、
建
国
以
来
、
移
民
規
制
権
限
を

行
使
し
た
の
は
、
楠
民
地
時
代
の
継
承
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
臼
宮
、
、
ぬ

一
九
八

白
片
品
∞
∞
l
∞叶)・

(
7
)
ω
∞
d
・
ω・
(
H
H
H
M
m
?
)
H
O
N
G
∞
ω吋)・

(
8
)
町
、
・
忠
一
戸
ωN-

(
9
)
法
廷
意
見
が
認
定
し
た
目
的
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
、
他
州
な
い
し

他
国
か
ら
来
る
人
(
主
と
し
て
貧
困
者
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
)
の
殺
到

に
よ
り
負
担
を
負
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
船
長
に
乗
客
の
名
前
等
を
報
告
さ
せ
る
、
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、

乗
客
が
貧
困
者
と
し
て
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
必
要
な
処
置
を
市
当
局
が

と
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
、
と
当
該
州
法
の
規
定
を
、
判
決
は
考
え
た

の
で
あ
っ
た
。
(
』
1

札
・
由
同
一
戸
ωω)

(
叩
)
』
£
・
な
お
、
本
件
に
は
ス
ト

l
り
l
(
ω
g弓
)
判
事
の
反
対
意
見
が

付
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
領
域
に
お
け
る
連
邦
政
府
の
排
他

的
権
限
を
主
張
し
、
当
該
州
法
を
通
商
(
〔
U
O
B
E
R
B
)
の
規
制
だ
、
と

し
た
(
』
£
・
回
同

H
q吋)。

(
U
)
匂
司
会
開
k
t
d
司
EN--国間
a

司、

E
の
出
句
。
。

z自
同
叶
口
、
吋
5
Z
K戸
岡
、
円
、
〉
当
日

。

Z
開田

p
z
u
v向
〉
寸
開

E
F∞u
日昨

}Ha-事∞∞
(
H
S
C
)
・

(ロ
)
ω
E
X
Y
〈
・
吋
ロ
門
口
21・
Z
O叶
江
田
〈

-
c
q
o同
切
。
印
件
。
P

A

F

M

W

C

・
ω・

(
叶
出
。
当
・
)

N

∞
ω
(
同∞品川百)・

(
日
)
由
N

d
・
ω・
旧
日
由
(
毘
叶
印
)
・

(
M〉
C
N
d
・
ω
-
N吋叩
(
H
∞吋日)・

(日

)ω
自
庄
司
H

4
・
吋
ロ
円
ロ

2
・
で
は
、
寄
航
し
た
船
の
船
長
か
ら
人
頭
税
を
徴

収
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
争
わ
れ
、

Z
O同門戸
ω
〈

-
c
q
o岡
田
Cω
ぎ
ロ

で
は
同
様
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
が
争
わ
れ
た
。

(
時
)
冨
n
F
E
P
(
U
R
S
P
冨
n関山口
-
o
M
J

の
ユ
巾
司
の
四
判
事
で
あ
る
。
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(
げ
)
他
の
一
判
官
官
(
羽
田
叫
4
5
)
は
、
外
国
と
の
通
商
の
規
制
と
い
う
点
に

で
は
な
く
、
本
件
諜
税
の
性
格
(
外
国
港
か
ら
の
船
で
あ
れ
他
州
か
ら
の

船
で
あ
れ
、
ま
た
乗
客
が
外
国
人
で
あ
れ
市
民
で
あ
れ
課
税
さ
れ
る
)
か

ら
し
て
、
州
政
府
の
行
い
得
な
い
の
。

B
5
2
2
規
制
に
当
た
る
、
と

い
う
の
み
で
あ
り
、
円

U
O
B
5
2
2
規
制
な
ら
連
邦
議
会
に
専
属
す
る
、

と
い
う
凶
名
の
判
断
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
写
∞

d
.
ω
.
3
図
。
ョ
・
)

N
8・
企
。

1
8斗
(

H

∞
邑
)
)
。
な
お
反
対
意
見
は
寸
副
ロ
ミ
裁
判
長
に
代
表

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
州
法
は
州
市
民
の
利
益
に
危
険
と
思
わ
れ
る

者
が
州
に
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

Huo-wm
旬
。
.

4

司
常
一
の
行
使
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
行
使
は
適
切
な
裁
量
の
範
開
内

で
あ
る
、
本
件
に
は
、
州
が
、
望
ま
し
く
な
い
外
国
人
を
排
除
し
、
入
国

条
件
を
課
す
、
等
の
権
限
を
有
す
る
か
否
か
、
の
問
題
は
含
ま
れ
て
い
な

い
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
(
足
・
巳
怠

Apis-
吋
回
ロ
ミ
裁
判
長
の
反

対
意
見
〕
。

(
時
)
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
本
判
決
の
理
由
づ
け
お
よ
び
結
論
が
分
か
れ
た

大
き
な
理
由
は
、
当
時
の
の
。

g
g
R一
口
叩
己
目
己
印
刊
に
つ
い
て
の
議
論
が

分
か
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
o

句
同
時
一
.
時
-

h・
、
吋
間
同
国
開
・
〉
冨
開
問
問
。
〉

z

n
c
z印、同
E
C吋
5
Z〉
F

V
〉
毛
-Nωω

ロ
・
∞
(
戸
市
当
∞
)
・

(
四
)
由
N
C・
ω
・
自
由
(
同
∞
叶
印
)
・
な
お
の
日

q
F戸
口
問

4
・
司
吋
巾
叩

B
同
F
U
N
d
-

ω
-
N
3
2∞
吋
印
)
で
問
題
と
さ
れ
た
同
穐
の
州
法
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

法
で
あ
る
。

(却

)ω
田
口
'
ω
'
(
H
H
司

2
・

)
H
C
N
(同∞
ω斗
)
・

(
幻
)
品
、
吋

C
-
ω
・
3
因
。
唱
・
)Nω
∞(]戸∞品川
W

)

・

(

沼

)

申

N
C
-
ω
-
N印
P
N由
自
(
同
∞
叶
印
)
・

(
お
)
旬
、
・
三
日
ミ

I
N
S・

(剖
)

L

『丸・間同

N
叶一戸・

(
お
)
こ
こ
に
い
う
「
排
他
性
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
州
と
の
関
係
で
い
う
の
で

あ
っ
て
、
司
法
部
と
の
関
係
で
は
な
い
。

(
お
)
師
宮
、
、
ぬ
ロ
・

(
N
N
V
即時

UNU1N-

(
幻
)
句
、
・
目
付

N吋
N14ω.

(泊

)
N
N
ω
S
?
N
E
-
-

(
却
)
こ
の
集
め
ら
れ
た
金
額
は
合
衆
国
国
臨
時
に
支
払
わ
れ
、
「
移
民
基
金
」

(
F
B
B百
円
国
広
。
口
同
ロ
ロ
仏
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
っ
て
、
移
民
の
貧
困
者

を
援
助
・
救
済
す
る
た
め
に
使
制
さ
れ
た
。

3
5玄
白
色
匹
目

ω
g
z
o同

Z
2司
J

問
。
円
}
州
司
・
。
。

suhHm川
口
同
刊
の
恥
ロ
品
川
同
・
白
ぽ
吋
『
白
ロ
白
血
己
白
ロ
巴
A
E
P
H
O
叶

C
・
ω・
印
♂
白
ω
(
同∞∞
ω)
・

(
ぬ
)
こ
の
法
案
の
趨
旨
説
明
が
下
院
で
行
わ
れ
た
時
、
回
目
白
血
叩
円
曲
。
ロ
判
決

及
び
の
F
M『

F
C
ロ
ぬ
判
決
か
ら
す
る
と
、
連
邦
議
会
は
、
移
民
に
対
し
て

一
律
に
課
税
す
る
権
限
及
び
そ
れ
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
金
に
よ
り
移
民
の

た
め
の
保
護
政
策
を
行
う
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
な
い
と
移

民
は
各
地
で
不
利
益
を
こ
う
む
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て

い
た
。

]Fω

の。
Z
0・
岡
山
悼
の
・
日
H
o
a
(
]戸∞∞
N
)
・

(
況
)
句
同
町
"
同
，
F
四
国

g-a
宮
。
ロ
巾
可
。
白
血
叩

(MW円同】京
W
4
・
MNoσ
巾
三
回
。
ロ
)-HHN

d-ω
・日

g
c
g
s・
外
国
か
ら
の
外
国
人
乗
船
客
一
人
に
つ
き
五

0
セ

ン
ト
の
支
払
義
務
を
課
す
連
邦
法
(
一
八
八
二
年
法
)
が
争
わ
れ
た
事
案

で
、
当
該
法
が
移
民
規
制
立
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
限
行
使
が
、
外
関
と

の
通
点
聞
を
規
制
す
る
、
排
他
的
な
連
邦
議
会
権
限
の
有
効
な
行
使
だ
、
と

さ
れ
た
事
例

oHvg匂
z

a

s
巾

ω
g
g
o同
Z
g司
J
『

O
吋
宵
〈
・
。
0
5・

北法34(5・105)849



料

同
】
州

wm口
問
。
。
b
ロh
V
H
-

巳
O

A
門吋回ロ
ω同門戸凶ロ巴
S
E
0
・
H
O吋

d
-
ω
・
印
申

(
H
∞∞
ω)
・

出

2
H
a
2
8一
口
判
決
で
違
憲
・
無
効
と
さ
れ
た
州
法
の
改
正
法
た
る
ニ
ュ

1
3
l
p
州
法
が
争
わ
れ
、
進
怒
と
さ
れ
る
。

(
沼
)
昆

ω
Sゲ
ミ
吋
・

(
お
)
・
同
町
会
的
足
、
『
R
H

ロ・(印一)・

(
M
)
旬
開
会
同
誌
も
目
、
hH
ロ
・
ハ
ωN)
明
ω・即日・

(
お
)
同
九
・
白
骨
明
日
・

(
お
)
あ
る
種
の
外
国
人
の
入
国
拒
否
の
み
を
定
め
る
、
と
い
う
方
法
は
、
一

八
八
二
年
八
月
三
日
の
法
律

Q
N
ω
g
?
N
H
A
P
-
一
工
)
及
び
一
八
八
七
年

二
月
二
三
日
の
法
律

(
N
h
p
ω
S
F
台
明
、
明
∞
)
と
、
入
国
拒
否
事
由
を
拡

大
し
つ
つ
続
け
ら
れ
た
。
句
司
会
田
町
田
印

p
hミ
ミ
ぬ
ロ
・
(
印
)
-
R
g
H
U
ロ・

ω・

(幻
)

N

∞
ω
g同
-
H
O

∞AV
・

(
お
)
同
町
曲
目
叩
は
、

g
円
切
ロ
目
印
目
。
ロ
(
追
放
)
を
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
ひ
と

つ
は
、
不
法
に
な
い
し
あ
や
ま
っ
て
(
巾
ミ
oロ
巾
。
ロ
己
主
入
国
を
認
め
ら

れ
た
外
同
人
を
、
人
凶
後
相
当
の
期
間
内
に
「
追
放
」
す
る
こ
と
で
、
こ

れ
を
&
巾

nz。
ロ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
行
為
の
性
質
及
び
そ
れ
の
行

わ
れ
た
時
間
上
入
国
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
当
初
か
ら
入
国
拒
否
し
う
る
も

の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
推
定
が
働
き
得
な
い
よ
う
な
行
為
に
関
与
し

た
者
の
「
追
放
」
を

σ同ロ
U
F
B
m口
付
と
い
っ
て
い
る
。
め
同
町
一
・
回
目
回
目
P

M
宮
、
、
白
ロ
・
(
印
〕
・
同
件
同
日
∞
。
l
∞]「

(
お
)
な
お
、
一
九
二

O
年
ま
で
は
戸
入
国
板
否
事
由
は
質
的
な
も
の
で
あ
り

量
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
(
国
巾
師
団
一
P
M】
』
向
。
ミ
抽
ι

え
た
ミ
芯
ぎ
に
匂
同
ミ
量
的

ミ
.
S同
h
晶
君
¥
宮
町
N
H
h
hな邑
HH同
弘
、
品
、
き
ぬ
苦
刊
誌
川
河
町
伺
丈
S
H
h町民同誌~

M
1
h
w

間同一苫
h
H

句、
S
柏町
h

h

き
た
切
口
¥
H
b
m
司
、
。
言
問
、
な
同
H
』日間戸品川
w

ペ〉
F
開
門
・

資

L

『・

N由
N・
N
2
iー白日

(H由
印
一
由
)
)
。
し
か
し
、
一
九
一
二
年
五
月
一
九
日
の
法

律
(
お

ω
S円
・
印
)
で
ク
ォ
l
F
制
度
が
緊
急
手
段
と
し
て
導
入
さ
れ
、
一

九
二
四
年
の
移
民
法

(
8
2巳・

5
3
で
合
衆
国
移
民
法
の
永
久
的
な

部
分
と
さ
れ
、
一
九
六
五
年
一

O
月
三
日
の
法
律
(
芯
官
民

-
S
0・
現

行
移
民
国
籍
法
の
第
二

O
三
条
例
、
∞
ロ
・

ω・
ゎ
・
閉
口
包
(
ω
)
)

に
よ
る

改
正
ま
で
続
い
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
西
半
球
以
外
か
ら
の
移
民
に
つ
い

て
優
先
移
民
制
度
が
定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
西
半
球
か
ら
の
移
民
に
つ
い

て
は
、
員
数
制
限
が
加
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
(
移
民
国
籍
法
第
二

O
一

条
例
)
。

(
州
問
)
)
八
八
二
年
八
月
三
日
の
法
律

(
N
N
ω
g
F
N
E
)
。

(
引
)
一
八
八
七
年
二
月
一
一
一
一
一
日
の
法
律

Q
A
F
g巳
・
台
回
)
。
こ
の
契
約
労
働

者
と
は
、
一
八
八
五
年
二
月
一
一
六
日
の
法
律

(
N
ω
ω
Z
?
ω
ω
M
)
の
第
一

条
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
入
国
前
に
合
衆
国
内
の
会
社
と
雇
用
契
約
を
結
び

入
国
し
て
く
る
外
国
人
で
あ
る
o

会
社
側
が
当
該
外
国
人
の
旅
費
を
前
払

い
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
位
)
そ
の
他
、
一
八
九
一
年
一
一
一
月
三
日
の
法
律

Q
∞

ω
E
H・
5
宮
)
の
第
一

条
で
は
貧
閤
者
、
忌
わ
し
い
(
芯
巳

v
g
B叩
)
な
い
し
危
険
な
伝
染
病
を

持
っ
て
い
る
人
、
他
人
の
援
助
を
う
け
て
い
る
人
な
ど
が
入
国
拒
否
の
刻

象
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。

(必

)
ω
N
ω
伏広一

-HN]戸
ω・
制

N・

(
M
H
)
3
2巳
・
∞
ロ
・
明

ω・
な
お
、
現
行
の
合
衆
国
移
民
法
全
体
の
特
色
と

し
て
い
え
る
こ
と
は
、
規
定
方
法
が
き
わ
め
て
詳
細
だ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
不
完
全
な
が
ら
も
法
に
よ
り
行
政
庁
の
裁
量
を
統
制
す
る

ル
i
ル
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
の
ロ
ペ

北法34(5・106)850



アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

ω
・
の
。
。
ロ
4
弔
問

Z
!
の
円
F
T
H
Z
叶
開
問
Z
K
F
2
0
Z
〉
F
F
〉
巧
〉
Z
ロ
叶
同
国
富
0
・

〈
開
]
話
回
Z
同
，
。
司
司
何
回
目
。
Z
印
回
刷
、
H
H
司
同
国
Z
ω
叶
〉
叶
回
目
-
N
A
F
ω
(
H
U
叶
N
)
)
O

し
か
し
な
が
ら
の
。
。
仏
当
日
ロ
ー
の
三
に
よ
れ
ば
、
こ
の
印
象
は
あ
て
に
な

ら
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
(
同
札
・
)
。
そ
の
理
由
は
、
外
国
人
が
裁
量
的
救

済
を
申
請
す
る
場
合
、
行
政
庁
の
権
限
が
あ
ま
り
限
定
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
現
行
法
上
の
入
国
拒
否
に
つ
い
て
い
え

ば
、
移
民
国
籍
法
の
第
二
一
二
条
付
(
移
民
と
し
て
の
入
国
)
及
び
同

ω

(
非
移
民
と
し
て
の
入
国
)
に
お
い
て
、
入
国
拒
否
事
由
を
無
復
し
て
入

国
許
可
を
与
え
る
権
限
を
、
法
務
長
官
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。

(
必
)
例
え
ば
一
九
一
八
年
一

O
月
一
六
日
の
法
律
(
怠
ω
S
?
S
H
N
)
の
第

一
条
、
-
九
四

O
年
の
外
国
人
笠
録
法
(
忠
辺
国
同
-
S
O
)
の
第
二
一
一
一
条

な
ど
。

(
必
)
∞

d
・
ω
・
ゎ
・
明
H
H
∞
N
(
ω
)
・

(
釘
)
以
上
の
立
法
の
経
過
に
つ
い
て
は
句
司
会
Z
O
R
-
M
z
b
向
。
。
ま
な
S
a

ミ
ミ
HhHN
均九
h
-
b
u
b
¥
阿
川

H
町
内

H
h
h
p
N
R
州
為
尽
き
M
U
M
V
3
』
守
口
旬
m
w
h出

h
凡
さ
む
ね
同
札
口

E

q
誌

H
p
h
h
志
向
州
向
、
お
凡
な
b
h
H
同
悼
式
芯
諸
口
¥
S
h
n
R
~
v
S
H
h
問
、
-
H
h
h
h
h
同
・
叶
(
)

の
開
C
・
F
・
】
・
同
ω
8
・
ロ
g
1
0
吋
伶
ロ
-
N
印
(
H
S
N
)
・

(
必
)
こ
の
間
の
事
態
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
合
衆
国
へ

の
中
国
人
労
働
者
の
移
民
が
継
続
的
に
増
加
し
、
そ
の
結
果
関
っ
た
事
態

(

岳

町

市

g
σ
同
吋

E
曲目

5
2民
田
)
が
生
じ
て
き
た
(
一
八
八

O
年
一
一
月
一

七
日
の
清
と
の
問
の
条
約
(
N
N

律伊丹
-
S
S
の
H
v
g
n
戸
田
自
民
Z
ロ
)
こ

と
に
対
応
し
て
、
合
衆
国
政
府
は
、
一
八
六
八
年
七
月
二
八
日
の
情
と
の

条
約
(
忌
ω
S
F
認
申
・
そ
の
五
条
で
は
、
合
衆
国
と
清
の
両
国
の
市
民

及
び
区
民
が
、
一
時
的
な
楽
し
み
(
n
ロ
ユ
O
色
々
)
、
商
用
、
な
い
し
永

住
日
的
の
た
め
に
、
相
互
に
行
き
来
で
き
る
こ
と
を
定
め
、
ま
た
第
六
条

で
は
、
両
国
市
民
及
び
臣
民
が
、
相
互
の
園
内
に
お
い
て
、
旅
行
や
居
住

に
関
し
て
、
両
国
に
お
け
る
最
恵
国
待
遇
国
の
市
民
と
同
じ
特
権
・
免
除

を
享
受
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
)
を
改
正
し
、
前
記
一
八
八

O
年
の
条

約
の
第
一
条
で
、
合
衆
国
政
府
の
意
見
で
、
合
衆
国
へ
の
中
国
人
労
働
者

の
渡
米
な
い
し
居
住
が
合
衆
国
の
利
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、

完
全
に
中
国
人
労
働
者
の
渡
来
や
居
住
を
禁
止
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を

規
制
・
制
限
・
一
時
的
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
の
園
内
立
法

を
制
定
で
き
る
、
と
し
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
一
八
八
二
年
五
月
六
日

の
法
律
(
N
N
伊
三

-a-
以
下
一
連
の
中
国
人
排
除
立
法
1

一
八
八
四
年

七
月
四
日
の
法
律
(
M
ω
ω
g
?
戸
田
)
、
一
八
八
八
年
九
月
一
一
一
一
日
の
法
律

(
N日

ω
g
?
お
∞
)
、
同
年
一

O
月
一
日
の
法
律
(
N
印
辺
国
同
・
8
3
、
一
八

九
二
年
五
月
五
日
の
法
律
(
N
斗
盟
主
-
N
印
)
な
ど
|
は
、
中
国
人
排
斥
諸

法
(
忌
冊
。

E
ロ
2
目
別
同
ロ
古
田
芯
ロ
k
r
n
昨
日
)
と
呼
ば
れ
る
)
を
制
定
し

た
。
こ
の
法
律
で
は
中
国
人
帰
化
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
て
お
り
(
第
二
一

条
て
そ
の
後
一
九
四
三
年
一
二
月
一
七
日
の
法
律
(
印
叶
宮
え
・
8
0
)
ま

で
中
国
人
排
除
政
策
は
続
い
た
。
し
か
も
こ
の
一
九
四
三
年
法
で
帰
化
資

絡
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
中
国
人
及
び
中
国
人
の
子
孫
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
制
定
さ
れ
た
種
止
の
修
正
法
に
よ
り
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
人

人
(
例
え
ば
ア
ィ
リ
ピ

γ
人
や
イ

γ
ド
人
)
も
帰
化
可
能
と
な
り
、
結
局

最
後
ま
で
「
帰
化
不
能
」
で
あ
っ
た
外
国
人
の
重
要
な
グ
ル
ー
プ
は
、
日

本
人
及
び
朝
鮮
人
で
あ
っ
た
。
(
チ
ュ
l
マ

γ
(
小
川
洋
訳
)
『
パ
γ
プ

l
・
ピ
l
プ
ル
下
』
(
一
九
七
六
)
四
七
三
頁
)
。

(
必
)
参
照
一
八
八

O
年
一
一
月
一
七
日
の
清
と
の
条
約
(
N
N
安
田
?
∞
N
S
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料

の
第
一
条
、
及
び
一
八
八
二
年
五
月
六
日
の
法
律

(
M
M
ω
S同
・
印
∞
)
の
前

文
。

(
印
)
参
照
一
八
八

O
年
の
条
約
の
第
一
条
。
ま
た
一
八
八
二
年
の
法
律
の

第
六
条
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
国
(
清
)
政

府
よ
り
身
分
証
明
許
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
合
衆
国
入
国
港
の
関

税
官
(
同
町
四

n
o口
開
口
件
。
円
。
同

n
c田仲
O
B印
)
に
提
出
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

(日

)
N
N
ω
S
F
印∞・

(臼
)

N
印

ω同国丹
-

A

可申・

(臼
)

N
吋

ω同国同
-
N
印・

(
日
)
そ
の
他
、
後
の
判
例
と
の
関
連
か
ら
し
て
、
こ
の
間
の
重
姿
な
改
正
と

し
て
は
、
一
八
八
八
年
一

O
月
一
日
の
法
律

(
N
印
盟
主
・
印
。

S
の
第
二

条
に
よ
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
り
、
一
八
八
二

年
五
月
六
日
の
法
律
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
再
入
国
許
可
証
が
、
無
効

と
さ
れ
、
効
力
を
失
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
。

(
白
山

)
M
h
p

出
〉
回
目
M
E
f
的
輔
、
戸
市
、
R
H

ロ・
(

ω

)

己
申
・

(同

)
ω
ω
ω
S
F
A悼
凶
∞
期
間
・

(

訂

)

印

斗

ω
g
H
-
E
0
0・

(
時
)
。
。
。
ロ
巧
同
Z
1
0
同
F
T
s
k
v
E
ロ
・
草
山
片

2.
は
、
同
家
が
移
民
を
人

間
間
と
い
う
見
地
か
ら
は
ず
れ
て
統
制
し
て
お
ら
ず
、
移
民
に
対
す
る
厳
格

な
規
制
が
国
民
の
同
一
性
な
い
し
自
己
保
存
の
名
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ

る
、
と
レ
ぅ
。
そ
こ
で
、
問
題
は
差
別
が
何
ら
か
の
合
理
的
理
由
に
も
と

づ
く
か
一
合
か
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
現
行
の
合
衆
国
移
民
国
籍
法

の
行
っ
て
い
る
移
民
規
制
に
は
一
応
合
聞
は
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

資

(
己
申
ω)
。
つ
ま
り
、
合
衆
国
移
民
国
籍
法
は
、
第
一
に
す
で
に
国
内
に

肘
住
す
る
者
の
親
族
に
優
先
的
地
位
を
与
え
て
お
り
、
第
二
に
英
語
を
話

せ
て
、
文
化
的
に
は
も
っ
と
も
定
住
す
る
蓋
然
性
の
高
い
者
に
有
利
な
地

位
を
与
え
て
お
り
、
第
三
に
合
衆
国
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
価
値
が

あ
る
者
を
き
わ
め
て
優
遇
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
基
準
に
よ
る
分

類
は
、
将
米
の
移
民
の
多
く
が
現
住
者
の
人
口
を
反
映
す
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
基
準
に
よ
る
分
類
は
も
っ
と
も
容

易
に
同
化
で
き
る
者
の
受
け
容
れ
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
の
基

準
に
よ
る
分
類
は
先
進
国
か
ら
の
移
民
を
間
接
的
に
促
進
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
。

(
印
)
国
自
己
巾
吋
印
。
ロ
ぐ
・
宮
山
可
。
円
。
内

Z
q司
J

問。円
r
-
s
c・
ω
-
N
m
p

m
u
y
u
『
戸
ロ
ロ
閃
〈
・
回
り
円

2
5目
p
s
c・
ω
-
N吋
印
(
同
国
叶
印
)
・

(ω)
わ
}
戸
田
ゅ
の
y
mロ
HMrMm4・
d
口町件。仏

ωg-件。
P
H
ω
。

d
・
ω
-
m∞
H
(
]戸∞∞由〉・

(臼

)
N
N
g巳
・
印
∞
・

(
位
)
め
司
会
話
、
言
ロ

-
E・

(臼

)
N
N
ω
g
?
印。
AH・

(
臼
)
一
八
六
八
年
七
月
二
八
日
の
清
と
の
条
約
(
尽
辺
見
・
吋
ω由
)
の
第
五

条
・
第
六
条
、
及
び
こ
れ
を
改
正
し
た
一
八
八

O
年
一
一
月
一
七
日
の
清

と
の
条
約

(
M
N
g民
・
毘
∞
)
の
第
一
条
・
第
二
条
。
一
八
六
八
年
の
条

約
の
第
五
条
及
び
第
六
条
、
一
八
八

O
年
の
条
約
の
第
一
条
に
つ
い
て
は

上
掲
注

(
7
)
参
照
。
ま
た
、
一
八
八

O
年
の
条
約
の
第
二
条
は
、
「
(
前

略
)
現
在
合
衆
国
に
在
留
す
る
中
国
人
労
働
者
は
自
己
の
自
由
な
意
思
及

び
任
意
に
よ
り
行
き
来
を
許
さ
れ
、
ま
た
最
恵
国
待
遇
凶
の
市
民
及
び
以

民
に
与
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
権
利
・
特
権
・
免
弐
・
免
除
を
与
え
ら
れ
る

北法34(5・108)852



アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制j権限と司法審査

も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
た
。

(
侃
)
、
吋
宮
町
民
自
一
仏
玄
O
ロ
ミ
ー
の
回
目

2
・
H
H
N
C・
ω・印∞
0
・
日
活

(H∞
∞
品
)
を

引
用
。

(
侃
)
ロ
。

c・
ω・
己
申
C
ω
I
O
A
F
・

(
m
w
)

町
、
・
回
同
町
0
4
・

(
伺
叩
)
国
叩
凹
m
p
gも
喝
、
む
ロ
・
印
国
片
岡
印
∞
mw-

(
印
)
お
。

d
・
ω・
丘
町

S-

(
m
N
)

出
向
曲
目
P
的
宮
司
、
白
戸
ハ
印
)
白
骨

]5g・

(
冗
)
広
N
d・ω・
8
H
O
g
g
-
事
案
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る。

Z
Z
E
Bロ
E
ー
は
一
八
九
一
年
日
本
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
へ
渡

来
し
、
自
分
は
二
年
前
に
結
婚
し
、
夫
は
そ
の
後
一
年
間
合
衆
国
で
く
ら

し
て
い
る
が
夫
の
住
所
が
わ
か
ら
ず
、
ホ
テ
ル
へ
夫
か
ら
電
話
が
か
か
っ

て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
二
二
ド
ル
持
っ
て
い
る
旨
の
陳

述
を
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
移
民
官
会
町
四
円
。
当
日
日
目
色
。
ロ
巾
円
。
同

-
5・

5H問
E
己
O
ロ
)
の
面
前
で
行
っ
た
が
、
移
民
官
は
彼
女
に
上
陸
許
可
を
与

え
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
女
が
生
活
基
盤
な
き
者
で
あ
り
、
か
っ

親
類
な
い
し
友
人
が
合
衆
国
に
お
ら
ず
、
独
力
で
は
生
活
で
き
ず
公
の
負

担

ezz-nny白同・
m
m
O

に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
一
八
九
一
年
三
月
三

日
の
法
律

(
N
白
日
広
・

5
∞
品
)
の
第
一
条
に
該
当
す
る
、
と
移
民
官
が

判
断
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

Z
Z
E
Bロ
ロ
闘
は
、
一
八
九

一
年
法
が
デ
ュ

I
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
て
い
る
、
と
主
張
し
て
争
っ
た
の
が

本
件
で
あ
る
。
な
お
そ
の
他
の
争
点
と
し
て
は
、
一
八
九
一
年
法
の
第
八

条
に
よ
り
移
民
官
に
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
認
定
権
限
が
唯
一
か
つ
排
他

的
な
も
の
か
否
か
、
も
あ
っ
た
。
本
判
決
は
、
後
者
の
点
を
肯
定
し
、
前

者
の
点
に
つ
い
て
も
、
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
反
せ
ず
合
憲
で
あ
る
、
と
し

た

(η)
一E
N
C
-
ω
・
同
片
品
目
申
・

(
ね
)
明
。
}
内
J

へロロ
m

J

問
。
〈
・
ロ
巳
仲
間
。

ω
g円四
mrH∞日

d
・
ω
-
M也由

(HmECM)・

こ
の
事
件
の
原
告
は
、
メ
キ
シ
コ
に
行
く
途
中
通
過
の
た
め
に
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
に
寄
港
し
た
に
す
ぎ
ず
、
入
国
を
申
諮
し
た
わ
け
で
も
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
善
意
の

(σoロ
目
白
色
白
)
通
過
の
み
が
意
図
さ
れ
て
い

る
こ
と
の
確
信
で
き
る
証
拠
を
関
税
官
(
長
田
口
♀

Z
2
2
0同
ロ
ロ
∞
・

8
自
由
)
に
提
出
す
る
義
務
を
定
め
た
、
財
務
長
官
の
行
政
命
令
に
も
と
づ

き
退
去
強
制
命
令
を
う
け
た
。
そ
し
て
、
本
件
の
争
点
も
、

z
z
z
gロ円同

事
件
と
同
じ
く
、
関
税
官
の
決
定
が
最
終
的
な
も
の
か
否
か
、
で
あ
っ

た。

(
九
)
以
上
の
他
入
国
拒
否
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は

F
m
m
z
o
oロ

ω百
四

〈
-
C
E同町内同

ω
g
g
p
H印
∞
ロ
・

ω・印
ω
∞

(
H
S印
)
(
外
国
人
の
入
国
を

ま
っ
た
く
認
め
な
い
こ
と
、
外
国
人
が
入
国
す
る
期
間
や
条
件
を
決
定
す

る
こ
と
、
入
国
拒
否
や
許
可
政
策
の
執
行
を
、
司
法
審
査
な
し
に
、
排
他

的
に
行
政
官
に
委
ね
る
こ
と
、
な
ど
を
決
定
す
る
権
限
を
連
邦
議
会
は
有

す
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
連
邦
段
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
確
立

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
)
、
同
国
-HW一回ロ刊日開

H
B
B
F開
吋

mwロ
件
わ
即
日
夕

H∞由

d
.

ω・
8
2
8
ω
)
(連
邦
議
会
が
、
合
衆
国
へ
の
入
国
条
件
を
定
め
る
こ

と
、
そ
の
た
め
の
法
律
や
規
則
の
執
行
を
排
他
的
に
行
政
官
の
手
に
委

ね
、
司
法
審
査
を
排
除
で
き
る
こ
と
、
は
、
本
法
廷
の
諸
判
決
に
よ
り
確

立
し
て
い
る
。

l
た
だ
し
、
退
去
強
制
手
続
で
は
子
続
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ

ス
の
要
請
(
具
体
的
に
は
聴
聞
の
権
利
の
保
障
)
が
働
く
こ
と
は
認
め

北法34(5・109)853



料

た
。
)
、
吋
ロ
自
由
円
〈
-
d
s
z
s
g
p
H
E
C・
ω
-
N
3
2
8
3
(外
国
人

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
入
国
拒
否
事
例
で
あ
り
、
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
権
限

に
つ
い
て
は
先
例
引
用
の
形
で
す
ま
す
。
)
が
あ
る
。

こ
れ
ら
で
は
、
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
権
限
が
既
に
判
例
上
確
立
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
該
権
限
の
根
拠
を
探
る
こ
と
は
し
て
い
な

首、

(
お
)
後
に
紹
介
す
る

ω
E
z
m
y口
四
回
目
可
〈
・

d
ロ
伊
丹
旦
∞
仲
間
丹
市
田
町

H
E
-
-

冨
m
N
m
r
ω
A
F
m
C・
ω
-
N
O由
(HSω)
は
こ
の
二
判
決
に
依
拠
し
て
、
や
は

り
手
続
的
デ
ュ

i
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
な
し
、
と
判
示
し
た
(
巳

NHN)
。

(
m
m
)

め
開
会
匂
同
志
向
。
も
き
き
な
さ

H
b
h
h白
H
e
i
h遣
さ
芯
E
Hな
誌
、
色
町
民
円
、

ぬ
shHHb白
河
肌
旬
、
町
『
白
色
、
刊
、
山
町
九
自
認
し
功
、
由
自
国
〉
同
〈
-
F・同州叩
a

『
-
H
N∞町、

E
H吋

ロ
-
N
p
h
w
E
N
ω
ロ
-
R
C
S
ω
)・
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
、
入
国
拒
否
主

い
う
局
面
に
お
い
て
も
手
続
的
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
を
保
障
す
る
判
例
と
し

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
判
例
が
、
は
た
し
て
適
切
な
も
の
か
否
か
に
は
、
疑

問
が
残
る
。
ま
ず
、
の
冊
目
立
。
毛
〈

-
C
E・
8
m
w
d・
ω・
ω
(
H
S印
)
で
の

争
点
は
移
民
官
(
同
『

5
8
5
5
2位
。
ロ

3
0同
-
5
5広
E
昨
日
。
ロ
)
の
決
定

の
終
結
性

(nopn戸戸田

FSロ
2
田
)
の
意
義
で
あ
っ
て
、

P
R
Y
E
-ユ
ロ
m

で
は
な
い
。
さ
ら
に
わ
E
ロ
ペ
。
毛

4
・
C
ロ伊丹白色

ω
g
s♂

NO∞

C
.
ω
.

∞

(HU{}∞
)
・
、
吋
田
口
問
』
斗
ロ
ロ
〈
・
関
与
印
冊
目

rNNω

口・

ω・
由
叶
ω
2
2
8・

同
省
。
n
r
M宮
町
白
門
戸
当
E
F
N
g
d・
ω・
8
品

(HUNO)
の
三
件
は
、

い
ず
れ
の
原
告
も
中
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
公
算
が
、
事
実
関
係
か
ら
す
る

と
、
大
で
あ
り
、
外
国
人
で
あ
る
と
の
移
民
官
側
の
認
定
自
体
が
お
か
し

い
も
の
で
あ
る
、
な
ど
か
ら
す
る
と
、
通
常
の
入
国
拒
否
事
件
に
当
て
は

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
大
い
に
危
ぶ
ま
れ
る
。

資

(
作
)
問
問
的
一
回
タ
同
記
号
『
ぬ
ロ
・
(
印

)
R
H印∞。
l
自・

(
河
)
戦
時
権
限
に
も
と
づ
く
「
追
放
」
に
関
し
て
は
、
一
七
九
八
年
六
月
二

五
日
の
法
律
(
叫
，
F
巾
開
口
叩

BM1
〉】山市ロ

K
M
n
y
H
ω
g仲
・
印
叶
。
)
に
も
定
め

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
に
も
と
づ
く
権
限
は
戦
時
な
い
し
戦
争
の
明

ら
か
な
急
迫
時
に
限
ら
れ
、
ひ
と
た
び
戦
争
状
態
の
終
結
が
公
式
発
表
さ

れ
る
や
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
敵
性
外
国
人
た
る
こ

と
を
理
由
と
す
る
「
追
放
」
と
平
時
の
「
追
放
」
と
の
問
に
は
相
当
の
差

異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
町
田
田
町
u

h

達
也
、
お
ロ
・
(
印

)aH日∞
ω
l∞
AF・

(
刊
)
留
保
田
仲
・

5
∞
AF・

(
的
)
め
同
時
正
肋
官
、
、
む
ロ
・
(
三
・

(飢

)
ω
N
ω
g同
-
H
N
5・
た
だ
し
多
少
の
変
化
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
一

条
で
は
不
法
に
入
国
し
た
者
の
入
国
後
三
年
以
内
の
退
去
強
制
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
第
二

O
条
で
は
、
当
該
外
国
人
の
入
国
前
の
特
性
に
よ
り
彼

ら
が
入
国
す
る
資
格
な
し
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
外
同
人
の
入
国

後
二
年
以
内
の
退
去
強
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

(
m
M
)
ω

九日

ω
E仲
-
g∞
・
入
国
後
三
年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
(
第
三
条
)
。

(
回
)
つ
ま
り
一
八
九
一
年
法
の
第
一

τ粂
は
、
。
入
国
前
の
特
性
と
入
国
後

の
行
為
と
の
問
の
因
果
関
係
を
要
求
し
て
お
り
、

0

し
か
も
因
果
関
係
の

立
証
文
任
を
連
邦
政
府
側
に
課
し
て
い
た
。
な
お
、
合
法
な
入
国
を
証
明

す
る
責
任
を
入
国
し
た
外
国
人
の
側
に
お
き
、
二
人
以
上
の
白
人
の
信
用

で
き
る
証
人
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
不
法
入
国
の
終
結
的
推
定
が
生
じ
る
、

と
い
う
規
定
が
、
中
国
人
排
斥
諸
法
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
一
八
九
二

年
五
月
五
日
の
法
律

(
N
叶
史
民
-
N
g

の
第
六
条
に
あ
る
。
こ
の
規
定
の

合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
の
が
問
。
ロ

m
ペ
ロ
白
吋

g
m
〈・

C
ロ
F
S円四
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g
a
g
-
E
u
d・
ω・
8
∞
(
同
∞
お
)
で
あ
る
。

(悩

)ω
∞
ω
g
?
N由
ω・

(
お
)
句
会
p

h

宮
、
司
令
ロ
・
宮
古
・

(部

)ω
白

ω
g
?
N
8・
ゆ

N-

〈開制)』
1
A

出
・
同
円
四
戸
・

(
槌
)
め
司
F
M
R
Y
a
ロ・

3
・

(m
∞
)ω
由
日
目
?
∞
誌
・
な
お
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
こ
の
法
律
は
ア
メ

リ
カ
の
理
念
及
び
伝
統
的
な
開
放
政
策
に
反
す
る
と
し
て
、
拒
否
権
を
発

動
し
た
が
、
連
邦
議
会
は
そ
れ
を
打
ち
破
っ
た
。

(
叩
)
も
っ
と
も
、
た
と
え
「
入
国
後
五
年
間
」
な
ど
と
い
う
適
用
期
間
制
限

が
つ
い
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
退
去
強
制
の
規
定
で
あ
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。

(
創
)
つ
ま
り
、
「
不
法
に
入
国
し
た
も
の
と
さ
れ
る
」
と
い
う
類
の
規
定
の

文
面
で
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
犯
)
回
目
凹
凹
P
h
R
-
も『
h
H

ロ
・
寧
白
神
N
由N
j
由h
p

・

(

伺

)

四

品

"
ω
g
H・
窃
斗

0
・一
V
N
O
(『)・

(
悦
)
具
体
的
に
は
、

HRH
・
忠
明
一
戸
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
各
事
項
に
触
れ
た
こ

と
を
い
う
。

(侃
)

L

『
札
・
巳
明
日
山
由
(
の
)
で
は
、
入
国
後
五
年
以
内
に
虚
偽
の
外
国
人
登
録
を

し
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
う
け
た
者
の
「
追
放
」

を
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
入
国
条
件
違
反
者
の
退
去
強
制
の
規
定
に
属

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
伺
)
∞

C
-
ω
・
ゎ
・
岬
H
N日
Ha

(
切
)
。
。
。
巴
巧
H
Z
ーの
H
F
Y
旬
足
、
『
ぬ
ロ
・
事
・

N
印
日
を
参
考
に
し
た
。

(
伺
)
∞

d
・
ω-mu・明
H
N
m
H
(
お)(臼)噌(∞)・

(ω)
こ
れ
は
一
九
一
七
年
法
以
来
定
め
が
あ
る
が
、
現
行
法
下
で
追
放
に
入

る
も
の
か
は
確
信
が
も
て
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
入
国
後
生
じ
た
こ
と
を

立
証
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
公
の
負
担
と
な
っ
た
者
の
追
放
を
定
め
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

(
削
)
∞

C
・
ω
-
C・申

HN日】ー・(防
)
(
A
V
h
H
]
F

骨一
V

骨一世
(
H
h
p

寧・

(
肌
)
∞

C
・
ω
-
C・制
H
N
E・
(
問
)
(
白
)
・
(
叶
)
・
(
写
及
び
窓
口
寧
の
紀
律
を
み

だ
し
た
と
し
て
有
罪
判
決
を
う
け
た
こ
と

y
g・

(
伽
)
な
お
、
旬
、
・
白
丹
念
)

(

H

)

は
、
そ
れ
ま
で
五
年
で
あ
っ
た
退
去
強
制
の
適

周
期
間
制
限
の
規
定
を
削
除
し
た
。
も
っ
と
も
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
関
し

て
は
、
一
九
一
八
年
一

O
月
二
ハ
日
の
法
律
(
ち
盟
国
門
・
5
H
N
)

の
第
二

条
で
既
に
こ
の
よ
う
な
規
定
が
削
除
さ
れ
て
い
た
。

(
問
)
∞

d
・
ω-mu・一叩
HN官
官
〉
・

(
削
)
す
な
わ
ち
、
同
条
問
項
で
は
、
そ
の

ωで
背
徳
的
犯
罪
者
、
ア
ナ
ー
キ

ス
ト
、
麻
薬
常
習
者
等
重
大
な
事
由
に
よ
る
退
去
強
制
の
停
止
の
た
め
に

考
慮
す
べ
き
フ
ァ
ク
タ
ー
を
定
め
、
ま
た
そ
の

ωで、
ω以
外
の
重
大
で

な
い
事
由
に
よ
る
退
去
強
制
の
停
止
の
た
め
に
考
慮
す
べ
き
要
件
を
定
め

て
い
る
。

(
附
)
〉
回
目

B
回目内

O
H
M
O
F
E
田

4
・
H
H
H
M
g
K
E
一巳
O
ロ
田
口
仏

Z
B仲
C
E
i
-
-
N
白昨日
0
ロ

ω
O吋
i
n
p
注
目
司
・
立
・

5
S
O
S
H
)・
本
件
は
、
法
務
長
官
の
裁
量
に

よ
る
退
去
強
制
の
執
行
停
止
の
規
定
(
移
民
国
籍
法
の
第
二
四
四
条
第
帥

頃

ω、∞
d
・
ω・円
U

・
叩
一
戸
獄
事
(
白
)
(
同
)
)
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
。
移
民
不

服
審
査
委
員
会

(pm
∞

S
E
O片
岡

B
E間
E
Z
oロ
〉
匂
匂
白
色
白
)
は
こ

の
規
定
に
基
づ
く
救
済
の
申
請
を
却
下
処
分
に
し
た
が
、
本
判
決
は
、
①
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料

当
該
処
分
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
基
準
が
当
該
規
定
に
よ
っ
て
は
定
め
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
当
該
基
準
を
用
い
る
こ
と
は
連
邦
議
会
の
退
去
強

制
政
策
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
当
該
却
下

処
分
は
重
大
な
違
法
性

(
2
2
2
5
Z
2
2同
日
当
該
処
分
を
く
つ
が
え

す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
違
法
性
)
あ
り
、
と
し
た
。

(
附
)
忠
由
口
・

ω
-
S∞
(
H
∞お)・

(
m
)
N
N日
ロ
・

ω
-
A
8
0
3
2
N
)
・

(山川
)
N
N∞
C
・
ω
-
m∞印

2
2
3
・

(
削
)
円
い
国
ユ
印
O
ロ
4
・
F
田口色。口、

ω
A
F
N
d・
ω
・日
N
A
F
C
U印
M)w
回
目
H1F色
白
色
伺
帥
4
・

ω
F白
HHmFロぬ凹
MWMJU仏
N
C
-
ω
・日∞。

(HU印
M)"
の
同
】
〈
回
口
〈
・
-
V

円冊目的
dωAF叶

d
・
ω
・印
N
N
(
H
u
m
s
-

(
川
)
句
、
会
問
。
ω
ω
P
M昔
、
、
白
ロ
・
(
印
)
a
H日目出。・

(
川
)
こ
の
他
退
去
強
制
の
判
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

E

ω日
間
州
司

-
Cロ伊丹市色

ω
Z
S
F
H∞
c
d・
ω-hpmw由
(
H
U
C
H
)
(中
国
人
が
不

法
に
入
国
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
逮
捕
さ
れ
た
場
合
、
合
法
に
入
開
国
し

て
い
る
こ
と
を
当
該
中
川
田
人
が
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
立
法
す

る
こ
と
は
、
連
邦
段
高
裁
判
所
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
き
た
、
連
邦
議
会
権

限
内
に
あ
る
。
最
後
に
司
。
ロ
m
J同
ロ
叩
寸
E
M
H
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
)

N
白
ぎ
ロ
包
芯
ぐ
・
君
。
戸
時
自
己
・

ω
-
N叶
N
3
2
N
)
(移
民
規
制
手
続
は

第
五
修
正
及
び
第
六
修
正
の
い
う
よ
う
な
刑
事
訴
追
で
は
な
い
。
公
平
な

聴
聞
の
後
に
行
政
官
が
行
っ
た
事
実
認
定
は
終
結
的
と
さ
れ
て
も
合
憲
で

あ
る
。
)
、
戸
市
当
日
田
〈
・
明
江
口
}
P
N
ω
ω
d・
ω
-
N
U
H
(
S
E
)
(品
T

わ
れ
た
の

は
一
九
一

O
年
三
月
二
六
日
の
法
律

(ω
由

ω
Z
?
t
N
S
)
の
退
去
強
制
規

定
の
解
釈
)
、

z
m
H
4ロ
ロ
問
問
。
〈
・

4
5
P
P
M
E
d
.
ω
.
自
由

(
H
S
N
)

資

(
連
邦
議
会
は
、
あ
る
外
凶
人
が
合
衆
国
に
在
留
す
る
こ
と
が
有
害
で
あ

る
、
と
判
断
し
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
適
正
な
行
政
手
続
を
通
じ
て
、

当
該
外
国
人
の
追
放
を
命
じ
る
権
限
を
有
す
る
。
)
以
上
、
判
例
は
、
外

国
人
の
退
去
強
制
を
命
じ
る
連
邦
議
会
権
限
が
既
に
先
例
に
よ
り
確
立
し

た
も
の
と
考
え
た
、
と
い
え
よ
う
。

(
山
)
ミ
盟
主
・

N
印・

(
旧
)
原
審
(
昨
日

5
C
R口
広
わ
O
ロ
ユ
え
岳
町

d
E
g
a
g
a
g
E円
岳
町

ロ
山
田
仲
ユ
ロ
件
。
向
。
。

-oE一
色
。
)
も
上
訴
人
ら
の
請
求
を
楽
却
し
て
い
た
。

(川出
)
]
E
N
d
・
ω
・出向山一戸

(]F∞甲
N)
・

(山
)

H
臼

{
}
d・
ω
-
m∞H
(

同∞∞由)・

(
川
)
広
申
口
・

ω・同庁
4
H
r

(
山
)
回
目
mmmr
的
君
、
、
白
ロ
・
(
印
)
・
田
仲
H
印川町印・

(
山
)
広
叩
巴
・

ω・
国
同
誌
H

・

(旧
)
ω
串

ω門
主

-
S∞
・
入
国
後
三
年
以
内
に
売
春
宿
の
寄
寓
者
(
吉
自
主
開
)

と
認
め
ら
れ
た
外
国
人
女
性
の
退
去
強
制
を
定
め
て
い
る
。

(凶
)ω
∞
ω
gグ

N
8・
内
容
は
-
九

O
七
年
法
に
同
じ
。

(
山
)
い
わ
ゆ
る
、
同
町
刊
の
広
ロ
町
田
町
別
凶
己
口
氏
。
ロ

k
r
n
y
N
N
ω
E昨・日∞・

(印
)

N
自
己
・

ω・
白
丹
念
由
1
叶
0
・

(

m

)

L

ミ
・
回
同
品
、
吋
印
吋
白
・

(
凶
)
た
だ
し
原
告
は
お
そ
く
と
も
一
九

O
五
年
一
月
四
日
に
は
入
国
し
て
い

た

(
邸
)
つ
ま
り
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
い
う
重
大
な
事
由
に
つ
い
て
は
適
用
期
間

制
限
を
は
ず
し
て
い
な
い
の
に
、
売
春
行
為
関
係
で
こ
れ
を
削
除
し
た
の

は
お
か
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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(
間
)
連
邦
憲
法
第
一
条
第
九
節
第
三
項
。

(m)
つ
ま
り
、
原
告
は
お
そ
く
と
も
一
九

O
五
年
に
は
入
国
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
一
九

O
七
年
法
に
よ
れ
ば
、
入
国
後
三
年
間
と
い
う
適
用
期
間
制

限
に
よ
り
退
去
強
制
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一

O
年

法
は
、
本
節
第
一
款
で
述
べ
た
如
く
、
売
春
行
為
関
係
に
つ
い
て
こ
の
適

用
期
間
制
限
を
削
除
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
主
張
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

(郎

)
M
M∞
d
・
ω・
白
仲
間
由
。

1
2・

(
凶
)
」
ミ
.
出
仲
間
m
w
H
・

(
問
)
出

2
凹

0
・
hw
詰
培
、
お
ロ
・
(
印
)
・
巳
H

由NAP-

(
問
)
日
N
o
d
・
ω・
5
日(岡山
vhF3・

(問

)
ω
s
c・
ω
-
M
M
ω
(
H
U日)・

(
問
)
こ
れ
以
外
の
追
放
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
多
く
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
関

係
の
判
例
が
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一

0
年
間
在
留
し
た
外
国
人

の
追
放
事
例
た
る
口
己
広
島
浮
丘
町
田
市
同
吋
冊
目
・
呂

g凹
2
K
F
4・
4oa-

N宮

d
・
ω・
5
A
F
Q
S
S
及
び
九
年
間
在
留
し
て
い
た
外
国
人
の
追
放

を
認
め
た

C
己

g
仏

ω
g
Z回
開
何
日
戸
切
口
ow--g曲
}
内
可

4・
吋

o
p
N∞
ω

口・

ω
-
E申

(SNU)
で
あ
る
。
レ
ず
れ
の
事
案
で
も
連
邦
議
会
の
追
放

権
限
自
体
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
手
続
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
み
が
問
題
と

さ
れ
た
、
と
い
う
特
色
が
あ
る
(
回
目
的
印
町
、
さ
』
官
、
お
ロ
・
富
田
仲

N
S
)
。
そ

の
他
ゎ

c
m
gロ
N
O

〈
・
、
ロ
ロ
山
口

m
v目的
F
N∞斗

d
・
ω・
ωhFH(HUω
ど
で
は
、

争
わ
れ
た
の
は
純
粋
に
法
律
解
釈
の
問
題
の
み
で
あ
っ
た
。

(

山

川

)

宮

ω門主
-
S
0・

(問

)
ω
N白
戸

?

"

釦

同

区

吋

j
h
∞・

(
郎
)
こ
こ
で
争
わ
れ
た
法
律
は
、
本
来
は
こ
の
切
口
弘
均
四
印
の
追
放
を
目
的

と
し
て
作
ら
れ
た
草
案
の
代
替
物
で
あ
っ
た
。
∞
ユ
仏
m
g一
本
人
は
こ
の

よ
う
に
し
て
巧
妙
に
連
邦
議
会
の
投
げ
た
ア
ミ
の
目
を
く
ぐ
り
抜
け
た
の

だ
が
、
他
の
長
期
在
留
者
は
こ
の
法
律
に
よ
り
追
放
を
う
け
た
。
国

2
8

M
N
h

』
甲
『
白
白
・
官
出
場
白
骨

N
叶(}!叶一円・

(
問
)
臼
由

ω仲田一昨・∞∞由・

(問

)
E
H
d・
ω・出仲

NUH・

(悶
)

N

R

H
・

(凶
)

L

ミ
・
白
片

MωN・

(
川
)
め
色
町
正
国
間
出
師
m
r
h
s
h
h
v
困
、
白
ロ
・
世
間
世
巳

N
品川出・

(ω)
包
・
回
片

N
8・

(
出
)
匂
司
会
同

-
h・4
司
O
口
問
巧
Z
m
4・
C
E
Z円四

ω
S丹
2
・
H由
ω
C
-
∞-
M
M
P

Nωωj臼
A
F
(
H
g
m〉
(
十
分
な
司
法
審
査
を
受
け
る
こ
と
な
く
外
国
人
が
苦

役
(
宮
山

E
Z
σ
O吋
)
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
第
五
・
第
六
修
正
に
反
す
る
)
、

吋
Z

H
右
自
由
g
H
B
B日
明
日
互
の

S
F
呂
田
口
・

ω・
∞
P
H
O
O
t
s

(
H
S
ω
)
(聴
聞
な
く
し
て
追
放
さ
れ
る
こ
と
な

L
)
な
ど
。

(凶

)ω
窓
口
・

ω
・
8
Q
8
3・
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
一
九
一
七
年
の

移
民
法
(
聴
聞
の
規
定
な
し
)
と
行
政
手
続
法
の
第
五
条
例

(
g
g
a・

8
斗
-
N
8・
参
照
杉
村
敏
正
『
行
政
手
続
法
』
(
筑
摩
現
代
法
学
全
集

一
九
七
三
)
七
七

J
七
八
頁
〉
及
び
第
一
一
条

(
g
ω
g
?
民

営

AF・

杉

村

同

上

八

O
I八
一
一
良
)
と
の
関
係
で
あ
り
、

H
R
w
gロ
判
事
に

よ
る
法
廷
意
見
は
、
移
民
法
上
の
追
放
手
続
に
お
け
る
聴
聞
(
憲
法
上
の

要
請
)
に
手
続
法
第
五
条
の
適
用
が
あ
る
旨
判
示
し
た
o

法
廷
意
見
は
ま

ず
、
当
該
追
放
手
続
に
お
し
い
て
聴
聞
を
行
っ
た
移
民
監
察
官
が
調
査
機
能

北法34(5・113)857



料

と
訴
追
機
能
の
両
者
を
営
ん
で
レ
る
と
認
定
し
、
移
民
監
察
官
の
聴
聞
を

手
続
法
第
五
条
例
に
反
す
る
も
の
、
と
し
た

(ω
谷
口
・

ω・
色
合
ム
∞
)
。

そ
の
よ
で
、
手
続
法
第
五
条
が
追
放
手
続
に
も
適
用
あ
る
も
の
か
否
か
、

に
つ
い
て
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
①
手
続
法
第

五
条
は
「
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
レ
る
」
聴
聞
に
つ
い
て
の
適
用
を
意

図
し
て
い
る
が
一
九
一
七
年
移
民
法
に
は
法
律
上
聴
聞
の
規
定
が
な
く
、

聴
聞
が
行
わ
れ
る
の
は
、
策
法
の
手
続
的
デ
ュ

I
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
手
続
法
第
五
条
の
適
用
あ
る

か
、
②
手
続
法
第
七
条
例
の
、
「
た
だ
し
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
特
に
他

の
法
律
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
又
は
指
名
さ
れ
た
委
員
会
又
は
官
吏
が
、
特

定
の
種
類
の
手
続
を
行
う
こ
と
を
、
全
面
的
に
も
部
分
的
に
も
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
」
と
の
規
定
に
よ
り
、
追
放
手
続
に
お
け
る
聴
聞
は
手
続
法

第
五
条
の
要
件
を
免
れ
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し

法
廷
意
見
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
」
と
い
う

限
定
は
法
律
以
下
の
効
力
を
有
す
る
も
の
、
つ
ま
り
規
則
等
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
聡
聞
に
は
当
該
条
項
が
適
則
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

法
律
以
上
の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
聴
聞
に
は
や
は
り

当
該
条
項
は
適
用
さ
れ
る
、
と
し
(
由
丹
印
。
)
、
②
に
つ
い
て
は
、
一
九
一

七
年
移
民
法
が
移
民
監
察
官
に
よ
る
追
放
手
続
で
の
聴
聞
を
定
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
の
理
由
か
ら
、
手
続
法
第
五
条
の
適
用
に
妨
げ
な
し

(
白
件
包
l
m
M
〉
、
と
し
た
。

(
凶
)
当
。
ロ

m
J
E口問
ωロロ
m
判
決
は
結
局
、
治
放
に
つ
い
て
排
他
的
な
規
定

で
あ
る
一
九
五
二
年
の
移
民
国
籍
法
の
第
二
四
二
条
川

w
a
d
-
ω
・
。
・
ゅ

同日目
N
一
(
『
)
〉
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
。
。

c
u者同
Z
ーの同
F
C

資

器
、
ミ
ロ
・
草
民
営
O

ロ
-

H

・
も
っ
と
も
現
行
移
民
国
籍
法
は
手
続
的

デ
ュ

1
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
的
要
請
を
満
た
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
お

り
、
合
理
的
な
告
知
・
源
開
(
第
二
四
二
条

ωω
、
∞

d
・
ω・
。
・
申

HN印
N

(『)
(

H

)

)

、
聴
聞
手
続
で
の
弁
護
士
を
つ
け
る
権
利
(
第
二
四
二
条
倒

ω、

∞

d
・
ω・
わ
却

JHNS(「
)(N))
、
証
拠
の
提
出
、
証
人
の
喚
問
(
第
二
四

二
条

ωω
、
∞

d
・
ω
-
P
叩

HNmN(F)(印
)
)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
追
放
手
続
が
民
事
手
続
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
追
放

事
由
は
「
合
理
的
な
う
た
が
い
」
を
越
え
る
立
証
を
必
要
と
さ
れ
ず
、
「
明

白
で
、
ニ
義
的
で
な
い
、
信
滋
性
の
あ
る
証
拠
」
(
門
戸

g
F
E
M
2
5〈。
g
戸

田
ロ
円
四
円
。
ロ
己
ロ
ロ
ロ
関
空
ユ
仏
g
H
n刊
)
に
よ
る
立
証
で
よ
い
、
と
さ
れ
る
な

ど
、
刑
事
手
続
と
は
種
k

の
差
が
あ
る

o
b
s
n
N
Gも
さ
き
な

S

S
同

』
い
白
さ

i

h
善
吉
弘
町
、
ミ
な
昌
、
q
h
r
H
Q芯
九

H
E
同
勾
H
h
h
N
U
-
-
¥
k
に
た
ま
-

C
出

国
kF河
〈
・
円
、
.
月
四
〈
・
]
戸

N∞
m.Hω
∞印
3

∞由(]{申∞

ω)
・

(
川
山
)
叶
宮
田
国

-
s
b
g
ロ・

2
∞
)
同
庁

N∞
y
n
F己ロ
m
z
-
m
E
Bロ
E

E
向山口

〈
-
C己
片
足

ω
g
g
P
E
N
d・
ω
-
E
Y
B由
(H∞由
N)
・

(
山
)
入
国
拒
否
も
帰
化
も
、
最
初
は
邦

(
ω
g
R
m
)
に
権
限
が
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
入
国
拒
否
や
「
追
放
」
と
い
っ
た
権
限
の
所
属
を
確
定
し
た
も
の

は
、
根
本
的
に
は
出
向
ロ
己

2
8ロ
〈
・
沼
唱
。
円
。
同

Z
2司
J

問。円}同地也

N
C
-

ω・
N山
由
〈
同
∞
叶
印
)
・
。
}
q
F
Z口
問
ぐ
・
司
自
由
自
由
P
由
N
C・
ω
-
N
a
(同
∞
討
)

に
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
(
本
稿
第
一
章
一
第
一
節
参
照
)
、
帰
化
の
場
合

に
は
こ
の
点
逮
邦
憲
法
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
こ
と
、
と
い
っ
た
差
異
は
あ

マ
心
。

(
附
)
こ
こ
で
、
市
民
権
取
消
(
『

2
。
g-zoロ
え
ロ
巳
ロ
円
曲
目
紅
白
色
。
ロ
つ
ま
り

帰
化
の
取
消
)
及
び
放
棄

(-g田
O
同
ロ
注
目
。
ロ
即
宮
可
つ
ま
り
国
籍
の
喪
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アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

失
)
に
つ
い
て
述
ベ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
特
に
吋
同
岡
田

p

h

宮
、
言
ロ
・

2
∞
)
2
8
ω
t∞
AH
が
、
こ
の
市
民
権
放
棄
の
領
域
で
の
司
法

審
査
を
と
ら
え
て
、
外
国
人
の
人
権
に
つ
い
て
司
法
部
が
積
極
的
役
割
を

果
た
す
余
地
を
示
唆
す
る
も
の
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

を
多
少
数
術
し
て
い
え
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
稿
の
結
論

部
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
移
民
規
制
権
限
の
根
拠
は
主
権
に
固
有
な

「
外
務
権
限
」
(
明
。
円
四
日
間
口

krR巳
吋
印
刷
》
0
4司

2)
と
も
い
う
べ
き
も
の

に
、
判
例
上
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
、
こ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
判

例
は
、
移
民
規
制
権
限
の
行
使
に
対
す
る
司
法
審
査
を
抑
制
し
て
い
る
も

の
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
根
拠
は
外
交
関
係
上
の
立
法
す
べ
て
の
根
拠

と
も
な
っ
て
い
る
o
h
p
司
会
出
開

Z
E
F
旬
。
同
盟
の

z
k
r
2
1
E岡
田
〉

Z
U

叶
回
目
ゎ
。
Z
由、吋コ
C
己
。

z・
2
I
4
日

3
8
8
・
と
こ
ろ
が
、
市
民
権
放
棄

と
い
う
局
面
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
権
力
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

(
萩
野
芳
夫
「
国
際
化
の
な
か
の
日
本
の
国
境
と
法
」
(
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

七
人
一
号
三
三
頁
)
)
で
は
な
く
、
「
人
権
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を

行
っ
て
判
例
理
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
市
民
権
放
棄
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
一
貫
し
て
、
①
市
民
権
放
棄
が
国
際
社
会

で
果
た
し
て
い
る
役
割
を
重
視
し
て
、
市
民
権
放
棄
事
由
を
決
定
す
る
立

法
部
の
裁
量
を
優
先
さ
せ
る
、
と
い
う
立
場
と
、
②
市
民
権
放
棄
を
国
内

法
の
問
題
と
考
え
、
連
邦
憲
法
に
よ
る
市
民
権
の
保
護
を
重
視
す
る
、
と

い
う
立
場
が
相
争
っ
て
き
た
(
①
の
立
場
が
法
廷
意
見
を
占
め
た
判
例
|

可叩吋
m
N
〈
・
切
円

odE∞
-fa由
d
・
ω・
主
(
呂
町
∞
)
、
②
の
立
場
が
法
廷
意

見
を
占
め
た
判
例

l
巧
。
ロ
民
同

E
〉
岳
〈
・
ロ
ロ
同
伴
冊
。

ω
g古田・

H
S

HH・
ω
・白鳥山
W
(同∞
u
g
・同
MmHe}内山口印〈‘

HW】向
w
ω
O叶

d
-
∞
-
U
N日
2
8
3
・

、吋
H
O
H
V
4
・
0
6ロ開
Mrω
日由

d
・
ω・
∞
白
(
同
曲
目
∞
)
-
Z
F凹
炉
原
田
若
田
〈
・
ロ
ロ
ロ
即
日
・

ω日
出
口
・

ω
・
H
N
U
2
8∞
)
・
問
。
ロ
ロ
巾
弘
司
ぐ
・
宮
出
口
仏

OBJ宮
田
吋
片
山
口
m
p

u吋
N

d・
ω
・
HAFa時
(
岡
田
町
u
v
ω
n
y
H
H
a仏
2
・
〈
・
河
口
凹
-Pω
吋叶

d
・
ω
・
同
町
ω

(
5
2
)・
〉
守

0
1
5
d、.同州
5
H
P
ω
∞斗

C
・
ω
-
M印
ω
(呂
田
3
・
HNom巾吋印〈・

田
町

F
M
r
血

C
H
C・
ω
・∞同日

(HU叶
H)w
〈
田
口
円
四
ぐ
・
、
H，mH・ロロ四国
mwwAFA怠
ロ
・

ω
-
N
m
M一
(HC∞
。
)
・
し
か
し
こ
れ
ら
す
べ
て
の
判
決
で
二
つ
の
立
場
は
常
に

対
立
し
て
い
る
〉
。
し
か
し
、
市
民
権
放
棄
立
法
も
外
交
関
係
上
の
行
為

を
規
制
す
る
立
法
で
あ
り
(
こ
の
点
は
②
の
立
場
を
採
る
意
見
も
認
め

て
い
る
て
そ
の
よ
う
な
立
法
を
す
る
連
邦
議
会
権
限
の
根
拠
は
、
移

民
規
制
権
限
と
同
じ
く
、
主
権
に
由
来
す
る
「
外
務
権
限
」
で
あ
る
。

民
間

Z
E
Z
-
臼
官
、
『
岳
民
J

ミ

1a-
そ
れ
ゆ
え
、
移
民
規
制
権
限
と
い
う
外

務
権
限
に
基
づ
く
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
こ
れ
か
ら
検
討
す

る
よ
う
に
、
①
の
立
場
に
立
っ
て
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
し
て
き
た
こ
と
と
、
こ

の
市
民
権
放
棄
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
の
あ
り
方
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は

な
い
か
、
も
っ
と
い
え
ば
、
移
民
規
制
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
も
②
の
立

場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く

る。
さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
に
、
移
民
規
制
権
限
と
市
民
権
放
棄
立
法
と
の

関
係
は
、
権
限
の
根
拠
が
肉
質
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
権
限
行
使
の

相
手
方
も
、
た
し
か
に
外
国
人
と
市
民
と
い
う
差
異
が
あ
る
が
、
連
邦
憲

法
の
多
く
の
規
定
は
「
市
民
」
〈
円
E
N
2同
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
ず
、

「
人
」

e
R
gろ
と
い
う
こ
と
・
は
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
憲

者
が
市
民

(
n
E紅
白
ロ
)
の
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
権
利

が
人

e
o
o
H
U
Z
な
い
し
℃

2
g
g
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
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学}

だ
、
と
い
わ
れ
て
お
り
(
切
H
n
r
m
f
n止
命
悶
芯
旬
』

H
e
s
s同
与
さ
町
三
合
同
誌

の
巴
志
向
注
目
誌
に
口
、
P
H印
〉

E
N
'
F
-
M
N
m
Jア
ω白川町・

ω叶(}(同也、吋
ω))
、
そ
れ
ゆ

え
、
外
国
人
と
市
民
と
い
う
差
異
か
ら
、
市
民
権
放
棄
に
関
す
る
判
例
の

多
く
が
②
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

と
も
い
い
う
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
補
強
し
う
る
叶

E
開
聞
の
考
え
方
に
は
や
は

り
根
強
い
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
は
、
市
民
権
と
い
う
も
の
の
有
す
る
根
本

的
な
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
市
民
権
放
棄
に
つ
い
て
き
わ
め
て
手
厚
い
保
護

が
加
え
ら
れ
て
も
当
然
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
な
い
し
反
論
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
事
が
ら
の
性
格
上
は
帰
化
と
同
一
線
上
に
あ
り
、
従
っ

て
、
帰
化
と
同
様
に
、
連
邦
議
会
の
広
範
な
裁
量
権
に
服
ず
る
も
の
と
考

え
る
こ
と
も
可
能
な
市
民
権
取
消

(
3
4
5
2
t
o口
広
ロ

azH1丘
町
民
2
5

に
つ
い
て
も
、
判
例
は
や
は
り
積
極
的
に
市
民
権
保
護
に
動
い
て
い
る

(
め
豆
句
-
h
・

ω
n
v口
忠
弘

2
自
白
ロ
戸

d
E仲
包

ω
g丹市♂

ω
N
o
d
-
ω
・
ロ
∞

(
H
E
3
・
国
E
g
m血
吋
同
ロ
巾
門
司
・

d
巳
仲
間
色

ω
S件冊目
u
ω
N
N
C
-
ω
-
m
a
m

(
S
P
3
・
muy目
ロ
ロ
片
〈

-
dロ芹内向同

ω
g
-
g
p
ω
由民帥

C
・
ω
・
ω日{}(戸田由。)〉、

と
い
う
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。

(ω)
参

照

江

川

英

文

H

山
閉
鎖
一
『
国
籍
法
』
(
有
斐
閣
法
律
学
金
集

一
九
七
三
)
三
四
頁
。

(m)
匂

h
m
-
z
o
z
-
。
。
ぎ
た
同
ミ
令
書
H
h
h帆
ぎ
た
ね
な
qsh
。
s
S目
見
員
同
法
、
む
と
・

N

白
叫
弘
司
溝
、
む
さ
同
司
、
・
∞
。
J

円
〉
「
何

F
・一『・

4Aω
タ
叶
∞
由

(
H
U吋
H
)

・

(
問
)
叩

N
C
N
(
国
)
え
同
町
四
回
目
白
山

m
g
z
o
D
S
S
Z同
氏
。
ロ
回
目
日
々
〉

2
a

]「由川町一円∞

d
・
ω
-
n・明
H
H
印M
(
白)・

〈
問
)
同

ω仲田仲
-HOω
・

資

(
問
)
一
入
七

O
年
七
月
一
四
日
の
法
律
(
民
句
丹
巳
-
N
E
)
o

こ
の
法
律
は
、

帰
化
手
続
に
お
い
て
虚
偽
行
為
を
行
っ
た
者
を
重
罪
(
同
巴
。
ロ
可
)
に
処

す
、
と
い
う
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
七
条

で
、
帰
化
資
格
が
、
ア
フ
リ
カ
生
ま
れ
の
外
国
人
及
び
ア
フ
リ
カ
人
の
子

孫
に
も
拡
張
さ
れ
る
こ
と
を
宣
し
て
い
る
。

(
削
)
一
九
四

O
年
の
国
籍
法
(
忠

ω
gゲ
ロ
ω
3
0

(
同
)
黄
色
人
種
に
帰
化
資
格
を
与
え
な
い
、
と
い
う
合
衆
国
の
政
策
は
、
大

部
分
は
中
国
人
労
働
者
の
排
斥
政
策
と
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
。
、
H
，F
冊

。
FHロ
冊
目
刊
明
Hn-口
氏
。
ロ
〉
円
仲
田
に
つ
い
て
は
句
司
会
九
判
官
、
、
む
ロ
-
h
p
m
w

・

(
m
)
ω
N
盟
主
-
H
N
5・
間

S
-

(
問
)
一
九

O
六
年
六
月
二
九
日
の
法
律

Q
h
p
g巳

-
g
g
の
第
七
条
、
一

九
二
五
年
一
一
月
七
日
の
法
律
(
な

ω件以ゲ

HNH)

の
第
三
六
四
条
な
ど

に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

(
問
)
一
九
四

O
年
一

O
月
一
四
日
の
法
律
(
忠
信
え
・
ロ
ω叫)。

(
問
)
∞

d
・
ω
・
ゎ
・
明

HAHNAP-

(
附
)
た
と
え
ば
プ
七
九

O
年
三
月
二
六
日
の
法
律
二

ω
g片・

5
ω
-
n
F
S

は
、
「
合
衆
国
領
土
内
及
び
合
衆
国
管
轄
内
で
」
の
二
年
聞
の
居
住
、
同

一
州
内
で
の
一
年
間
の
居
住
を
定
め
て
お
り
、
ま
た
一
七
九
五
年
一
一
月

二
九
日
の
法
律

(
H
gぇ
・
企

p
n
F
N
0・
期
同
)
も
前
者
五
年
、
後
者
一

年
と
し
て
い
る
。

(
問
)
な
お
他
国
の
帰
化
政
策
に
つ
い
て
は
江
川
竹
山
間
前
掲
(
注
(
凶
)
)
ニ

九
頁
以
下
参
照
。

(問

)
(
U
E
E
n
〈

-
n
E
E
P
5
c・
ω・
(Nd司
F
2
3
N日夕

N
E
(
Z
H
3
・

(問

)
Z
O
R句
阿
君
、
ミ
ロ
・

2
目。
)

m

w

昨
日
ミ
C

ロ
・
品
・
こ
の
よ
う
に
解
釈
問
題
に
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な
る
た
め
、
規
定
内
容
が
一
般
的
か
っ
ぱ
く
ぜ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
場

合
、
判
例
の
態
度
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
兵
役
に
つ
い
て
は
、

C
E
g
b
ω
g
g出〈・

ω
n
y耳
H
g
g叩
F
N
u
d・
ω・
2
酔

(HUNS
及
び

色
円
。
戸
田
丘
〈

-
d三
宮
品

ω
g
g
p
ω
N∞
C
・
ω・
2
2
U
A
F
E
)
が
あ
げ
ら

れ
る
。
前
者
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
五

O
歳
を
越
え
た
女
性
が
帰
化

申
請
に
あ
た
り
平
和
主
義
者
と
し
て
(
ド
女
性
と
し
て
で
は
な
く
)
兵
役

に
つ
か
な
い
と
陳
述
し
た
た
め
、
一
九

O
六
年
六
月
一
六
日
の
法
律

Qhp

gえ
-
E叶
)
の
う
ち
、
「
帰
化
申
請
者
は
、
市
民
権
を
認
め
ら
れ
る
に
先

立
ち
、
公
開
の
法
廷
で
、
合
衆
国
の
憲
法
及
び
す
べ
て
の
法
を
す
べ
て
の

敵
か
ら
守
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
部
分
に
反
す
る
、

と
し
て
申
請
が
却
下
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
必
要
な
と
き

に
は
い
つ
で
も
す
べ
て
の
敵
か
ら
政
府
を
守
る
た
め
に
寧
隊
に
就
く
市
民

の
義
務
は
憲
法
の
基
本
原
理
で
あ
る
、
と
し
て
当
該
申
請
却
下
を
正
当
と

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
の
可
。
己
貸
一
色
事
件
は
、
帰
化
申
請
を
し
た
外
国
人

が
、
「
必
要
な
場
合
あ
な
た
は
菌
防
の
た
め
に
軍
隊
に
つ
く
意
思
が
あ
る

か
」
と
い
う
申
請
書
中
の
質
問
に
対
し
て
、
宗
教
上
の
理
由

G
m〈
巾
口
答

。mw可
〉
色
」
可
申
ロ
江
田
仲
)
か
ら
「
否
」
と
答
え
た
た
め
帰
化
申
請
を
却
下
さ
れ

た
事
例
で
あ
る
。
判
旨
は
、
市
民
権
申
請
者
は
す
べ
て
の
敵
か
ら
合
衆
国

憲
法
そ
の
他
の
法
を
防
衛
す
る
宣
誓
を
す
べ
し
、
と
い
う
法
律
上
の
要
件

(
一
九
四

O
年
一

O
月
一
四
日
の
法
律
印
品
盟
国
丹

-
H
5
3

は
合
衆
国
防

衛
の
た
め
苛
隊
に
入
る
こ
と
を
望
ま
な
い
者
を
市
民
権
要
件
か
ら
排
除
す

る
も
の
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
れ

ば
「
わ
が
国
伝
統
か
ら
急
激
か
っ
根
本
的
に
離
れ
る
こ
と
に
な
る
」
(
己

主
リ
)
か
ら
、
明
文
で
そ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
よ

う
に
推
定
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
し
た
。
(
そ
の
他
、
帰
化
申
請
手
続
に

お
い
て
兵
役
を
拒
否
し
た
者
に
対
し
て
当
該
申
請
を
却
下
し
た
こ
と
を
有

効
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、

d
E広島

ω
g
g
m
〈
・
富
田
円
吉
斤
O
田
町
・
凶
器

d
・

ω・品(}印

(HUω
ど
が
あ
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
帰
化
が
特
権
で
あ
る
こ

と
、
そ
れ
ゆ
え
連
邦
議
会
が
決
定
し
た
条
件
に
合
致
し
た
場
合
に
の
み
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
丘
町
H
g
o
)

(
似

)
g
c
c・
ω
-
A
T
S
(同∞由市山)・

(
陥
)
旬
、
・
同
件
、
吋
()N.

(附

)
N
3
d・
ω-ahAF(同由
N
S
・

(
山
山
)
句
、
・
白
仲
町
A
H

由・

(
山
山
)
な
お
、
帰
化
に
関
す
る
判
例
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た

C
巳
広
島

ω
g
g田

〈・
4
司
O
ロ
m
聞

C
S
〉司

w・
5
u
d・
ω・
2
由

(HS∞
)
は
、
事
案
と
し
て
は

市
民
権
放
棄
の
事
案
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
合
衆
国
に
生
ま
れ

な
が
ら
、
幼
少
の
頃
中
国
に
渡
り
投
票
な
ど
し
て
い
た
者
(
君
。
ロ
間
関
即
日

〉
円
芯
が
市
民
権
を
失
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
か
一
合
か
、
が
争
点
と
な
っ
て

い
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
①
第
-
四
修
正
は
「
生
ま
れ
」
の
み
で
十
分
か

つ
完
全
に
市
民
権
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
第
一
四
修
正
は
、
こ

の
よ
う
な
「
生
ま
れ
」
の
も
つ
効
果
を
制
限
す
る
権
限
を
、
連
邦
議
会
に

与
え
て
い
な
い
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
、
巧
O
ロ

何

回

日

〉

尖

の

市

民

権
を
認
め
た
。
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料

第
二
章

絶
対
的
権
限
論
(
己

5
1
8
R判
官
4
2円

F
2
2
)
の
形
成

資

こ
こ
で
は
、
追
放
守
E
U
V
B
8
3
に
関
す
る
三
件
の
決
定
的
な
判
決
、

す
な
わ
ち
わ
R
Z
oロ
〈

-
T
S
E
P
出
血
江
田
即
白
色
巾
帥
〈
・
∞
}
凶
白
z
m
p口市出印示

。白

-gロ
〈
・

MMH
・2
♂
及
び
入
国
拒
否
事
例
で
あ
る
、

ω
E
F
H
m
F
ロ冊目印
M
1
4
・

C
E丹市円四

ω
g
g由
巾
同
門
町
-
-
宮
町
N
巳
を
紹
介
検
討
す
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
如

く
、
前
者
の
三
判
決
以
前
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
追
放
@
白
ロ
岡
田
F
5
8
3

に
関
す
る
連
邦
議
会
権
限
の
実
体
的
側
面
、
す
な
わ
ち
そ
の
性
格
、
根
拠
、
制

約
と
い
っ
た
も
の
に
つ
き
、
明
示
的
に
判
断
を
下
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
三
判
決
と
最
後
の
一
つ
の
判
決
に
よ
り
、
憲
法
外
的
な
権
限
〈
H

主
権
)
に
由
来
す
る
、
完
全
に
し
て
無
制
約
な
、
審
査
を
う
け
な
い
連
邦
議
会

権
限
(
絶
対
的
権
限
二

Z
1
g
R吋
宮
耳

2
5
2
F帥
〉
が
形
成
さ
れ
た
も

の
と
い
え
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
四
つ
の
判
決
を
紹
介
す
る
。

第
一
節

判
例
の
紹
介

)
 
-(
 
。山口込山
O
ロ
〈
・
戸
田
ロ
仏
。
P
ω
品
N

C

・
ω・印一区
(
H

由一凶
N
)
・

〔
事
案
の
概
要
〕

本
件
の
上
訴
人
は
、
の
同
ユ
由
。
ロ
を
含
め
て
四
名
で
あ
り
、
被
上
訴
人
は
移
民

帰
化
地
方
長
官
(
己
回
目
虫
色
広
三
宮

2
2
2
0片
岡

B
B紅
白
広
O
ロ
白
ロ
仏

Z
由-

E
EロN
E
巴
O
ロ
・
法
務
省
に
属
す
る
)
で
あ
る
。
上
訴
人
ら
は
二
九
五

O
年
の

治
安
維
持
法

Q
ロ
宮
門

E
-
P
2ュ
ミ
〉
三
〉
の
制
定
後
、
共
産
主
義
者
と
さ

れ
、
同
法
の
第
二
二
条
(
入
国
時
な
い
し
入
国
後
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
や
共
産
主
義

者
で
あ
る
こ
と
を
追
放
事
由
と
す
る
)
及
び
第
二
三
条
(
法
務
長
官
の
令
状
に

よ
り
収
監
さ
れ
た
外
国
人
の
追
放
に
つ
い
て
の
最
終
決
定
を
未
決
に
し
た
ま

ま
、
法
務
長
官
は
当
該
外
国
人
を
、
そ
の
ま
ま
収
監
し
続
け
る
か
、
釈
放
す
る

か
を
決
め
る
裁
量
権
を
有
す
る
)
に
も
と
づ
き
、
追
放
に
つ
い
て
の
最
終
決
定

を
未
決
の
ま
ま
、
収
監
さ
れ
た
。
わ
但
門
戸
田
。
ロ
ら
は
、
自
分
達
を
と
り
ま
く
状

況
と
拘
禁
と
の
聞
に
は
合
理
的
関
連
性
が
な
く
、
当
該
法
務
長
官
の
裁
量
権
の

行
使
は
怒
意
的
で
あ
り
、
第
五
修
正
及
び
第
八
修
正
違
反
を
主
張
し
、
人
身
保

護
令
状
の
発
給
を
求
め
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
公

Z
Cロ伊丹開門
H
gぇ
gu--

回同門戸
2
m
u
o
z円
件
向
。
門
己
戸
開

ωoz民
5
M
H
O
-印可
-
2
0同
わ
包
広
C
コ回目
p
(
U
2
M同門曲目

U
2
2目
。
ロ
〉
に
出
訴
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
地
方
長
官
側
は
、
。
同
ユ
m
O
ロ
ら
が

共
産
党
員
で
あ
り
、

一
九
二
一

O
年
以
来
他
人
の
教
化
に
参
加
し
て
お
り
、
こ
れ

は
合
衆
国
の
利
益
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
わ
白
円
】
曲
。
ロ
ら
の
保
釈
が
合
衆
国

の
福
祉
と
安
全
を
危
殆
に
さ
ら
す
と
信
じ
る
に
つ
き
合
理
的
理
由
あ
り
、
と
主

張
し
た
o

地
方
裁
判
所
は
、
保
釈
を
禁
じ
る
に
際
し
て
行
使
さ
れ
た
裁
畳
権
を

支
持
す
る
の
に
十
分
な
証
拠
が
あ
る
、
と
い
う
理
由
で
、
当
該
訴
え
を
棄
却
し

た
。
。
同
己
目
。
ロ
ら
は
控
訴
し
た
が
、
原
審
(
昨
日
同
町

C
E件
。
己
告
白
古
田
わ
D
ロ
ユ
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。
同
〉
匂
宮
山
戸
田
問
。
吋
各
回

Z
5円
F
O
R己
片
)
も
地
方
裁
判
所
の
判
断
を
維
持

し
た
た
め
、
本
件
上
訴
に
至
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
時
に
判
決
を
下
さ
れ
て
い

る
切
三
宮
司
由
。
E
J〉
N

ユor
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
に

関
す
る
判
一
万
部
分
が
重
な
る
た
め
に
省
略
す
る
。

〔
判
旨
〕

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

こ
の
よ
う
に
本
件
は
追
放
の
執
行
命
令
を
未
決
の
ま
ま
、
当
該
外
国
人
を
拘

留
し
続
け
る
こ
と
の
有
効
性
を
争
点
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
判
旨
は
、

よ
り
根
本
的
な
追
放
権
限
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
展
開
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
判
旨
は
、
本
件
で
の
争
点
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
続
け
て
次
の
よ
う
に

い
う
。「

合
衆
国
に
在
留
し
て
い
る
、
望
ま
し
く
な
い
外
国
人
を
追
放
す
る
こ
と
の

基
礎
は
、
う
た
が
わ
れ
て
も
い
な
い
し
、
再
検
討
を
必
要
と
す
る
も
の
で
も

な
い
。
合
法
に
入
国
を
許
可
さ
れ
た
と
き
、
彼
ら
は
一
時
的
滞
在
者
、
な
い

し
永
住
者
と
し
て
、
わ
が
国
に
あ
る
機
会
と
満
足
と
を
、
我
々
と
分
か
ち
あ

う
。
そ
の
よ
う
な
訪
問
者
な
い
し
外
国
人
と
し
て
、
彼
ら
の
人
格
及
び
行
為

e
2
8ロ
凹
田
口
弘
司
馬
叩
nZ)

は
、
我
が
国
の
法
の
平
等
な
保
護
を
う
け
る

権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
、
外
国
人
が
市
民
権
を
獲
得
し
な
い
場
合
、
彼
ら

は
、
連
邦
議
会
の
絶
対
的
な
追
放
権
限
に
服
し
続
け
る
。
こ
の
権
限
は
、
い

か
な
る
非
市
民
(
ロ
O
ロ
nx-Nmロ
田
)
が
わ
が
国
に
残
留
す
る
こ
と
を
許
さ
れ

る
か
、
を
決
定
す
る
主
権
上
の
権
利
(
由
。
〈
町
古
田
内
ロ
円
目
的
}
凶
作
)
に
も
と
づ
く

(

9

)

(

悶
)

も
の
で
あ
る
。
」

そ
し
て
、
共
産
主
義
者
の
追
放
に
つ
い
て
、
共
産
主
義
の
理
論
及
び
実
践
行

為
は
、
政
治
的
統
制
力
を
得
る
た
め
に
暴
力
を
使
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
外
国
人
を
追
放
し
て
も
非
合
理
性
や
怒

意
性
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
そ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
権
限
を
特
定
し

て
与
え
る
憲
法
条
項
が
欠
け
て
い
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
連
邦
議
会
の
、

主
権
の
行
使
と
し
て
外
国
人
を
処
理
す
る
能
力
が
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
」

と
し
た
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
連
邦
議
会
の
入
国
拒
否
な
い
し
追
放
に
関
す
る

権
限
は
主
権
に
由
来
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
権
限
は
政
府
の
政
治
部
門
に
必
要

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
官
に
よ
り
自
由
に
行
使
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
行
政
官
の
行
為
に
対
す
る
司
法
審
査
の
機
会
は
、
連
邦
議
会
に

よ
り
与
え
ら
れ
た
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
の
場
合
、
裁
判
所
に
よ
り
一

定
の
決
定
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
決
定
が
行
政
官
に
与
え
ら
れ
た
権

限
の
明
白
な
濫
用
の
場
合
の
み
だ
、
と
し
、
司
法
審
盗
に
つ
い
て
き
わ
め
て
抑

制
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。

次
に
、
本
件
の
場
合
、
連
邦
議
会
は
行
政
官
に
い
か
な
る
権
限
を
与
え
、
司

法
審
査
に
ど
の
程
度
の
機
会
を
与
え
て
い
る
か
、
に
つ
き
判
断
し
て
い
る
。
こ

こ
で
、
治
安
維
持
法
の
第
二
三
条
に
基
づ
く
法
務
長
官
の
裁
量
権
限
の
行
使
が

ゴヒ法34(5・119)863

判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
単
に
共
産
党
員
で
あ
っ
た
事
実

の
み
あ
れ
ば
、
拘
留
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
で
の
保
釈
の

〈

刊

)

(

応

〉

拒
否
は
怒
意
的
で
も
な
く
、
権
限
の
濫
用
に
も
あ
た
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。



料

こ
の
よ
う
に
い
っ
て
も
、
追
放
権
限
は
本
来
連
邦
議
会
の
権
限
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
立
法
部
の
権
限
の
行
政
部
へ
の
委
任
の
有
効
性
は
未
だ
解
決
さ
れ
た

資

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
判
旨
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
行
政
庁
の
判
断
は
適
切

な
諸
基
準
に
よ
り
制
約
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
、
本
件
委
任
は
許
容
で
き
る
も
の

だ
」
と
し
て
い
る
。

最
後
に
第
八
修
正
違
反
の
主
張
|
つ
ま
り
、
本
件
拘
留
は
過
度
の
拘
留
禁
止

に
触
れ
る
、
と
い
う
も
の
ー
に
対
し
て
は
、
追
放
が
刑
事
手
続
で
な
い
、
と
い

う
理
由
で
、
第
八
修
正
の
要
請
が
働
か
な
い
、
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
件
は
追
放
権
限
の
絶
対
性
及
び
主
権
に
よ
る
由
来
を
明

白
に
認
め
た
が
、
実
体
的
制
約
を
争
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
未
だ
判
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
争
い
が
次
の
事
件
で
あ
る
。

州
国
民

E
a
g
〈

-
g
g
m
yロ押印印〕ご
ω品
N
d・
ω・印∞

cogs-

〔
事
案
の
概
要
〕

本
件
は
他
に
、
宮
自
己
主
〈
・
ロ
向
口
の

E
S
(法
務
長
官
)
及
び
。
。

-
2
5ロ

〈
・
云
ロ
の

5
5
を
含
む
が
、
事
案
の
概
要
は
、
出
向

E
邑
2
〈・

ω
Eロ
mra

zzM刊
に
関
し
て
の
み
紹
介
す
る
。
な
お
被
上
訴
人

ω}阿
国
民
間
百
巾
師
団
司
は
、

口町田可山口丹

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
港
移
民
帰
化
地
方
長
官

H
B
B石
『
白
色
。
ロ
回
ロ
仏

Z
巳

ZE--N白
位
。
ロ
。
同
吾
巾
旬
。
ス
O
同
Z
2司
J

「O
再
)

(
同
町
間

口
町
四
円
同
O
円

で
あ
る
。

出国同・円包担【凶巾田

一
九
一
六
年
、

は
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
る
が
、

一
三
歳
の
時
に

父
親
と
共
に
合
衆
国
に
入
国
し
在
留
し
て
い
た
。
彼
に
は
妻
及
び
子
供
が
お

り
、
そ
の
者
達
は
す
べ
て
合
衆
国
市
民
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
二
五
年
に
共
産

党
(
当
時
は
労
働
者
党
u
d
司

R
E円
印
可
恒
三
巴
に
入
党
し
、
要
職
に
つ
い
た

が
、
一
九
三
九
年
に
除
名
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
党
員
と
の
協
働
関
係
を

続
け
て
い
た
。
彼
は
共
産
党
の
原
則
及
び
哲
学
に
通
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
信
じ

て
い
る
こ
と
、
暴
力
の
使
用
に
つ
い
て
は
個
人
的
に
信
じ
て
お
ら
ず
、
党
も
防

衛
の
た
め
に
し
か
暴
力
を
使
用
し
な
い
旨
の
陳
述
を
し
て
い
た
。
共
産
党
員
で

一
九
三

O
年
に
発
せ
ら
れ
て
い
た

が
、
彼
が
さ
ま
ざ
ま
な
偽
名
を
使
い
所
在
地
が
つ
か
め
な
か
っ
た
た
め
、
一
九

あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
追
放
令
状
は

四
六
年
ま
で
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
聴
聞
の
後
、
彼
は
、
入
国
後
暴
力
に
よ
る

政
府
の
転
覆
を
唱
導
す
る
組
織
の
一
員
で
あ
っ
た
、
と
い
う
理
由
で
、
一
九
四

O
年
の
外
国
人
登
札
制
の
第
一
一
一
一
一
条
に
よ
り
、
追
放
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
た

め
、
人
身
保
護
令
状
を
求
め
た
。
し
か
し
、
第
一
審
公

E
C
E
Z仏

p
a
g

U
2丹
江
口
円
。
。
ロ
コ
沙
門
忌
叩

ω
o
E
V四
吋
ロ
ロ
広
丹
江

2
0同
Z
巾唱
J

円
。
ユ
同
一
〉
及
び

原
審

(
5
0
d巳
片
仰
向
凶
安
田
片

2
ゎ
oc
ユ
C
同
〉

3
2目
的
同
。
円

S
m
ω
巾
g
E

C
R口
広
)
で
と
も
に
敗
訴
し
、
本
件
上
訴
に
至
っ
て
い
る
。

。炉、

〔
判
旨
〕

① 
本
件
で
の
争
点
は
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
訴
人
は
、
長
期
在
留
の
た
め
の
入
国
許
可
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
合
衆

国
市
民
と
同
等
の
、
残
留
す
る
権
利
を
、
既
得
権
と
し
て
獲
得
し
、
市
民
と

北法34(5・120)864



同
程
度
の
憲
法
上
の
保
護
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
。

当
該
法
は
第
一
修
£
を
侵
す
も
の
か
否
か
。

当
該
法
の
上
訴
人
へ
の
適
用
は
、
事
後
法
の
禁
止
(
連
邦
憲
法
第
一
章
第

九
条
第
三
項
)
に
当
た
ら
な
い
か
。

② ③ 
以
下
で
は
こ
の
三
つ
に
分
け
て
判
旨
を
紹
介
す
る
。

長
期
在
留
と
、
既
得
権
と
し
て
の
残
留
権

① 

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と可法審査

こ
の
問
題
は
、
連
邦
議
会
の
追
放
権
限
と
そ
の
実
体
的
制
約
、
つ
ま
り
実
体

的
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
の
問
題
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
通
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
連
邦
最
高
裁
は
何
ら
判
示
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

判
出
日
は
ま
ず
、
上
訴
人
が
合
衆
国
市
民
権
を
得
ょ
う
と
す
れ
ば
で
き
た
の
に

そ
れ
を
せ
ず
、
自
己
の
国
籍
を
保
持
し
続
け
た
こ
と
を
と
ら
え
て
次
の
よ
う
に

t
v
A

ノ。「人
が
も
ア
メ
リ
カ
在
留
者
で
あ
る
が
外
国
人
で
も
あ
る
、
と
い
う
二
重
の

地
位
を
続
け
る
限
り
、
彼
は
二
つ
の
法
源

l
ア
メ
リ
カ
法
及
び
国
際
法
ー
か

ら
利
益
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
市
民
に
は
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

合
衆
国
政
府
に
対
す
る
保
護

(
H
外
交
的
保
護
の
こ
と
・
著
者
注
)
を
要
求

で
き
る
。
外
国
人
で
あ
る
彼
は
、
彼
に
有
利
な
外
交
上
の
干
渉
を
、
外
国
の

市
民
で
あ
る
と
い
う
地
位
に
基
づ
き
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

ハ初
υ

こ
れ
は
し
ば
し
ば
相
当
の
価
値
の
あ
る
保
護
で
あ
る
己

ま
た
、
あ
る
状
況
下
で
は
、
外
国
人
は
兵
役
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
こ
と
も
、
長
期
在
留
外
国
人
が
追
放
を
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
と

さ
れ
て
い
刻
。
そ
し
て
、
一
般
的
に
市
民
と
外
国
人
と
の
地
位
の
同
等
性
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
合
衆
国
の
法
の
下
で
は
、
外
国
人
は
、
あ
る
面
で
は
市
民
と
同
じ
立
場
に

立
っ
て
い
る
が
、
他
の
面
で
は
、
市
目
的
と
法
的
に
同
等
と
考
え
ら
れ
て
は
こ

な
か
っ
た
。
外
国
人
が
こ
の
よ
う
な
不
明
瞭
な
地
位
に
と
ど
ま
り
続
け
る
こ

と
は
、
彼
の
権
利
で
は
な
く
、
政
府
が
許
容
す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
連
邦
政
府
が
そ
の
保
護
を
終
結
さ
せ
る

(
辺
)

権
限
は
、
本
法
廷
に
よ
り
当
初
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ

こ
の
よ
う
に
外
国
人
に
残
留
権
が
な
い
こ
と
を
示
し
た
後
、
連
邦
政
府
の
追

放
権
限
の
性
格
及
び
そ
れ
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る
。
ま

ず
追
放
権
限
に
つ
い
て
は
、
主
権
に
固
有
な
も
の
だ
、
ム
印
、
司
法
審
査
の
範

図
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
外
国
人
に
つ
い
て
の
政
策
は
、
外
交
関
係
上
の
行
為
、
戦
争
権
限
及
び
共

和
政
体
の
維
持
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
同
時
に
発
生
す
る
政
策
と
、
複
雑

に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
項
は
政
府
の
政
治
部
門
会
伊
四

方
♀
伊
丹
芯
と

σ
E回
円
安
福
一
。
片
的
。
〈
四
円
ロ
H
H
H
m

口
同
)
に
排
他
的
に
委
ね
ら
れ
て
お

{

川

凸

)

り
、
司
法
審
査
を
大
き
く
免
れ
る
。
」

こ
の
考
え
方
の
基
本
に
あ
る
思
想
が
、
こ
の
第
一
の
争
点
に
関
す
る
結
語
の

部
分
に
現
わ
れ
て
く
る
。

北法34(5・121)865



料

「
多
く
の
外
国
人
の
世
界
的
な
地
位
改
善
が
い
か
に
望
ま
し
い
も
の
で
あ
ろ

う
と
、
本
法
廷
は
、
こ
の
こ
と
は
国
際
外
交
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

れ
は
司
法
部
の
判
決
に
よ
り
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
も

し
司
法
部
が
先
鞭
を
つ
け
れ
ば
、
外
国
の
合
衆
国
市
民
が
何
ら
特
権
・
免
責

を
得
ら
れ
ず
、
た
だ
合
衆
国
政
府
か
ら
、
防
衛
及
び
報
復
の
力
を
奪
う
の
み

で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
の
改
革
は
、
外
交
関
係
及
び
条
約
作
成
権
限
を
行
使

月
刊
む

し
な
が
ら
、
連
邦
政
府
の
(
政
治
)
部
門
に
ま
か
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
o
」

資

か
く
し
て
判
決
は
、
連
邦
議
会
の
追
放
権
限
に
対
す
る
、
第
五
修
正
の
宮
∞

℃

5
2回
目
条
項
に
も
と
づ
く
実
体
的
制
約
を
認
め
な
か
っ
た
。

当
該
法
は
第
一
修
正
を
侵
す
も
の
か
。

② 
こ
の
点
に
つ
き
判
旨
は
、
第
一
修
正
が
暴
力
に
よ
る
政
府
の
転
覆
ま
で
保
護

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
暴
力
の
行
使
を
誘
発
さ
れ
る
言
論
も
保
護
さ

れ
な
い
こ
と
、
か
ら
、
結
論
と
し
て
、
外
国
人
が
入
国
後
共
産
党
員
で
あ
り
、

共
産
党
が
暴
力
に
よ
る
政
府
の
転
覆
を
提
唱
し
て
い
た
場
合
に
は
、
党
員
で
あ

っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
追
放
を
免
れ
な
い
、
と
い
問
。

③ 

当
該
法
の
上
訴
人
へ
の
適
用
と
事
後
法
の
禁
止

こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
上
訴
人
が
一
九
一
ニ
九
年
に
党
か
ら
除
名
さ
れ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
追
放
は
一
九
四

O
年
の
外
国
人
登
品
開
の
第
二
三
条

を
根
拠
法
令
と
し
て
お
り
、
し
か
も
、
過
去
共
産
党
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由

と
す
る
立
法
が
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

判
旨
は
、
ま
ず
、
連
邦
議
会
が
、
共
度
党
員
と
な
れ
ば
追
放
を
う
け
る
こ
と

(
m
A
V
 

を
外
国
人
に
警
告
し
続
け
て
お
り
、
当
該
法
の
制
定
前
に
合
法
で
あ
っ
た
行
為

を
罰
し
た
り
、
刑
罰
を
加
重
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
も
そ
も
事
後
法
で

(
刊
日
)

は
な
い
、
と
し
、
仮
に
事
後
法
に
当
た
る
と
し
て
も
、
外
国
人
の
追
放
は
刑
事

手
続
で
は
な
い
か
ら
、
連
邦
憲
法
第
一
章
第
九
条
第
三
項
に
い
う
事
後
法
の
禁

止
に
触
れ

b
d、
と
い
う
論
理
構
成
を
と
り
、
結
局
、
か
つ
て
共
産
党
員
で
あ

っ
た
者
が
、
脱
退
な
い
し
除
名
後
も
追
放
に
服
す
る
か
否
か
は
、
連
邦
議
会
の

裁
量
事
項
で
あ
る
、
と
い
出
。

…m
の
と
〈
国
ロ
〈
・
司
円

g
p
ω
A
F
J吋

d
.
ω
-
m
N
N
G甲
山

3.

本
件
は
、
・
州
の
事
件
の
よ
う
に
連
邦
議
会
の
追
放
権
限
の
実
体
的
制
約
が
争

点
と
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
移
民
規
制
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
絶

対
性
を
述
べ
る
上
で
よ
く
引
用
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
l
タ

1
判
事
の
法
廷
意

見
が
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
追
放
権
限
論
、
ひ
い
て
は
移
民
規
制
緩
限
論

を
総
括
し
、
絶
対
的
権
限
論
を
明
確
に
展
開
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ

こ
で
紹
介
す
る
。

〔
事
案
の
概
要
〕

上
訴
人
(
の
払

-25
は
、
メ
キ
シ
コ
生
ま
れ
の
外
国
人
で
あ
り
、

八
年
に
合
衆
国
に
入
国
し
た
。
以
後
、
短
期
間
メ
キ
シ
コ
を
訪
れ
た
以
外
は
、

合
衆
国
に
居
住
し
て
い
た
。
一
九
四
八
年
に
移
民
帰
化
局

Q
E
B
H
m
g昨日
0
ロ

同ロ仏

Z
箆
ロ
門
担
-
H
N
注目。ロ

ω巾
2
F口
巾
)
に
よ
り
審
問
を
う
け
た
際
、
彼
は
、
一

九
四
四
年
か
ら
四
六
年
ま
で
の
間
共
産
党
員
で
あ
っ
た
旨
陳
述
し
た
。
そ
の
た

北法34(5・122)866
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め
、
(
お
そ
ら
く
は
一
九
四

O
年
の
外
国
人
登
録
法
に
も
と
づ
き
)

年
三
月
、
追
放
令
状
が
送
達
さ
れ
、
同
じ
日
に
追
放
の
た
め
の
予
備
的
聴
問
が

行
わ
れ
、
さ
ら
に
一
九
五

O
年
一
一
月
、
二
度
目
の
聴
聞
を
う
け
た
。
そ
の

後
、
検
査
官
ハ
h
E
S
E
E
m
o
B
2
3
は
、
新
た
な
追
放
事
由

l
一
九
五

O

年
の
治
安
維
持
法

Q
5
2ロ
包

ω
2
5立
与

hFB〉
に
よ
り
追
放
事
由
と
さ
れ

た
、
入
国
後
共
産
党
員
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ー
を
追
加
し
た
。

二
度
目
の
聴
閣
の
と
き
に
提
出
さ
れ
た
証
拠
は
二
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、

一
九
四
八
年
、
移
民
帰
化
局
に
よ
り
審
聞
を
う
け
た
際
の
彼
自
身
の
証
言
で
あ

る
。
そ
こ
で
彼
は
共
産
党
に
加
わ
っ
た
時
と
場
所
に
つ
い
て
証
言
し
て
お
り
、

一
九
四
九

ま
た
、
帰
化
を
申
請
し
な
か
っ
た
理
由
が
、
か
つ
て
共
産
党
員
で
あ
っ
た
こ
と

が
露
顕
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
陳
述
し
て
い
た
。

も
っ
と
も
一
九
五

O
年
の
聴
聞
で
は
こ
の
陳
述
を
く
つ
が
え
し
、

一
九
四
八
年

の
聴
聞
で
の
質
問
は
労
働
組
合
活
動
に
関
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
、
と
主

張
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
彼
が
役
員
守

B
2
3
に
選
出
さ
れ
た
旨
の
証
言
で

あ
る
。
も
っ
と
も
彼
自
身
は
こ
の
証
言
を
否
定
し
た
。

こ
の
二
つ
の
一
証
拠
に
基
づ
き
、
聴
聞
官
〈
各
町
民

g門戸ロ
m
o
s
B
C
は、

の
曲
目
〈
田
口
が
一
九
四
四
年
か
ら
四
六
年
ま
で
の
間
共
産
党
員
で
あ
っ
た
こ
と
を

理
由
に
追
放
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
人
身
保
護
令
状
を
求
め
て
出
訴

し
た
が
、
第
一
審
公

Z
C
E
Z仏
ω
g
g∞
盟
国
丹
江
口
件
。
。
ロ
吋
庁
内

2
5
m
ω
。
c
・

5
2ロ
U
H
2ユ
ロ
昨
え
の
包
戸
時
O
B
E
)
及
、
び
原
審
公

E
C口
四
円
色
沼
田
丹
市
田

わ
O
ロ
『
円
。
同
〉

H
M
U
E
Z
沙
門

p
m
Z
S
P
O
R
E
-
C
で
は
彼
の
主
張
が
的
行
れ

ら
れ
ず
、
本
件
上
訴
に
至
っ
て
い
る
o

〔
判
回
日
〕

こ
こ
で
の
争
点
は
、
①
一
九
五

O
年
の
治
安
維
持
法

Q
三

R
E
-
F
2
広々

〉
三
)
の
解
釈
の
し
方
、
及
び
②
事
後
法
の
禁
止
に
触
れ
る
か
、
で
あ
る
。

① 

一
九
五

O
年
の
治
安
維
持
法
の
解
釈

。
包
〈
白
ロ
の
追
放
命
令
は
、
入
国
後
共
産
党
員
で
あ
っ
た
こ
と
(
第
二
二
条

の
一
第
二
項
川
及
び
第
二
二
条
の
四
例
)
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
の
包
話
口
側
の
反
論
は
、

ω党
員
だ
っ
た
こ
と
の
証

拠
が
な
い
、

ω当
該
法
に
い
う
「
党
員
」
と
は
「
関
係
を
結
ぶ
こ
と
」
公
司
即
日
-

zzoロ
〉
よ
り
強
い
つ
な
が
り
を
意
味
し
、
組
織
と
の
明
確
か
っ
き
わ
め
て
強

度
の
公
司
ユ
。

5
)
関
係
を
い
う
、
川
W
単
に
共
産
党
員
で
あ
っ
た
こ
と
の
み
を

理
由
と
す
る
追
放
は
、
追
放
権
限
の
合
意
な
目
的
と
の
合
理
的
関
連
性
を
欠

き
、
政
府
転
覆
を
提
唱
し
な
い
者
ま
で
追
放
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
怒
意
的
な

権
限
濫
用
で
あ
る
、

ωそ
れ
ゆ
え
、
当
該
法
は
、
党
が
暴
力
を
提
唱
し
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
党
員
に
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
、
な
ど
と
い
う
も
の
だ

北法34(5・123)867

っ
た
。
要
約
す
れ
ば
、
党
が
政
府
の
暴
力
転
覆
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
外
国
人
を
、
当
該
法
に
も
と
づ
き
追
放
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ

の
よ
う
な
者
を
追
放
す
れ
ば
第
五
修
正
の
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
を
侵
す
、
と
い
う

主
張
で
あ
っ
た
。



料

こ
れ
に
対
し
て
判
旨
は

ω一
九
五

O
年
以
前
の
司
法
部
及
び
行
政
部
の
決
定

が
、
暴
力
に
よ
る
政
府
転
覆
と
い
う
目
的
を
知
ら
ず
に
入
党
し
た
外
国
人
も
追

放
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
、

ω党
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
目
的
を
知
っ
て
入
党
し

(
鉛
)

た
と
考
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ
と
、
同
結
局
、
暴
力
に
つ
い
て
の
共
産
党
の
思

想
を
支
持
す
る
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

資

と
は
、
一
九
五

O
年
の
治
安
維
持
法
の
第
二
二
条
の
一
第
二
項
糾
及
び
同
条
の

四
付
に
よ
る
追
放
の
必
要
条
件
で
は
な
い
し
目
、
と
し
た
。

本
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
、
外
国
人
の
入
国
許
可
及
び
残
留
権
に
対
す
る

連
邦
議
会
の
権
限
は
、
凶
家
の
主
権
の
も
つ
諸
側
面
、
特
に
外
交
関
係
と
国
家

(羽〉

安
全
に
触
れ
る
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
広
汎
な
も
の
だ
、
と
判
旨
は
考
え

(
旬
)
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ク
プ

7
I
F
l
判
事
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
連
邦
議
会
権
限
の
す
べ
て

l
戦
時
権
限
さ
え

i
に
対
す
る
制
約
と
し
て
の

実
体
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
概
念
の
拡
大
に
か
ん
が
み
て
、
も
し
我
々
が
白
紙

に
書
い
て
い
る
と
す
れ
ば
(
司
氏
開
唱
問
看
ロ
片
山
口
m
o口
同
門
戸
叩
同
ロ
色
白
仲
間
い

こ
の
点
に
関
す
る
先
例
が
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
)
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
条

項
は
、
外
国
人
の
入
国
及
び
追
放
を
規
制
す
る
に
つ
き
連
邦
議
会
が
有
し
て

い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
、
政
治
的
裁
量
を
制
約
す
る
、
と

い
う
考
え
方
に
は
、
賛
成
で
き
る
多
く
の
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
追
放
か
ら

生
ず
る
き
び
し
い
結
果
は
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
き
わ
め
て
近
い
ゆ
え
に
、

事
後
法
禁
止
条
項
は
、
刑
罰
法
規
に
の
み
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

追
放
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
し
、
と
雪
国
う
の
が
公
平
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
白
紙
状
態
で
は
な
い
の
だ
(
任
。
己
主
0
2
ロ
♀
己

E
ロ
日
多
く

の
先
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
)
。
審
査
に
服
す
る
連
邦
議
会
権
限
の
程
度
に

関
し
て
は
、
単
に
『
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
』
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
全
巻
そ

ろ
っ
て
い
る
。
外
国
人
の
入
国
及
び
わ
が
国
に
残
留
す
る
権
利
に
関
す
る
政

策
は
、
特
に
政
府
の
政
治
行
為
(
円
宮
町
安
)
】

E
S】円。ロ門同戸
H
2
0同
mO4
巾コ
7

5
2
M
C

に
関
係
し
て
い
る
o

こ
れ
ら
政
策
を
実
行
す
る
に
際
し
て
は
、
連

邦
行
政
部
は
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
手
続
的
保
護
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
(
吋
，

y
m
γ
℃
白
口
町
田
叩
同
目
白
石

E
ロ
同
わ
出
師
p
z
m
w
d・
ω・
∞
少

H
C
H

Q
c
o
g
・
4
司
。
口
問
ペ
ロ
ロ
ぬ

ω
E
m
4・
gnの
E
F
ω
ω
申

C
・

ω・
ωω
・
会

(
呂
町
{
)
)
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
政
策
の
作
成
が
連
邦
議
会
に
排
他
的
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
及
び
事
後
法
禁
止
条
項
が
追
放
に
適
用
な

円
相
)

し
、
と
い
う
こ
と
は
、
判
例
に
よ
り
確
立
し
て
い
る
。
」
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こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
フ
7
1
タ

l
判
事
は
、
連
邦
議
会
の
追
放
権
限
に
対

す
る
、
実
体
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
く
制
約
に
か
な
り
気
を
配
り
な
が
ら

も
、
結
局
、
こ
の
問
題
は
既
に
多
く
の
先
例
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考

{
引
)

ぇ
、
そ
の
権
限
の
無
制
約
性
を
承
認
し
た
も
の
と
い
え
る
c

(位〉

心
事
後
法
の
禁
止
に
触
れ
る
か
c

② 
引
用
し
た
部
分
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
判
旨
は
、
事
後
法
の
禁
止
が
追
放

規
定
に
適
用
さ
れ
ず
、
こ
の
こ
と
は
既
に
先
例
に
よ
り
確
立
し
て
い
る
、
と
考

門
的
)

え
た
。v
 
ω
E
C
m『
52ω
可

〈

-
C
E
Z門同

ω
g昨
2
0
H
E
-
-
P向
巾

No--

注目

d
・



∞-
N
o
d
ハH
U印

ω)
・

本
件
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
理
由
は
、
法
廷
意
見
が
主
権
に
由
来
す
る
絶
対
的

権
限
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
入
国
拒
否
と
い
う
局
面
で
の
手
続
的
制
約
が

決
定
的
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
強
力
な
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
に
あ
乱
。

gs巳
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
い
し
ル
ー
マ
ニ
ア
生
ま
れ
の
外
国
人
で
あ
る
。

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
バ
ッ
フ
ァ
ロ

l
市
で
一
九
二
三
年
か
ら
四
三
年
ま
で
の
間
在

留
し
て
お
り
、
一
九
四
八
年
、
ル
ー
マ
ニ
ア
で
死
ん
だ
母
親
の
墓
参
の
た
め
、

出
国
し
た
。
一
九
五

O
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
戻
っ
た
が
、
法
務
長
官
は
一
九

四
一
年
六
月
一
一
一
日
の
法
律
の
第
一
条
及
び
同
条
に
基
づ
く
行
政
命
令
に
よ

り
、
聴
聞
手
続
を
と
る
こ
と
な
く
入
国
拒
否
命
令
を
発
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

信
頼
で
き
る
情
報
に
よ
り
、
入
国
拒
否
事
由
の
開
示
が
公
の
利
益
に
反
す
る
と

認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
宮
自
色
の
受
入
国
が
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
た
め
、
入
国
拒
否
命
令
を
執
行
し
退
去
強
制
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

拘
留
状
態
は
二
年
間
続
け
ら
れ
た
。

宮町
N

冊
目
は
人
身
保
護
令
状
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
第
一
審
公

E
C包
za

ω
S
Z由
U
-
2
ユ2
m
U
0
5
1件向。司昨日回押

ω。
三
ymw
叫
ロ
ロ
山
田
仲
ユ
ロ
件
。
同

Z
白」司

d10吋
白
内
)

は
、
五
千
ド
ル
の
保
釈
金
を
支
払
え
ば
一
時
的
入
国
許
可
が
認
め
ら
れ
る
旨
の

判
決
を
下
し
た
。
合
衆
国
側

3
Eーロ
m
vロ
g印
可
は
移
民
帰
化
地
方
長
官
〉
は

控
訴
し
た
が
、
原
審

(
S
m
d
g
g
a
g丘四回
C
C
C
同
仲
良
〉
同
M
U
Z
Z
沙門

神宮町

ω四円。ロ仏

C
2
5
3
は
保
釈
条
件
の
再
考
を
求
め
て
差
戻
し
た
た
め
、
第

一
審
の
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
保
釈
金
三
千
ド
ル
及
び
ニ
ュ

I
ヨ
l
p
・
バ
ッ

フ
ァ
ロ

I
で
在
留
す
る
こ
と
ま
で
認
め
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
合
衆
国
側
が

上
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

上
訴
人
側
は
、
①
い
っ
た
ん
入
国
し
た
後
の
追
放
手
続
で
聴
閲
が
行
わ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
先
例
で
確
立
し
て
い
る
が
、
入
国
前
の
外
国
人
に
は

何
ら
手
続
的
保
障
が
及
ば
な
い
こ
と
、
②
連
邦
議
会
の
権
限
に
従
っ
て
行
政
部

が
行
使
し
た
裁
量
権
に
は
司
法
審
査
が
及
ば
な
い
こ
と
、
③
情
報
の
開
示
を
認

め
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
司
法
部
が
国
際
関
係
上
の
リ
ス
グ
を
判
断
し
た
こ
と
に

な
る
こ
と
、
④
結
局
、
合
衆
国
は
、
連
邦
議
会
な
い
し
行
政
部
を
通
し
て
、
外

国
人
の
入
国
拒
否
及
び
入
国
許
可
条
件
を
自
由
に
決
定
で
き
る
こ
と
、
を
理
由

と
し
て
、
宮

2
2
に
対
す
る
聴
聞
の
拒
否
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
対
す
る
被
上
訴
人
側
の
主
張
は
、
①
二
年
間
に
及
ぶ
拘
留
が
不
合
理

で
あ
る
こ
と
、
②
受
入
国
が
な
い
か
ら
退
去
強
制
を
受
け
な
い
こ
と
、
で
あ
っ

た。
判
旨
は
上
訴
人
側
の
主
張
を
全
面
的
に
容
れ
、
原
審
を
破
棄
し
た
。
判
旨

は
、
ま
ず
一
般
論
と
し
て
、
外
国
人
を
追
放
し
も
し
く
は
入
国
拒
否
す
る
権
限

が
主
権
の
基
本
的
属
性
で
あ
り
、
こ
の
権
限
は
政
府
の
政
治
部
門
(
片
町
内
向
vo-

-F片山口弘

σ
Eロ
n
F
2
0内
問
。
〈
巾
円
ロ
5
2
3
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
司
法
審
査
を
大
き
く
免
れ
初
、
と
し
た
。
こ
の
前
提
に
立
っ
て
本
件
聴
聞

北法34(5・125)869



料

拒
否
に
関
す
る
判
断
に
入
る
。
判
旨
は
、
入
国
後
の
追
放
に
お
け
る
手
続
と
、

入
国
前
|
新
規
入
国
・
再
入
国
に
か
か
わ
ら
ず
!
の
手
続
と
を
分
け
、
前
者
に

つ
い
て
は
、
不
法
入
国
者
の
追
放
で
あ
っ
て
も
、
デ
ュ

1
プ
ロ
セ
ス
に
内
包
さ

れ
て
い
る
公
平
公
巳

3
2由
)
か
ら
生
じ
る
・
伝
統
的
な
基
準
に
合
致
し
た
手

続
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
入
国
前
の
外
国
却
に
関
し
て
は
、
「
連
邦
議
会

(mM 

が
決
め
た
手
続
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
が
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
」
か
ら
法
務

資

長
官
の
法
律
上
の
権
限
が
最
終
的
か
つ
終
結
的
で
あ
る
場
合
、
法
務
長
官
は
自

己
の
決
定
を
基
礎
守
つ
け
る
証
拠
を
開
示
す
る
必
要
が
な
く
、
裁
判
所
は
こ
の
法

務
長
官
の
決
定
を
再
審
理
で
き
な
い
、
と
し
た
。

本
件
に
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
(
ダ
グ
ラ
ス
判
事
向
調
)
の
反
対
意
見
、
及
び

ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
(
フ
ラ
ン
ク
ブ
ァ
l
タ

l
判
事
同
調
)
の
反
対
意
見
が
あ

る
。
い
ず
れ
の
反
対
意
見
も
、
本
件
の
よ
う
に
拘
留
が
無
期
限
に
も
及
び
か
ね

な
い
場
合
に
は
、
当
該
外
国
人
は
入
国
拒
否
事
由
に
つ
い
て
告
知
さ
れ
、
そ
れ

を
く
つ
が
え
す
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
骨
子
で
あ
っ

た。
こ
の
強
力
な
反
対
意
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
廷
意
見
は
、
移
民
規
制
に
関

す
る
連
邦
議
会
の
絶
対
的
性
格
を
前
提
に
、
法
務
長
官
の
裁
量
権
限
の
行
使
を

認
め
た
。第

二
節

本
章
の
ま
と
め

け
以
上
の
四
判
決
の
特
色
は
、
入
国
拒
否
及
び
追
放
に
関
す
る
連
邦
議
会
権

限
を
、
連
邦
憲
法
の
中
に
あ
る
何
ら
か
の
条
項
に
求
め
よ
う
と
せ
ず
、
憲
法
外

的
な
主
権
概
念
に
よ
り
正
当
化
し
、
そ
れ
に
由
来
す
る
、
と
し
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
構
成
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
司
法
審
査
の
範
囲
は
い
ち

じ
る
し
く
制
限
さ
れ
、
帰
化
に
関
す
る
連
邦
議
会
権
限
と
合
わ
せ
て
、
移
民
領

域
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
絶
対
的
権
限
論
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
論
理
構
成
に
対
し
て
は
、
移
民
規
制
権
限
が
主
権

北法34(5・126)870

の
本
来
的
属
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
可
法
部
及
び
憲
法
の
作
用
が
及
び
え
な

い
と
い
う
こ
と
と
の
聞
に
は
、
何
の
関
係
も
存
在
し
な
い
、
と
い
う
批
判
が
な

{臼
U

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
移
民
領
域
と
は
、
外
国
人
の
帰
化
・
入
国
拒
否
・
追

放
に
関
す
る
領
域
の
こ
と
で
あ
り
、
特
に
在
留
外
国
人
の
連
邦
議
会
に
よ
る
規

制
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
明
示
的
な
も
の
と
し
て
、
連

邦
議
会
権
限
の
絶
対
性
と
い
う
考
え
方
は
一
部
さ
れ
て
い
な
い
。

山
こ
の
よ
う
に
移
民
領
域
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
絶
対
的
権
限
を
認
め
た
も

の
と
し
て
本
章
で
扱
っ
た
四
判
決
は
、
こ
の
こ
と
が
す
で
に
先
例
に
よ
り
確
立

さ
れ
た
も
の
と
し
て
多
く
の
判
例
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
章
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
事
例
は
、
制
度
の
性
格
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
入
国

拒
否
な
い
し
退
去
強
制
(
巾
す

azε
に
関
す
る
も
の
し
か
な
く
、
一
九
五
二

年
以
前
に
争
わ
れ
た
追
放

@
5
2
7
5
2
3
の
事
例
は
、
法
律
解
釈
を
中
心
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と
し
た
、
手
続
的
適
正
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
適
切
な
先
例
と
な
り
得
る

か
ど
う
か
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

釦
し
か
し
、
絶
対
的
権
限
論
に
よ
り
司
法
審
査
が
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
の

は
、
移
民
領
域
で
の
連
邦
議
会
の
権
限
行
使
に
対
す
る
実
体
的
制
約
に
関
し
て

で
あ
っ
て
、
手
続
的
制
約
を
免
れ
な
い
。

恥
た
だ
、
な
ぜ
手
続
的
制
約
の
み
が
残
る
か
、
に
つ
い
て
の
論
理
を
連
邦
最

高
裁
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
絶
対
的
権
限
論
の
保
護
法
益
に
由
来
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
絶
対
的
権
限
論
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
も
の
と
判
例
が
考
え
て
い

る
利
益
は
、
連
邦
議
会
の
外
交
政
策
決
定
権
限
で
あ
る
。
司
法
審
査
が
移
民
政

策
の
実
体
面
ま
で
及
べ
ば
、
当
然
外
交
政
策
に
つ
い
て
の
連
邦
議
会
権
限
が
侵

さ
れ
る
。
こ
れ
を
侵
さ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
た
制
約
が
手
続
的
保
障
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
入
国
拒
否
も
追
放
も
手
続
的
制
約
が
課
せ

ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
入
国
拒
否
さ
れ
た
外
国
人
は
合
衆
国
に
入
国

し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
憲
法
の
適
用
さ
れ
る
領
域
外
に
あ
る
、
と
し
て
、
手

続
的
保
障
も
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

〈日〕

あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

利

回

g
Eロ
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
外
交
関
係
上
の
行
為
を
規
制
す
る

立
法
の
線
拠
と
し
て
、
主
権
に
固
有
の
「
外
務
権
限
」

Q
2
m
-
mロ
〉
尽
号
明

M
M
O

唱
。
ろ
と
い
う
考
え
方
を
主
張
す
犯
o

し
か
し
な
が
ら
、
教
授
に
よ
れ
ば
、

こ
の
権
限
に
憲
法
に
よ
る
制
約
が
及
ば
な
い
と
考
え
る
の
は
あ
や
ま
り
だ
、
と

い
九
一
一
日
。
当
該
権
限
行
使
が
「
法
律
」
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
ら
に

は
、
非
合
理
的
・
慾
意
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
選
択
さ
れ
た
手
段

は
、
達
成
さ
れ
ん
と
し
て
い
る
目
的
と
、
真
の
・
か
つ
実
質
的
な
関
係
を
有
し

て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
実
体
的
デ
ュ

1
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
働
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

川
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
絶
対
的
権
限
論
と
政
治
問
題
の
理
論
と
の

関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
よ
り
問
題
を
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
入
国
拒
否
と

い
う
局
面
な
い
し
追
放
の
実
体
的
側
面
が
争
わ
れ
た
場
合
、
連
邦
最
高
裁
の
判

例
は
、
裁
量
構
成
を
採
用
し
て
い
る
の
か
、
政
治
問
題
と
考
え
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
林
節
氏
の
最
近
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
古
く
か
ら
の
政
治
問
題
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
で
の
研
究
で
も
、
見
解
は

一
致
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
小
林
氏
御
自
身
は
、
判
例
は
政
治
問
題
と
判

〔引
V

断
し
て
い
な
い
、
と
分
析
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
外
国
人
の
権
利

に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
碍
o

私
見
も
同
じ
だ
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が
、
そ
の
理
由
は
、
外
国
人
の
権
利
に
つ
い
て
制
判
断
し
て
い
る
こ
と
の
他
、
当

該
権
限
の
所
属
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
、
判
例
で
政
治
問
題
理
論
を
用

い
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
は
な
い
こ
と
、
な
ど
も
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
、

入
国
拒
否
や
追
放
を
争
う
手
段
が
主
に

E
σ
g
m
g召
5
の
請
求
で
あ
る
、



ギ;

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
移
民

規
制
権
限
の
行
使
に
対
し
て
、
裁
量
権
限
内
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
を
重
ね
て

き
た
の
で
あ
り
、
判
決
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
裁
量
を
「
完
全
な
」
自
由

裁
量
と
評
さ
れ
て
も
|
少
な
く
と
も
入
国
拒
否
権
限
の
行
使
の
場
合
及
び
追
放

資

権
限
の
実
体
的
側
面
に
つ
い
て
は

l
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
理
論
上
は
違

法
判
断
の
余
地
が
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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H
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M
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(
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(
7
)
一
九
五

O
年
九
月
二
八
日
の
法
律
、

2

2
弘
-

C

勾・

(
8
)
出
町
田
国
タ

M
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・
(
同
)
呉

Na-

(
9
)
ω
h
s
c
・
ω
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NAF
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品
(
呂
町
一
ω)
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(
叩
)
こ
の
中
で
、
口
巳
同
白
色
留
民

2

4
・
。
ロ
門
丘
8
1
4
司
吋
仲
間
宮
何
回
宮
町
汁

ゎ
o
コy
(
N
S一
d
・
ω
・
ω
c
h
p
(
巴
ω由
〉
〉
と
い
う
判
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ο

事
案
は
移
民
規
制
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
移
民
規
制
に
関
す
る
事

案
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
重
要
な
判
例
で
あ
る
た
め
、
比
較
的
詳
細

に
紹
介
し
て
お
く
。
事
案
は
、
大
統
領
が
、
戦
争
当
事
国
へ
の
武
容
輸
出

の
禁
止
が
和
平
の
確
立
に
寄
与
す
る
と
認
定
し
た
場
合
に
、
武
器
輸
出
を

禁
じ
、
そ
の
違
反
者
に
刑
罰
を
科
す
る
回
目
の
両
院
共
同
決
議
こ
九
三
四

年
五
月
二
四
日
の
決
議
、

A
戸
市
山

ω
g
?
∞
ロ
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
o

n口
三
日
目
的
1
4『
口
問

Z
何
回
吉
え
の
O
召
・
は
こ
の
決
議
に
反
し
て
武
器
を
輸

出
し
、
起
訴
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
当
該
決
議
が
違
憲
の
権
限
委
任

で
あ
る
と
争
っ
た
。
原
審
で
は
合
衆
国
側
が
敗
訴
し
た
た
め
、
武
器
輸
出

禁
止
政
策

n
中
立
政
策
が
脅
か
さ
れ
、
上
訴
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
原
審

の
判
断
を
く
つ
が
え
し
た
。
判
旨
は
ま
ず
、
連
邦
政
府
の
対
外
的
権
限
と

対
内
的
権
限
は
起
源
も
性
格
も
ち
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
発

す
る
(
巳
白
日

lg)。
そ
し
て
、
対
内
的
権
限
は
連
邦
憲
法
上
特
に
明
示

さ
れ
た
も
の
以
外
に
は
な
い
が

(
E
2
3
、
対
外
的
権
限
は
、
連
邦
憲
法

に
よ
り
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
国
家
と
い
う
概
念
か
ら
本
来
分
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
う
る
、
と
い
う
(
と
臼
∞
)
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
外
国
人
の
浪
去
強
制
権
限
(
司
。
ロ
間

ペ
ロ
巾
斗
E
m
〈・

C
E
Z弘

ω
S
S
F
同和由

d
.
ω
・
2
∞・

(
H
S
ω
)
)
を
掲
げ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
項
に
か
か
わ
る
権
限
行
使
に
お
い
て
は
、
大
統
領
は
、

立
法
部
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
権
限
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
政
府
の
唯
一
の
機

関
と
し
て
絶
対
的
・
排
他
的
権
限
を
持
っ
て
い
る
(
巳

ω
g
i
M
O
)
と
い
う

こ
と
を
、
種
々
の
歴
史
上
の
証
拠
を
も
っ
て
例
証
し
よ
う
と
す
る
(
巳

臼
由

NH)
。
そ
し
て
最
後
に
宮
R
r
g
N
ぽ
〈
・
出
血
詰

(
M
g
d
・
ω
-
N呂場

ω
巳

(55))
の
以
下
の
部
分
を
引
用
す
る
(
忠

ωNN)
。

「
一
個
の
政
府
と
し
て
、
合
衆
国
は
主
権
の
す
べ
て
の
属
性
を
有
す

北法34(5・128)872
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る
。
わ
が
国
は
国
家
た
る
こ
と
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
、
国
家
の

も
つ
権
限
、
特
に
他
国
と
の
関
係
及
び
交
流
に
関
す
る
権
限
を
も
っ
。

我
々

(
U
連
邦
最
高
裁
)
は
、
そ
の
よ
う
な
権
限
を
制
約
す
る
こ
と
に

き
わ
め
て
跨
際
す
べ
き
だ
。
」

以
上
の
よ
う
な
論
理
で
判
旨
は
、
当
該
共
同
決
議
及
び
そ
れ
に
よ
り
科
せ

ら
れ
た
会
社
へ
の
刑
罰
を
支
持
し
た
。

な
お
、
こ
の
法
廷
意
見
が
、
理
論
上
は
「
主
権
」
と
い
う
こ
と
ば
の
も

つ
異
な
っ
た
意
味
を
無
視
し
て
お
り
、
歴
史
叙
述
の
点
で
は
ま
っ
た
く
誤

っ
て
い
る
、
と
の
批
判
が
あ
る
。
(
戸
え
拘
円
相
同

f
q芯
凡
な
丸
め
H
E
H
S
屯

-ns、.

5Mi唱
で
三
h
b
H
N円
H
官、
H

P

毛色、むと
S
I
l
k品
ミ
尽
き
『
九
円
ミ
勾
h
b
a
h
-

g
§
S
F
∞
ω
J同〉
F
開

F
・同

-
H
C
S
3
・
前
者
の
点
に
つ
い
て
は
国
同
ロ

で
後
者
の
点
に
つ
い
て
は
え

H
N
i
N
∞
で
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
)

(
U
)
ω
h
N
C・
ω
・
由
昨
日
ω司
1ω
吋・

(
ロ
)
足
・

2
日
ω4・

(
日
)
旬
、
.
白
同
印
AF0・

(
日

H
)

旬、・同時い印品目・

(
日
)
す
な
わ
ち
、
あ
る
外
国
人
の
行
為
が
何
ら
か
の
特
定
の
破
壊
行
為
な
い

し
は
破
湊
活
動
に
実
際
に
刺
激
を
与
え
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
く
て
も
、

法
務
長
官
は
保
釈
を
拒
否
し
て
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O

H
札
.
国
昨
日
AHN
・

〈
叩
叫
)
句
、
-
同
仲
間
品
仏
.

(刀
)

L

ミ
・
同
昨
日
仏
串
iSA
早田・

(
四
)
出
四
回
目
P
師

Hhb
『
お
ロ
・
(
同
)
巳
N

吋由・

〈

m
w
)

忠

ω門
主
-
m
寸。.

(初〉

ω
A
F
N
C
・
ω
・
伊
丹
印
∞
印
・

(
幻
)
』
ミ
・
伯
仲
印
∞
∞
・

(
泣
)
足
・
同
昨
日
∞
∞
l

∞吋・

(
お
)
」
ミ
・
兵
器
ア
∞
∞
・

〈
鈍
)
旬
、
・
同
作
印
∞
∞
1

∞申・

(お
)

L

『札・国昨日由一回・

(

M

m

)

h

h

戸
田
昨
日
由
一
戸
ロ
伊
丹

g
m
U叩
ロ
ロ
広
司
'
d巳丹市内凶

ω仲間
g
m
r
ω
品
H

C
・

ω-

A

時
申
品
(
】
F
U
U
]戸
)
・

(
幻
)
忠

ω
g
?
町
三
-

(お

)
ω
A
F
N
d
・
ω
・
国
昨
日

8
・

(却
)
h
m
N
・
担
件
印
川
区
・

(ぬ
)
H
R
H

・出品い印山
X
f由日・

(
泊
〉
旬
、
・
由
時
U

日由印・

ハ
m
M
)

日
仏
∞
丹
伊
丹
'
品
4
0
.

い
か
な
る
法
律
上
の
根
拠
に
よ
り
こ
の
と
き
の
追
放

命
令
が
発
せ
ら
れ
た
の
か
は
判
決
の
文
面
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
お
)
量
日
目
?
由
笥
の
第
二
二
条
の
一
第
二
項

ω及
び
同
条
の
四
判
。

(
加
)
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
外
国
人
が
追
放
を
免
れ
た
の
が
回
ユ
仏
側

2

4
・
d
弓

F
H
8
3
8
C
・
ω・
H
a
c
u仏
印
乙
で
あ
っ
た
。

(お

)ω
お
d
・
ω
・
丘
町
N

∞・

(
お
)
』
1
礼・

(幻
)
h
a
・

(
m
品〉
H
R
出・即時い印一
W
0
・

(
m
m
)

本
判
決
も
一
般
論
と
し
て
、
外
国
人
と
い
え
ど
も
第
五
修
正
に
い
う

「
人
」

Q
2
8
5
に
あ
た
り
、
生
命
・
自
由
・
財
産
に
対
す
る
保
護
を
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宗十

享
受
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
」
『
札
.

(叫
)

L

「
弘
・
同
仲
間

uolωM-

(
4
)
回
目
印
凹

m
r
h
R
E司
、

a
p
(
H
)
白
同

N

∞∞・

〈
必
〕
一
九
五

O
年
の
治
安
維
持
法
(
同
三
伺
吋
ロ
包

ω
m
nロ
ユ
ミ

k
F
n
C
に
よ
り

は
じ
め
て
、
共
産
党
員
が
暴
力
に
よ
る
政
府
転
覆
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
連
邦
政
府
側
が
立
証
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
そ
の
た

め
事
後
法
の
禁
止
が
争
点
と
さ
れ
た
。

(
必
)
な
お
参
照

ω
S
C・
ω・
丘
町
包
ロ
-
h
p

・

(
必
)
一
九
五
三
年
に
は
、
入
国
手
続
に
お
い
て
も
聴
聞
が
必
要
と
さ
れ
、
そ

れ
は
憲
法
及
び
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
し
た
判
決

も
出
さ
れ
た
。
関
唱
。
口
問
出
血
-
n
u
F
m
d司
J
H
-
m
U
O
】門出ロ

m
-
ω
A
E
C
-
ω
-
g
O

2
8
8
・
事
案
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
阿
君
。
ロ
阿
国
回
目

の
F
9司
は
一
九
四
五
年
に
合
衆
国
に
入
国
し
た
、
永
住
目
的
の
在
留
外
国

人

G
2
5
2巾
ロ
片
足
印
即
応
巾
毘
丘
町
四
ロ
)
で
あ
る
。
後
は
一
九
五

O
年、

商
船
の
乗
員
と
し
て
雇
わ
れ
、
極
東
諸
国
に
寄
港
し
て
合
衆
国
に
帰
国
し

た
が
、
未
だ
船
上
に
あ
っ
た
翌
年
一
一
一
月
、
最
終
的
に
は
法
務
長
官
に
よ

り
、
理
・
由
等
を
い
っ
さ
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
入
国
を
拒
否
-
さ
れ

た
。
そ
こ
で
法
務
長
官
が
依
拠
し
た
行
政
規
則
に
よ
れ
ば
、
法
務
長
官
の

命
令
に
よ
り
、
移
民
不
服
申
立
委
員
会
に
よ
る
聴
聞
な
く
し
て
、
入
国

拒
否
で
き
る
特
別
な
場
合
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
特
別
な
場
合
と

は
、
当
該
入
国
拒
否
決
定
の
根
拠
と
な
っ
た
情
報
が
機
密
に
関
わ
る

(ncロ白色
R
E
S
-
)
も
の
で
、
し
か
も
そ
の
開
示
が
公
的
利
益
に
反
す
る
場

合
で
あ
っ
た
。

以
上
の
如
き
入
国
拒
否
決
定
に
対
し
、
回
E
3
0
ロ
判
事
の
法
廷
意
見
は
、

資

入
国
拒
否
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
追
放
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
当
該
命
令
に

反
対
す
る
機
会
な
く
し
て
、
ま
た
彼
に
対
す
る
告
知
な
〈
し
て
、
彼
を
拘

留
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
こ
れ
は
法
の
解
釈
で
も
あ
る
し
、
手
続
的
デ

ュ
I
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
、
と
し
た
の
で
あ
っ
た

宮
仲
間

u
g
。
な
お
、
本
判
決
の
反
対
意
見
は
-
名
の
み
で
あ
る
。

(
必
)
こ
の
時
期
の
入
国
拒
否
の
判
決
と
し
て
も
う
一
つ
注
目
に
値
す
る
の

は
、
口
口
広
巾
円
四

ω
g一
昨
叩
田
町
阿
見
込
・
関
口
田
口
問
〈
・

ω開戸田口
m
y口問前回一司・
ωω
∞
d
・

ω・印
ω吋
(
]
戸
市
v

日
(
}
)
で
あ
る
。

上
訴
人
は
い
わ
ゆ
る
戦
争
花
嫁
で
あ
り
、
合
衆
国
市
民
と
結
婚
後
合
衆

国
へ
の
入
国
許
可
を
求
め
た
が
、
聴
慨
も
受
け
る
こ
と
な
く
、
最
終
的
に

は
法
務
長
官
に
よ
り
、
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
聴
聞
に
よ
り

彼
女
の
入
国
拒
否
事
由
を
開
示
す
る
こ
と
が
合
衆
国
の
利
益
に
反
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
人
身
保
護
令
状
を
求
め
て
出
訴

し
た
が
、
第
一
審

(
5
0
d巳
件
。
弘

ω仲田仲
g

U

U

H
ユ
口
件
。
。
ロ
ユ
同
O
吋
己
H
O

N

山。

EHH巾
吋
ロ
ロ
目
印
丹
江
口
件
。
同

2
2司

JEH1目
内
)
控
訴
審

(
S
m
C
E宮内回

ω
g同
町
田
。
。
ロ

2
0同
〉
同
V
H
M

町
田
]
由
同
。
吋
仲
町
巾

ω巾
n
oロ
門
問
。
町
門
戸
伊
丹
)
と
も
に

敗
訴
、
上
訴
し
た
。

事
件
の
解
決
と
し
て
は
、
判
旨
は
、
外
国
人
の
入
国
許
可
・
拒
否
権
限

が
適
法
に
委
任
さ
れ
た
行
政
官
の
決
定
が
最
終
的
か
つ
終
結
的
〈
円
。
ロ
na

Z
曲
目
宮
山
)
な
も
の
で
あ
っ
て
(
巳

E
g、
裁
判
所
は
、
法
に
よ
り
明
示
の

権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
こ
の
決
定
を
審
査
で
き
な
い

(
E

E
mム
ヴ
、
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
論
を
出
す
前
提
と
し
て
、
判

旨
は
、

d
p伊
丹
何
内
同
日
目
汁

2
4・
n
u
R
片山田国
l
d
司
H
仲
間
芹
開
唱
。
三
円
い
。
召

J
N
S

C
・
ω・
U
2
2
8
5
を
引
用
し
つ
つ
、
行
政
部
に
固
有
の
入
国
拒
否
権
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限
が
あ
る
(
丘
町
合
)
・
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
判

決
以
外
で
は
、
行
政
庁
の
入
国
拒
否
権
限
を
固
有
の
行
政
権
限
と
し
た
判

例
は
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
何
回
目
一
m
J
M
B
F
向
。
s
g
H払E

H昌
之
白
書
H
H
U
S
H言
。
」
司
王
w
m
h
a
N
G
L『昌』
N
H
b
n向
き
と
な
弘
、
ミ
S
S
Rミ

同
窓
注
目
W
N
H
K曲目弘
h
s
-
-
H
ν
2
1
~
2
1
n
白崎町
p
m
∞
J

円
〉
「
開
「
い
『
・
同
日
4
∞・

H
a
c
N

(
H
A
W

印由)・

(
必
)
印
印

ω仲田同
-
N
印N
・

(
幻
)
こ
の
法
律
の
第
一
条
第
付
項
は
、
一
九
四
一
年
五
月
二
七
日
に
大
統
領

に
よ
り
宣
せ
ら
れ
た
戦
争
状
態
の
継
続
中
、
大
統
領
が
合
衆
国
の
利
益
に

反
す
る
と
認
定
し
た
外
国
人
の
入
国
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

本
件
の
発
生
時
ま
で
続
け
ら
れ
て
お
り

(
g
ω
g
?
Z
-
U白
w
E
4
・
ω
ω
C
)
、

こ
の
法
律
上
の
権
限
に
よ
り
大
統
領
命
令

Z
0
・
自
信
(
晶
司

E
-
m叩間・

叩∞
N
C
が
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
外
国
人
の
入
国
が

合
衆
国
の
利
益
に
反
す
る
と
国
務
長
官
が
認
定
し
た
場
合
、
国
務
長
官

は
、
法
務
長
官
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
入
国
拒
否
に
関
す
る
手
続
を
定
め

ら
れ
る
も
の
と
す
る
、
と
し
て
い
た
(
∞
。
・
司
・
河
・
叩
見
印
)
。
そ
し
て
、

国
務
長
官
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
聴
聞
に
よ
る
、
入
国
拒
否
理
由
の
開
示

が
公
の
利
益
に
反
す
る
と
の
信
用
で
き
る
情
報
に
基
づ
き
決
定
し
た
場
合

の
聴
聞
の
拒
否
を
定
め
た
(
∞
。
・
同
り
・

H
P
叩
同
叶
印
、
印
叶
)
。
(
以
上
切
押
戸
田
口

mv-

ロ目的由可

4
・
C
巳
件
白
色

ω
g
Z
∞
m

H

R
】
・
旨
a
m
-
-
u
s
d
・
ω
・
同
H
N
H
O
W

ロ
・
叶
-
N
H
H
-
ロ
・
∞
よ
り
〉

(
組
問
)
臼
串
山
口
・

ω・
曲
作

M
H
O
-

(
必
)
判
旨
は
再
入
国
を
求
め
る
外
国
人
と
新
規
入
国
を
求
め
る
外
国
人
と
を

区
別
し
な
か
っ
た
o

句
、
・
同
門

NHω
・

(印
)
Lミ・

R
N
H
N
・

(
日
)
』
「
札
・

(
臼
)
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
反
対
意
見
に
つ
い
て
は
、
注
・
巳

M
g、
ジ
ャ
ク
ソ

ン
判
事
の
反
対
意
見
に
つ
い
て
は
、
民
、
-
a
N
5
1
N
0・
N
N
吋
参
照
。
両
者

の
ち
が
い
は
、
前
者
の
考
え
方
に
は
入
国
拒
否
権
限
へ
の
実
体
的
制
約
の

成
立
の
余
地
が
読
み
と
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
は
っ
き
り
そ
の
余
地

を
認
め
て
い
な
い
点
に
あ
る
か
と
思
う
。

(臼
)
b
s
h
N
号
、
苦
肉
苫
目
的

S
H
F
司
h
s
t
t
h還
さ
h
h『白
Hhq
湾
、
ロ
N
R
h
H
S
R
H
H
b
同

同同払
h
-
F
H
M
D
¥
み
な
同
時
悼
♂
由
自
国
〉
同
〈
・
「
月
四
〈
-
H
N
∞∞
-Hω
同
日
(
円
由
∞
ω)
・

(
臼
)
九
同
町
四
-
E四回田
mr
印
刷

ιも
『
ぬ
ロ
・
(
同
)
間
同

N
一二
1
4
N
-
N
4
u
f
J
R
-
N
∞
r

N
∞由・

(
臼
)
現
行
の
迫
放
制
度
が
手
続
的
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
的
要
請
を
満
た

し
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
本
稿
第
一
章
注
(
凶
)
。

(
部
)
向
山
h
F
Z
0
4け
P

同Z
F
向
。
己
主
主
H
R
H
芯
SRHN

』叫払
h
・F
叫
白
色
¥
N
N
H
円』忠弘砲丸

人
曲
目
弘
喜
句
、
さ
k
v
g
a
E
S
紅
白
立
g
h
S
H
b
h
H
B
h
N
も
乏
な
h
v
h
H
害
時
な
a

b
¥
内
世
~vbs
ぬ
hh-宮
均
時
間
h
・
斗
{
}
の
開
。
・

F
・い『・一戸
ω

。ω"
一5
N
N
1
N
吋・

(
貯
)
回
開
HLH内
H
Z
-
唱
。
同
一
回
目
。
Z

〉
司
司
〉
同
問
団
〉
Z
U
叶
回
開
。
0
2印
4
5
C
4
回。

z-

叶
A

F

4
日
(
]
戸
田
口
可

N
)
・

(回
)

L

ミ
・
田
仲
凶
印
N
l
日
ω・

(
印
)
」
ミ
・
巳

N

2
・
た
だ
し
出
町
ロ
区
ロ
教
授
も
、
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
が

園
内
の
経
済
規
制
よ
り
少
な
い
(
つ
ま
り
事
実
上
は
ほ
と
ん
ど
な
い
)
で

あ
ろ
う
こ
と
は
認
め
て
い
る
。

(
印
)
小
林
節
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
政
治
問
題
」
の
法
理
に
関
す

る
学
説
の
検
討
」
〈
『
法
学
研
究
(
慶
大
)
』
第
五
三
巻
一
二
号
)
=
一
一
二
ニ

頁。

北法34(5・131)875



料

(
侃
)
反
対
諸
根
貞
夫
「
外
交
事
項
に
関
す
る
司
法
的
判
断
と
「
政
治
問
題

の
法
理
」
の
意
義
」
(
『
早
大
大
学
説
法
研
論
集
』
第
一
一
二
守
三
一
九
頁
〉

三
三
九
一
員
。

(
位
)
小
林
節
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
政
治
問
題
」
に
関
す
る
判
例

の
動
向
と
実
態
」
〈
『
法
学
研
究
(
慶
大
〉
』
第
五
三
巻
三
号
入
}
頁
)
一

O
三一良。

(
回
)
め

h
p
z
c
g
-
U問
、
口
之
島
町
芯
芯
ぬ
注
丸
岡

Hh『
宮
丸
。

a
-
-
b
n
u
s
a
S
R
S
h

同)芯
N
q
h
N足

時

守

h
H
g
h
同誌の。
W
H
a
h
2
h
h

白
書
出

H
E

向
。
。
袋
、
岡
崎
幅
三
J

円
〉

F
開

F
-

】
・
叶
由
0

・4
∞
出
口
-
H
N
∞
(
]
戸
由

a
N
)
・

(
悦
)
小
林
前
掲
注
(
臼
)
一

O
一一一頁。

資

第
三
章

絶
対
的
権
限
論
と
在
留
外
国
人
の
法
的
地
位

本
章
の
目
的
は
、
絶
対
的
権
限
論
の
法
理
が
当
初
形
成
さ
れ
た
適
用
領
域
を

超
え
て
適
用
さ
れ
た
例
と
し
て
、
在
留
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
連
邦
政

府
の
規
制
と
い
う
問
題
を
と
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
二
九
七
六

年
に
な
る
ま
で
直
接
的
に
は
連
邦
最
高
裁
に
登
場
せ
ず
、
そ
れ
以
前
の
事
例
は

す
べ
て
州
に
よ
る
規
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
州
の

規
制
に
関
す
る
事
案
に
お
い
て
は
、
「
外
悶
人
を
基
準
と
す
る
差
別
は
う
た
が

わ
し
い
差
別
公

E
U巾
円
丹

n
U
8
5
2巴
。
ロ
〉
で
あ
る
」
と
い
う
、
の

E
E
B

〈・

E
n
Z
E
g口
事
件
に
代
表
さ
れ
る
理
論
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
意
で
は
、

は
じ
め
に
の

E
E
E
判
決
以
前
の
重
要
判
決
を
と
り
上

げ
、
次
に
の

E
Y
E同
判
決
及
び
そ
れ
に
続
く
一
連
の
事
案
を
紹
介
し
、
州
に

よ
る
在
留
外
国
人
差
別
立
法
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
理
論
を
検
討
す
る
。
そ

の
後
、
連
邦
政
府
に
よ
る
在
留
外
国
人
差
別
行
為
に
対
す
る
一
九
七
六
年
の
連

邦
最
高
裁
の
判
旨
と
下
級
審
の
判
例
理
論
を
踏
ま
え
て
、
在
留
外
国
人
の
法
的

地
位
の
問
題
と
絶
対
的
権
限
論
の
法
理
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

第
一
節

。E
E
B
判
決
以
前
の
連
邦
最
高
裁
の
判
例

-
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
立
法

l

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
、
外
国
人
に
対
す
る
州
な
い
し
市
の
差
別
行
為
が
連

邦
最
高
裁
で
無
効
と
さ
れ
た
の
は
、
わ
ず
か
に
二
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大

戦
が
終
了
し
、
平
等
保
護
を
「
憲
法
上
の
論
拠
と
し
て
は
、
通
常
最
後
に
た
よ

る
べ
き
手
段
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
が
終
る
と
と
も
に
、
最
高
裁
は
、
外

国
人
差
別
に
対
し
疑
い
の
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
ま
ず
第
二
次
大
戦
前
の
各
二
件
の
合
違
憲
判
決
を
紹
介
し
、
次
に
第
二
次

大
戦
後
の
二
件
の
違
憲
判
決
の
理
論
構
成
を
検
討
す
る
。

第
一
款

第
二
次
大
戦
前
の
違
憲
判
決

こ
こ
で
は
第
二
次
大
戦
前
に
下
さ
れ
た
、
た
だ
二
つ
の
違
憲
判
決
す
な
わ
ち

J
E存
者
。
〈
・
出
品
r九
一
叫
ん
及
び
吋

E
Z
〈

-HE民
を
紹
介
す
る
。
前
者
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は
、
外
国
人
も
第
一
四
修
正
に
い
う
「
人
」

Q
R
gろ
で
あ
り
、
そ
れ
故
州

政
府
に
よ
る
不
合
理
な
差
別
を
ま
ぬ
が
れ
る
も
の
だ
と
明
言
し
た
点
、
後
者

は
、
連
邦
の
専
占
(
匂

5
2
6
t
oロ
)
の
理
論
に
基
づ
く
平
等
保
護
と
い
う
、

以
後
の
州
政
府
に
よ
る
差
別
に
対
す
る
司
法
審
査
基
準
の
基
本
と
も
い
え
る
も

の
を
提
示
し
た
点
に
重
要
性
が
あ
る
。

山

W
J
E
n
r
当
。
〈
・
因
。
吾
Z
P
H
H∞
門
戸

ω・
ω
g
Q
g
g・

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

一
八
六
一
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
市
へ
来
た
在
留
外
国
人
(
円
相
包
含
己
主
芯
ろ
で
あ
る
。
彼
は
、
過
去

二

0
年
間
に
わ
た
り
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
を
営
ん
で
お
り
、
市
条
例
に
従
っ
て
、

(己

5
σ
S
E
O同
同
町
四
若
山
門
含
ロ
)
及
び
厚
生
局

上
訴
人
は
、
中
国
生
ま
れ
の
中
国
人
で
あ
り
、

一
八
八
四
年
に
は
消
防
局

(
妥
四
町
四
回

E
H
O
B口
市
)
か
ら
免
許
を
得
て
い
た
。
こ
の
免
許
は
、
翌
一
八
八

五
年
に
期
限
切
れ
と
な
り
、
当
局
に
免
許
更
新
を
申
請
す
る
も
却
下
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
上
訴
人
は
営
業
を
続
け
た
た
め
、
無
免
許
営
業
を
理
由
に

市
条
例
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
た
。
こ
の
事
実
の
経
緯
か
ら
、
原
審
〈
長
四

ωロ・

ぢ
『
巾

HHお
わ

2
3
え
の
田
正
O
吋
巳
同
)
は
、
市
当
局
の
申
請
却
下
を
有
効
な
規
制

権
の
行
使
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
事
件
の
背
景
に
は
、
中
国
人
ク
リ
l
ニ
ン

グ
業
者
排
斥
の
思
惑
が
あ
り
、
こ
の
点
も
事
実
認
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
事
実
か
ら
、
本
件
判
旨
は
、
一
般
論
と
し
て
前
述
し
た
第
一
四
修
正
の
保
護

が
、
人
種
、
ハ
ダ
の
色
、
国
籍
な
ど
と
無
関
係
に
、
連
邦
政
府
の
管
轄
権
内
の

す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
と
し
問
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
、
本
件
の
上
訴
人

が
法
の
平
等
保
護
を
佼
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
、
上
訴
人
が
免
許
を

う
け
る
た
め
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
し
て
お
り
、
免
許
の
申
請
を
却
下
さ
れ

る
理
由
が
な
く
、
さ
ら
に
免
許
申
詰
却
下
が
中
国
人
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
て

お
り
、
同
じ
状
況
下
に
あ
る
市
民
に
は
却
下
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
理
由

は
、
上
訴
人
が
属
す
る
人
種
・
国
籍
に
対
す
る
歴
史
的
な
憎
悪
し
か
な
い
、
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
差
別
行
為
を
、
第
一
四
修
正
に
反
し
て
違
憲
、
と
7

足
。

こ
の
よ
う
に
、
本
件
は
州
(
な
い
し
市
)
の
立
法
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
も

の
で
な
く
、
行
政
庁
の
裁
量
行
為
が
平
等
保
護
に
反
す
る
か
否
か
、
が
争
わ
れ

た
も
の
ゆ
え
、
本
章
の
テ
ー
マ
と
は
直
接
関
係
は
な
い
が
、

一
般
論
と
し
て
外

国
人
が
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
の
対
品
端
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
先
例
と
し
て

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
紹
介
し
た
。

州
、
吋

E同
凶
タ
河
出
向

n
Y
N
包

d
.
ω
-
a
Q
2
3
.

本
件
は
州
法
の
平
等
保
護
が
争
わ
れ
、
か
つ
違
憲
と
さ
れ
た
、
第
二
次
世
界

大
戦
以
前
の
唯
一
の
判
決
で
あ
る
。

被
上
訴
人
ハ
何
色
nv〉
は
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
居
住
し
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人

で
あ
っ
た
。
彼
は
上
訴
人
(
吋

2
2
n
)
に
よ
り
、
ピ
ス
ピ

l
市
で
コ
ッ
ク
と
し

北法34(5・133)877

て
雇
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
四
年
一
一
月
一
四
日
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
議

会
は
、
五
人
以
上
の
労
働
者
を
一
雇
う
者
に
対
し
て
、
八

O
%以
上
市
民
を
雇
わ

な
け
れ
ば
、
罰
金
な
い
し
拘
禁
を
課
す
る
旨
の
法
律
を
制
定
し
た
。
そ
の
た
め

上
訴
人
は
刑
罰
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
被
上
訴
人
を
解
雇
し
た
。
こ
れ



料

に
対
し
て
被
上
訴
人
は
、
当
該
法
律
が
彼
に
平
等
保
護
を
拒
み
、
第
一
四
修
正

に
反
す
る
、
と
主
張
し
て
出
訴
い
出
。
そ
の
他
、
州
法
務
長
官
及
び
カ
ウ
ン
テ

資

ィ
公
訴
官

(noロ
ロ
ミ
巳
門
O
吋
ロ
ミ
〉
は
、
上
訴
人
が
州
法
の
要
件
に
従
っ
て
い

な
け
れ
ば
訴
追
を
行
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
訴
追
を
避
け
る
た
め
に

被
上
訴
人
を
解
雇
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
し
て
、
訴
え
の
相
手
方
と
さ
れ

た
。
原
審
(
三
人
構
成
の
連
邦
地
方
裁
判
所
)
は
訴
え
を
認
容
し
た
た
め
、

寸

E
胆
凶
ら
が
本
件
上
訴
に
至
っ
た
。

判
旨
は
ま
ず
、

J
5
n
r
喝
。

4
・
図
。
司
丸
山
し
と
同
じ
く
、
外
国
人
も
第
一
四

修
正
に
よ
り
法
の
平
等
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
、
と
し
、
本
件
差
別
の

合
憲
性
を
さ
ぐ
る
。
そ
し
て
、
当
該
州
法
の
目
的
は
、
単
に
あ
る
者
が
外
国
人

だ
と
い
う
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
彼
を
差
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
当
該

州
法
に
よ
り
外
国
人
が
拒
否
さ
れ
る
利
益
は
、
社
会
の
ご
く
普
通
の
職
業
で
生

活
の
た
め
に
働
く
権
利
と
い
う
、
個
人
の
自
由
の
基
本
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

差
別
は
州
の
規
制
権
の
行
使
と
し
て
は
正
当
化
で
き
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
。

さ
ら
に
、
移
民
規
制
緩
限
は
連
邦
政
府
に
排
他
的
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

も
し
本
件
の
よ
う
な
差
別
政
策
J

か
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
連
邦
議
会
諸
法
に

よ
り
合
衆
国
に
入
国
を
合
法
に
許
可
さ
れ
た
者
が
、
そ
の
入
国
許
可
に
よ
り
与

え
ら
れ
た
特
権
を
完
全
に
は
享
受
で
き
な
く
な
り
、
移
民
規
制
に
関
す
る
連
邦

政
府
の
排
他
的
権
限
を
侵
す
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
、
当
該
州
法
を
違
憲
・
無

効
と
し
た
。
た
だ
し
本
判
旨
で
は
、
公
有
地
・
八
ム
の
財
産
と
い
っ
た
、
そ
の
享

受
が
市
民
に
限
定
さ
れ
る
も
の
の
分
配
や
規
制
に
つ
い
て
は
、
市
民
権
要
件
を

課
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
判
旨
は
、
州
法
の
違
憲
の
理
由
と
し
て
、
第
一
四
修
正
の

平
等
保
護
違
反
及
び
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
〈
買

2
5事
問
。
ろ
を

侵
す
、
と
い
う
こ
点
を
並
列
的
に
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
は
、
判

北法34(5・134)878

決
文
か
ら
は
明
白
で
は
な
い
。

第
二
款
第
二
次
大
戦
前
の
合
憲
判
決

こ
こ
で
は
、
国
巴
ヨ
タ
宮
口
の
回
目
-
及
、
び
。

z
o
g円
吋
己
・
ゎ
Z
同rh而

4
・
U
問
-

nzz却
を
紹
介
す
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
多
数
の
合
憲
判
関
の
中
か

ら
こ
の
二
つ
を
採
り
上
げ
た
理
由
は
、
前
者
が
吋

E
回
同
一
判
決
の
影
響
の
下
で

特
別
の
公
的
利
益
(
印
宮

nuご】
zz-n
宮
古
門
町
田
仲
)
理
論
を
用
い
た
と
い
え
る

の
に
対
し
、
後
者
は
、
円
同
信
回
同
判
決
と
の
断
絶
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

国
司
即
日
〈
・
云
ロ
ハ
リ
白
】
】
・
N
U由

d
・
ω-H吋
印
。
注
目
)
・

一
九

O
九
年
、

ニュ

l
ヨ
l
p
州
は
労
働
法

(
p
m
H
与
2
-担
当
)
と
呼
ば

れ
る
も
の
を
制
定
し
た
。
そ
の
第
一
四
条
は
、
公
共
事
業
の
一
雇
用
か
ら
外
国
人

を
排
除
し
、
こ
れ
に
反
し
た
公
共
事
業
の
事
業
主
と
の
契
約
を
無
効
と
す
る
こ

と
を
規
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
高
速
輸
送
鉄
道
理
事

委
員
会
ハ
任
。
∞

g
丘
え
河
川
名
広
吋

EgkmmHF戸門
S
品
。
。

B
B目
的
色
。
ロ
作
吋
叫
)

は
、
州
の
高
速
輸
送
法
(
仲
町
四
日
立
仏
昨
日

S
X
2
3
と
い
わ
れ
る
も
の
に



基
づ
き
、
一
八
九
六
年
以
後
、
多
く
の
鉄
道
ル

l
ト
を
作
成
し
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
、
一
九
一
一
一
年
、
前
記
委
員
会
は
、
そ
れ
ま
で
の
鉄
道
ル
l
ト
以
外
に
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
全
体
の
交
通
の
調
節
の
た
め
に
新
た
な
ル
l
ト
が
必
要
だ
、

と
し
て
、
そ
の
ル
l
ト
の
計
画
を
ま
と
め
、
コ
ス
ト
を
算
出
し
た
。
も
っ
と
も

当
初
は
市
に
は
こ
の
事
業
を
行
う
だ
け
の
財
源
も
な
く
、
ま
た
こ
の
事
業
を
請

け
負
う
会
社
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
よ
う
や
く
二
社
を
相
手
方
と
し
て
市

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

及
び
前
記
委
員
会
は
、
鉄
道
ル

l
ト
建
設
の
た
め
の
公
共
事
業
契
約
を
結
ん

だ
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
は
市
民
の
労
働
力
が
不
足
し
て
い
た
よ
う
で
、
契
約
を

結
ん
だ
二
社
は
多
く
の
外
国
人
ー
そ
の
多
く
は
イ
タ
リ
ア
人
ー
を
一
履
い
入
れ
て

一
九

O
九
年
の
州
法
に
よ
り
、
当
該
契

い
た
。
そ
の
た
め
、
前
記
委
員
会
は
、

約
を
無
効
と
し
よ
う
と
し
た
。

原
告
ハ
出
色

B
〉
は
エ
ュ

l
ヨ
i
p
州
の
納
税
者
で
あ
る
が
、
彼
は
、
も
し
前

記
委
員
会
が
当
該
契
約
を
無
効
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
投
下
し
た
ば
く
大
な
資

本
が
無
駄
と
な
り
、
鉄
道
建
設
に
支
障
を
き
た
す
し
、
ま
た
当
時
の
情
況
下
で

は
外
国
人
労
働
力
を
使
わ
ざ
る
を
得
ず
、
結
局
当
該
契
約
を
無
効
と
す
る
こ
と

は
民
巴
自
の
納
税
者
と
し
て
の
権
利
を
侵
す
も
の
で
あ
る
、
そ
も
そ
も
当
該

州
法
は
第
一
四
修
正
に
反
す
る
し
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
と
の
最
恵
国
待
遇
条
約
に

も
反
す
る
旨
主
張
し
、
前
記
委
員
会
を
相
手
方
に
、
当
該
契
約
を
無
効
と
す
る

こ
と
に
対
す
る
差
止
命
令
及
び
本
訴
を
提
起
し
た
。
第
一
審
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
は
国
巳
呂
が
敗
訴
、
控
訴
審

カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
)

(ニ

a
l
ヨ
ー
ク

田
町
即
日
が
勝
訴
、

中
間
上
訴
裁
判
所
)
で
は

ゎ。ロ

2
0同
〉
H
U
H
)

目白戸田

O
同
匹
目

ω
g
g
c同
Z
問
看
J

問
。
吋
}
内
)
で
は
回
目

FS
が

州
最
高
裁
(
原
審
・
岳
町

敗
訴
し
、
本
件
上
訴
に
至
っ
て
い
る
。

判
旨
は
、
上
訴
人
の
納
税
者
と
し
て
の
権
利
の
侵
害
、
最
恵
国
待
遇
に
つ
い

て
の
相
互
主
義
条
約
違
反
及
び
第
一
四
修
正
違
反
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
、
納
税
者
と
し
て
の
権
利
の
侵
害
に
関
す
る
判
示
部
分
は
紹
介

し
な
い
。

〉
丹
宵
山
口
〈
・
相
内
向
ロ
印
陶
酔
の
判
決
を

引
用
し
て
、
州
が
、
公
共
事
業
が
行
わ
れ
る
条
件
を
決
定
す
る
権
限
は
、
州
民

を
保
護
す
る
権
限
と
し
て
、
州
に
帰
属
す
る
も
お
~
、
と
し
て
、
第
一
四
修
正

に
反
し
な
い
、
と
し
た
。
こ
の
点
は
す
で
に
先
例
に
よ
り
決
着
が
つ
け
ら
れ
た

も
の
と
、
判
回
日
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
一
回
修
正
違
反
に
関
し
て
は
、

次
に
条
約
違
反
に
つ
い
て
は
、

へ
お
)

匂白仲田

0
5
〈
・
句
。
ロ
ロ
師
三
〈
出
口

g
を
引
用
し

て
、
当
該
条
約
が
保
障
し
て
い
る
諸
権
利
の
、
外
国
人
と
市
民
と
の
平
等
と

は
、
人
格
及
び
財
産

(
U
R
g
D回
白
邑
胃
。
官
三
可
〉
の
保
護
に
関
し
て
の
平

等
の
み
で
あ
っ
て
、
公
共
事
業
の
雇
用
と
い
っ
た
公
的
な
、
合
衆
国
市
民
に
の

み
保
有
さ
れ
て
い
る
権
利
の
平
等
ま
で
は
含
ま
な
い
、
と
し
た
。

本
判
決
で
は
、
吋
E
m
w
H
J『・河川凶
F
n
F
の
引
用
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
州
政
府

が
特
別
の
公
的
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
行
動
し
た
場
合
、
州
政
府
が
外
国
人

を
差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
吋
吋
ロ
回
同
判
決
の
影
響
を

北法34(5・135)879



料

(ii) う
け
た
も
の
と

え{

る~
O 

。
z
o
g
内コ
L
・(
U
-由
同
法
円
四

4
・
。
巾
nw叩
σ曲ロ
}
H
W
N
一
三
巴
・

ω・
ω
U
N
(
H
U
N
J
『一)・

資

上
訴
人
ハ
ロ
白
昇
。
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
市
に
居
住
し

て
い
た
。
彼
は
市
の
会
計
検
査
官
に
対
し
て
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
の
営
業
免
許
を
申

請
し
た
が
、

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
市
条
例
に
よ
り
、
免
許
の
許
可
要
件
と
し
て
市
民

権
要
件
が
あ
っ
た
た
め
、
申
請
を
却
下
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
当
該
市
条

例
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約
l
イ
ギ
リ
ス
市
民
と
合
衆
国
市
民
と
が
同
じ
権
利
・

特
権
を
、
相
互
の
国
内
で
享
受
す
る
、
と
い
う
内
容

l
に
反
す
る
こ
と
、
及
び

第
一
四
修
正
違
反
を
主
張
し
て
、
職
務
執
行
令
状
を
求
め
て
出
訴
し
た
が
、
原

審
(
岳
町

ω喜
吋
m
H
H
M
刊
の

g吋
件
。
ご

r
o
ω
5
0
0同
。
町
一

ω
敗
訴
し
、
本
件

上
訴
に
至
っ
て
い
る
。

上
訴
人
の
主
張
の
う
ち
、
条
約
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
出

a
g
判
決
と
同
じ

ハ
初
)

内
容
ゆ
え
こ
こ
で
は
触
れ
ず
、
第
一
四
修
正
に
関
す
る
判
示
の
み
を
紹
介
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
判
旨
は
、
多
く
の
州
政
府
な
い
し
市
当
局
に
よ
る
外
国
人

差
別
に
つ
い
て
の
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
外
国
人
た
る
こ
と
及
び
忠
誠
と
い
う

も
の
が
、
あ
る
場
合
に
は
許
容
さ
れ
る
差
別
の
基
縫
と
さ
れ
、
立
法
部
の
合
法

(引〉

な
目
的
と
関
連
性
を
有
す
る
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
被
上
訴
人
市
側
は
、
ビ

リ
ヤ
ー
ド
の
も
つ
有
害
性
(
お
そ
ら
く
は
公
衆
に
対
す
る

HHEσ
ロ
ロ
)
を
認

め
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
市
で
は
外
国
人
が
市
民
ほ
ど
こ
の
職
を
営
む
資
格
を
有
し

て
い
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
で
こ
れ
ら
の
立
法
部
の
判
断

が
経
験
に
十
分
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
、
と

い
う
。
つ
ま
り
、
当
事
者
も
し
く
は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
事
実
か
ら
し

て
、
立
法
部
の
判
断
に
合
理
的
基
礎
が
欠
け
て
い
る
と
は
い
え

L
時
、
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
州
な
い
し
市
の
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
差
別
立
法
を
行

う
こ
と
の
裁
量
の
余
地
を
広
く
認
め
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

it法34(5・136)880

「
い
く
ら
か
の
裁
量
の
余
地
が
、
地
方
の
情
況
に
つ
い
て
の
、
立
法
部
の
評

価
に
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
中
略
)
市
は
、
比
較
的
経
験
に
即
し

た
方
法
に
よ
り
選
り
出
さ
れ
た
、
あ
る
集
団
の
中
の
不
愉
快
な
メ
ン
バ
ー
を
で

は
な
く
、
当
該
集
団
全
体
を
、
あ
や
し
げ
な
職
業
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り

(
お
)

(
中
略
)
害
悪
を
規
制
す
る
方
法
の
選
択
を
す
る
権
利
を
有
す
る
o
」

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
判
例
の
典
型
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
に
関
す
る
排
他
的
権
限
へ

の
考
慮
a

か
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
第
一
四
修
正
に
よ

り
禁
止
さ
れ
て
い
る
不
合
理
な
差
別
に
、
外
国
人
た
る
こ
と
の
み
を
基
準
と
し

て
差
別
す
る
こ
と
が
、
当
た
る
か
否
か
、
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
外
国

人
差
別
に
つ
き
平
等
保
護
違
反
と
い
う
場
合
、
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の

専
占
(
胃

2
g
u己
O
ロ
〉
の
果
た
し
て
い
た
(
な
い
し
は
後
に
お
い
て
も
来
た

す
こ
と
に
な
る
)
役
割
が
い
か
に
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
、
ひ
と
つ

の
証
拠
と
も
な
り
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

判
決
の
流
れ
と
し
て
は
、
前
述
の
理
由
か
ら
、
本
判
決
以
後
第
二
次
大
戦
後



ま
で
、
判
決
の
理
論
上
、
断
絶
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
連
邦
政
府
の
移
民

規
制
権
限
の
専
占
に
も
と
づ
く
平
等
保
護
理
論
は
、
。
苦
言
同
〈
-
m
U
担
居
。

2
5

で
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
荷
判
事
に
よ
る
同
意
意
見
、
及
び
、
吋
岳
民
凶
器
乞

〈
-
E曲目戸
h
w

の白

Emcoss-回曲目
r
の
法
廷
意
見
ま
で
、
現
わ
れ
な
か
っ
た
。

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

第
三
款
第
二
次
大
戦
後
の

E
E
B
判
決
以
前
の
二
件
の
違
憲
判
決

こ
こ
で
は
、
。
回
、
同
呂
田
ぐ

-
n弘
氏
。
門
口
S
及
び
吋
回
目
内
向
}
回
向
島
田
〈
・
目
白
}
H
h
w

〈

仰

〕

〈

引

)

。

EM叩
。
。
B
5
5巴
。
ロ
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
こ
の
両
判
決
の
重
要
性
は
、

同

日

)

(

円

刊

)

少
な
く
と
も
出
色
白
〈

-
Z円
。
田
口
や
↓

2
2
2
〈・、吋
F
o
g官
。
同
固
ま
で
の

最
高
裁
判
決
の
採
っ
て
い
た
理
論
l
す
な
わ
ち
、
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別

立
法
の
審
査
の
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
、
平
等
保
護
及
び
連
邦
政
府
の
移
民
規

制
権
限
の
専
占
を
用
い
る
、
と
い
う
方
法
1
を
再
び
採
用
し
、
し
か
も
連
邦
政

府
の
専
占
に
基
づ
く
平
等
保
護
理
論
、
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
作
り
出
し
た
点

に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

川
判
。

M
B
S同
〈
・
ゎ
弘
広
三
ロ

F
a
N
d
-
ω
・
8ω
ハ
g
h
g・

本
料
上
訴
人
は
、
ア
メ
リ
カ
市
民
た
る
子
供
〈
司
日
仏
)
と
、
そ
の
父
親
か
っ

後
見
人
(
閉
山
阻
む
釘
で
あ
る
。
本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
の
い
わ
ゆ
る
外
国
人
土
地
法
公

Z
E
Zロ
F
E仏
F
g司
)
で
あ
る
。
こ
の

法
律
は
、
帰
化
資
絡
な
き
外
国
人
が
由
民
地
を
所
有
・
占
有
し
あ
る
い
は
移
転
さ

せ
る
こ
と
を
禁
じ
、
ま
た
こ
れ
に
反
し
て
獲
得
し
た
財
産
が
没
収
さ
れ
る
こ
と

を
定
め
て
い
た
。
さ
ら
に
、
帰
化
不
能
の
外
国
人
が
、
帰
化
資
格
あ
る
外
国
人

も
し
く
は
市
民
に
農
地
を
移
転
し
対
価
を
得
た
場
合
に
は
、
没
収
を
免
れ
る
た

め
に
農
地
を
移
転
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
当
該
農
地
は
没
収
さ
れ
る
こ
と
を

定
め
て
い
た
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
売
買
は
二
回
行
わ
れ
た
。
第
一
回
目
は

六
歳
の
時
の
も
の
で
あ
り
、
農
地
六
エ
ー
カ
ー
が
問
千
ド
ル
で
売
買
さ
れ
た
。

そ
の
後
六
ヶ
月
経
過
し
た
後
、
父
親
は
、
明
円
町
内
で
か
農
地
六
エ
ー
カ
ー
を
所
有

し
て
お
り
、
そ
の
財
産
管
理
の
た
め
に
後
見
人
に
な
る
こ
と
を
裁
判
所
に
申
請

閉
イ
町
内
回
が

一
九
三
七
年
、
司
円
立
が
九
歳
の
時
、
回
り
門
市
内
回
を
契
約
の

当
事
者
と
し
て
農
地
二
L
l
ヵ
!
の
売
買
が
成
立
し
た
。
も
っ
と
も
そ
の
後

間
丘
四
円
。
は
、
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
年
次
後
見
レ
ポ
ー
ト
守
口
ロ
ロ
回
目

m
Z胆
E
Uロ
田
区
匂

2
吉
三
回
)
を
提
出
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
二
回
の
売
買
に

つ
き
、
州
は
、
一
九
四
四
年
に
、
土
地
法
違
反
の
農
地
売
買
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
土
地
の
没
収
を
求
め
て
裁
判
所
公

Z
ω
ロ
宮
口
O
円
。

o
c
p
ω
E

し
認
め
ら
れ
た
。

宮
内
問
。

cogq)
に
訴
え
を
提
起
し
た
。
唯
一
の
証
拠
と
い
え
る
も
の
は
、

一
人
の
証
人
に
よ
る
証
言
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
も
と
に
裁
判
所
は
、
父
親
が

利
得
を
得
た
も
の
と
認
定
し
、
同
丘
町
O

の
行
為
を
土
地
法
違
反
で
あ
る
と
認

め
た
。
こ
の
認
定
の
綱
引
拠
は
次
の
四
点
で
あ
っ
た
。
①
帰
化
不
能
の
外
国
人
が

対
価
を
得
た
場
合
、
当
該
売
買
は
没
収
を
免
れ
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
も
の
で
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あ
る
と
す
る
法
律
上
の
推
定
、
②
こ
の
意
図
は
、
幼
少
の
子
供
と
の
契
約
と
い



料

う
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
③
年
次
後
見
レ
ポ
ー
ト
の
不
提
出
か
ら
、
売

買
当
初
の
善
意

9
0ロ釦

Ejg)
の
欠
除
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
④
附
内
田
]
円
吋
。
の

証
言
拒
否
か
ら
、
も
し
彼
の
一
証
言
が
あ
れ
ば
、
司
日
仏
の
主
張
は
く
つ
が
え
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
推
定
。

資

カ
リ
フ
ォ
ル
こ
ア
州
最
高
裁
も
こ
の
四
つ
の
推
定
を
持
ち
出
し
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
の
判
断
を
合
憲
と
し
た
。

本
件
に
お
け
る
上
訴
人
側
の
主
張
は
、

ω当
該
州
法
は

HVHE
か
ら
法
の
平

等
保
護
及
び
ア
メ
リ
カ
市
民
と
し
て
有
す
る
特
権
を
う
ば
う
も
の
で
あ
る
、
川
w

当
該
州
法
は
同
丘
町
。
か
ら
法
の
平
等
保
護
を
う
ば
う
も
の
で
あ
る
、

ω当
該

州
法
は
、
適
切
な
期
限
を
過
ぎ
た
後
に
土
地
の
没
収
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、

デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
、
と
い
う
三
点
で
あ
っ
た
。

以
上
の
主
張
に
対
し
て
連
邦
最
高
裁
の
法
廷
意
見
は
、
第
一
の
主
張
に
つ
い

て
の
み
判
断
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
を
違
憲
と
し
、
第
二
・
第
三
点
に

つ
い
て
は
、
判
断
す
る
必
要
な
し
と
い
問
。
で
は
、
上
訴
人
の
第
一
の
主
張
に

つ
い
て
、
法
廷
ι

村
山
見
の
判
断
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
@

当
該
州
法
の
も
と
で
、
帰
化
不
能
の
外
国
人
も
、
そ
の
市
民
た
る
子
供
に
農
地

を
、
贈
与
と
い
う
形
で
あ
れ
ば
譲
渡
で
ふ
初
、
@
し
か
し
本
件
の
場
合
、
父
親

が
金
を
出
し
て
司
吋
阜
の
名
義
で
登
記
さ
れ
た
権
利
移
転
は
贈
与
と
み
な
さ
れ

な
い
、
と
い
う
法
律
上
の
推
定
が
働
く
、
の
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
律
上
の
推

定
を
く
つ
が
え
す
た
め
に
、
子
供
た
る
被
贈
与
者
の
大
部
分
に
は
課
せ
ら
れ
て

い
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
通
ら
な
く
て
は
な
ら
払
叶
、
と
い
う
こ
と
を
判
旨

は
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
、
司
円
邑
が
差
別
を
う
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い

(切〉
な
く
、
し
か
も
、
そ
の
唯
一
の
理
由
は
彼
の
父
親
が
日
本
人
で
あ
っ
た
と
い
う

ハ
引
)

事
実
だ
け
で
あ
っ
た
、
と
判
断
し
、
当
該
州
法
が
第
一
四
修
正
に
反
す
る
こ
と

を
認
め
た
。
つ
ま
り
、
法
廷
意
見
は
、
外
国
人
と
市
民
と
の
間
の
差
別
で
は
な

く
、
市
民
相
互
聞
の
、
祖
先
守
口

2
2弓
〉
に
基
づ
く
差
別
に
つ
い
て
違
憲
と

判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
(
ダ
グ
ラ
ス
判
事
同
調
)
の
同
意
意
見

は
、
本
件
を
州
法
に
よ
る
外
国
人
差
別
事
件
と
考
え
、
そ
れ
が
第
一
四
修
正
に

反
し
、
し
か
も
移
民
諸
法
を
支
配
す
る
連
邦
法
規
と
矛
盾
す
る
、
と
述
べ
て
い

る
。
つ
ま
り
同
意
意
見
は
、
当
該
法
が
日
本
人
を
、
日
本
人
と
い
う
理
由
の
み

で
差
別
す
る
目
的
を
有
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
明
白
か
つ
周
知
の
事
実
で
あ

(
泣
)
り
、
さ
ら
に
、
移
民
規
制
に
関
し
て
排
他
的
権
限
を
も
っ
連
邦
議
会
は
、
日
本

(
臼
)

人
に
少
な
く
と
も
入
国
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
カ
リ
フ
才
ル
一
一
ア
州
が
、

連
邦
議
会
が
認
め
て
い
る
人
々
の
移
民
を
妨
げ
る
よ
う
な
障
害
を
設
け
る
こ
と

(

日

)

(

お

)

は
許
さ
れ
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
時
消
滅
し
て
い
た
、
第
一
四
修
正
の
平
等
保

護
及
び
連
邦
議
会
の
専
占
(
匂

2
2
6
z
g
)
を
理
由
と
す
る
、
州
法
に
よ
る

外
国
人
差
別
に
対
す
る
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
、
平
等

』
の
同
意
意
見
に
お
い
て

保
護
と
連
邦
政
府
の
専
占
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
は
明
白
で
は
な

北法34(5・138)882



く
、
並
列
的
に
述
べ
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

7
1
フ
ィ
判
事
(
ラ
ト
レ
ッ
ジ
判
事
向
調
)
の
同
意
意
見
も
、
本
件
を
外
国

人
に
対
す
る
差
別
と
と
ら
え
、
当
該
州
法
は
、
日
本
人
た
る
外
国
人
が
農
地
を

所
有
・
利
用
す
る
こ
と
を
、
日
本
人
と
い
う
理
由
の
み
で
禁
じ
る
も
の
で
あ

日
v

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
合
法
な
利
益
に
危
険
な
特
性
を
こ
れ
ら
日
本
入
居

住
者
が
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
理
由
は
ど
こ
に
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方

(
M
J
〉

〔

同

岨

〉

に
よ
り
本
件
の
よ
う
な
人
種
差
別
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
し
た
。

以
上
、
本
件
で
は
法
廷
意
見
が
、
上
訴
人
主
張
の
第
二
点
以
下
に
触
れ
て
い

な
い
た
め
、
州
法
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
関
す
る
判
例
と
し
て
紹
介
す
る
に
は

不
十
分
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
と
さ
れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
外
国
人
土
地

法

(
p
m
k
-
g
戸
自
仏
伊
担
当
〉
が
黄
禍
論
に
よ
る
日
本
人
に
対
す
る
差
別
立

法
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
意
意
見
中
に
重
要
な
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
。

削
吋
白

E
V
S
E
〈

-
E号
待
の
国
旨
刊
の
O
B
E
Z
o
p
ω
包

C
・
ω・
β

。

(
H
U
h
F
M

凶〉・

本
件
も
や
は
り
カ
リ
フ
ォ
ル
ユ
ア
州
に
よ
る
日
本
人
差
別
立
法
の
合
憲
性
が

問
題
と
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

上
訴
人
(
吋
国
}
内
白
-
7
2
E〉
は
日
本
人
で
、

た
。
連
邦
移
民
諸
法
に
よ
り
、
彼
は
入
国
を
許
可
さ
れ
在
留
し
て
い
る
も
の

の
、
帰
化
不
能
で
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年
か
ら
四
二
年
ま
で

一
九

O
七
年
に
合
衆
国
に
入
国
し

、H

，白昨白}回白印}回目

は
、
州
法
の
規
定
に
よ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
沿
岸
で
、
州
に
よ
り
毎
年
発

行
さ
れ
る
漁
業
免
許
を
得
て
漁
業
で
生
計
を
た
て
て
い
た
が
、
一
九
四
二
年
に

軍
事
命
令
に
よ
り
強
制
収
容
さ
れ
た
。
問
題
と
さ
れ
た
の
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
よ
る
一
九
四
三
年
の
立
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
以
前
に
は
帰
化
不
能

で
あ
る
か
外
国
人
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
州
は
す
べ
て
の
人
々
に
漁
業
免

許
を
発
行
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
年
に
、
州
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
漁
業

狩
猟
法
典
(
吾
刊
の
田
正

0
2
2
E与
や
の
戸
g
m
C
O再
開
)
を
改
定
し
、
日
本

そ
の
後
、
「
日
本
人
た
る
外
国

人
」
と
い
う
規
定
で
は
違
憲
と
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一

九
四
五
年
に
改
正
し
、
「
帰
化
不
能
の
外
国
人
」
(
宮
2
0ロ
宮
市
ロ
岡
山

σ
z
s

n
E
N
O
ロ
凹
窓
巴
と
し
た
。

人
た
る
外
国
人
へ
の
免
許
の
発
行
を
禁
じ
た
。

d
-
白骨白

PSF-
は
一
九
四
五
年
に
強
制
収
容
所
か
ら
戻
り
、
州
漁
業
狩
猟
委

員
会
(
吾
冊
。

mwE。
2
5
古
田
F
h
v
の田
g
m
。。
g
B目
白
色
。
ロ
)
に
免
許
を
申

請
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
職
務
執
行
令
状
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
第

一
審
(
吾
白

ωロ
℃
叩
ユ
C
司わ
O
E
円
円
。
同
戸
。
印
〉
ロ
M
H

何
回
巾
由
。
。
ロ
ロ
門
お
わ
曲
目
ロ
ミ
ロ
F

白〉

は
当
該
州
法
を
第
一
四
修
正
違
反
と
し
、
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

州
最
高
裁
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ユ
ア
州
が
沿
岸
漁
業
に
つ
い
て
適
法
な
利
益
を
有

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
帰
化
不
能
の
外
国
人
を
免
許
資
格
か
ら
排
除
し
て
も
正

当
で
あ
る
、
と
し
た
。
そ
の
た
め
斗
回

E
-
Y
S
E
は
上
訴
し
、
連
邦
最
高
裁
が
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こ
れ
を
受
理
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。



料

(珂〉

本
判
旨
は
ま
ず
吋

E
E
〈・

mmw-ny
判
決
の
構
造
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会

の
専
上
口

e
R
O
B匂巳
C
ロ
〉
に
も
と
づ
く
平
等
保
護
理
論
を
と
っ
た
も
の
と
し

つ
ま
り
本
判
旨
に
よ
れ
ば
、
、
吋

2
8内

資

て
、
比
較
的
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

事
件
で
の
判
決
は
、
連
邦
法
に
よ
り
合
衆
国
に
合
法
に
入
国
を
許
可
さ
れ
た
外

国
人
は
合
衆
国
の
い
か
な
る
州
に
も
入
り
居
住
す
る
特
権
を
連
邦
法
に
よ
り
与

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
例
外
的
に
、
州
法
が
「
特
別
の
公
的
利
益
」
を
守
る

場
合
に
の
み
、
州
法
に
よ
る
外
国
人
差
別
は
有
効
、
と
し
て
い
問
。

次
に
、
連
邦
政
府
が
人
種
に
も
と
づ
い
て
移
民
規
制
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
州
政
府
も
、
在
留
外
国
人
が
市
民
と
同
じ
方
法
で
生
計
を
た
て
る
こ
と

を
拒
む
た
め
に
、
連
邦
政
府
の
と
っ
た
と
同
じ
分
類
基
準
を
採
用
で
き
る
か
否

か
、
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
判
旨
は
、
制
連
邦
議
会
が

〈
位
)

移
民
規
制
に
関
し
て
排
他
的
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
助
そ
の
よ
う
な
権
限

を
も
っ
連
邦
議
会
が
、
合
法
に
入
国
を
許
可
さ
れ
た
在
留
外
国
人
と
市
民
と
の

聞
に
、
同
等
の
権
利
を
保
障
す
る
政
策
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
、
例
そ
の
結
来
第
一
回
修
正
は
、
外
国
人
た
る
こ
と
守
口
問

Emm〉
を
基
準

と
す
る
、
州
政
府
に
よ
る
差
別
立
法
か
ら
す
べ
て
の
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
に

な
る
こ
と
、
と
い
う
論
理
構
成
を
と
り
、
州
政
府
が
州
法
を
在
留
外
国
人
に
の

み
適
用
す
る
権
限
は
せ
ま
く
限
定
さ
れ
る
、
と
述
べ
た
。

最
後
の
論
点
は
、
当
該
州
法
が
、
こ
の
州
政
府
の
許
容
さ
れ
る
権
限
内
に
あ

る
か
否
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
吋

E
白
凶
判
決
に
い
う
「
特
別
の
公
的
利
益
」

(
匹
。
唱
。
ng-HUE-u-kgg吋
ゆ
え
)
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
否

か
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
州
に
居
住
す
る
市
民
が
沿

岸
漁
業
資
源
の
集
団
的
所
有
者
で
あ
る
、
と
し
て
こ
の
「
特
別
の
公
的
利
益
」

の
存
在
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
判
旨
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
件
州
法

で
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
差
別
手
段
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、

と
し
て
こ
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。

要
す
る
に
、
本
判
旨
は
、
法
律
上
の
特
権
に
関
し
て
市
民
と
同
等
な
地
位
を

与
え
て
在
留
外
国
人
の
入
国
を
許
可
し
た
連
邦
政
府
の
決
定
こ
そ
が
、
州
政
府

に
よ
る
外
国
人
差
別
を
禁
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
外
国
人
の
平
等
取
扱
は
連
邦
政

府
の
専
占
(
買

2
5
3
Zろ
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
明

確
に
現
わ
れ
て
い
点
。

第
四
款

本
節
の
ま
と
め

第
二
次
大
戦
以
前
に
、
州
法
の
外
閑
人
差
別
に
関
し
て
出
さ
れ
た
唯
一

の
違
憲
判
決
で
あ
る
吋

E
担
同
判
決
で
は
、
当
該
州
法
の
違
憲
の
理
由
と
し

① 
て
、
平
等
保
護
(
第
一
四
修
正
)
違
反
及
び
連
邦
議
会
に
よ
る
移
民
規
制
権
限

の
専
占
(
匂
宮
司
自
立
宮
口
)
(
第
六
条
第
二
項
)
が
示
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
州

法
に
よ
る
外
国
人
差
別
の
許
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
特
別
の
公
的
利
益
公

Z

呂
町
門
戸
田
】
匂
ロ

Z
K
E
g円
四
回
仲
)
を
保
護
す
る
場
合
を
認
め
て
い
た
。

②
と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
特
別
の
公
的
利
益
理
論
が

北法34(5・140)884



〈
随
〕

大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
(
出
色
ヨ
タ
冨
円
。
田
口
、
。

E
口開〈
-
Z
2司

(

印

〉

(

河

}

J

問。司】子、
H
，

2
E
2
〈・、
H
，F
O
B
宮
O
ロ
な
ど
)
、
最
終
的
に
は
単
な
る
州
の
規
制

権
(
宮
口
口
町
旬
。
者
四
円
〉
と
第
一
四
修
正
と
の
関
係
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
ハ
。
z
o
m同
門
己
・
ロ
ミ
宵
巾

4
・
U
2
Z
σ
2
3
0
こ
れ
ら
の
判
例
を

一
貫
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
実
質
的
に

は
判
例
理
論
が
変
容
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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③ 

第
二
次
大
戦
後
再
び
、
外
国
人
差
別
の
州
法
は
第
一
四
修
正
上
の
平
等

保
護
違
反
及
び
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
を
理
由
に
違
憲
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
、
が
示
さ
れ

(
O苫
自
白

4
・
わ
田
正
0
3
5
で
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ダ
グ

ラ
ス
両
判
事
の
同
意
意
一
民
、
さ
ら
に
連
邦
政
府
の
専
占

2
5
3
E
g
に

(、同国}向山凶
}
H
E
E
d
-
回出回
y
h
w

oも
5久
町つ

εム
3告
2議
gn理、J、， 一色合
。忠

明
確

刀く

さ
れ
た

こ
の
吋
白
骨
白
一

vaz判
決
は
、
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い
て
の
判

例
理
論
の
基
本
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、

後
述
す
る
の
E
E
B
A〉
担
口
町
民
仏
師
。
ロ
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節

。
『
国
}
回
向
日
々
-
m
k
v白同・仏師。ロ

(AH{)ωd
・
ω
・
ω品
目
(
回
目
当
同
〉
)

及
び
そ
れ
以
後
の
一
連
の
判
決

-
う
た
が
わ
し
い
差
別
理
論
の
特
異
性
|

一
九
四
人
年
の
寸
書
島
田
町
広
判
決
以
後
し
ば
ら
く
の
問
、
連
邦
最
高
裁
で

は
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い
て
の
事
案
が
採
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

一
九
七
一
年
、
の

E
Y回
目
〈
・
担
各
国
邑
由
。
ロ
に
お
い
て
、
連

た
。
し
か
し
、

邦
最
高
裁
は
、
外
国
人
た
る
こ
と
を
基
準
と
す
る
差
別
は
う
た
が
わ
し
い
差
別

(
印
己
目
℃
巾
己
門
戸
田
師
団

Fmg己
。
ロ
口
違
憲
で
あ
る
と
う
た
が
わ
れ
る
差
別
分
類
)
に

あ
た
り
、
厳
格
審
査
に
服
す
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
以
後

い
く
つ
か
の
違
憲
判
断
が
続
い
た
が
、
そ
の
中
で
、
外
国
人
差
別
を
行
う
州
法

も
合
理
的
基
礎
を
有
す
る
な
ら
合
憲
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ

て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
州
法
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い

て
合
憲
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
節
で
は
、
ま
ず
の
E
E
B
〈
-EnymwEmoロ
の
判
旨
を
紹
介
し
、
次
に

合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
が
例
外
的
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

(
行
)

た
∞
広
岡
田
司

5
8
〈・

U
E岡
田
口
を
紹
介
し
、
最
後
に
三
件
の
合
憲
判
決
!
司

c-4

(

花

〉

目

乃

)

戸

山

叫

)

4
・
c
oロ
ロ
冊
目
仲
町
咽
〉
Sσ
白
ny
〈・

Z
C『者同
nr・
円
い
同
ぴ
開
口
〈
・

muyg『巾
N
1
ω

由民。。

ー
を
紹
介
す
る
。

第
一
款

。
門
田
町
田
宮
〈
・
回
同
庁
}
戸
田
吋
仏
国
。
P
九日
{
)
ω
d
・
ω
・
ω即
日
(
忌
己
〉
・

」
の
判
決
は
、

(白】日開口血肉昂〉

外
国
人
た
る
こ
と

に
も
と
づ
く
差
別
が
う

た
が
わ
し
い
差
別
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
差
別
に
対
し
て
は
厳
格
審
査
が
用

〈別、

い
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て

北法34(5・141)885



料

下
さ
れ
た

(ω
同
日
目
白
『
〈
-
F刊

mm吋
が
も
う
一
件
で
あ
り
、
こ
れ
は
ペ
ン
シ
ル
パ

ュ
ア
州
、
法
が
争
わ
れ
た
〉
。
事
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
連
邦
法
た
る
一
九
一
一
一

五
年
の
社
会
保
障
法

(ω
。門戸回目

ω巾
2
ュ
ミ
〉
お
い
に
も
と
づ
く
、
ア
リ
ゾ
ナ

州
法
に
よ
る
公
的
扶
助
(
唱
冊
目

P
E
B色白
S
ロ
円
相
)
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る

の

g
v曲目
4
・
担
n
y白
Hb印
。
ロ
に
つ
い
て
の
み
紹
介
す
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

資

は

一
部
連
邦
政
府
か
ら
の
補
助
金
に
よ
り
出
資
さ
れ
、
連
邦
政
府
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
、
州
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

な
叩
司
自
白
a

た
。
そ
し
て
ア
リ
ゾ
ナ
州
法
は
、
恒
久
的
労
働
不
能
と
な
っ
た

ロ
巾
ロ
己
可
白
ロ
仏

Z
Sロ
可
内
出
血
目
σ戸
市
仏
)
者
へ
の
扶
助
を
定
め
て
い
た
が
、
そ
の

た
め
の
条
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
市
民
た
る
こ
と
、
な
い
し
外
国
人
の
場
合
、

在
留
以
後
一
五
年
と
い
う
居
住
要
件
を
課
し
て
い
た
。

被
上
訴
人
ゎ

R
B
E
E
n
v向
島
田
。
ロ
は
一
九
五
六
年
に
メ
キ
シ
コ
か
ら
移

住
し
て
き
た
在
留
外
国
人
で
あ
り
、
一
九
六
九
年
の
時
点
で
六
四
歳
で
あ
っ

た
。
彼
女
は
恒
久
的
労
働
不
能
と
な
り
、
そ
の
た
め
公
的
扶
助
給
付
を
申
請
し

た
。
け
れ
ど
も
、
居
住
要
件
に
満
た
な
か
っ
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
申

請
を
却
下
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
当
該
州
法
の
居
住
要
件
が
平
等
保
護
条
項
に

反
す
る
こ
と
及
び
外
国
人
の
規
制
は
連
邦
政
府
に
よ
り
専
占
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
を
主
張
し
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
社
会
保
障
省
長
官
お

0
8
5
2弘
S
R
え

り
告
白
ユ
自
由
異
色

M
J
H
E
r
d
弓
色
町
田
円
♂

ω
g件
。
。
同
〉
ユ

NOE〉
を
相
手
方

と
し
て
、
当
該
州
法
の
居
住
要
件
の
差
止
命
令
及
び
法
律
上
当
然
に
支
払
わ
れ

る
べ
き
額
の
支
払
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
三
人
構
成
の
連
邦
地
方
裁
判
所
た
る

原

審

公

Z
d巳
z
b
g
a
g
u
u円
江
口
件
。
。
ロ
円
件
同
。

H
S
m
U
H
a丘
町
件
。
同

〉
ユ
N
C
D
印
)
は
、

E
n
F
R色白
O
ロ
の
主
張
を
認
め
た
た
め
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
側
が
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本
件
上
訴
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

上
訴
人
側
は
、
当
該
差
別
が
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
反
し
な
い
と

す
る
理
由
と
し
て
、
福
祉
給
付
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
財
源
の
配
分
に
あ
た
っ

て
は
、
外
国
人
よ
り
市
民
を
優
遇
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
州
に
は
「
特
別
の
公

的
利
益
」
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
及
び
一
五
年
と
い
う
居
住
要
件
を
付
す
る

こ
と
は
連
邦
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
た
。

判
旨
は
ま
ず
一
般
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
経
済
・
社
会
福
祉
領
域
で

は
、
伝
統
的
な
平
等
保
護
理
論
に
よ
れ
ば
、
州
政
府
の
採
っ
た
差
別
手
段
が
合

理
的
基
礎
を
有
す
る
か
ぎ
り
合
意
と
さ
払
成
、
し
か
し
、
外
国
人
は
、
高
度
の

司
法
的
配
慮
が
要
求
さ
れ
る
「
孤
立
・
分
離
し
た
少
数
者
」

2
e
R
E
Z

ハ
刑
制
}

白口内同』

E
E
R
g
E
0
2
3
Q
の
典
型
で
あ
り
、
外
国
人
た
る
こ
と
に
も
と
づ

く
差
別
は
、
人
種
に
も
と
づ
く
差
別
と
同
様
に
、
本
来
違
憲
と
う
た
が
わ
れ
る

〈町、

(由ロ回目
U
2
3
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
在
留
外
国
人
に
の
み
白
州
の
法
を
適

(
筋
〉

用
す
る
州
の
権
限
は
狭
く
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
前
提
の
下
に
、
州
側
の
「
特
別
の
公
的
利
益
」
理
論
に
も
と

づ
く
正
当
化
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
、
当
該
差
別
立
法
を
正
当
化
で
き
る
も
の

で
は
な
い
、
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

ω特
別
の
公
的
利
益
理
論
は
、
権
利

l
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特
権
二
分
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
理
論
を
連
邦
最
高
裁
は
既
に
採

用
し
て
い
な
い
こ
と
、
ゆ
外
国
人
も
平
等
保
護
条
項
に
い
う
「
人
」
ハ
唱
え

gロ〉

に
該
当
す
る
ゆ
え
、
財
源
確
保
の
た
め
の
関
心
は
、
市
民
及
び
長
期
在
留
外
国

人
に
公
的
扶
助
を
限
定
す
る
上
で
は
、
真
に
や
む
を
得
な
い

(nog宮
z
g
m〉

利
益
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
外
国
人
た
る
こ
と

に
基
づ
く
差
別
が
う
た
が
わ
し
い
差
別
公

5
官
三
己
曲
目
曲
目
白

2
巴
。
ロ
)
と
さ

れ
た
場
合
に
は
、
基
本
的
利
益

Q
Zロ仏印

g
g
gご
三
冊
目
目
。
が
授
さ
れ
て

い
よ
う
と
い
ま
い
と
(
日
侵
害
さ
れ
た
利
益
が
基
本
的
な
も
の
か
否
か
、
と
は

〈
邸
)

無
関
係
に
)
、
厳
格
審
査
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
明
言
し
た
。
さ
ら
に
、
外
国

人
も
、
納
税
し
、
徴
兵
に
服
し
、
州
内
で
労
働
し
州
経
済
の
成
長
に
貢
献
し
て

い
る
、
と
い
う
理
由
も
述
べ
て
い
一
問
。

以
上
の
よ
う
に
、
判
旨
は
、
当
該
州
法
を
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
違

反
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占

S
R
o
g
H
Y

件
目
。
ロ
)
の
点
か
ら
も
違
憲
で
あ
る
、
と
し
た
。
つ
ま
り
、
連
邦
議
会
は
、

間
後
生
じ
た
事
由
に
よ
り
公
の
負
担
(
吉
区
山
口
岳
民
間
四
)
と
な
っ
た
在
留
外

国
人
が
追
放
を
う
け
ず
、
か
っ
彼
ら
が
合
衆
国
内
に
と
ど
ま
る
限
り
、
彼
ら
は

す
べ
て
の
州
か
ら
平
等
な
利
益
を
う
け
る
権
利
を
有
す
る
、
と
い
う
政
策
を
宣

明
し
て
お
り
、
当
該
州
法
の
居
住
要
件
は
こ
れ
と
衝
突
す
る
、
と
い
う
の
で
あ

る。
ま
た
上
訴
人
(
川
包
側
の
第
二
の
主
張
に
対
し
て
は
、
根
拠
法
た
る
連
邦
法

(
同

Z
ω
。己回目

ω伺
nc同
日
々
〉
ロ
件
。
同
巴
ω印
)
も
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
対
し
て
、
第

〈
伺
)

}
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
権
限
ま
で
与
え
た
も

ωで
は
な
い
、

と
し
て
こ
れ
を
斥
け
た
。

こ
の
の

E
E
B
判
決
と
吋
品
目
F
S
E
判
決
と
の
ち
が
い
は
、
川
外
国
人

差
別
立
法
を
制
定
す
る
州
の
権
限
が
限
定
さ
れ
る
理
由
に
つ
き
、
後
者
が
、
連

邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
に
求
め
た
の
に
対
し
、
。

E
E
Hロ
判
決
は
、

外
国
人
が
「
孤
立
・
分
離
し
た
少
数
者
」
で
あ
る
こ
と
に
求
め
、
そ
こ
か
ら
外

国
人
た
る
こ
と
に
基
づ
く
差
別
を
「
う
た
が
わ
し
い
差
別
」
と
し
た
こ
と
、

ω

そ
の
た
め
、

吋
島
田
町

E
E
判
決
で
一
不
さ
れ
た
、
平
等
保
護
理
論
と
連
邦
政
府

。
E
Y
E
M
判
決
で
は
見
い
出
さ
れ
ず
、

の
専
占
の
理
論
と
の
結
び
つ
き
が
、

単
に
並
列
的
に
、
二
つ
の
理
論
が
当
該
州
法
の
違
憲
の
理
由
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
、

ω従
っ
て
、
。

E
F
E
M
判
決
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
判
決

入

の
文
面
か
ら
は
、
な
ぜ
、
連
邦
政
府
の
専
占
が
当
該
州
法
の
違
憲
の
理
由
と
し

て
述
べ
ら
れ
た
か
明
白
で
は
な
い
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ωロ
伺
印
司
自
国
ロ
〈
、

u
o
c
m曲目
f
A
F
H
ω
d・
ω
-
g
h
F
(
g
a
)・

上
訴
人
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
人
事
部
部
長
ハ
〉
仏
旨
宮
山
田
昨
日
仲
良
え

z
g弓

ペ
2
W
C
Q
出
ロ
自
由
同
戸
河
内
山
印
。
ロ
可
口
命
的
〉
仏
5
2
2常国片山
O
ロ
)
、
被
上
訴
人
は

第
二
款

北法34(5・143)887

ガ
イ
ア
ナ
に
一
九
二
七
年
に
生
ま
れ
、
一
九
六
四
年
以
来
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に

在
留
す
る
外
国
人
で
お
。
彼
は
競
争
試
験
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
公
務
員
長



料

に
あ
っ
た
。
上
訴
人
は
、
当
初
ロ
σ民
間
即
日
目
を
市
で
一
雇
用
で
き
る
も
の
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、

u
o
c
m田
口
は
市
か
ら
、
雇
用
資
格
が
な

資

い
こ
と
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
公
務
員
法
の
第
五
三
条

ωに
よ
り
解
雇
さ
れ
る

こ
と
、
を
知
ら
さ
れ
た
。
州
公
務
員
法
公
炉
開

2
0
4
J円
2
r
c
i
-
ω
2丘
2

円
担
当
〉
の
第
五
三
条

ωで
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

「
本
法
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
合
衆
国
市
民
で
な
い
い
か
な
る
者

も
、
競
争
試
験
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
資
格
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
よ

そ
こ
で
U
O
ロ
側
同
ロ
は
、

①
当
該
州
法
が
第
一
四
修
正
に
反
し
無
効
で
あ
る

こ
と
の
確
認
判
決
、
②

U
E何
回
口
、
及
び
競
争
試
験
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
公
務

員
の
地
位
に
あ
り
U
O
G
m
回
口
と
同
様
の
地
位
に
あ
る
者
を
選
任
し
雇
用
す
る

こ
と
を
、
外
国
人
た
る
こ
と
を
理
由
に
拒
否
す
る
こ
と
に
対
す
る
差
止
命
令
、

③
得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
給
料
の
支
払
、
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
三
人
構

成
の
連
邦
地
裁
と
な
っ
た
原
審
公

Z
Cロ
冨
五
回

a
g
E
aュanug江

崎
。
円
任
由

ωcc昨日同町『ロ

o
-
2
ユ2
0同

Z
2弓
J

円
。
再
)
は
、
平
等
保
護
条
項
及

び
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
に
も
と
づ
き
、
当
該
州
法
を
違
憲
と
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
州
側
は
上
訴
し
、
本
件
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

市
側
の
主
張
は
、
①
当
該
州
法
は
、
キ
ャ
リ
ア
ー
の
公
務
員
を
一
辰
一
う
上
で
の

特
別
の
要
請
を
反
映
し
た
、
包
括
的
な
差
別
を
定
め
た
も
の
ゆ
え
、
第
一
四
修

正
の
平
等
保
護
条
項
に
反
し
な
い
、
②
州
の
政
策
の
作
成
・
執
行
に
あ
た
る
、

高
い
地
位
に
あ
る
公
務
員
に
つ
い
て
の
み
、
市
民
権
要
件
を
設
け
る
、
と
い
う

北法34(5・144)888

当
該
州
法
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
、
州
の
合
法
な
利
益
は
大
き
い
、
③
一
般

的
に
外
国
人
は
本
国
人
よ
り
離
職
す
る
率
が
高
く
、
そ
の
た
め
州
は
代
わ
り
の

者
を
新
た
に
雇
用
・
訓
練
す
る
と
い
う
負
担
を
負
う
可
能
性
が
高
ま
り
、
非
効

率
的
だ
(
②
③
は
特
別
の
公
的
利
益
の
主
張
)
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

上
訴
人
側
の
主
張
の
第
一
点
に
つ
い
て
、
判
旨
は
、
外
国
人
が
「
孤
立
・
分

離
し
た
少
数
者
」
公

Z
企
R
5
5
8仏

g叫
己
尽
き
ロ

2
5じ
で
あ
り
、

外
国
人
差
別
が
厳
格
審
査
に
服
す
る
と
し
た
の
円
岳

BH
判
決
及
び
、
在
留
外

国
人
に
の
み
白
州
の
法
を
適
用
す
る
州
の
権
限
が
狭
く
限
定
さ
れ
る
と
し
た

吋
白

E
F
S
E
判
決
を
引
用
し
て
、
当
該
州
法
を
実
施
す
る
州
の
利
益
の
重
大

ハ釘〕

性
、
及
び
当
該
差
別
が
用
い
ら
れ
る
範
囲
の
限
定
に
つ
い
て
審
査
す
る
。
こ
こ

で
判
官
は
、
州
が
白
州
の
統
治
形
態
を
定
め
る
こ
と
、
及
び
政
治
社
会
(
旬
。
‘

]
E
E
T
H
O
B
S
Z
2
3心
と
い
う
基
本
的
概
念
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
人
々
に

統
治
へ
の
参
加
を
限
定
す
る
こ
と
、
に
つ
い
て
利
益
を
有
し
て
お
り
、
白
州
の

政
治
社
会
(
宮

E
F
S
-
g
g自
己
ロ

5
可
〉
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
き
広
い
権
限

が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
こ
の
重
大
な
目
的
を
達
成
す
る
際
に
州
が
用
い
る

手
段
は
、
当
該
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
正
確
に
定
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

JWW

と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
当
該
州
法
一
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
を
、
競
争
試
験

に
よ
り
選
任
さ
れ
る
す
べ
て
の
公
務
員
か
ら
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
手
段
と

し
て
は
正
確
性
に
欠
汎
、
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
違
反
と
な
る
、
と
し
た
。



次
に
上
訴
人
側
の
第
二
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
公
的
利
益
理
論
を
拒

絶
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制j権限と司法審査

「
彼
は
税
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
わ
が
国
の
兵
役
に
版

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
中
略
)
こ
の
理
論
(
日
特
別
の
公
的
利
益
理
論
)
は
、

特
権
と
い
う
考
え
方
及
び
公
的
資
源
の
利
用
を
制
約
す
る
こ
と
の
望
ま
し
さ

と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
適
用
で
き
な
い
。

〈
中
略
)
(
こ
の
特
別
の
公
的
利
益
)
理
論
は
、
、
H

，田

-sygE
判
決
及
び

の
E
一
『
戸
田
同
国
判
決
に
よ
り
弱
体
化
し
た
の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
事
件
を

(
間
)

左
右
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
」

最
後
に
、
上
訴
人
側
第
三
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
競
争
試
験
に
よ
り
選
任
さ

れ
る
す
べ
て
の
公
務
員
か
ら
す
べ
て
の
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
を
、
効
率
と

い
う
こ
と
に
よ
り
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
。
つ
ま
り
、
外
国

人
が
市
民
以
上
に
仕
事
を
投
げ
出
し
て
職
を
去
っ
て
い
く
蓋
然
性
が
高
い
こ
と

を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
た
と
え
そ
の
蓋
然
性
が
実
際
高
い
と
し
て

も
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
当
該
外
国
人
差
別
に
合
理
的
根
拠
を
与
え
る
こ
と
は

(
附
)

で
き
ず
、
「
出
費
の
制
限
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
差
別
さ
れ
た
集
団
が
外
国

(
叩
)

人
で
あ
る
場
合
に
不
適
切
で
不
合
理
で
あ
る
」
と
い
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
結
論
と
し
て
当
該
州
法
は
違
憲
と
さ
れ
、
連
邦
議
会
の
専

(
問
)

占
に
関
す
る
問
題
に
触
れ
る
必
要
な
し
、
と
し
た
。

本
判
決
が
し
か
し
重
要
な
の
は
、
以
上
の
判
決
理
由
に
続
く
附
随
的
意
見
の

存
在
に
よ
る
。
そ
こ
で
は
、
州
は
、
民
主
主
義
原
理
に
よ
り
運
用
さ
れ
る
政
治

機
関

2
0
5
0
2え
片
方

o
-
E
Eごロ凹昨日
z
t
gる
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る

権
限
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
権
の
有
無
を
、
投
票
な
い
し
高
度
の

公
職
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
の
差
別
基
準
と
し
て
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
旨
示

(
附
)

さ
れ
て
い
る
c

本
判
決
の
特
色
は
、
①
の

E
F回
目
判
決
の
論
理
構
成
を
継
承
し
な
が
ら
、

う
た
が
わ
し
い
差
別
と
い
う
用
語
を
使
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
②
連
邦
政
府
の
移

民
規
制
権
限
の
専
占
と
い
う
問
題
に
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
③
州
政
府
に
よ
る

外
国
人
差
別
で
あ
っ
て
も
厳
格
審
査
を
用
い
な
く
て
よ
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
た
こ
と
、
に
あ
ろ
う
。
①
の
特
色
は
③
の
特
色
と
表
裏
を
な
す
も
の
と

{
防
)

思
わ
れ
、
ま
た
②
の
点
は
の

E
E
B
判
決
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
当

然
と
も
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
③
の
特
色
で
あ
る
。
先
に
注
(
M

出
)
で
も
触
れ

て
お
い
た
が
、
あ
る
基
準
に
よ
る
差
別
に
つ
き
、
そ
の
差
別
対
象
の
特
性
を
理

出
と
し
て
ー
そ
の
差
別
基
準
が
う
た
が
わ
し
い
と
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら

ず

i厳
格
審
査
が
生
ず
る
と
す
る
と
、
常
に
そ
の
よ
う
な
差
別
に
つ
い
て
、
厳

格
審
査
が
用
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
、
か
、
な
ぜ
あ
る
場
合
に
は
合
理
的
基
礎
の

テ
ス
ト
で
足
り
る
か
、
と
い
う
批
判
が
あ
て
は
ま
る
ひ
と
つ
の
場
合
な
の
で
あ

(
削
)
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
平
等
保
護
理
論
に
依
つ
て
は
困
難
と
思
わ
れ

(
川
)
る。

と
も
あ
れ
、
こ
の
附
随
的
意
見
に
依
拠
し
て
、
外
国
人
差
別
州
法
に
対
す
る

北法34(5・145)889



料

三
件
の
合
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
。

察
官
〈
司
o
E
Z内)口。

B
2
4
及
び
教
師
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
州
法
が
争

わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
こ
の
三
判
決
を
紹
介
・
検
討
す
る
。
そ
の
理
由

は
、
①
こ
の
よ
う
な
公
職
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
が
合
意
と
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
州
法
と
の
関
係
で
、
外
国
人
差
別
が
う
た
が
わ
し
い
差
別
と
い
え

(
間
)

る
か
ど
う
か
あ
や
し
く
な
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
平
等
保
護
理
論
と
し
て
の
判
例

理
論
の
一
貫
性
が
ま
す
ま
す
あ
や
し
く
な
っ
た
こ
と
、
②
他
方
、
結
果
の
妥
当

性
は
と
も
か
く
、
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
と
い
う
見
地
か
ら
は
、

な
お
判
例
は
一
貫
し
て
い
る
と
い
い
う
る
こ
と
、
に
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
事
案
は
、

警
察
官
・
保
護
観

資

(i) 

外
国
人
差
別
州
法
に
つ
い
て
の
三
件
の
合
憲
判
決

喝
己
目
可
〈

-ncロロ巾ロ
0
・
品

ω印

d.ωNUH(巴吋∞)・

合
衆
国
で
、
在
留
外
国
人
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

第

款

上
訴
人

(E-4)
は、

州
に
居
住
し
て
い
た
。
彼
は
競
争
試
験
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
州
警
察
官
と
し
て

就
職
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
受
験
を
申
請
し
た
が
、
州
側
は
、
こ
の
申
請

(
問
)

を
却
下
し
た
c

ユュ

l
ヨ
l

p
州
で
は
、
警
察
官
か
ら
の
外
国
人
排
除
政
策
は
一
九
二
七
年

以
来
続
い
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
州
側
の
申
請
却
下
に
つ
い
て
、
上
訴
人

は
根
拠
法
令
た
る
当
該
州
法
が
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
違
反
で
あ
る
こ

と
の
確
認
判
決
を
求
め
出
訴
し
た
が
、
三
人
構
成
と
な
っ
た
原
容
た
る
連
邦
地

方
裁
判
所
会

Z
d巳
片
昆

ω
g
g師
恩
師
丹
江
口
件
。
。
ロ
ユ
同

0
2
Z
ω
g
s
m
g

目的
E
2
0同
2
2
ペ々
R
S
は
当
該
州
法
を
合
意
と
し
た
。
こ
の
判
決
に
対

北法34(5・146)890

し
て
句

o
g可
は
上
訴
し
た
。

本
件
に
お
い
て
判
旨
は
、
外
国
人
差
別
の
す
べ
て
の
立
法
に
つ
い
て
厳
格
審

査
が
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
前
提
を
と
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ

て
の
外
国
人
排
除
立
法
に
厳
格
審
査
を
用
い
る
こ
と
は
、
市
民
権
の
も
っ
て
い

る
歴
史
的
価
値
を
見
失
わ
せ
、
外
国
人
と
市
民
と
の
悶
の
差
異
を
没
却
す
る

(
川
)

こ
と
に
な
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
市
民
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人

は
民
主
主
義
に
も
と
づ
く
政
策
決
定
に
参
加
す
る
権
利
を
獲
得
で
き
る
こ
と
を

(
川
)

指
摘
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
広
汎
な
公
的
政
策
の
作
成
・
執
行
及
び
審

牽
に
直
接
参
加
す
る
」
「
重
要
で
は
あ
る
が
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
も
の
で

(
山
山
)

は
な
い
(
口
。
ロ
l
開

Z
n
z
g
)、
行
政
上
・
立
法
上
・
司
法
上
の
地
位
」
に
就
く

(
川
)

こ
と
に
つ
い
て
市
民
権
要
件
を
課
し
、
そ
こ
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
場
合
に

は
、
州
は
、
排
除
目
的
と
当
該
排
除
と
の
間
に
合
理
的
関
連
性
が
あ
る
こ
と
を

(
山
川
)

立
証
す
れ
ば
、
当
該
排
除
を
正
当
化
で
き
る
、
と
し
た
。

本
件
で
争
わ
れ
て
い
る
警
察
官
と
い
う
織
は
こ
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
で
き

る
地
位
に
あ
た
る
、
と
判
一
部
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
警
察
官
が
裁
量
的
な

決
定
な
い
し
政
策
執
行
を
行
い
、
し
か
も
そ
の
こ
と
が
市
民
生
活
に
直
接
、
重

(
川
)

大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
②
警
察
官
と
い
う
特
別
の
職
の
も
っ
こ
の
よ
う
な

性
格
か
ら
し
て
、
市
民
権
要
件
を
課
す
る
こ
と
に
は
合
理
的
理
由
が
あ
る
こ



(
川
)
と
、
を
掲
げ
た
。

〉

s-u白
n
v
J、・

zoコi
n
w‘
品

S

C・
ω・自由

(
H
2
3・

本
件
で
は
公
立
学
校
の
教
師
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
ニ
ュ
1

ヨ

L
P
州
法

が
争
わ
れ
合
意
と
さ
れ
た
。
こ
の
州
法
(
沼
担
当
J

へR
W
H
w
p
v
n一回汁円。芦
F
目当〉

は
市
民
で
な
い
者
を
州
公
立
学
校
の
教
師
と
な
る
資
格
の
な
い
者
と
し
て
い
た

が
、
同
法
は
川
教
育
委
員
会
委
員
長
公
宮
内
U
O
B
B
U巳
Oロ
巾
円
。
時
何
色

C
2・

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制l権限と司法審査

門
戸

0
5
に
こ
の
規
定
の
適
用
除
外
を
設
け
る
権
限
を
与
え
て
お
り
、
教
育
委
員

長
は
、
こ
の
権
限
に
基
づ
き
、
市
民
権
申
請
の
意
志
を
表
明
し
た
者
に
つ
い
て

は
、
初
等
教
育
及
び
中
等
教
育
の
公
立
学
校
の
教
師
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い

た。
本
件
の
被
上
訴
人

2
2呈
口
宵
(
も
う
一
人
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
の
被
上
訴

人
も
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
述
し
な
い
)
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、

一
九
六
五
年
以
来
合
衆
国
に
在
留
し
、
合
衆
国
市
民
と
結
婚
し
て
い
た
。
彼
女

は
一
九
七
三
年
に
保
育
学
校
(
ロ

5
8弓
R
E
o
-
)
の
教
師
の
免
状
を
申
請

し
た
が
、
市
民
権
取
得
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
市
民
権
を
申
請
す
る
こ

と
を
一
貫
し
て
拒
否
し
て
い
た
た
め
、
当
該
申
請
を
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で

Z
2当
日
ロ
宵
は
当
該
州
法
の
市
民
権
要
件
の
執
行
停
止
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

三
人
構
成
と
な
っ
た
原
審
た
る
連
邦
地
方
裁
判
所
(
吾
四

d
三
芯
仏
認
丘
町
田

U
U汁
ユ
ロ
汁
の
0
5
吋庁内
O吋汁
F
n
ω
o
c
a
M
Rロ
U
Z宵
円
円
件
。
同

Z
四
者
ペ
O『
W
〉
は

。
E
E
S
判
決
の
厳
格
審
査
基
準
を
用
い
て
、

当
該
州
法
の
規
定
は
第
一
四

修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
、
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
当
該
州
法
の
規

定
が
す
べ
て
の
外
国
人
を
す
べ
て
の
教
職
か
ら
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
度

に
広
汎
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
州
側
は

本
件
上
訴
に
至
っ
て
い
る
。

本
判
旨
も
や
は
り

ωロ同
R
5
2
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
「
投
票
者
の
資
格
」
、

「
州
の
、
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
、
も
し
く
は
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
が
重
要
な
、
立
法
上
・
行
政
上
・
司
法
上
の
地
位
」
で
「
代
議
制

に
よ
る
統
治
会
開
℃
2
m
g
g丹
Z
m
m
0
4四円ロ
B
g同
)
の
中
心
に
あ
る
、
広
、
汎

(
川
)

な
公
的
政
策
の
作
成
・
執
行
及
び
審
査
に
直
接
参
加
す
る
も
の
」
か
ら
、
外
国

(
川
)

人
を
排
除
す
る
州
法
に
対
し
て
は
、
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
る
、

と
述
べ
た
。
ま
ず
、
公
立
学
校
の
教
師
が
こ
の
よ
う
な
統
治
上
重
要
な
地
位
に

あ
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
は
、
①
教
師
が
、
統
治
に
対
す
る
学
生
の
態
度
や
、

社
会
に
お
け
る
市
民
の
役
割
に
つ
い
て
の
学
生
の
理
解
を
発
展
さ
せ
る
上
で
、

(
問
)

中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
②
一
統
治
、
歴
史
、
市
民
と
し
て
の
義

務
な
ど
と
直
接
関
連
す
る
教
科
の
教
師
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
教
師
が
、
市

(nFJ『
Fn
〈

U
Aい
信
仰
〉

民

と

し

て

の

美

徳

を

教

え

る

義

務

を

も

っ

て

い

る

と

考

(

問

)

(

削

)

え
ら
れ
る
こ
と
、
か
ら
、
統
治
上
重
要
な
地
位
に
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
合
理

的
関
連
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
行
政
規
則
が
市
民
権
を
得
る
意
士
山
の
な
い
者

(
惚
)

の
み
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
関
連
性
あ
り
、
と
し
た
。

出
。
与
四
日
目
〈
・

9
2
2
1
E
E
O
L
E
d
-
ω
・
8
N・
8

?
者・

8
8
北法34(5・147)891



料

(

H

由
∞
凶
〉
・

資

こ
の
よ
う
に
、

ω己
陶

R
g
E
判
決
に
よ
り
示
唆
さ
れ
、
旬
。
]
ミ
判
決
、

krsznF
判
決
が
採
用
し
た
、
う
た
が
わ
し
い
差
別
に
対
す
る
例
外
的
領
域

(
問
)

を
、
さ
ら
に
拡
張
し
た
、
と
い
わ
れ
る
も
の
が
本
判
決
で
あ
る
。

被
上
訴
人
は
永
住
目
的
の
在
留
外
国
人
で
あ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
在

住
し
て
い
た
。
彼
は
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
保
護
観
察
省
公

Z

T)由
〉
口
問
己

gnuo広
三
可
司

g
g
z
oロ
ロ
告
白
ユ

5
2仲
)
の
保
護
観
察
副
官

(
色
巾
同
)
口
々
も
円
。

g
t
oロ
O
B
2
3
た
る
職
に
就
こ
う
と
申
請
し
た
が
、
カ
リ

ブ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
典
公

Z
P
-ロ
ミ
ロ
日
目
。
。
〈
巾

B
B
g丹
わ
。
色
町
)
の
第
一

。
三
条
例
で
、
「
法
に
よ
り
治
安
官
守

2
2
0
B
2円
)
で
あ
る
と
宣
さ
れ
て

い
る
公
務
員
」
は
合
衆
国
市
民
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
刑
法
お
と
は

2
巳白

F
E
ニ
uaε
第
八
三

O
条
の
五

は
、
保
護
観
察
副
官
が
治
安
官
た
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
当
該
申

請
は
却
下
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
当
該
市
民
権
要
件
が
第
一
一
凶
修
正
に
反
す
る
と
し
て
、
確
認
、
差

止
な
ど
の
救
済
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
原
審
〈
匹
目
白
ロ
伊
丹
叩
【

5
5
g師
恩
師
同
ユ
♀

mu
。
ロ
立
沙
門
同
町
叩
め
叩
ロ
可
向
日
虫
色
江
口
件
え
の
と
氏
。
B
U
)
は
結
局
違
憲
判
決

を
下
し
た
た
め
、
州
側
が
本
件
上
訴
を
な
し
た
。

法
廷
意
向
昂
ハ
巧

E
g
判
事
に
よ
る
)

は
五
名
で
あ
る
が
、
明
。

-4
事
件
と

同
じ
く
個
人
に
対
し
て
強
制
力
を
行
使
す
る
主
権
上
の
権
限
を
保
護
観
察
官
は

有
し
て
お
り
、
権
限
行
使
の
相
手
方
は
限
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
相
手
方
に
対

し
て
は
保
護
観
察
官
の
権
限
は
広
範
で
あ
る
し
、
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
場
合

(
間
)

の
裁
量
権
も
ま
た
広
範
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
保
護
観
察
官
は
、

ω
c
m
R
-

ヨ
白
ロ
判
決
の
定
め
た
例
外
的
領
域
に
該
当
す
る
、
と
し
た
。

第
四
款

① 

本
節
の
ま
と
め

吋
同
}
向
田

-E-印
匡
判
決
で
は
、

州
政
府
の
外
国
人
差
別
を
行
う
権
限
が
限

定
さ
れ
る
理
由
を
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
に
求
め
た
が
、

E
B
判
決
は
こ
の
理
由
を
、
外
国
人
の
も
っ
て
い
る
性
質
に
求
め
、
そ
こ
か

ら
、
外
国
人
た
る
こ
と
守
口
g
ω
m
m
)
に
も
と
づ
く
差
別
は
「
う
た
が
わ
し
レ

差
別
L

守
口
印
可
叩
円
門
口

s
a
s
g
p
vロ
)
で
あ
る
、
と
し
た
。

以
後
の
州
に
よ
る
外
国
人
差
別
立
法
で
は
、
こ
の
考
え
方
に
も
と
づ

き
、
い
く
つ
か
の
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
あ
る
場
合
に
は
厳
格

と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ

② 
審
査
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
、

(∞ロ拘白円・

g
g
判
決
の
附
随
的
怠
見
)
、

」
れ
に
基
づ
い
て
合
憲
判
決
が
出
さ
れ
て
い

る。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
外
国
人
た
る
こ
と
に
よ
る
差
別
が
、
通
常
の
意

味
に
お
け
る
「
う
た
が
わ
し
い
差
別
」
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
あ
る
場

合
に
、
あ
る
こ
と
に
よ
る
差
別
に
つ
き
、
差
別
対
象
の
特
性
か
ら
厳
格
審
査
が

③ 
用
い
ら
れ
る
、
と
さ
れ
な
が
ら
、
他
の
場
合
に
は
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
で
足

北法34(5・148)892
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り
る
、
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
等
保
護
理
命
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
困
難

(
凶
)

で
あ
ろ
う
。

④ 

以
上
の
よ
う
な
判
例
の
混
乱
は
、
お
そ
ら
く
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
対

立
す
る
認
識
の
葛
藤
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
認
識
と
は
、(
凶
)

一
方
で
は
外
国
人
も
ア
メ
リ
カ
社
会
の
積
極
的
参
加
者
で
あ
る
、
と
い
う
認
識

と
、
し
か
し
、
他
方
、
の
円
山
町
田
自
判
決
の
厳
格
審
査
を
直
ち
に
適
用
す
れ
ば
、

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制j権限と司法審査

市
民
と
外
国
人
と
を
区
別
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
州
法
を
無
効
と
し
な
く
て

(

向

山

)

は
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
認
識
H
困
惑
で
あ
る
。

第

節

連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
と
司
法
審
査
基
準

外
国
人
た
る
こ
と
に
基
づ
く
差
別
に
は
厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
に
は
二
つ
の
例
外
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は

ωロ
mミ
5
5
判
決
の
附
随
的
意

見
に
よ
り
示
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
で
あ
り
、

ひ
と
つ
は
連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
連
邦
政

下
級
審
判
決
と
合
わ
せ

(
凶
)

て
検
討
す
る
。
一
一
件
の
判
例
と
は
回
目
5
官
。
ロ
〈
・
認
。
巧

ωロ
ロ
当
。
ロ
聞
及
び

(
凶
)

沼
恒
答
申
若
田
ぐ
・
呂
田
N

で
あ
る
。

府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
関
す
る
こ
件
の
判
例
を
、

第

款

呂
田
丹
}
足
当
由

4

・盟問
N
・

九

F
N
∞
C
・
ω
-
S
(戸
当
由
)

本
件
の
被
上
訴
人
は
三
名
で
あ
り
、
合
衆
国
に
在
留
し
て
い
る
期
聞
は
い
ず

れ
も
五
年
以
下
で
あ
る
が
、
在
留
資
格
は
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
名

〈
例
目
立
ロ
。
N
帥
)
は
一
九
七
一
年
に
永
住
目
的
で
入
国
を
許
可
さ
れ
た
外
国
人
で

あ
る
が
、
他
の
二
名
(
ロ
U
N
及
び

Q
R
S
は
キ
ュ
ー
バ
難
民
で
あ
り
、
法

(
閣
)

務
長
官
の
裁
量
に
よ
り
合
衆
国
に
在
留
し
て
い
た
。
年
齢
は
三
名
と
も
六
五
歳

(
問
)

を
越
え
て
い
た
。
彼
ら
は
老
齢
医
療
保
険
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
加
入
を
申
請
し
た

が
、
加
入
要
件
と
し
て
、
在
留
外
国
人
と
し
て
五
年
以
上
合
衆
国
に
在
留
し
て

い
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
阿
国
立
ロ

c
g
は
居
住
期
間
要
件
を
満
た
せ

ず
、
他
の
二
名
は
在
留
資
格
要
件
と
居
住
期
間
要
件
の
両
者
を
満
た
せ
な
か
っ

た
た
め
、
由
ザ
誇
を
却
下
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
財
源
は
、
連
邦

政
府
か
ら
の
基
金
及
び
受
給
者
の
負
担
か
ら
成
り
、
財
源
に
占
め
る
比
率
は
半

々
で
あ
っ
た
。

一
九
七
二
年
八
月
、
ま
ず
豆
誌
が
訴
え
を
提
起
し
、
九
月
に
、
。

s
g
及

び
切
目
立
ロ
白
血
が
こ
の
訴
訟
に
参
加
し
た
。
訴
え
の
内
容
は
、
当
該
連
邦
法

が
違
憲
た
る
こ
と
の
確
認
及
び
当
該
連
邦
法
の
規
定
の
執
行
の
差
止
命
令
で
あ

(
悦
)

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
逮
邦
政
府
は
当
該
規
定
の
正
当
化
の
事
由
と
し
て
、

川
財
源
の
保
全
、
間
あ
る
種
の
外
国
人
(
特
に
一
時
滞
在
の
外
国
人
な
ど
)
を

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
排
除
し
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
、
を
主
張
し
た
。

(
問
)

山
原
審
の
判
断

l
u仲間
N

〈・
4
司
巳
ロ

σ
2
m
R
司・

ωロ
宅
-
H
Q
ミ
ω〉・

原
審
は
本
件
を
判
断
す
る
上
で
、
室
内
に
や
む
を
得
な
い

(
2
5宮
口
吉
岡
)
利

北法34(5・149)893



料

益
テ
ス
ト
で
は
な
く
、
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
を
用
い
た
。
真
に
や
む
を
得
な

い
利
益
テ
ス
ト
を
用
い
る
場
合
と
は
、
争
わ
れ
て
い
る
差
別
が
人
種
や
血
統

資

2
5品
目
)
と
い
っ
た
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
に
基
づ
く
場
合
で
あ

り
、
外
国
人
た
る
こ
と
守
口

g白
m
m
)
は
、
政
府
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
地
位

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
真
に
や
む
を
得
な
い
利
益
テ
ス
ト
を
使
い
う
る
場
合

(
制
)

で
は
な
い
、
と
原
審
は
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
本
判
決
の
用
い
る
テ
九

(
間
)
ト
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
の
差
別
が
許
さ
れ
る
の
は
、
当
該
差
別
が
①
合
理
的

基
礎
を
有
し
、
か
つ
②
不
快
な
公
ロ
己
島

0
5〉
差
別
で
な
い
場
合
で
あ
る
こ
と
、

を
指
摘
し
て
、
連
邦
政
府
の
上
述
川
町
の
主
張
各
々
が
こ
の
要
件
を
満
た
す
か

(

問

)

(

(

否
か
、
を
判
断
す
る
。

連
邦
政
府
仰
の
主
張
に
つ
い
て
。

目
的
と
の
合
理
的
関
連
性
に
つ
い
て
。

当
該
規
定
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
原
審
は
、
連
邦
政
府
の
主
張
を
認
め
、
当

の① 
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
財
政
の
健
全
さ
を
継
続
的
に
保
全
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

(
叩
)

る
、
と
考
え
、
こ
れ
が
合
法
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。

た
だ
し
、
こ
の
目
的
と
当
該
差
別
規
定
と
の
聞
の
合
理
的
関
連
性
を
原
審
は

寄
定
し
た
。
単
に
連
邦
政
府
の
出
費
が
増
加
す
る
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、

退
職
後
の
年
齢
に
該
当
す
る
外
国
人
を
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
か
ら
排
除

す
る
こ
と
を
十
分
正
当
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
原
審
は
判
断
し
た
の
で

(
閣
)

あ
る
c

不
快
な
(
吉
i
E
oロ
凹
)
差
別
に
当
た
る
か
否
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
審
は
、
③
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
給
に
当
て
ら
れ

る
財
源
は
税
金
か
ら
も
成
っ
て
お
り
、
外
国
人
も
税
金
を
納
め
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
外
国
人
が
居
住
期
間
要
件
に
よ
り
受
給
を
う
ば
わ
れ
る
当
該
差
別
は
不

(
別
)

快
で
あ
り
、
⑤
さ
ら
に
当
該
居
住
期
間
要
件
が
単
に
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
の

② 

北法34(5・150)894

受
給
を
延
期
す
る
だ
け
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
要
件
が
満
た

さ
れ
る
ま
で
医
療
の
た
め
の
出
費
を
延
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
し
て

(
間
)

も
、
当
該
差
別
は
不
快
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
連
邦
政
府
間
の
主
張
は
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
を
ク
リ

ア
ー
で
き
な
い
、
と
原
審
は
判
示
し
た
。

連
邦
政
府
間
の
主
張
に
つ
い
て
。

目
的
と
の
合
理
的
関
連
性
に
つ
い
て
。

@ ① 
」
の
主
張
を
裏
づ
け
る
目
的
と
し
て
は
、
単
に
医
療
保
健
を
う
け
る
た
め
に

の
み
入
国
す
る
外
国
人
や
、
不
法
に
居
住
す
る
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ

(
同
)

る
と
認
定
し
、
目
的
と
し
て
は
正
当
で
あ
る
と
し
た
。

た
だ
し
、
五
年
間
と
い
う
居
住
期
間
要
件
は
、
連
邦
政
府
側
の
こ
の
主
張
に

よ
っ
て
は
、
合
理
的
関
連
性
を
立
証
さ
れ
て
い
な
い
、
と
原
審
は
判
断
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
居
住
期
間
要
件
自
体
は
、
利
益
を
与
え
な
く
て
も
よ
い
者
(
例
え

ば
外
国
に
生
活
の
本
拠
を
持
ち
な
が
ら
合
衆
国
内
に
比
較
的
長
期
間
居
住
し
て

に
も
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
過
多
包
含
の
(
。

5円
i
z
n
-
ロ
i

い
る
者
)



(
悦
)

mH
ぐ
叩
)
要
件
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

② 

不
快
な
差
別
に
あ
た
る
か
否
か
。

①
の
よ
う
に
過
多
包
含
の
要
件
で
あ
っ
て
も
そ
れ
だ
け
で
合
理
的
基
礎
に
欠

(

山

内

)

け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
判
旨
は
当
該
差
別
が
不
快
な
差
別
に
該

当
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
当
該
居
住
期
間
要
件
が
帰
化
有
資
格

と
な
る
た
め
の
期
間
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
要
件
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制j権限と司法審査

外
国
人
を
、
外
国
人
た
る
こ
と
自
体
を
理
由
と
し
て
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
排

(
川
町
)

除
す
る
と
い
う
結
果
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
不
快
な
差
別
と
な
る
、
と
認
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
連
邦
政
府
間
の
主
張
も
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
を
ク
リ
ア

ー
で
き
な
い
、
と
し
た
。

さ
て
、
以
上
は
五
年
間
と
い
う
居
住
期
間
要
件
に
対
す
る
判
断
で
あ
る
が
、

こ
の
居
住
期
間
要
件
は
永
住
目
的
の
入
国
許
可
の
要
件
と
切
り
離
せ
な
い
か

(
市
)

ら
、
当
該
規
定
全
体
が
執
行
不
可
能
に
な
る
、
と
原
審
判
決
は
判
断
し
、
結
果

的
に
は
原
告
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
連
邦
政
府
側
は
、
①
連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に

対
す
る
司
法
審
査
基
準
は
、
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
対
す
る
そ
れ
と
ち

が
い
、
き
わ
め
て
ゆ
る
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る

差
別
は
、
差
別
の
た
め
に
引
か
れ
た
線
が
合
理
的
に
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
許
容
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
司
法
部
は
自
己
の
判
断
を
差
し
は
さ
む
こ
と

が
で
き
な
い
、
③
本
件
で
争
わ
れ
て
い
る
規
定
は
全
体
と
し
て
合
理
的
で
あ

る
、
と
主
張
し
て
上
訴
し
た
。

)
 
-
I
 
E
I
 
(
 
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
沼
田
仲
宮
者
的
〈
・
宮
山
N
-
h
p
g
d・
ω・
2

(
H
由
、
吋
由
〉
・

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
外
国
人
が
第
五
修
正
の
保
護
範
囲
に
入
る
こ
と
を
認

め
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
の
外
国
人
が
市
民
の
有
す
る
す
べ
て
の

(
山
川
)

特
権
を
享
受
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
前
提
か
ら
議
論

を
は
じ
め
る
。
他
方
の
前
提
と
し
て
、
連
邦
議
会
が
帰
化
及
び
移
民
規
制
に
つ

(W) 

い
て
広
汎
な
権
限
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
。

以
上
の
前
提
か
ら
連
邦
最
高
裁
判
所
は
き
わ
め
て
制
限
的
な
司
法
審
査
論
を

展
開
す
る
。
本
判
旨
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
と
外
国
人
と
の
関
係
を
規
制
す
る
責

任
は
政
府
の
政
治
部
門

Q
o
-
E
Sご
ν
Eロ
n
v
g
c同

m
o
s
s
s
g
C
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
の
決
定
は
他
国
と
の
関

係
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
差
別
が
経
済
・
政
治
情
況
に
て
ら

し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
決
定
は
司
法
部
よ
り
立
法
部
・

(
附
)

行
政
部
の
方
が
よ
り
適
切
に
行
い
う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本

件
差
別
は
ま
さ
に
政
治
的
選
択
の
も
つ
柔
軟
性
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
、
と
い

(附
)

(

m

)

ぅ
。
以
上
の
理
白
か
ら
、
政
治
問
題

Q
o
E
W
E
-
c
c
g片
目
。
ロ
回
)
に
つ
い
て
司

法
審
査
を
排
除
す
る
諸
事
由
に
鑑
み
て
、
裁
判
所
は
移
民
・
帰
化
領
域
に
お
け

る
連
邦
議
会
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
を
行
う
に
つ
き
、
消
極
的
基
準
を
用
い

(
問
)

る
べ
き
だ
、
と
し
た
c

北法34(5・151)895



料

か
く
し
て
、
き
わ
め
て
ゆ
る
い
審
査
基
準
を
用
い
て
、
本
判
回
目
は
当
該
規
定

が
合
理
的
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
争
わ
れ
た
こ
つ
の
条

件
|
永
住
目
的
に
よ
る
入
国
許
可
の
取
得
要
件
と
、
五
年
間
と
い
う
居
住
期
間

(
悦
)

要
件
ー
が
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
の
、
連
邦
議
会
の
定
め
た
要

件
に
合
致
し
た
者
が
、
そ
れ
以
外
の
者
よ
り
も
合
衆
国
と
の
つ
な
が
り
が
強
い

も
の
と
錐
定
す
る
の
は
完
全
に
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
、
と
判
断
し

(持
J
hド

資

な
お
、
以
上
の
よ
う
に
も
っ
と
も
ゆ
る
や
か
な
審
査
基
準
に
よ
り
プ
ロ
グ
ラ

ム
全
体
が
有
効
と
さ
れ
る
、
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
厳
格
審
査
を
移
民
た
る
原

告
に
も
非
移
民
た
る
原
告
に
も
拒
否
す
る
、
と
い
う
論
理
を
用
い
て
、
本
判
旨

は
、
移
民
た
る
原
告
と
非
移
民
た
る
原
告
と
の
悶
に
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
い

(
山
山
)

か
、
と
い
う
問
題
を
巧
妙
に
処
理
し
た
。

こ
の
連
邦
最
高
裁
判
決
の
特
色
は
、

本
件
で
争
わ
れ
た
連
邦
法
規
が
の

E
Y
E
H
事
件
で
争
わ
れ
厳
格
審
査

に
よ
り
違
窓
と
さ
れ
た
州
法
と
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
、

②
と
こ
ろ
が
本
判
旨
は
、
合
理
的
基
礎
テ
ス
ト

l
し
か
も
そ
の
も
っ
と
も

(
防
)

ゆ
る
や
か
な
も
の
!
を
用
い
て
合
憲
判
決
を
下
し
た
こ
と
、

① 

こ
の
よ
う
な
司
法
審
査
基
準
を
用
い
た
理
由
と
し
て
、
連
邦
政
府
の
移

民
規
制
権
限
の
性
格
を
示
し
た
こ
と
、

(
間
)

に
あ
ろ
う
。

③ 

第
二
款

国
自
国
℃
件
。
ロ
〈
・
宮
。
唱

ω
5
4司
C
ロ
m-
お
田
口
・

ω-g
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ハHmwJ吋
白
〉
・

本
件
は
連
邦
公
務
員
の
雇
用
に
つ
い
て
外
国
人
を
排
除
す
る
連
邦
政
府
の
政

(
市
)
策
の
当
否
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
盟
国
N

判
決
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
福

祉
受
給
資
格
要
件
と
し
て
の
居
住
期
間
要
件
及
び
在
留
資
格
要
件
を
合
憲
と
し

た
が
、
本
件
は
、
外
国
人
排
除
政
策
を
違
憲
と
し
た
。
こ
の
二
件
の
決
定
的
な

差
異
は
、
。
山
首
事
件
で
争
わ
れ
た
の
が
連
邦
立
法
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本

件
で
争
わ
れ
た
の
は
委
員
会
規
則
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

本
件
の
被
上
訴
人
は
四
名
で
、
い
ず
れ
も
合
法
に
入
国
を
許
可
さ
れ
た
在
留

外
国
人
た
る
中
国
人
で
あ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
居
住
し
て
い
た
。
彼
ら

(
国
)

は
連
邦
公
務
員
へ
の
就
職
を
希
望
し
た
が
、
人
事
委
員
会
公

z
c
i
H
ω
2・

2
2
円

u
o
g
B
F田
氏
。
ロ
)
規
則
に
よ
り
、
拒
否
さ
れ
た
。

こ
の
人
事
委
員
会
規

則
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

「
的
合
衆
国
市
民
で
あ
る
か
、
合
衆
国
に
、
氷
久
の
忠
誠
を
誓
う
者
の
み
が

競
争
試
験
の
受
験
を
認
め
ら
れ
る
。

ω合
衆
国
市
民
で
あ
る
か
、
合
衆
国
に
永
久
の
忠
誠
を
脊
う
者
の
み
が
、

(
悶
)

任
用
資
格
を
与
え
ら
れ
る
。
」

一
九
七

O
年
、
宮
0
4
々

ωロ
ロ
巧

g
m
ら
は
、
当
該
排
除
政
策
が
怒
意
的
な

も
の
で
あ
り
第
五
修
正
の
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
反
す
る
、
等
主
張
し
、
当

該
委
員
会
規
則
の
規
定
の
差
止
命
令
を
求
め
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
公

Z
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地
裁
は
当
該
規
則
を
合
意
と
し
た
。
外
国
人

に
関
す
る
連
邦
政
府
の
権
限
は
「
き
わ
め
て
広
汎
、
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
で
あ

り
」
、
合
理
的
基
礎
が
あ
れ
ば
合
憲
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
①

い
か
な
る
レ
ベ
ル
の
政
策
の
作
成
・
執
行
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
市
民
の
手
に
の

み
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
②
市
民
の
経
済
的
地
位
の
保
全
に
役
立
つ

こ
と
、
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
当
該
差
別
は
合
理
的
基
礎
を
有
す
る
、
と
し
た
。

玄
。
当

ωロ
口
当

smら
は
、
連
邦
政
府
は
真
に
や
む
を
得
な
い
ハ

g
g，

H
5
5ロ
ち
政
府
の
利
益
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
控
訴

し
、
控
訴
審
公

E
C
E芯
a
g丘
町
曲
。
。
ロ
三
え
〉
ち
同

u
g
z
r同
任
問

z
g
§
G
E
E
-
C
は
地
裁
の
判
決
を
く
つ
が
え
し
た
。

控
訴
審
判
決
は
、
外
国
人
に
対
す
る
連
邦
議
会
の
絶
対
的
権
限
と
い
え
ど
も

(
問
)

憲
法
上
の
制
約
に
服
す
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
ま
た
、
本
件
控
訴

(

川

)

(

川

町

)

以
後
連
邦
最
高
裁
で
出
さ
れ
た

ω広岡田吋
B
E
判
決
及
び

E
2
0『H
R
X
Z

わ
と
広

0
5
5
)
に
出
訴
し
た
が
、

に
触
れ
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
理
論
構
成
が
そ
の
ま
ま
本
件
で
も
用
い
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
(
第
一
四
修
正
に
よ
る
州
政
府
の
権
限
に
対
す
る

制
約
は
連
邦
政
府
に
直
接
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
)
と
し
な
が
ら

一
間
)

も
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
本
件
の
解
決
に
も
一
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
述

べ
た
。
そ
し
て
、
本
件
控
訴
人
ら
の
希
望
し
た
連
邦
公
務
員
の
職
が
国
家
政
策

(
附
)

の
作
成
・
執
行
に
参
加
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
れ
で
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い
て
、
第
五
修
正
の
デ
ュ

i
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
審
査
基
準
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
。

こ
の
点
、
控
訴
審
判
決
は
、
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
が
平
等
保
護
原
則

(
間
)

を
含
む
こ
と
、
及
び
こ
の
二
つ
の
条
項
が
、
人
種
に
基
づ
く
差
別
そ
の
他
不
快

な
(
宮
三
色

0
5
)
差
別
を
禁
じ
る
か
ぎ
り
で
は
、
同
一
の
意
味
内
容
を
も

(
前
)

つ
こ
と
、
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
す
べ
て
の
外
国
人
を
連
邦
公
務
員
た
る
地
位

す
べ
て
か
ら
一
律
に
排
除
す
る
場
合
、
連
邦
政
府
自
ら
真
に
や
む
を
得
な
い
利

(
即
)

益
を
立
証
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
政
府
が
主
張
し

(
間
)

た
利
益
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
該
当
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
結
局
控
訴
人

ら
の
主
張
を
認
め
た
。

こ
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
連
邦
政
府
側
は
、
@
公
務
員
就
労
は
市
民
に
の
み

与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
る
，
@
連
邦
議
会
は
移
民
規
制
権
限
と
し
て
広
汎
か
っ

絶
対
的
な
権
限
を
も
っ
、
の
連
邦
公
務
員
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
政
策
は
長

く
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
連
邦
議
会
は
こ
の
行
政
実
務
を
黙
認
し
て
い

る
、
と
主
張
し
て
上
訴
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
(
以
下
本
判
決
と
い
う
)
は
、
こ
れ
ら
連
邦
政
府
側

の
主
張
の
う
ち
、
移
民
規
制
権
限
の
絶
対
性
に
つ
い
て
は
、
第
五
修
正
に
よ
る

(
別
)

制
約
が
及
び
、
そ
れ
ゆ
え
手
続
的
・
実
体
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
、
と
し
た
。

も
っ
と
も
本
判
決
は
、
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
対
し
て
謀
せ
ら
れ
る
第

北法34(5・153)897

一
四
修
正
上
の
制
約
と
、
連
邦
政
府
に
よ
る
そ
れ
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
第
五



料

修
正
上
の
制
約
と
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
連
邦
政
府
が
、
州
政
府
の

(m) 

主
張
し
得
な
い
強
度
の
(
。

S
R
E
E
m
)
政
府
利
益
を
主
張
す
れ
ば
、
第
五
修

正
の
デ
ュ
l
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
要
請
に
か
な
う
合
法
な
理
由
が
あ
る
こ
と
に
な

(
川
)
る
、
と
考
え
た
。

資

し
か
し
こ
こ
で
本
判
決
は
二
つ
の
場
合
分
け
を
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
山

当
該
規
則
を
制
定
し
た
官
吏
が
一
定
の
国
家
利
益
を
促
進
す
る
直
接
の
責
任
を

負
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
主
張
さ
れ
た
利
益
が
当
該
規
則

(
的
)

に
実
際
に
帰
属
す
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

間
当
該
規
則
の
制
定
が
連
邦
議
会
な
い
し
大
統
領
に
よ
り
明
示
的
に
命
ぜ
ら
れ

た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
規
則
が
促
進
す
る
も
の
と
考
え
る
の

が
合
理
的
で
あ
る
利
益
が
、
実
際
に
当
該
規
則
を
採
用
さ
せ
た
も
の
と
推
定
し

(
同
)

う
る
。

本
件
の
場
合
、
す
べ
て
の
外
国
人
を
連
邦
公
務
員
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
つ

い
て
連
邦
政
府
側
が
主
張
し
て
い
る
利
益
は
、
①
大
統
領
の
有
す
る
他
国
と
の

交
渉
詑
力
を
高
め
る
こ
と
、
②
在
留
外
国
人
の
帰
化
の
促
進
、
③
ケ
l
ス
・
〆

(
山
川
)

イ
・
ヶ

i
ス
の
審
査
と
い
う
行
政
上
煩
雑
な
手
続
を
避
け
る
こ
と
、

で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
当
該
規
則
は
人
事
委
員
会
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し

連
邦
議
会
(
あ
る
い
は
大
統
領
)
が
当
該
規
則
を
制
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
以

上
の
利
益
に
よ
り
当
該
規
則
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
人
事

委
員
会
、
か
、
通
常
考
慮
す
べ
き
員
任
の
あ
る
利
益
と
離
れ
た
利
益
を
促
進
し
て

(
市
)

い
る
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
当
該

規
則
が
連
邦
議
会
(
な
い
し
大
統
領
)
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
政
策
と
い
え
る
か

否
か
、
を
本
判
決
は
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
、
連
邦
公
務
員

か
ら
の
外
国
人
排
除
政
策
が
一
八
八
三
年
以
来
続
い
て
お
り
、
連
邦
議
会
(
(
な

(
川
)

い
し
大
統
領
)
も
こ
の
政
策
を
黙
認
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
公
平
で
あ
る
と

し
つ
つ
も
、
連
邦
議
会
(
な
い
し
大
統
領
)
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
与
え
ら
れ

北法34(5・154)898

た
公
務
員
資
格
要
件
決
定
権
限
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
か

な
る
要
件
の
確
定
を
連
邦
議
会
(
な
い
し
大
統
領
)
が
命
じ
て
い
る
か
は
不
明

(附

)

a

j

で
あ
る
、
と
し
た
@
つ
ま
り
、
上
述
の
仰
の
場
合
で
は
な
い
、
と
本
判
決
は
判

断
し
た
の
で
あ
る
。

結
局
上
述
川
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
判
決
は
、
人
事
委
員
会

の
唯
一
の
関
心
事
は
効
率
的
な
連
邦
業
務
の
創
出
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

上
述
①
と
②
の
利
益
の
創
出
は
人
事
委
員
会
の
法
律
上
の
職
権
か
ら
か
け
離
れ

(
川
)

た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
、
前
述
③
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
連
邦
公
務
員

の
採
用
に
あ
た
り
外
国
人
を
ま
っ
た
く
排
除
す
る
こ
と
を
避
け
る
刺
益
を
少
し

(
問
)

で
も
公
平
に
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
③
の
利
益
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

(
間
)
(
間
)

し
た
。① 

第
三
款

巴
岡
山
N

事
件
は
の

E
E
g
判
決
、
回
目

5
3
0ロ
一
事
件
は

ωEm白
円

5
2

本
節
の
ま
と
め
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判
決
、
と
い
ず
れ
も
同
じ
タ
イ
プ
の
、
州
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
関
す
る
判
決

で
あ
っ
た
た
め
、
連
邦
政
府
の
外
国
人
差
別
に
対
し
て
も
厳
格
審
査
が
用
い

(
問
)

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
予
想
も
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

出

S
G
g口
事
件
の
控
訴
審
判
決
を
除
い
て
は
、
こ
の
種
の
事
件
で
厳
格
審
査

(
間
)

テ
ス
ト
を
用
い
た
判
決
は
、
わ
ず
か
に
一
件
の
み
で
あ
っ
た
。

②
本
節
で
紹
介
し
た
二
件
の
連
邦
最
高
裁
判
決
は
、
結
論
及
び
論
調
こ
そ

ち
が
っ
て
も
、
基
本
的
な
ワ
ク
組
み
に
は
差
異
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

出

E
6
gロ
判
決
は
、
政
策
決
定
過
程
を
と
ら
え
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
が
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
な
内
容
の
立
法
を
す
る

{
附
)

こ
と
に
つ
い
て
、
実
体
的
制
約
を
課
す
る
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に

は
、
連
邦
議
会
が
連
邦
公
務
員
か
ら
の
排
除
政
策
を
決
定
し
た
な
ら
ば
、
合
憲

(

防

)

(

明

)

と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別

と
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
と
に
つ
い
て
、
同
一
の
審
査
基
準
を
用
い
な
か

③ 
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
、
第
一
四
修
正
に
よ
る
審
査
と
第
五
修
正
に
よ

{

叩

)

(

間

)

る
審
査
と
の
聞
の
差
異
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。

第
四
節

本
章
の
ま
と
め

)
 
[
 
(
 

』
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
九
七
一
年
以

米
三
つ
の
基
準
を
用
い
て
外
国
人
差
別
事
件
を
処
理
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、

①
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
は
原
則
と
し
て
「
う
た
が
わ
し
い
差
別
」

公

5
官
三
己
申
目
的
広
町
民
Z
ロ
)
と
さ
れ
、
厳
格
審
査
が
用
い
ら
れ
る
(
の

E-

E
S
判
決
)
。

② 

し
か
し
、
「
投
票
者
の
資
格
」
、
「
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
、
も
し
く

は
選
挙
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
重
要
な
、
立
法
上
・
行
政

広
汎
な
公
的
政
策
の
作
成
・
執
行
及
び

と
・
司
法
上
の
地
位
で
、
(
中
略
)

審
査
に
直
接
参
加
す
る
」
地
位
か
ら
、
州
政
府
が
外
国
人
を
排
除
す
る
場
合

に
は
合
理
的
基
礎
テ
ス
ト
を
用
い
る

s
c
m
Rヨ
E
判
決
〉
。

③
 
連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
は
合
理
的
基
礎
テ
ス
ト
が
用
い
ら

れ
、
特
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
実
体
面
に
つ
い
て
、
「
も
っ
と
も
ゆ

る
や
か
な
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
」
を
用
い
た
。

こ
れ
ま
で
た
び
た
び
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
ご
一
つ
の
基
準
を
平
等
保
護
理
論

(
閣
)

に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た

(
間
)

状
況
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
外
国
人
も
ア
メ
リ
カ
社
会
の
積
極
的
参
加
者
で

あ
る
、
と
い
う
認
識
と
、
。

E
Z
B
判
決
の
厳
格
審
査
を
つ
ら
ぬ
け
ば
、
市
民

と
外
国
人
と
を
区
別
す
る
、
ぼ
う
大
な
数
の
連
邦
法
及
び
州
法
を
無
効
と
し
な

北法34(5・155)899

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
と
の
蔦
藤
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
、

llJと
推
測
さ
れ
る

し
か
し
、
以
上
の
三
つ
の
基
準
を
用
い
る
こ
と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
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と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
々
三
基
準
の
差
異
、
が
生
ず
る
原
因
を
、

連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占

e
E
S
M也
氏
。
ロ
)
に
求
め
る
方
法
で
あ

(
山
)
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
外
国
人
差
別
に
関
す
る
判
例
の
平
等
保

資

護
理
論
の
根
本
的
枠
組
は
結
局
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
に
あ
る
こ
と
が
明

白
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考
察
方
法
に
よ
る
と
、
三
基
準
は
次
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
。

① 

州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
厳
格
審
査
が
用
い

ら
れ
る
の
は
、
移
民
規
制
に
関
し
て
排
他
的
な
権
限
を
持
つ
連
邦
政
府
が
、

市
民
と
同
程
度
の
法
的
権
利
を
与
え
て
外
国
人
に
入
国
し
在
留
す
る
こ
と
を

(
悦
)

許
可
し
た
か
ら
で
あ
る
。

② 

し
か
し
入
国
許
可
は
市
民
権
付
与
と
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
市
民
権

上
の
諸
権
利

(
H
政
治
的
権
利
)
を
州
政
府
が
外
国
人
に
与
え
な
く
て
も
、

(
間
)

連
邦
政
府
の
権
限
を
侵
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

③
 
外
国
人
の
入
国
を
許
可
す
る
連
邦
政
府
の
決
定
が
、
州
政
府
に
外
国
人

を
平
等
に
取
り
扱
う
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
要
求
を
連
邦

(
山
間
)

政
府
自
ら
が
免
れ
る
こ
と
は
、
連
邦
政
府
の
権
限
内
に
あ
る
。

岨
こ
の
連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
の
専
占
に
も
と
づ
く
平
等
保
護
理
論
と

(
前
)

い
う
考
え
方
は
の

E
Y回
日
判
決
以
前
の
諸
判
決
を
も
説
明
し
う
る
。

川
さ
ら
に
こ
の
考
え
万
に
よ
れ
ば
、
外
同
人
差
別
に
お
け
る
平
等
保
護
の
対

象
が
在
留
外
国
人

(
H
氷
住
目
的
で
入
国
を
許
吋
さ
れ
た
外
国
人
)
に
限
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
説
明
で
き
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
本
章
で
紹
介
し
た
判
例
の
原
告
は
、

g
g
事
件
を

の
ぞ
い
て
す
べ
て
在
留
外
国
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
判
例
及
び
学
説
は
い
ず
れ

も
、
在
留
外
国
人
と
市
民
と
の
同
質
性
と
い
う
こ
と
か
ら
外
国
人
差
別
の
問
題

の
処
理
方
法
を
説
明
し
て
き
た
。
学
説
は
い
ず
れ
も
こ
の
前
提
を
明
ら
か
に
し

(
前
)

て
き
た
が
、
な
ぜ
そ
の
前
提
が
用
い
ら
れ
る
の
か
を
明
確
に
説
明
し
た
も
の
は

見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。

他
方
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
不
法
入
国
の
外
国
人
及
び
非
移
民
た
る
外
国

(
所
)

人
と
州
政
府
の
差
別
事
件
を
近
年
処
理
し
て
い
る
。
も
し
の

E
E
S
判
決
の

論
理
に
よ
り
州
政
府
の
外
国
人
差
別
に
対
し
て
厳
格
審
査
が
用
い
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
不
法
入
国
の
外
国
人
や
非
移
民
た
る
外
国
人
に
対
す
る
州
政
府
に
よ
る

(
内
閣
)

差
別
も
や
は
り
厳
格
審
査
が
用
い
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
判

決
は
平
等
保
護
の
問
題
に
触
れ
ず
、
連
邦
政
府
の
権
限
論
に
も
と
づ
き
判
断
し

(
悦
)

て
い
た
。

そ
し
て

不
法
入
国
の
外
国
人
な
い
し
非
移
民
た
る
外
国
人
の
差
別
に
つ

い
て
州
政
府
の
広
汎
な
規
制
権
が
認
め
ら
れ
る
理
由
は
、
連
邦
政
府
が
そ
れ
ら

外
国
人
に
平
等
の
取
り
扱
い
を
保
障
し
て
入
国
許
可
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

(
加
)

た
、
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
連
邦
政

府
の
政
策
と
し
て
、
あ
る
種
の
領
域
で
、
不
法
入
国
な
い
し
非
移
民
た
る
外
閑

人
の
う
ち
の
全
体
な
い
し
一
部
に
つ
い
て
、
市
民
と
同
等
の
保
護
を
与
え
る
も



の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
領
域
で
の
州
政
府
に
よ
る

不
法
入
国
な
い
し
非
移
民
た
る
外
国
人
に
対
す
る
差
別
に
つ
い
て
、
厳
格
審
査

が
な
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
近

(加一

年

苫

ML2
〈

-
U
S
と
い
う
事
件
の
判
決
が
新
た
に
示
し
た
判
断
も
、
審
査

基
準
に
つ
い
て
は
新
判
断
で
は
あ
っ
て
も
、
基
本
的
な
判
断
枠
組
に
変
動
を
き

た
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
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で
争
わ
れ
た
の
は
、
入
国
許
可
証
明
書
の
な
い

官
ロ
含

2
5
2広
島
)
外
国
人
の
子
供
に
対
し
て
、
テ
キ
サ
ス
州
が
無
償
の
初

こ
の
司
円
可

-21

〈・。。白

等
公
教
育
か
ら
排
除
す
る
政
策
を
採
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
廷
意
見

ハ∞
2
ロ
ロ
田
口
判
事
に
よ
る
・
結
局
こ
の
立
場
に
立
っ
た
の
は
こ
判
事
の
み
で
あ

(m) 
っ
た
)
は
、
本
件
の
よ
う
な
子
供
は

Z
田
宮
2
n
-
g凹
(
そ
れ
ら
に
対
す
る
差

別
は
違
憲
と
う
た
が
わ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
集
団
)
で
も
な
い
し
、
教
育
は

(
加
)

基
本
的
利
益
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
ら
厳
格
審
査
は
要
求
さ
れ
な
い
、
と

し
つ
つ
も
、
し
か
し
極
端
に
消
極
的
な
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
も
用
い
ら
れ
な

(
加
)
ぃ
、
と
し
て
、
中
間
的
審
査
を
用
い
て
、
違
憲
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
法
廷
意
見
が
中
間
的
審
査
論
を
用
い
た
理
由
に
は
、
三
つ
あ
る
と
思
わ
れ

一
問
)
み
。
①
本
件
の
よ
う
な
子
供
は
、
不
利
益
を
う
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
パ

ー
で
あ
り
、
両
親
が
生
活
場
所
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ

l

(
加
)

ル
で
き
な
い
こ
と
、
②
適
切
な
教
育
を
子
供
に
与
え
る
こ
と
が
国
家
の
民
主
主

義
機
構
を
維
持
す
る
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
子
供
の
潜
在
能
力
を
十
分
引
き
出

(
加
)

す
手
段
を
子
供
達
に
与
え
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
し
か
も
本
件
に

お
け
る
よ
う
な
子
供
に
対
し
て
、
連
邦
議
会
の
移
民
政
策
は
、
追
放
を
課
し
て

は
い
る
が
、
追
放
さ
れ
る
か
否
か
は
裁
量
的
救
済
が
あ
る
た
め
、
な
ん
と
も
い

え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
州
政
府
が
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
子
供
に
初

等
教
育
を
拒
む
こ
と
を
正
当
化
す
る
連
邦
政
府
の
政
策
も
見
あ
た
ら
な
い
こ

(
捌
)
と
、
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
盟
三

2
判
決
も
し
か
し
、
外
国
人
差
別
事
件
に
つ
い
て
の
平

(
加
)

等
保
護
上
の
混
乱
状
態
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
、
と
♂
評
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
問

題
点
と
し
て
、
①
中
間
的
審
査
を
用
い
る
際
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
二
つ
1

教
育
の

剥
奪
及
び
子
供
の
性
格
ー
の
う
ち
い
ず
れ
か
二
万
で
も
あ
れ
ば
中
間
的
審
査
が

用
い
ら
れ
る
の
か
不
明
で
あ
り
、
②
た
と
え
州
側
が
こ
の
中
間
的
審
査
を
グ
リ

ア
ー
し
て
も
、
連
邦
最
高
裁
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
厳
格
審
査
の
方
が
適
切
で

(
川
)

は
な
い
か
、
と
い
い
出
す
余
地
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
た
め
、
こ
の
判
決
の
守
備
範
囲
も

は
っ
き
り
せ
ず
、
外
国
人
差
別
事
件
の
審
査
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
は
今
後
い
っ

そ
う
混
迷
を
深
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の

混
迷
は
平
等
保
護
の
た
め
の
審
査
基
、
準
を
め
ぐ
る
混
迷
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
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外
国
人
管
理
関
係
に
つ
い
て
の
連
邦
議
会
と
州
政
府
と
の
悶
の
権
限
分
配
の
た

め
の
基
準
を
め
ぐ
る
混
迷
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
本
稿
で
紹
介
・
検

討
し
て
き
た
よ
う
な
、
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
を
め
ぐ
る
理
論
を
直
接
わ



や}

が
国
に
持
ち
込
む
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

V

な
お
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
判
所
が
外
国
人
差

(
山
)

別
に
つ
い
て
の
判
決
の
ワ
ク
組
み
を

ωロ
匂
耳
目
白
ミ

Q
E
R
に
求
め
る
と
す

資

れ
ば
、
究
極
的
な
移
民
規
制
権
限
を
も
っ
連
邦
政
府
に
よ
る
在
留
外
国
人
の
規

(
川
)

制
に
対
す
る
制
約
が
き
わ
め
て
弱
く
な
る
、
と
い
う
批
判
が
出
て
く
る
c

こ
の
批
判
を
多
少
数
術
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
「
外
国
人
に
対

す
る
政
策
は
、
外
交
関
係
上
の
行
為
、
戦
時
権
限
及
び
共
和
制
的
な
統
治
形
態

の
維
持
、
と
い
っ
た
こ
と
に
関
す
る
政
策
と
、
き
わ
め
て
重
大
な
点
で
複
雑
に

重
な
り
合
う
、
と
認
定
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
項
は
政
府
の

政
治
部
門

ec-ES-
耳

g
n
v
g
え
問
。

2
3
S
2
3
に
排
他
的
に
委
ね

(
叫
)

ら
れ
て
お
り
、
司
法
審
査
を
大
き
く
免
れ
る
」
も
の
と
し
て
も
、
「
外
交
関
係

に
触
れ
る
す
べ
て
の
事
件
が
司
法
判
断
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る

(
加
)

の
は
誤
り
で
あ
る
」
。
絶
対
的
権
限
論
は
、
第
一
章
及
び
第
二
章
で
検
討
し
た

よ
う
に
、
帰
化
・
入
国
拒
否
・
追
放
と
い
っ
た
事
項
に
関
し
て
発
生
し
た
も
の

で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
「
外
国
人
の
活
動
を
規
制
し
、

利
益
給
付
配
分
に
お
い
て
外
国
人
と
市
民
及
び
外
国
人
同
士
山
の
聞
に
線
引
き
を

す
る
連
邦
議
会
権
限
は
、
国
家
主
権
及
び
外
交
政
策
上
考
慮
す
べ
き
事
項
と
の

明
確
な
結
び
つ
き
を
失
う
。
か
く
し
て
裁
判
所
は
、
(
入
国
拒
否
・
追
放
・
帰

化
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
外
で
は
)
実
体
面
、
手
続
面
に
わ
た
っ
て
、
よ
り

(
川
)

自
由
に
連
邦
議
会
の
権
限
を
制
約
で
き
る
」
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
在
留
外
国
人
に
い
か
な

W
H
 

る
地
位
を
与
え
る
か
は
外
交
関
係
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
司
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法
審
査
は
手
続
的
な
面
に
限
定
さ
れ
る
可
能
性
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

を
と
ら
え
れ
ば
、
帰
化
・
入
国
拒
否
・
追
放
に
関
す
る
連
邦
議
会
権
限
も
在
留

(
町
)

と
い
え
よ
う
。

外
国
人
規
制
に
関
す
る
そ
れ
も
同
じ
で
あ
る
、

つ
ま
り
、

L 、

ず
れ
に
関
す
る
権
限
も
悶

g
r
E
教
授
の
い
う
「
外
務
権
限
」

qミ
巳
阿
ロ

(
川
)

k
戸
時
包

B
H
V
o
d匂
叩
与
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

団
以
上
の
よ
う
に
結
局
連
邦
最
高
裁
は
外
国
人
差
別
事
件
に
つ
い
て
、
連
邦

議
会
の
移
民
規
制
権
限
の
排
他
性
及
び
絶
対
性
に
基
づ
き
判
断
を
下
し
て
い
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

四
た
だ
し
在
留
外
国
人
規
制
権
限
の
「
絶
対
性
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
留
意

す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
追
放
権
限
の
行
使
と
の
関
係
か
ら
し
て

(
別
)

や
は
り
手
続
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
も
う
一
点
は
、
本
節

V
で
示
し
た
よ
う
に
少
な
く
と
も

在
留
外
国
人
規
制
に
関
す
る
連
邦
議
会
権
限
に
つ
い
て
は
な
お
実
体
的
制
約
が

(m) 

課
せ
ら
れ
る
余
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
呂
田
同
町

2
2
ぐ

-
U
U
N
に
お
い
て
は
現

実
に
、
前
述
の
如
く
、
も
っ
と
も
ゆ
る
や
か
な
合
理
性
の
基
準
を
用
い
て
審
査

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
盟
国
N

判
決
の
用
い

た
審
査
基
準
の
受
け
取
り
方
に
は
二
つ
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
基
準
が

「
も
っ
と
も
ゆ
る
や
か
な
も
の
」
で
あ
り
事
実
上
は
実
体
的
制
約
が
期
待
で
き



な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
実
際
に
「
合
理
性
の
基
↑
準
」
を
用
い
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
、
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
判
例
の
用
語
か
ら
の
み
す
れ
ば
、
在
留
外
国
人
の

規
制
に
つ
い
て
は
実
体
的
制
約
が
謀
せ
ら
れ
る
余
地
は
あ
る
。
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〈

1
)
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
立
法
に
よ
る
外
国
人
差
別
が
少
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
問
。
忽
um円
問
教
授
に
よ
れ
ば
、
出
血
同
H
H
U
S
ロ
ぐ
・

冨
04『
ω
ロ
ロ
宅
O
口
問
(
お
∞

d
・
ω
-
g
p
s
o
u
〉
で
の
連
邦
政
府
側
の

プ

p
I
プ
の
ア
ベ

γ
デ
ィ
グ
ス
で
、
連
邦
政
府
は
市
民
と
外
国
人
と
の
聞

に
区
別
を
設
け
る
法
律
を
二
四
三
も
列
挙
し
た
(
問
。
出

σ
2・m-
叫」

pmw
吋『
G
・

同
町
内
司
令
諸
色
¥
与
と
喜
助
¥
さ
逮

bH.同
町
、
民
運
営
hHHロ
ミ
同
2
2
a
H
Wミ
ミ

~vH

H
b
司
』
〈
ミ
民
g
s
h
c
q
ミ
還
さ
き
H・
5
ミ

ω

2
・
わ
戸
何
回
ア

N
a
w
N
a
ロ-

E〉
O

政
治
的
諮
権
利
(
選
挙
、
公
務
就
労
等
)
に
関
す
る
制
約
を
別
に
し

て
も
、
雇
用
関
係
(
水
利
権
開
発
の
た
め
の
免
許
、
銀
行
設
立
、
沿
岸
輸

送
、
放
送
局
の
開
局
、
原
子
力
取
扱
等
、
以
上
巧
出
回
吋
恒
星
』
Zw
∞
ロ
?

の
明
白
。
司
同
Z
4
E
N
Z〉
4
5
2〉
F

戸
』
4
3
怠
ω
h
g
Q申
由
一
叶
)
よ
り
)
、
社

会
福
祉
関
係
ハ
例
え
ば
呂
田
け
F
9
2
〈
'
U
E
N
事
件
で
問
題
と
さ
れ
た

よ
う
な
も
の
)
、
な
ど
種
々
の
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
「
う
た

が
わ
し
い
差
別
」

2
2
印刷
X
W
2
n
-
g
a
m
s
-
E
Cロ
)
理
論
が
、
逮
邦
政
府
に

よ
る
こ
の
よ
う
な
外
国
人
差
別
立
法
に
対
し
て
適
用
さ
れ
れ
ば
、
過
去
二

0
0年
間
以
ょ
に
わ
た
り
無
効
と
さ
れ
た
法
律
以
上
の
数
の
法
律
が
無
効

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
(
問
。
田
σ21mv
£
・
件
凶

4
3
。

他
方
、
州
政
府
も
多
数
の
独
自
の
外
国
人
差
別
を
行
っ
て
お
り
、
驚
く

ほ
ど
多
く
の
織
に
就
く
こ
と
に
つ
い
て
市
民
権
要
件
、
な
い
し
は
帰
化
の

意
志
の
宣
誓
を
行
う
条
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
弁
護
士
、
会
計
士
、
歯

科
医
、
教
師
、
・
内
科
医
に
つ
い
て
は
、
一
ニ

O
州
以
上
で
、
市
民
権
要
件
な

い
し
帰
化
意
士
山
の
宣
誓
と
い
う
条
件
が
作
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の

い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
よ
り
違
憲
と
さ
れ
た
り
、
廃
止
さ
れ
た

り
し
て
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
は
な
お
存
続
し
て
い
る
ハ
わ
炉
開
E

Z
回
F

吋
出
何
何
回
C
出
斗
印
。
句
〉
HVH
岡宮印
w
〉円
MHM
巾白内出
H

U
唱凶()印
t
印印

(HSAW))
。

(
2
)
h
F
O
ω
d
・
ω'ω
白日

(Hmv吋一回)・

(
3
)
印同時
w
h
-
h吋・

2
0
4打開
-
K
P
N
V
S柏
町
山
叫
芯
草
野
誌
、
門
的
¥
ミ
、

S
由
め
H
b芯
匂
な
・

円司、弘司甘さ
bH
弘E
E
R
H
h
R尽
き
H
h
尽
き
♂
諮
問
k
r
m
〈・

HA
・
同
開
4
・
5
5
1
5同∞

(H
可
申
)w
問。帥

σ骨
片
闘
"
吋
hw
町
、
さ
な
ミ
凡
巴
噛
悼
む
¥
入
山
町
民
間
、
お
¥
さ
s
b
u
-

h3.さ
き
hNHロ
ミ
同
ヨ
『
司
令
怖
さ
室
町

~vkHb
也
同
b
H
九
む
き
に

C
q
色
町
培
、
さ
ま
お
F
H
U
吋吋

ω
E
J
R
U
H
d
'
何回
4
・
N
3・
N
8
1
ω
0・
u
g
-
b
h
h
hミ
苦
情
.sミ
hq苫

H
i
h円
BhvhqH-

S
S柏崎

b
h
a
s
h凶
H
h
N弘司、悼
hpω
明
白
・

HUH
吋叶
-
H
t
財
団
〈
・

AShy
印
()HioN

(
回
申
4
h
F
)

・

(
4
)
句同時噂

Z
O
R噌陶酔駐しも『
a
p
(
ω
)
民
同
日
戸
田
ロ
・
印
・

(
5
)
こ
こ
で
紹
介
す
る
二
件
の
合
憲
判
決

l
出
2

5
〈
・
宮
口
わ
田
-
r
N
S
C
・

ω
-
H吋印

(H由
H日
)
及
び

O
E
O
巾
同
門
己
・
わ
目
白
己
お

4
・
ロ
回
口
付
叩
-u
回
RUE-

M
芯
口
・

ω
・
8
N
(
H
m
w
吋凶

)
1以
外
に
も
多
く
の
合
憲
判
決
が
あ
る
。
例
え

ば

MM同
官
。
口
町
〈
・

M
M
8
5
1
E
H
H
F
N
ω
凶
ロ
∞

-
E∞
(
H
S品
)
(
帰
化
し

て
い
な
い
外
国
人
が
野
獣
の
乱
獲
を
行
い
や
す
い
、
と
推
定
し
て
外
国
人

に
野
獣
の
ハ

y
ト
を
禁
じ
、
ハ
ゾ
ト
の
目
的
で
銃
を
買
っ
た
り
所
持
し
た

り
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
州
法
が
、
第
一
回
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
反
し

な
い
、
と
さ
れ
た
事
例
。
そ
の
理
由
1

本
件
で
の
問
題
は
、
州
の
立
法
部

が
防
ご
う
と
し
た
害
悪
の
源
が
外
国
人
で
あ
る
、
と
い
う
州
立
法
部
の
考

北法34(5・159)903



料

え
方
を
、
裁
判
所
が
承
認
す
る
か
否
か
、
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
項
の

解
決
は
立
法
部
の
行
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
ま
ち

が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
。
)
、

の
E
ロ
担
ぐ

-zo耳
ペ

2
r
-
N
S
d・
ω
-
H
8
2
2印
)
(
公
共
事
業
を
行

う
に
つ
き
、
当
該
事
業
主
が
外
国
人
を
扇
舟
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
違
反
し

た
事
業
主
に
罰
金
な
い
し
拘
禁
を
課
す
る
州
訟
が
、
第
一
四
修
正
に
反
し

な
い
、
と
さ
れ
た
事
例
。
そ
の
理
由

l
州
の
財
源
の
支
出
を
、
白
州
の
市

民
に
限
定
す
る
こ
と
に
つ
き
、
州
は
特
別
の
公
的
利
益

(Sm
曲目】伺巳曲目

℃ロ

σロ
n
E
Z話
回
ご
を
も
っ
て
い
る
)
、
吋

2
5
2
〈
・
吋
F
O
B
沼田。

P

M
g
c
.
ω
・
5
叶

(
S
N
ω
)
(帰
化
の
意
志
を
宣
誓
し
て
い
な
い
外
国
人
の

土
地
所
有
を
禁
止
し
、
そ
の
よ
う
な
外
国
人
と
売
買
を
行
っ
た
者
を
罰
す

る
ワ
シ

y
ト
ン
州
の
土
地
法
公
開
お
〉
ロ
江
巳
ぽ
ロ
戸
田
ロ
仏
戸
田
君
)
が
、

第
-
四
修
正
に
反
し
な
い
、
と
さ
れ
た
事
例
。
そ
の
理
由

l
外
国
人
の
帰

化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
連
邦
議
会
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
ル
ー
ル
自
体

が
、
外
国
人
か
ら
土
地
所
有
と
い
う
特
権
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
州
法
上
の
差
別
に
合
理
的
理
由
を
与
え
る
。
そ
の
他
外
国
人
土
地
法
に

つ
い
て
は
一
九
二
三
年
に
、
こ
れ
を
有
効
と
す
る
一
連
の
判
決
が
出
さ
れ

て
い
る
。

3
2
R
P
5
4・
巧
司
σ
Y
M
E
d
.
ω
・
N
N
P
4司
巾
宰
〈
・

0
・∞ユ

2
・
N
S
C・
ω・
ωHω
・
喝
円
F
n
w
ア
垣
市
σ
Y
M
E
d・
∞

-sa)

ιな

y
』。

〈

6
)
ロ
∞

d.ω
・

aa(凶器品〉・

(
7
)
M
ω
u
d・
ω・
ω
ω
(回世回目)・

(
8
)
H
g
d・
ω・
2
ω
S・

(
9
)
旬、

h・
2
c
F
M
Z
E
N円
台
、
局
、
司
、
町
民
同
連

S
H
q
¥
k
h
h
h
s
h
l、
之
、
語
、
な

S

資

。
、
阿
南
邑
ミ
、
さ
な
町
同
電
話
、

ωHω
吋
〉

Z-HL・
河
開
〈

-Hcd泊、

5
8
(
H
U吋叩)・

(
ω
)
H
H∞
門
戸

ω・同庁

ω
S・

(日
)
h
k・同伴

ω叶ムリ・

(
ロ
)
ま
ず
本
訴
を
提
起
し
、
そ
の
後
仮
処
分
を
申
請
し
た
。
い
ず
れ
に
つ
い

て
も
、
三
人
構
成
と
な
っ
た
連
邦
地
方
裁
判
所
(
吾
冊

C
ロ

x
a
gぇ
2

0
5可
片
件
。
。
口
同
同
時
C
円同
p
m
U
U骨
片
件
。
同
〉
ユ
N
O
ロ
国
)
は
請
求
を
認
容

し
た
。

(
臼
)
本
件
訴
え
は
州
に
対
す
る
も
の
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

当
該
州
法
が
違
憲
で
あ
り
、
行
政
官
た
る
上
訴
人
(
被
告
)
ら
は
、
岡
山
色
n
p

の
雇
用
へ
の
干
渉
を
通
し
て
、
あ
や
ま
っ
て
彼
に
不
利
益
を
課
そ
う
と
す

る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
理
論
に
基
づ
い
て
本
件
訴
え
が
構
成
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る

(Nω
∞
ロ
・

ω・
巳

ω
3
0

(
M
)
ロ
∞

d
・
ω・
ω印
酌
(
同
∞
∞
岱
〉
・

(日

)Nω
由

d
.
ω
'
同門

ω申・

(
v
m
)
』

1

ぇ
・
山
門
品
。
{
企
・

(げ
)

ι

ミ
・
白
昨
品
N
'

(
山
崎
)
旬
、
・
由
同

ω∞{品。・

(
凹
)
自
由

d
.
ω
'
H
a
2
2
3
.

〈加

)
N足

d
・
ω・
ω由
N
Q
C
N
3
・

(
幻
)
前
掲
注

(
5
)
。

(
m
)
N
ω
u
d・
ω・
白
押
同
∞

mWis・

(お

)
H
S
d
-
∞
-NC吋
2
8
3
・
こ
れ
は
、
公
共
事
業
に
お
け
る
入
時
間
労

働
を
定
め
、
そ
れ
に
反
し
て
労
働
者
を
働
か
せ
た
事
業
主
に
罰
則
を
設
け

て
い
る
、
カ
ン
十
ス
州
法
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
上
訴
人
は
こ
の
州

北法34(5・160)904
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法
に
反
し
て
労
働
者
に
一

0
時
間
労
働
さ
せ
た
た
め
、
罰
則
を
適
用
さ
れ

た
o

そ
の
た
め
当
該
州
法
は
第
一
四
修
正
に
反
し
て
、
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス

な
く
自
由
・
財
産
を
う
ぼ
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
平
等
保
護
条
項
に
も
反

す
る
、
と
主
張
し
て
争
っ
た
。

下
級
審
、
州
最
高
裁
、
本
判
決
と
も
カ
ン
サ
ス
州
法
を
合
憲
と
し
た
。

本
判
決
は
、

O

公
共
事
業
は
州
が
自
己
の
権
限
行
使
の
一
部
と
し
て
は
じ

め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

O

そ
れ
ゆ
え
公
共
事
業
の
事
業
主
は
、
州
に
よ

り
認
め
ら
れ
た
権
限
の
み
を
行
使
し
う
る
こ
と
、
か
ら
当
該
州
法
は
第
一

四
修
正
に
何
ら
反
し
な
い
、
と
し
た
。

(
M〕

Nω
由

C
-
ω
・
2
5
H
Q
C
H
g
・

(お

)
N
ω
N
C
・
ω
・
5
∞

(
H
C
H
S
・

(
m
m
)
M
ω
u
d・
ω
・町民

H
8
1宰・

〈
幻
)
凶
ω由
C
・
ω
-
u
ω
(
H
U
H印)・

(
お
)
口
問
♂

M
R也
、
ぬ
ロ
・
〈
ω〉
白

押

moo-

(mm)
州
最
高
裁
の
下
級
審
は
不
明
で
あ
る
。

(
却
)
日

=d・ω・同庁
ωmw
日1
泊町・

(
況
)
句
、
・
由
同

ω∞∞・

(

m

M

)

i

ミ
・
同
昨
日
m
u
吋・

(
お
)
旬
、
・

(泌
)

ι

ミ・

(お〉
L

『礼・

(お
)

i

『魚崎・

(幻

)
ω
ω
N
C
・
ω
・品川凶
ω・出品
U

W

(

邑仏∞)・

(
叩
品

)ωω
品
C
・∞
-AH一円。

(H也品市凶)・

(ぬ

)
ω
ω
N
C・
ω
・∞
ω
ω
(同窓∞)・

(
州
問

)
ω
ω
A
P
C
-
ω
-
A
F
H
O
(
S
A
F∞)・

(
H
U
)

こ
れ
ら
二
つ
の
判
決
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
日
系
移
民
の
法
的
地
位

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
参
照
チ
ュ
l
マ
ソ

第
一
章
注
(
必
)
三

O
五
頁
以
下
。

(
匂

)
M
M申

d
.
ω
・
可
印

(
S
H
E
-

(紹

)
N
g
d
-
ω
・
5
吋

(
H
U
N
S
-
前
掲
注

(
5
)
。

(
H
H
)

匂

R
w
z。丹市噌九四宮、、、
b
D
-
(
由
)
印
件
同
(
)
∞
山
γ
由。・

(
必
)
日
本
人
は
当
時
ま
だ
一
九
四

O
年
一

O
月
一
四
日
の
法
律
(
印
串

ω同忠・

ロω吋
)
に
よ
り
帰
化
不
能
で
あ
っ
た
。

(必

)
ω
U
N
d
-
ω
・
注
目
白
・

(
灯
)
」
ミ
・
丘
町
AFC-

(
日
明
)
町
、
・
丘
町
h
N
・

(ω)
」
ミ
・
己
主
NKH串・

(印
)

L

ミ
・
丘
町
供
品
・

(
日
〉
旬
、
，

〈
臼
)
旬
、
・
同
仲
町
品
目
山
・

(
臼
)
同
門
戸
田
仲
田
品
川
田
・

(日
)
H
R
F

(
伍
)
さ
ら
に
同
意
意
見
は
国
連
憲
章
に
触
れ
て
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

「
(
前
略
)
わ
が
国
は
、
国
際
連
合
に
加
入
し
て
、
『
人
種
、
性
、
言
語
ま

た
は
宗
教
に
よ
る
差
別
な
く
、
す
べ
て
の
者
の
た
め
に
、
人
権
及
び
基
本

的
自
由
を
尊
重
す
る
』
こ
と
を
宣
誓
し
て
い
る
。
も
し
人
種
を
理
由
と
し

て
外
国
人
に
よ
る
土
地
の
所
有
・
占
有
を
禁
止
す
る
州
法
が
執
行
さ
れ
る

北法34(5・161)905



料

こ
と
を
許
せ
ば
、
わ
が
国
は
い
か
に
し
て
こ
の
国
際
的
な
誓
約
に
忠
実
た

り
得
る
の
か
?
」

R
a
霊山田
l

問。。

(団
)

L

迂

・

白

件

白

白

N
-

(
貯
)
句
、
・
白
門
司
自
由
・

(
部
)
な
お
本
判
決
に
は
二
つ
の
反
対
意
見
(
リ

1
ド
判
事
に
よ
る
も
の
|
パ

ー
ト
ン
判
事
向
調
!
と
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
に
よ
る
も
の
)
が
付
き
れ
て

い
る
。
こ
の
二
つ
の
反
対
意
見
は
、
法
廷
意
見
が
外
国
人
た
る
父
親
に
対

す
る
土
地
所
有
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
の
合
憲
性
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
も
し
こ
の
点
を
合
態
と
考
え
れ
ば
、
没
収
を
免
れ
る
た
め
の
手
段

を
講
ず
る
こ
と
を
防
ぐ
上
で
の
州
の
規
制
権
の
行
使
と
し
て
有
効
だ
、
と

い
う
。

(印

)
N
S
C・
ω
・
ω
ω
2
2
3
・

(印

)
h
a
A
F
C
-
ω
・
己
注
目
i
g
-

(
m
U
)

』1h
同
・
間
同
仏
H

吋・

(
位
)
」
ミ
・
え
含
-
∞
・

(回

)
L
E
w
n
-
Zロ
m

p
伺
問
。
岱
白
色
己
主
z
g
g
m
W
2
0
a
E
呂
田
可

ω
H
W
Z
8・

同∞

ω4hM凶件・

HAFC-

(
悦
)
』
ミ
・
白
片
品
】
『
申
INC・

(
侃
)
同
九
・
国
片
品
N
0
・

(
前
)
」
ミ
・
伊
丹

AFNCN同・

(
同
町
)
句
司
F
Z
O同
P
師
昔
、
、
む
ロ
・
(
申
)
白
丹

Hog・

(邸

)Nω
由

d
・∞
-
H寸印

(
H
S日)・

(
印

)Nω
由

C
・
ω
-
H
8
2
U
H印)・

(m山
)
M
m
ω
d
'
ω
-
H由叶

(HUNg-

資

(冗

)
N吋串

C
・
ω
・
ω申
N
(
H
S
3
・

(
η
)
ω
ω
N
d・
ω
・∞
ωω
・
出
品
吋
(
回
申
品
目
出
)
'

(ね

)
a
A
H
d・
ω
・
台
。
(
戸
由
良
)
・

(
町
内
)
め
同
町
-
z
o
z
w
h宮
、
『
む
ロ
・
(
申
)
国
片
岡
(
)
∞
喧
I
2・

(花

)
A
P
C
ω
d・
ω
・
ω品目

(HSH)
・

(mm)ω
ロ向白
H

・5
如同
M
4・
u
o
c
m白】】
w
色
u
d
-
∞・

5UAH(HU吋
ω)

の
他
、
同
ロ

吋
問
。
1
S
S
F
企
ω
d・ω
・日戸吋

(
H
S
ω
)
(弁
護
士
資
格
に
関
す
る
外
国

人
差
別
の
州
法
。
違
憲
の
理
由
|
第
一
回
修
正
違
反
の
み
)
肘
同
曲
目
古
Z
m

回
O
同
門
品
。
同
開
口
問
刊
日
口
問
2
・mw
〈
-Hり
目
。
吋
角
川
町
出
品
。
。

Z
H・0・
AHN白

C
-
ω
・
印
叶
N

(
H
S由
)
(
土
木
技
師
の
免
許
に
関
す
る
外
国
人
差
別
の
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ

の
法
。
違
憲
の
理
由
1

連
邦
政
府
の
移
民
規
制
権
限
に
触
れ
て
は
い
る

が
、
第
一
回
修
正
の
平
等
保
護
違
反
、
も
し
く
は
、
第
五
修
正
の
デ
ュ

1

プ
ロ
セ
久
条
項
違
反
|
プ
エ
ル
ト
・
り
コ
と
い
う
地
域
的
特
性
に
よ
る
。

い
ず
れ
の
条
項
に
反
す
る
か
は
法
廷
意
見
は
決
定
せ
ず

l
か
否
か
の
み
を

検
討
し
た

)
Z
2三
え
〈
・
富
山
口
n
-
2
.
h
s
c
.
ω
・
H

Q
ミ
吋
)
(
高
等

教
育
の
た
め
の
学
費
援
助
に
関
す
る
外
国
人
差
別
州
法
。
違
憲
の
理
由
|

第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
違
反
、
及
び
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限

の
専
占
(
切

5
2
6巳
g)
を
侵
す
)

(π)
色

ω
d・
ω
・
8
A
F
(
5
3
)
・

(
市

)
h
a
m
d・
ω
-
N
S
(
H
U叶∞)・

(
乃
)
怠
H
C・
ω
・
2
3
S
3
・

(m剖
)
品
宮
戸

ω
・お
N・
S
-
F
-
J司
-
A
8
8
3
u
∞M〉・

(
M
M
)

こ
こ
で
「
う
た
が
わ
し
い
差
別
」
(
印
ロ
印
刷
X
W
2
n
z
g広
口
丘
町
。
ロ
)
の
説

明
、
及
び
判
例
が
外
国
人
た
る
こ
と
に
基
づ
く
差
別
を
う
た
が
わ
し
い
差
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別
に
当
た
る
と
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
若
干
の
疑
問
点
に
つ
い
て
、
簡
単

に
述
べ
て
お
く
。

第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
テ
ス
ト

と
し
て
は
、
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
及
び
厳
格
審
査
の
た
め
の
テ
ス
ト
の

ニ
つ
が
あ
る
。
(
な
お
、
さ
ら
に
う
た
が
わ
し
い
差
別
に
準
ず
る
も
の
と

さ
れ
る
性
別
に
よ
る
差
別
や
矯
出
に
よ
る
差
別
に
つ
い
て
、
当
該
差
別
と

許
容
で
き
る
目
的
と
の
関
に
お
け
る
実
質
的
関
連
性

(gσ
呉
国
ロ
江
田
戸

z-注目
。
ロ
由

E
S
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
「
中
間
的
審
査
」
(
宮
芯
?

自
由
岳
民
四
百
三
問
看
)
テ
ス
ト
を
連
邦
最
高
裁
は
展
開
し
て
い
る
、
と
い

う
主
張
が
の

g艮
町
民
一
教
授
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
参
照
戸
松
秀
典
「
平
等
保
護
と
司
法
審
査

ω」
(
「
国
家
学
会
雑

誌
』
第
九
一
巻
七
・
入
号
)
九
頁
以
下
(
一
九
七
人
)
、
合
理
性
の
基
準

及
び
厳
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
参
照
一
戸
松
秀
典
「
平
等
保
護
と
司
法
審

査
付
」
ハ
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九

O
巻
七
・
入
号
)
二
三
頁
以
下
ご
九

七
七
》
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
審
査
方
法
の
う
ち
前
者
は
通

常
の
差
別
立
法
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
、
①
差
別
分
類
自
体
に
違
憲
の
う
た
が
い
が
あ
る
(
凹
戸
田
℃

2
3
も
の

を
用
い
て
い
る
場
合
(
人
種
を
基
準
と
す
る
差
別
が
そ
の
典
型
て
な
い

し
②
個
別
的
規
定
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
人
権
(
第
一

1
八
修
正
に
よ
り

保
障
さ
れ
る
権
利
て
も
し
く
は
明
文
の
規
定
は
な
い
が
基
本
的
利
益

(
宮
口
品
目
日
開
口

g
-
E
S円
四
四
件
)
に
関
し
て
差
別
的
取
扱
を
う
け
た
と
さ
れ

る
場
合
に
用
い
ら
れ
る

(ωhh-
同
-
h
-
z
o
g
-
S町
、
血
ロ
・
(

ω

)

主
回
目
同
∞
f

r
u
)

。
う
た
が
わ
し
い
差
別
と
さ
れ
る
も
の
は
、
人
種
、
血
統

(
由
回

Z
Cロ
回
目

田口

n
g
q
u刊
な
い
し
ロ
口
市
国
間
開
)
及
び
外
国
人
た
る
こ
と
(
由
民
間
ロ
同
四
百
〉

に
も
と
づ
く
差
別
で
あ
る

(
h
h
h
-
n
h
-
b
sミ
也
、
苦
h
B
H
h
S
S時

』p
b
s
l
N町
宮
島
町
、
さ
な
町
立
ロ
タ
∞
N
国
〉
周
〈
・
円
-
H
N開〈・

H
o
g
-
口
出
品

(
同
由
自
由
)
)
が
、
な
ぜ
こ
れ
ら
が
う
た
が
わ
し
い
差
別
と
さ
れ
る
の
か
は
は

っ
き
り
し
な
い
よ
う
で
あ
る
(
例
え
ば
参
照
芦
都
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の

現
代
的
展
開
』
(
有
斐
閣
一
九
八
一
)
九

O
頁
阪
本
昌
成
「
優
先
処

遇
と
平
等
原
則
」

Q
F
担当

ω
n
F
C
C
-』
二
人
号
〉
三

O
頁
ご
九
八
二
〉
。

し
か
し
少
な
く
と
も
外
国
人
た
る
こ
と
に
基
づ
く
差
別
に
つ
い
て
は
、
四

つ
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
〈

Z
O丹市
w

h
宮
、
可
ぬ
ロ
・

(

ω

)

同門

E
N日
』

N∞
)
。
す
な
わ
ち
、
①
外
国
人
は
五
年
間
居
住
の
後
に
な
る
ま
で
市

民
権
有
資
格
と
な
ら
な
い
の
が
普
通
な
の
で
、
外
国
人
た
る
こ
と
は
、
少

な
く
と
も
一
定
期
間
は
、
個
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
特
性
で
あ
る

こ
と
、
②
市
民
と
外
国
人
と
を
分
け
る
手
段
は
、
外
国
人
が
あ
る
菌
で
劣

っ
て
い
る
と
い
う
一
般
及
び
公
の
官
吏
の
信
念
を
も
た
ら
し
、
汚
名
を
着

せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
こ
と
、
③
外
国
人
は
歴
史
上
重
大
な
法
的
差
別

に
服
し
て
き
た
こ
と
、
@
外
国
人
が
、
通
常
は
少
数
者
を
守
る
た
め
に
依

拠
さ
れ
る
政
治
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

し
か
し
、
①
に
対
し
て
は
、
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
非
移
民
の
方
が
移
民

よ
り
大
き
な
保
護
を
う
け
る
に
値
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
は
考
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
に
つ
い
て
は
、
外
国
人
も
市
民
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
り
(
応
。
∞

σ叩
H
.
M
V
h
明記
h
q
b
ロ・
(
ω
)

出土
W
C
ω
l
O
A
F
)
、

さ
ら
に
、
①
1
③
を
合
わ
せ
て
も
合
理
的
基
礎
の
テ
ス
ト
で
は
な
く
う
た

が
わ
し
い
差
別
た
る
こ
と
に
よ
る
厳
格
審
査
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
説
明

す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
Z
2
P
帥
ミ
弓
ぬ
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料

ロ・
(

ω

)

間同

5

N
品t
N
叶
)
。
さ
ら
に
④
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
、
政
治
過

程
か
ら
外
国
人
を
排
除
す
る
州
法
が
争
わ
れ
た
場
合
(
め
開
会
司
-
h・
ωz-

m白円
H
U
S
J〉
む
。
ロ
m包
Y
S
ω
C・
ω
・
8
A
F
(
s
a
)
)
、
現
実
を
テ
ス
ト
す

べ
き
審
査
方
法
を
採
用
す
る
理
由
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
現
実
に
依
拠
す

る
こ
と
は
、
循
環
論
法
で
あ
り
非
論
理
的
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る

(
吋
同
日
間
w
〉
記
阿
見

Hh』
足
。
。
Z
2
4同，
C
2
0
2』
F

ド
』
S
1・
HA)印一凶

(SU18w

Z
2
p
h
E
h
v、
ぬ
ロ
・
(

ω

)

同
門
戸
印
N
∞
)
。
以
上
の
よ
う
に
、
外
国
人
た
る
こ

と
に
基
づ
く
差
別
を
う
た
が
わ
し
い
差
別
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ

の
根
拠
の
点
で
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
い
う
批
判
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

る。

資

他
方
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
は
、
後
に
本
稿
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
外

国
人
た
る
こ
と
に
も
と
づ
く
差
別
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
場
合
に
は
合
理

的
基
礎
の
テ
ス
ト
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、
ひ
と
た
び
あ
る
基
準
に
よ
る
差
別
が
う
た
が
わ
し
い
と
さ
れ
た
場
合

に
は
、
常
に
厳
格
審
査
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
る

(
Z
O片

P
師
同
紙
一
司
、
色
白
同
同
日
N
O
)
O

後
者
の
批
判
は
、
特
に
外
国
人
た
る
こ
と
に
基
づ
く
差
別
に
特
有
な
も

の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
平
等
保
護
理
論
に
よ
り
満
足
に
説
明
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。

(
位

)
A
S
ω
S
?
由
N0・
問
問
血
目
巾
ロ
【
同
町
《
p
h
p
N
d・
ω
-
n
-
n
v・
4
・

(邸

)
A
F
E
d

・ω-mw仲
ω

コ・

(
刷
出
)
」
ミ
・
即
時
い

ω叶
N
-
n即応ロ
m

d巳
広
島

ω門
担
同
町
田
〈
-
m
U
白円。
z
u巾
司
円
o
b
z
n
g

ゎ
0・句
ω
。Apd.ω
・
一
区
品
"
同
印
N
印
ω
ロ
・
品

(
H
8
8
.

(
即
∞
〉
旬
、
・

(
M
W
)
H
R
F
n
F江
口
問
吋
白
}
内
田
町
印
加
}
ニ
〈
・
同
り
日
間
y
h
w
の同
5
0
R
υ
0
5
5
2巴
D
P
8
A
F

C
-
ω
・品
H0・
AFNO(阿川区∞)・

(
開
山

)
H
A
-
白同

ω斗品
i
叶印・

(
部
)
同
九
・
白
丹

ω吋
印
叶
由
・

(

m
加

)

』

1a-
同
庁
印
吋
品
・

〈
叩
)
同
九
・
白
昨

ω叶∞・

(
M
m
)
L
R
m
w丹

ω
∞。・

(

昭

)

叩

E
C
M
(
σ
)
C時
同
町
四
∞
0
2巴

ω巾
ロ
ロ
ユ
々
〉
円
件
。
同

HUω
♂
白
色
己
主

σ日
『
件
宮
町
〉
円
件
。
同
〉
z
m
-
M∞・

5
目

0・
明
白
Y

E

g

巳
・
印
印
少
同
日

担
g
mロ門
r
p
h
m山
口
・

ω・
ゎ
・
明

Hω
印
日
戸
こ
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
定
め
て

い
る
。
「
保
健
・
教
育
・
福
祉
省
長
官
公
宮

ω
R
E
S与
え
同
町
即
日
§
・
開

aza

g江
O
口
出
口
巴
巧
由
民
国
吋
巾
〉
は
、
本
条
の
第
帥
項
に
定
め
ら
れ
た
条
件
を

満
た
す
計
画
で
あ
れ
ば
、
そ
の
計
画
を
承
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
但

し
長
官
は
、
計
画
に
お
い
て
、
恒
久
的
に
労
働
不
能
と
な
っ
た
者
へ
の
援

助
資
格
の
条
件
と
し
て
、
以
下
に
述
べ
る
も
の
を
課
す
る
計
画
を
承
認
し

て
は
な
ら
な
い
。

ω
合
衆
国
市
民
を
排
除
す
る
す
べ
て
の
市
民
権
要
件
」

(
回
)
ち
ω
d
・
ω
-
a
ω
毘・

(
悦
)
そ
の
他
被
上
訴
人
は
三
人
お
り
、
一
人
は
事
務
所
の
タ
イ
ピ
ス
ト
(
後

に
は
人
事
専
門
家
)
と
し
て
、
一
人
は
事
務
所
の
タ
イ
ピ
ス
ト
と
し
て
、

ま
た
一
人
は
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
助
手
及
び
人
事
専
門
家
と
し
て
、
市
に
雇
用

さ
れ
て
い
た
。

〈
%
〉

A
H
o
u
d
-
ω
-
u
g
w
U吋
N
(
E
U己〉・
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g犬
山
由
同
・
的
)
噌
町
山
品
科

(竺)Id. at 296， citing Sugarman v. Dougall， 413 U. S. 634， 
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(問
)
A
F
N
目
白
・

ω
・∞∞

(
H
由、吋由〉・

(
悶
)
A
F
N
白
白
・

ω
-
A
W
吋
(
H
U
吋由)・

(
問
)
こ
れ
は
移
民
国
籍
法
第
二
一
二
条
第
糾
項
削

w
a
d
-
ω
・
。
・
叩
ロ
∞
ω

(
色
)
(
印
)
)
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
在
留
資
格
は
非
移
民
で
あ
る
。
し
か

し
、
他
の
非
移
民
と
異
な
り
、
合
衆
国
に
無
期
限
に
残
留
す
る
で
あ
ろ
う

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
六
年
一

O
月
二

O
日
の
法
律
(
害
児

R
・M
叶
。
〕
の
第
八
条
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
、

合
衆
国
居
住
二
年
後
、
永
住
目
的
の
在
留
外
国
人
に
地
位
を
変
更
す
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
同
州
O
印
vmH-m-
的
昔
、
『
ぬ
ロ
・

(ω)
白件

N
申

ω
ロ・岳山・

(山川
)
A
F
N
C
・
ω

-

P

明
白
む
印
O
(
N
)
・
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
パ
ー
ト

A
と

パ

l

ト
B
に
分
か
れ
て
お
り
、
パ
ー
ト

A
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
入
院
で
か
か
っ
た

費
用
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
パ
ー
ト

B
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
一
定
の
医
療
給
付

(
n
R
S
E
匂『弓

2
n
Uロ
♂
田

R
1
2印
)
、
在
宅
医

療
給
付

(
F
O
B
巾

V
E
-
5
2吋
冊
)
、
外
来
患
者
の
治
療
、
そ
の
他
医
療
・

健
康
上
の
給
付
に
か
か
っ
た
コ
メ
ト
の
一
部
な
ど
、
医
師
の
技
術
料
を
中

心
と
す
る
治
療
費
を
カ
バ
ー
す
る
(
な
お
、

N
H
K
取
材
班
『
日
本
の
条

件

9

医
療
』
(
一
九
八
二
)
一
=
一
六
頁
以
下
参
照
)
。

本
件
で
争
わ
れ
た
の
は
パ
l
ト

B
へ
の
加
入
で
あ
り
、
加
入
資
格
と
し

て
、
法
は
、

「

ωパ
l
ト

A
に
よ
る
医
療
保
険
受
給
者
た
る
資
格
の
あ
る
者

ω六
五
歳
に
達
し
、
合
衆
国
に
居
住
し
て
お
り
、
凶
合
衆
国
市
民
で
あ

る
か
、
同
五
年
間
継
続
し
て
合
衆
闘
に
居
住
す
る
・
永
住
民
的
で
合
法

に
入
国
を
許
可
さ
れ
た
外
国
人
」

た
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

資

(
問
)
訴
え
の
相
手
方
は
保
健
・
教
育
・
福
祉
省
長
官

G
2
5
5
4
cご
Z

。
品
目
立

g
g件
。
同
国

g-sw
開
。
ロ
ロ
由
巳
。
ロ
田
口
仏
当
巾

-pg)。

(
問
)
三
人
構
成
と
な
っ
た
連
邦
地
方
裁
判
所

(
S
m
d
E
s
a
盟
主
2
0平

丹
江
ロ
同
わ
O
E
円
円
同
。
円
丹
}
M
m
ω
o
ロ昨日同町吋ロ

0
2丹
江
口
件
。
内
明
戸
C
ユ
仏
国
)
。

(山川

)ω
出

回

司

'ω
戸
沼
℃
・
伊
丹
∞
!
?

(
防
)
中
間
的
審
査
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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)ω
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・
∞
己
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)
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・

(
山
)
」
ミ
・
過
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包
含
で
あ
る
こ
と
は
過
少
包
含
(
ロ
ロ
己
巾

?
z
n
-ロ
田
守
巾
)
で

あ
る
よ
り
も
許
容
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
過
少
包
含
で
あ
れ
ば
、
論
理

的
に
は
負
担
を
負
う
べ
き
人
に
負
担
を
課
し
て
い
な
い
(
あ
る
い
は
同
じ

よ
う
な
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
人
に
利
益
を
与
え
て
い
な
い
〉
こ
と
も
あ

る
が
、
過
多
包
含
で
あ
れ
ば
こ
の
論
理
は
逆
に
な
る
か
ら
で
あ
る

(bn-

ミ
守
、
室
町
誌
な

s
s
hト
am--h宮
、
ミ
ロ
・

3H)
白
骨
忌
∞
十
∞
吋
・
な
お
参

照
戸
松
前
掲
注
(
凱
)
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九

O
巻
七
・
八
号
三

一一良〉。
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)

b

S

町向。
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S
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M

S

H

F
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アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制権限と司法審査

(
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(
川
出
)
旬
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円
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(
川
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ミ
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(
問
)
匂
h
p
切
即
日
向
巾
吋
〈
・
わ
田
口
.
・

ω品川
w
d
e
ω
・
H
∞少
N
H
叶(]{申出
N
)

・

(山川

)
A
H
M
a
d
-
ω
-
m
w円
∞
ヤ
∞
N
・

(問
)

L

ミ
・
三
∞
ω・
五
年
間
と
い
う
居
住
期
間
要
件
は
財
源
保
全
の
た
め
の
も

の
と
し
て
は
不
必
要
に
長
い
こ
と
、
及
び
外
国
人
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
加
入
資

格
な
し
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
不
必
婆
な
苦
難
を
こ
う
む
る
こ
と
、
を
認

め
た
。

(
問
)
H
A
・

(山川
)
'
M
-
魚
川
町
w
m
C師

σ叩
円
伊

h

宮
、
、
民
ロ
・

(
ω
)

白円

N
C
ω

・
な
お
、
こ
の
論
文
は

ロ
S
N
判
決
で
用
い
ら
れ
た
き
わ
め
て
ゆ
る
い
司
法
審
査
基
準
に
対
し
て

詳
細
な
批
判
を
述
べ
て
い
る
(
国
昨
日
お
1
8
)
0

そ
の
批
判
の
う
ち
重
要
と

思
わ
れ
る
も
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

①
究
極
的
な
問
題
に
ま
で
さ
か
の
.
ほ
り
、
あ
た
か
も
そ
れ
に
対
す
る
答
え

が
明
々
白
々
で
真
剣
な
議
論
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し

て
、
こ
の
問
題
に
解
答
し
て
い
る
こ
と
(
洋
N

∞N
)

。

②
連
邦
政
府
は
、
い
か
な
る
州
も
持
っ
て
い
な
い
責
任
を
有
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
い
か
な
る
州
も
主
張
で
き
な
い
利
益
を
有
し
て
い
る
か
も
し
れ

ず
、
そ
こ
か
ら
本
件
逮
邦
法
規
を
正
当
化
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
本
判
旨
は
こ
の
よ
う
な
利
益
を
示
す
こ
と
な
く
、
驚
く
ほ
ど
ゆ
る
や
か

な
合
理
的
基
礎
テ
ス
ト
を
用
い
て
本
件
法
規
を
支
持
し
て
し
ま
っ
た
(
え

N
∞品〉。

③
本
判
旨
に
よ
り
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
合
理
的
根
拠

は
、
「
連
邦
議
会
が
選
択
し
た
テ
ス
ト
に
よ
り
有
資
格
と
さ
れ
た
人
は
、

そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
は
る
か
に
合
衆
国
と
大
き
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て

い
る
と
推
定
し
て
も
合
理
的
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
外

国
人
と
合
衆
国
と
の
つ
な
が
り
(
同

m
E
q
)
の
程
度
が
な
ぜ
、
保
険
制

度
へ
の
加
入
の
権
利
と
関
連
す
る
か
、
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い

(回同

N
∞印)。

(
邸
)
こ
れ
ら
は
注
(
山
川
)
で
紹
介
し
た
列
。
凹

σ
2
m
の
批
判
に
対
応
す
る
。

(
附
)
こ
の
点
、
原
審
判
決
と
対
比
す
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

(
問
)
こ
の
連
邦
政
府
の
政
策
は
一
八
八
三
年
以
来
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
る

が
、
規
則
(
円
己
申
)
で
市
民
権
要
件
が
明
示
さ
れ
た
の
は
一
八
九
六
年
以

後
の
よ
う
で
あ
る
。

H
T
N
F
K
H
N白

d
.
ω
・

2

5印1
H
H
H
.

(
問
)
希
望
し
た
職
種
は
、
郵
便
関
係
、
案
内
係
(
守
口
伊
丹
0
5
、
フ
ァ
イ
ル
事

務
官

(
m
Z
口
-Rr)
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
官
(
吾
巾
雪
国
戸
広
三

2
0崎

市島ロ
n注
目
。
ロ
回
目
匂

gmH.白
百
四
)
(
所
属
の
省
は
い
ず
れ
も
異
な
る
)
で
あ

っ
た
。

(
問
)
問
。
・
円
戸
訓

ωω
∞・

5
H
Q
S
H
)
・
こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
大
統

領
の
行
政
命
令
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
与
え
ら
れ
た
規
則
制
定
権
限
に
基

づ
い
て
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
大
統
領
命
令
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

「
(
人
事
)
委
員
会
は
、
市
民
権
・
年
令
・
教
育
程
度
・
訓
練
及
び
緩

験
・
適
性
(
印

E
S
σ
E
q
)
及
び
肉
体
的
精
神
的
適
合
性

ey宮
山
口
色

白
白
仏
自
巾
忠
弘
出
宮
町
田
印
)
に
関
す
る
基
準
、
居
住
地
(
吋

g広
g
n
g

に
関
す
る
基
準
そ
の
他
申
請
者
が
受
験
を
認
め
ら
れ
る
た
め
に
満
た
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
基
準
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。
」
(
関
同
四
円
・
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円仏巾円
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2
5
2
N
N・H
U
E
)
)
・

こ
の
行
政
命
令
を
発
布
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て
い
る
の
が
、
公
務

員
法
第
三
一
二

O
一
条
で
あ
っ
た
。
そ
の
規
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
大
統
領
は
、

ω公
務
の
効
率
を
最
大
に
促
進
さ
せ
る
よ
う
に
、
行
政

機
関
の
公
務
員
の
職
に
個
人
を
選
任
す
る
た
め
の
規
則
を
制
定
し
、

ω

就
職
を
求
め
る
者
の
年
令
・
健
康
・
性
格
・
知
識
及
び
能
力
に
関
す
る

適
性
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
後
略
)

J

S

d
・
ω
-
m
u・期
ωω
。同)

(
以
上
』
回
目
】
〈
・
国
同
百
四
】
片
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P
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S
O
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J
N色・也
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忌
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削
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∞
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ロ
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曲
目
U
S
F
印
。
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司
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・

5
ω
H
W
H
O
ω
白
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H
由叶品)・

(削

)ω
ロぬ白

B
gロ
4
・
。
。
ロ
肉
回
目
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企
ω

C
・
ω・
8
A
F
(
忌
叶
h
w
)

・

(
間
出

)
A
H
g
c
・
ω
・
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吋

(
H
S
ω
)
・

(
山
川
〉
問
。
。
司
・
日
仏
・
同
庁

HCU
由
Jω
叶・

(山川
)

L

『
件
同
件
同
(
)
ω

吋・

(山川
)
h
n
同・同件

HOω
∞、

n
-
Z
ロ
ぬ
∞
町
田
三
円
。
〈
・
同
，
F
O
B官印。ロ・

S
A
F
C
-
ω
・

色
∞
-
E
H
I
品
N
3
8
3
・
(
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
が
生
活
扶
肪
(
司
巾

-
P
E

白血凹
2
S
H
H
n巾
)
受
給
要
件
と
し
て
居
住
期
間
要
件
(
一
年
以
上
州
に
居
住
)

を
定
め
た
こ
と
が
、
平
等
保
護
条
項
に
反
す
る
、
と
さ
れ
た
事
例
。
)

(川山〉
L

芯
-
n
F
Zロ
m
w
o
-
-
-
ロぬ

4
・
ω
町民・円
xwuωAF吋守口・

ω
・品川町叶
i
A
H
U
U
(
H
申印品)

(
連
邦
法
規
に
よ
る
公
立
学
校
の
黒
人
差
別
が
第
五
修
正
に
反
す
る
、
と

さ
れ
た
事
例
)
出
口
巳

ω
F目
立

g
タ
、
円

y
o
g沼田
E
P
M
宮、也、白・

(
閉
山
)
句
、
・

ハ山川
)
H
A
'
伊
丹

]FCω
申

IAS-

料資

①
在
留
外
国
人
よ
り
も
市
民
の
経
済
的
安
定
を
促

進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
既
に
こ
れ
ま
で
の
諸
判
決
で
否
定
さ

れ
た
「
特
別
の
公
的
利
益
」
(
帥
宮
巳
回
目
空
H
Z
R
S
Z
B由
同
)
の
主
張
で

あ
り
、
在
留
外
国
人
も
納
税
義
務
を
負
い
兵
役
に
徴
集
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
ま
た
合
衆
国
の
経
済
成
長
を
促
進
す
る
も
の
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
主

張
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
、
②
在
留
外
国
人
に
は
統
治
機
構
に
加
わ
る

権
利
が
な
い
、
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
が
、
外
国

人
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
み
で
す
べ
て
の
、
連
邦
公
務
員
か
ら
排
除
さ
れ

る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
、
と
し
た
o

(
附

)hpN∞
d
・
ω
・間同

Hoo-HOω
・

(
川
)
ど
う
も

n
O
B
u
o
-
-
E
m
と
い
う
場
合
と
き
し
て
内
容
は
変
わ
ら
な
い
よ

う
で
あ
る
。

(
川
)
品
M
m
d
-
ω
-
E
H
O
ω
・

(
川
)
旬
、
・

(
問
)
同
九
.

(
山
)
町
民
・
国
同

HOAF-

(
川
)
旬
、
・
白
仲

HO印・

(川
)

i

ミ
・
白
骨
】
。
印
iHHN・

(
町
)
句
、
-
白
門

HHN1HHU.

(
川
)
旬
、
・
白
件

HHAHSHH日・

(
川
)
」
ミ
・
担
什

H
5
3
H
H酌・

(
問
)
以
上
の
法
廷
意
見
に
対
す
る
反
対
意
見
の
要
旨
は
、
権
限
委
任
に
関
す

る
伝
統
的
な
基
準
に
よ
れ
ば
、
人
事
委
員
会
は
当
該
規
則
を
制
定
す
る
権

限
を
十
分
正
当
に
委
任
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ミ
'
目
付

HNωIHmm山・
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(
間
)
本
判
決
を
う
け
て
、

7
活

l
v大
統
領
は
新
た
に
、
外
国
人
を
連
邦
公

務
員
の
あ
る
種
の
職
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
同
開
示
し
た
行
政
命
令
を
発
し

た
(
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
荻
野
芳
夫
『
国
籍
・
出
入
国
と
憲
法
』

(
動
車
書
房
一
九
八
二
)
二
五
五
頁
参
照
)
。
現
在
、
こ
の
命
令
に
関
す

る
訴
訟
が
係
争
中
の
よ
う
で
あ
り
、
下
級
審
判
決
が
す
で
に
一
九
七
八
年

に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
〈
四
円
問
印

E
B
4・
出

m
w
H
H
6
g
p
h
q
F・

4
〈・
M

g

H

(

コy
n
F
〉
戸
開
・
巴
・

5
斗
∞
)
で
あ
る
。
原
告
側
は
い
く
つ

か
の
主
張
を
な
し
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
主
張
は
、
①
当

該
命
令
は
大
統
領
の
法
律
上
委
任
さ
れ
た
権
限
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ

と
、
②
当
該
命
令
は
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
違
反
で
あ
る
こ
と
、

の
二
点
で
あ
る
。
ま
ず
第

τ尽
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
が

大
統
領
に
市
民
権
要
件
を
、
公
務
員
雇
用
に
あ
た
り
、
付
す
る
権
限
を
与

え
た
も
の
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
公
務
員
法

三
三

O
一
条

G
d
-
ω
・
ゎ
・
副

8
2
(戸
)
噌
句
ミ

LahV2
ロ
-
Q
Sむ
を

掲
げ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
条
項
は
、
大
統
領
に
対
し
て
「
公
務
の
効
率
を

最
も
よ
く
促
進
す
る
よ
う
、
行
政
部
に
お
け
る
公
務
員
の
採
用
に
つ
い
て

の
規
則
を
制
定
す
る
」
権
限
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
外
国
人
の
連
邦
公

務
員
か
ら
の
排
除
も
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
に
基
づ
く
も
の
、
と
判
決
は
考

え
た
の
で
あ
る
。
次
に
原
告
②
の
主
張
に
対
し
て
は
、
判
決
は
、

o
g
o耳

切
ロ
ロ
喝
。
ロ
拘
判
決
で
連
邦
最
高
裁
が
「
強
度
の

(05『
2
E
S
S
政
府

利
益
が
あ
れ
ば
、
連
邦
公
務
員
に
つ
い
て
市
民
権
要
件
を
付
す
る
こ
と
も

正
当
化
さ
れ
る
」
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、

O

及
び
同
じ
く
富
。
当

ω
C
ロ
巧
。
口
問
判
決
で
連
邦
最
高
裁
は
・
人
事
委
員
会
規
則
を
支
持
す
る

た
め
に
論
じ
ら
れ
た
事
項
が
「
移
民
及
び
帰
化
に
つ
い
て
の
権
限
の
も
つ

連
邦
的
・
政
治
的
性
格
か
ら
す
れ
ば
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
考
え

て
い
た
こ
と
、
。
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
は
、
も
し
該
市
民
権
要
件
が
連
邦

議
会
な
い
し
大
統
領
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

市
民
権
要
件
に
よ
り
合
理
的
に
促
進
さ
れ
る
何
ら
か
の
利
益
で
あ
る
か
ら

こ
そ
該
市
民
権
要
件
が
採
用
さ
れ
た
、
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て

い
た
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
本
件
行
政
命
令
に
よ
る
市
民
権
要
件
を
、
第
五

修
正
に
反
せ
ず
、
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
新
し
い
行
政
命
令
に
つ
い
て
の

連
邦
最
高
裁
の
判
断
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
学
説
は
こ
の
行
政

命
令
に
対
し
て
批
判
的
の
よ
う
で
あ
る
(
参
照
荻
野
前
掲
書
二
五
五

頁
以
下
)
。

(似
)
M
W
h
n

ロ白
P
M
R
h
v

、-a
ロ・

(ω)
注
目
ωotωYω

企ム
N
.

(
問
〉
】
白
ロ
〈
・
出
回
目
匂

g
p
品目
c
m
J
N
己
・
由
民
・
(
お
芯
)
・

(山川
)
E
M
E
J
M
N
O叩

σ白叶内
w
h
R』守、白ロ・
(
H
)

白骨

N
∞]{・

ハ
叫
刷
)
的
回
目
・

2
0
g
-
S
H
V
E
ロ
・
〔
叫

)
2
5∞吋

(
H
U
Q
S
L
E
D阿
国
国
吉
日
比
。
ロ

〈
-
冨
0
4
4
ω
ロ
ロ
者
。
ロ
四
・
h
F
N
∞

d
・
ω
・
国
片
忌
日
・

(
川
刷
)
た
だ
し

C
E
N
判
決
に
対
し
て
は
、
前
掲
注
(
叫
)
で
紹
介
し
た
よ
う

な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
問
)
的
問

F
Z
c
z
-
h
H
h
h
q白
ロ
・

(ω)
間
同
四
日
同
品

p
ω
・

(
蹴
)
国
同

gHvgロ
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
第
五
修
正
の
弘
巳
白
℃

g
n
g的
条

項
に
含
ま
れ
る
宮
山
口
曲
目
官

o
g
n
t
cロ
の
内
容
と
第
一
四
修
正
の
町
内
吉
田
戸

匂
B
仲
間
三
回
。
ロ
条
項
の
内
容
と
が
完
全
に
同
一
一
線
上
に
あ
る
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う

(
h
N
由
旬
・

ω・∞∞・
5
0
(
S
U
1
a
)
)
が
、
例
え
ば
回
コ

E
ロ
ぬ
〈
・

ω}岡田
H
.

ち白

(ω
品、吋

d
.
ω
・
h
p
m
v
p
A
H

也市山口
-

H

H

(

同
市
出
品
)
)
は
次
の
よ
う
に
い

よ
ソ
。
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料

「
平
等
保
護
と
い
う
考
え
方
及
び
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
考
え
方
は

い
ず
れ
も
公
平
さ
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
理
念
に
由
来
す
る
・
も
の
で

あ
っ
て
、
相
互
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
い
。
(
中
略
)
差
別
が
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
て
い
る
も
の
と
し
て
正
当
化
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
も
あ
り
得
る
。
」

ま
た
巧
巳
ロ

σ目
指
同
門
〈
・

t
ξ

ぽ

m
g
p
E
(串
N
o
d
-
ω
・
呂
町
、
色
∞
ロ
-

N
(
g
a一
)
い
主
た
る
家
計
を
支
え
る
者
た
る
夫
な
い
し
父
親
の
死
亡
の
場

合
寡
時
間
及
び
子
供
に
所
得
補
償
を
給
付
す
る
が
、
主
た
る
家
計
を
支
え
る

者
た
る
妾
な
い
し
母
親
の
死
亡
の
場
合
子
供
の
み
所
得
補
償
が
給
付
さ
れ

る
、
と
い
う
連
邦
社
会
保
障
法
の
規
定
が
、
第
五
修
正
の
デ
ュ

l
プ
ロ
セ

ス
条
項
に
反
し
違
窓
と
さ
れ
た
)
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
『
第
五
修
正
は
平
等
保
護
条
項
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
デ
ュ

l

プ
ロ
セ
ス
を
侵
す
も
の
と
し
て
正
当
化
で
き
な
い
差
別
を
禁
止
し
て
い

る』

(
ω
n
Fロ
巳
仏
巾
吋
〈
・
河
口
明
}
内
噂

ω日可、吋

d
・
ω
・同町
ω・
5
∞

(
Z
A
F
3
・
∞
。
-
-

ロ
ロ
拘
〈
・

ω伊
良

匂

p
u
ぉ
c
.
ω
・
A
H
S
W
A
S申

(
5
2
)
)
。
第
五
修
正
に

基
づ
く
平
等
保
護
の
主
張
に
つ
い
て
の
本
法
廷
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
常

に
第
一
四
修
正
に
よ
る
平
等
保
護
の
主
張
に
つ
い
て
と
ま
っ
た
く
同
じ

で
あ
っ
た
。
」

(
問
)
参
照
前
掲
注
(
創
)
。

(
則
)
参
照
本
稿
第
一
一
一
章
第
二
郎
第
四
款
④
。

〈
則
)
M
U
F
の
C
2
4
出
何
回
w

ハU
K
F

印
刷
凶
〉
Z
U
Y向〉
4
開
回
目
〉
「
由
。

z
ゎ。
Z

出口'

、H，C
4
M
O
Z
〉
「
戸
〉
ぎ
・
∞
申
吋
(
]
F

申∞
3
.
国何一
Z
間
口
4

・H
り

O
同
開
同
の
Z

〉
司
司
〉
阿
国
印

〉
Z
U
同
，
出
開
わ
。
Z
山
口
吋

C
H
a
H
O
Z
W
N
S
』一
1

0

(

忌
叶
N)
・
さ
ら
に
こ
の
点
を

詳
細
に
検
討
し
た
の
が
、

Z
♀
ク
切
昌
司
、
白
ロ
・

3
)
で
あ
る
。

資

(問
)

h

w

同時
-
Z
C門m
-
M
H
町
、
『
白
ロ
・
(
申
〕
同
門
戸
。
叶
{
)
・

(
問
)
同
礼
・

(
山
間
)

L

『札・同丹

HO∞∞・

(
郎

)LR
同門

HO吋
H
1
a
a
た
だ
し
参
照
本
稿
第
三
章
第
一
節
第
四
款
②
。

(
附
)
前
掲
注

(
3
)
の
諸
論
文
参
照
。

(問

)
U
m
m
u田口曲目

4
・
ω
F
n
p
A
H
N
A
F
C
-
ω
・
ω日
H
(
H
U吋
何
日
)
(
不
法
入
国
の
外
国

人
の
雇
用
を
禁
止
す
る
カ
リ
フ
刻
ル
ニ
ア
州
法
を
合
憲
と
す
る
)
開
保
吉
田

4
・
宮

2
3
0・
AFω
日

d
.
ω
・
町
会
(
回
定
∞
)
(
州
に
本
籍
地
を
持
つ
者

(印
S
件
白
色
。
H
H
M
R
E
R
ぽ
閉
)
に
対
し
て
授
業
料
減
免
を
し
な
が
ら
、
非
移

民
た
る
外
国
人
は
州
に
本
籍
地
を
持
つ
者
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
授
業
料

減
免
を
し
な
か
っ
た
メ
リ

l
ラ
ン
ド
大
学
の
方
針
を
、
連
邦
最
高
裁
判
所

は
審
査
せ
ず
)
吋
。
Z

4
・
宮

2
S
O
L
S
ω
・
9
.
B
3
.
広
岡
、
.
巧
.
仏
∞

2

2
8
N
)
(
巴
E
ロ
師
事
件
と
同
じ
く
メ
リ

I
ラ
ン
ド
州
立
大
学
の
方
針
が
争

わ
れ
た
事
案
。

ωロ安田開
g
回
円
可
。

E
C
Z
(〉
え
・
〈
同
-n--M-

つ
ま
り
連

邦
政
府
の
専
占
)
に
よ
る
議
論
の
み
を
展
開
し
違
憲
と
す
る
)
。

(
別
)
な
ぜ
な
ら
①
「
分
離
・
孤
立
し
て
い
る
」
(
島
田
口
日
丹
市
担
口
弘
吉
田
色
白
円
)

少
数
者
で
あ
る
点
で
も
、
②
政
治
的
に
無
力
で
あ
る
点
で
も
、
③
納
税
さ

れ
徴
兵
さ
れ
る
と
い
う
点
で
も
、
在
留
外
国
人
と
不
法
入
国
し
た
外
国

人
・
非
移
民
た
る
外
国
人
と
の
聞
に
差
異
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ωhn

z
o
g
.
M
R
L耳、
R

D

(
由
)
同
門

HO∞
O
伶
ロ
・
∞
N.

(
則
)
り
ゅ
の
釦
ロ
曲
目
〈
・
回
目
n
p
A
F
N
A
F
C
-
ω
・
ω包

(HU叶
司
)
で
は
、
当
該
州
政

府
に
よ
る
規
制
が
連
邦
政
府
の
不
法
入
国
外
国
人
に
対
す
る
規
制
緩
限
に

触
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
た
し
(
巳

ω
勾
)
、
開
宗
吉
田
〈
・
宮
中

円相ロ
p
h
H
a
d
-
ω
・
2
叶

3
2
8
で
は
、
連
邦
政
府
の
非
移
民
と
し
て
の
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入
国
許
可
は
被
上
訴
人
主
張
の
よ
う
な
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
見
地
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
は
連
邦
裁
判
所
は
介
入
す
べ
き

で
は
な
く
州
法
上
の
問
題
で
あ
る
、
と
し
た
(
丘
町
印
∞
)

0

逆
に
吋
。
ロ
タ

豆
2
B
O
L
O
N
ω
-
Q
-
N
S円
台

F
・
4
〈
・
怠
∞
H
2
8
N
)
で
は
、
「
要

す
る
に
連
邦
政
府
は
、
。
lAF
ピ
ザ
を
持
つ
外
国
人
(
本
件
原
告
で
あ
る
・

筆
者
注
)
に
入
国
を
許
可
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
に
在
住
す
る

(
2
5
z
z
y
仏
o
g
w
F
Z
)

こ
と
を
許
し
、
機
関
か
ら
の
給
与
に
対
し
て

大
き
な
免
税
処
置
を
講
じ
て
い
る
。
以
上
の
如
き
状
況
下
で
は
、
州
が
彼

ら
に
対
し
て
差
別
的
な
授
業
料
減
免
を
課
し
て
も
よ
い
と
、
連
邦
議
会
が

考
え
て
き
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」

(
S
F・
ョ
・
包
お
器
)
、
と
し

て
、
め
ず
ら
し
く
も
真
向
か
ら
連
邦
政
府
(
議
会
)
の
移
民
規
制
権
限
を

採
り
上
げ
、
そ
れ
の
み
を
理
由
と
し
て
、
違
憲
判
断
を
下
し
て
い
る
。

〈
側
)
匂
町
内

wzo同p
h
R
M奇
h
H
P
(
由
)
出
丹

HO吋。・

(加

)
H
C
N
ω
-
Q
-
N
ω
∞
N
u
g
-
-
・
4
司
・
怠
8

2

8

3
・

(m)
同
意
意
見
三
名
(
富
田
B
Y白
-
f
E
m
w
n
r
B伊
P
司
0
4
司
開
ロ
)
、
反
対
意
見

回
名
(
∞
己
門
岡
市
円
裁
判
長
、
当
E
g
-
-州
岳
ロ

D
5
2・
Q
わ
O
ロ
ロ
四
円
)
で
あ

っ
た
。

(
加
)
印
C
H
t
d
弓
・
出
丹
念
a
l
g
・

(
捌
)
足
・
回
計
怠

8
・

(
州
出

)
M
W魚河町
-
b
h也
氏
ロ
h
v

ミ
S
Z
S
H
E
同
ト
む
さ
l
H司
輔
さ
だ
さ
な
室
、
え
な
し
司
自
室
凶

H
P
同
勾
h
h
h
w
H
的
。
¥
品
交
m

刊
誌
♂
由
由
国
〉
同
〈
・
円
、
.
何
回
〈
・
同
日
山
∞
タ
広
印
{
)
(
芯
∞
U
〉・

、H，
y
m
ω
g℃
吋
何
百
叩
わ
O
C
3・
5
∞
戸
吋
R
B
-
U由
民
〉
同
州
4
・
問
、
.
何
回
〈
・
品
N
・

]FωH(]FAV
∞N)
・

(加

)

g

F
・
4
弓
・
向
丹
念
日
・

(
加
)
』
1

札
・
出
汁
仏
町
一
凶
由
・

(

叩

山

)

』

1a.

(
制
)
吋
v
m
m
C
M
}吋
何
百
冊
わ
C
Z
5
5
2
1門
2
5
u
甲
町
田
〉
悶
〈
・
円
、
.
何
回
〈
・

出

N.]戸
ω
]
{
(
H
U
∞N)
・

(
仰

)
H
A
-
m
w仲

EAHiω
日・

(
加
)
』

1a・
出
件
同
ω印・

(
山
)
連
邦
憲
法
第
六
条
第
二
節
。

(出

)
h
R
問。出

σ
q
m
V
M世帯、、ぬロ・
(

H

)

白門

ω
同
町
・
連
邦
議
会
の
移
民
規
制

権
限
に
対
し
て
は
現
在
ま
で
判
例
上
手
続
的
側
面
の
制
約
し
か
考
え
ら
れ

て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
点
の
概
略
的
説
明
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

本

務

序

注

(
5
)
参
照
。
な
お
?
ぷ
吋
何
回
切
P
K
F
Z開
宮
内
い
〉
Z

C
O
Z
回
目
、
吋
ロ
ョ
。
Z
〉
F
戸
〉
タ

N∞
Hl∞
N
(
H由叶∞)・

(
制
)
出
回
江
田
-
同
色
町
田

4
・
ω
伊国
c
m
yロ冊目
mwMJωAFNC-ω
・印∞
0
・日間四∞
l∞
由
(
回
申
印
一
ω)
・

(
加
)
切
白
}
内

21
〈
-mU国門司、

ω∞由

d
・ω
-
H∞少

N
H
H
(
]戸甲町
N)
・
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
「
政
治
問
題
」
の
法
理
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
移
民

規
制
権
限
の
行
使
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
の
消
極
的
態
度

は
、
当
該
事
項
が
外
交
関
係
に
触
れ
る
、
と
い
う
点
に
そ
の
理
由
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
批
判
は
該
当

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
抑
)
、
吋
国
岡
田
タ
〉
冨
開
閉
山
問
。
〉
Z
【

U
O
Z
∞
4
3
C
4
5
2
〉
F
F
〉
d
F
N∞
ω
(
忌叶∞)・

(
加
)
参
照
本
稿
第
二
章
第
二
節
。

〔
出
)
句
由
同
切
回
開
Z
陣内
D
F
問
。
周
一
開
同
の
Z
〉
司
州
五
回
閉
山
m
w
h
z
u
叶
民
同
わ
O
Z
∞
ヨ
・

、H，
C
寸

H
O
Z・吋
AFtJ可印

(]F喧吋
N)
・

(
抑
)
本
稿
で
は
こ
の
手
続
的
制
約
に
つ
い
て
は
、
前
述
(
序

注
(

5

)

)

の

北法34(5・171)915



料

と
お
り
、
簡
単
に
し
か
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(m)
品
M
∞

C-ω
・

0叶
w

∞

同

∞

N

(
同
市
町
一
吋
酌
)
・

資

お
わ
り
に
|
反
省
と
今
後
の
課
題
を
含
め
て

i

こ
れ
ま
で
(
特
に
第
二
章
第
四
節
に
お
い
て
)
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
判
例

理
論
の
上
か
ら
は
、
入
国
拒
否
↓
追
放
↓
在
留
関
係
の
順
に
外
倒
人
の
人
権
の

保
護
に
厚
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
外
務
権
限
と

司
法
審
査
の
あ
り
方
と
い
う
見
地
か
ら
一
応
一
貫
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
説

明
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
移
民
規

制
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
絶
対
的
権
限

Q
Z
Sミ
宮
詩
句
)
と
い
っ
て
も
、

真
に
絶
対
的
(
対
司
法
部
と
の
関
係
で
)
な
性
格
を
有
す
る
も
の
は
入
国
拒
否

権
限
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
権
限
行
使
さ
え
も
政
治
問
題
と
考
え
ら
れ
て

《

1
)

い
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

他
方
追
放
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
は
ご
く
初
期
か
ら
判
例
に
よ
っ
て
手
続
的

2
V
 

制
約
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
現
行
の
移
民
同
籍
法
自
体
も
手
続
的
デ

(3) 

ュ
l
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
的
要
請
を
満
た
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
、
入
国
民
否
な
い
し
追
放
と
い
う
局
凶
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
権
限
行

伎
に
つ
い
て
は
判
例
の
態
度
は
固
ま
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
が
、
在
留
外
国
人
の
法
的
地
位
に
関
し
て
は
判
例
の
混
迷
は
続
く
で
あ

ろ
う
。
殊
に
州
法
上
の
外
国
人
差
別
に
つ
い
て
は
司
法
審
査
の
方
法
は
出
つ
く

し
た
か
の
観
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
た
如
く
、
そ
の
司
法
審
査

の
根
本
的
枠
組
は
依
然
と
し
て
同
一
の
も
の
H
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
の

専
占
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
判
例
の
混
迷
が
、
平

等
保
護
理
論
上
の
混
迷
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
連
邦
政
府
(
議
会
)
と
州
政
府

(
議
会
)
と
の
間
の
権
限
の
分
配
基
準
に
つ
い
て
の
混
迷
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
怠
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
判
例
上
多
数
処
理
さ

れ
て
き
た
州
法
上
の
外
国
人
差
別
問
題
は
、
連
邦
制
と
い
う
特
殊
ア
メ
リ
カ
的

な
視
点
よ
り
解
決
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
出
入
国
管
理
関
係
に
関
す

る
判
例
理
論
か
ら
し
て
、
連
邦
政
府
(
議
会
)
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い
て

は
、
判
例
は
き
わ
め
て
消
極
的
な
審
査
し
か
行
わ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
予

測
が
で
き
る
。
し
か
し
も
し
連
邦
政
府
レ
ベ
ル
で
も
、
さ
さ
い
な
事
項
に
つ
い

〈

4
〉

て
ま
で
外
国
人
差
別
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
己
目
白
N

判
決
で
と
ら
れ
た
よ

う
な
、
全
て
を
合
意
と
す
る
が
如
き
テ
ス
ト
を
笑
質
上
変
更
す
る
可
能
性
も

i

州
政
府
(
議
会
)
に
よ
る
外
国
人
差
別
を
す
べ
て
違
憲
と
す
る
が
如
き
テ
ス
ト

を
実
質
上
変
更
し
て
き
て
い
る
と
同
じ
よ
う
に
ー
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
連
邦
政
府
(
議
会
)
に
よ
る
在
留
外
国
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人
規
制
に
対
し
て
い
か
な
る
審
査
を
用
い
る
べ
き
か
、
は
未
だ
に
合
衆
国
に
お

い
て
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
本
稿
を
書
き
終
え
て
の
反
省
と
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
は

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
の
判
例
の
枠
組
み
を
追
っ
た
だ
け
で
あ
り
、

外
国
人
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
問
題
状
況
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま

た
、
判
例
の
枠
組
み
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
事
実
的
な
側
面
に

アメリカ合衆国における連邦議会の移民規制j権限と司法審査

し
か
目
安
}
向
け
て
い
な
い
た
め
、
「
外
国
人
の
人
権
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
人
権
論
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
事
実
的
な
側
面
に
つ
い
て
も
、
手
続
的
制
約
と
い
う
重
大
な

問
題
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ

う
な
反
省
を
ふ
ま
え
て
、
比
較
法
的
考
察
及
び
わ
が
国
の
問
題
状
況
の
考
察
を

行
う
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

(
1
)
参
照
本
稿
第
二
章
第
二
節
。

(
2
)
参
照
本
稿
第
一
章
第
三
節
。

(
3
)
参
照
本
稿
第
二
早
注
(
凶
)
。

(
4
)
こ
の
点
に
関
す
る
詳
し
い
資
料
は
残
念
な
が
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
た
だ
し
参
照
本
稿
第
三
章
注

(
1
)
。
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The subject of this Note is to examine the basic frarnework of the U. 

S. Supreme Court's holdings about the discrimination against aliens. And 

at the sarne time. the Note traces the holdings concerning the Congressional 

power regulating immigration. 

The Supreme Court has facially been applying so.called three-tiered. 

standards to the discrimination against aliens. but in my view the real basis 

of its judgrnent may be the preemption of Congressional power regulating 

imrnigration. That is to say， in resolving the problem of discrimination 

against a1iens. the U. S. Suprerne Court has always dealt with the allocation 

of immigration control power between the Congress and a state legislature. 
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After all. the U. S. Supreme Court has deferred to the Congress in 

designating the substantive sphere of the Congressional power to regulate 

immigration. which is the core issue of the rights of aliens. 
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